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貯蔵建屋換気筒 

建 物 

計 測 制 御 系 統 施 設 計 測 制 御 設 備 

放 射 線 管 理 施 設 

試 料 分 析 関 係 設 備 

出 入 管 理 関 係 設 備 

放 射 線 監 視 設 備 

個 人 管 理 用 設 備 

放 射 線 管 理 設 備 

圧 縮 空 気 設 備 

給 水 処 理 設 備 

蒸 気 供 給 設 備 
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1. 安全設計 

1.1 安全設計の基本方針 

  廃棄物管理施設は，以下の基本方針の下に安全設計を行い，「核原料物

質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（以下「原子炉等規制法」

という。）等の法令の要求を満足するものとする。 

  なお，廃棄物管理施設において管理する放射性廃棄物は，使用済燃料の

海外再処理に伴い仏国のＯｒａｎｏ Ｃｙｃｌｅ社及び英国のＳｅｌｌａ

ｆｉｅｌｄ Ｌｔｄ社から，我が国の電力会社に返還されるガラス固化体

であって，長期間にわたり安定した閉じ込め性を有するものである。 

 (１) 平常時において，周辺監視区域外の線量及び放射線業務従事者の受

ける線量が「原子炉等規制法」に基づき定められている線量限度を超え

ないように設計する。 

   さらに，公衆の受ける線量及び放射線業務従事者の立入場所における

線量が合理的に達成できる限り低くなるように設計する。 

 (２) 廃棄物管理施設は，ガラス固化体の管理を行う機器及びガラス固化

体を取り扱う室からの排気がガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒の排

気口以外の場所から放出されることがないように，放射性物質を限定さ

れた区域に閉じ込める機能を有する設計とする。 

 (３) 廃棄物管理施設は，可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用する設

計とする。クレーン等に使用する潤滑油やグリス等の油脂類，電気盤等

に使用する樹脂製部品やケーブル等において，不燃性又は難燃性材料の

使用が技術上困難な場合は，それに起因する火災が発生した場合におい

ても，近傍の安全上重要な施設における火災の発生を防止するため，必

要に応じて金属材料で覆う，離隔距離を確保する等の措置を講ずる設計

とする。また，安全上重要な施設のうち，機器及びこれらの支持構造物
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の主要な構造材は，不燃性材料である金属材料又はコンクリートを使用

する設計とする。 

 (４) 廃棄物管理施設は，火災の拡大を防止するために，自動火災報知設

備及び消火設備を設けるとともに，燃料油などの多量の可燃性物質を貯

蔵する区域は，必要な耐火能力を有する耐火壁（耐火シール，防火戸及

び防火ダンパを含む）によって他の区域と分離することにより，火災の

影響を軽減できる設計とする。また，廃棄物管理施設内で火災が発生し

た場合の安全上重要な施設に対する影響を評価し，安全性を損なわない

ことを確認する。 

   また，廃棄物管理施設の安全性を損なわないように可燃物を管理する

手順を火災防護計画にて整備するとともに，火災防護計画に基づいた消

火活動を行うものとする。 

 (５) 廃棄物管理施設は，地震力が作用した場合においても十分に支持す

ることができる地盤に設けるとともに，地震力に十分に耐えることがで

きる設計とする。 

 (６) その他 

 ａ．廃棄物管理施設は，ガラス固化体のもつ閉じ込めの機能を維持するた

めに，ガラス固化体をガラス固化体の管理を行う機器の内部に収納し，

適切に冷却する。 

   廃棄物管理施設の建物並びに機器，配管及びそれらの支持構造物は，

自重，内圧，外圧等の条件に対し，その機能を維持するとともに，平常

時に想定される温度，放射線等の条件を考慮し，所定の機能が維持でき

る設計とし，想定される自然現象（洪水，風（台風），竜巻，凍結，降

水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林火災等）に

よってもその安全性を損なわない設計とする。 
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   廃棄物管理施設の建物並びに機器，配管及びそれらの支持構造物は，

事業所又はその周辺において想定される当該廃棄物管理施設の安全性を

損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意

によるものを除く。）（以下「人為事象」という。）に対して安全性を

損なわない設計とする。 

   廃棄物管理施設の機器等は，誤操作防止を考慮するとともに誤操作及

び故障によっても安全性を損なわないようにする。また，万一の汚染が

生じるおそれがあり，かつ，人が触れるおそれのある場所については床

等の表面の除染が容易な設計とする。 

 ｂ．廃棄物管理施設の設計，材料の選定，製作及び検査の各段階において

は，安全性及び信頼性を確保するために，適切と認められる規格及び基

準によるものとする。 

 ｃ．安全機能を有する施設を他の原子力施設と共用し，又は安全機能を有

する施設に属する設備を一の廃棄物管理施設において共用する場合には，

廃棄物管理施設の安全性を損なわない設計とする。他の原子力施設と共

用する設備には，外部電源系統を経て6.9ｋＶ運転予備用母線及び常用

母線に接続する遮断器，通信連絡設備のページング装置及び送受話器，

周辺監視区域境界付近の空間線量を測定するための積算線量計，敷地を

代表する地上風の風向及び風速並びに大気温度を測定する気象観測機器

等がある。 

 ｄ．安全機能を有する施設は，当該安全機能を確認するための検査又は試

験及び当該安全機能を健全に維持するための保守又は修理ができるよう

に設計する。 

 ｅ．廃棄物管理施設の安全機能を有する施設のうち，その機能の喪失によ

り，公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれのあるもの及び安全設
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計上想定される事故が発生した場合に公衆又は従事者に及ぼすおそれが

ある放射線障害を防止するため，放射性物質又は放射線が廃棄物管理施

設を設置する事業所外へ放出されることを抑制し，又は防止するものを

安全上重要な施設に選定し，適切な設計を行う。 

   廃棄物管理施設における安全上重要な施設を第1.1－１表に示す。 
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1.2 放射線の遮蔽に関する設計 

  周辺監視区域外の線量及び放射線業務従事者の線量が，「核原料物質又

は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定

める告示」（平成27年８月31日原子力規制委員会告示第８号）（以下「線

量告示」という。）に定められた線量限度を十分下回るように遮蔽設計を

行う。 
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1.2.1 遮蔽設計の基本方針 

 (１) 廃棄物管理施設は，通常運転時，定期検査時等において，放射線業

務従事者の受ける線量が，「線量告示」に定められた線量限度を超えな

いようにすることはもちろん，不必要な放射線被ばくを防止する設計と

する。 

 (２) 廃棄物管理施設からの平常時の直接線及びスカイシャイン線による

公衆の受ける線量が合理的に達成できる限り低くなるように遮蔽設備を

設ける。 

 (３) 建物内の遮蔽設計に当たっては，放射線業務従事者の関係各場所へ

の立入頻度，立入時間等を考慮した５段階の遮蔽設計区分を設け，区分

の基準線量率を満足するように行う。放射線業務従事者の立ち入る場所

の線量率は，ガラス固化体を収納する機器の遮蔽及びこれらを収納する

構築物の遮蔽を適切に組み合わせることによって低減する。 

   また，同一の者が常時滞在する管理区域外の場所の線量が周辺監視区

域外の線量限度を超えないよう，滞在時間を考慮する設計とする。 

 (４) 遮蔽設備に開口部又は配管その他貫通部がある場合には，必要に応

じて，放射線漏えいの防止措置を講ずる。 

 (５) 遮蔽設計における線源は，ガラス固化体及びガラス固化体を収納し

たガラス固化体輸送容器（以下「輸送容器」という。）とする。ガラス

固化体の線源強度は，ガラス固化体の仕様等に基づき，遮蔽計算上厳し

い評価結果を与えるように設定する。ガラス固化体を収納した輸送容器

の線源強度については，輸送容器の遮蔽条件を考慮し設定する。 

   また，遮蔽設計においては，十分信頼性のある計算コードを用いると

ともに，遮蔽体の形状，材質等を考慮し，十分な安全余裕を見込むこと

とする。 
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 (６) 遮蔽材としては，主としてコンクリートを用いるが，その他必要に

応じて鉛，鉄等を用いる設計とする。 
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1.2.2 遮蔽設計区分 

  遮蔽設計区分は，放射線業務従事者の立入頻度，立入時間等を考慮して

５段階に区分するとともに，放射線業務従事者の被ばく低減に留意した基

準線量率を定める。 

 

区        分 基準線量率 

管理区域外 Ⅰ１：管理区域外 ≦2.6μＳｖ／ｈ 

管理区域 

Ⅰ２：週48時間以内しか立ち入

らないところ 
≦10μＳｖ／ｈ 

Ⅰ３：週10時間程度しか立ち入

らないところ 
≦50μＳｖ／ｈ 

Ⅰ４：週１時間程度しか立ち入

らないところ 
≦500μＳｖ／ｈ 

Ⅰ５：通常は立ち入らないとこ

ろ 
＞500μＳｖ／ｈ 

  （注）上表区分欄に示す時間は，毎週必ず立ち入る時間を示すものでは

なく，立入りに対する制限は線量率，作業に要する時間，個人の

線量等を考慮して決定する。 

  なお，遮蔽設計区分概略図を第1.2－１図(１)～1.2－１図(10)に示す。 
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1.2.3 遮蔽の分類 

  廃棄物管理施設には，公衆及び放射線業務従事者等の被ばくを低減する

ため以下の遮蔽を設ける。 

 (１) 一次遮蔽 

   一次遮蔽は，内部にガラス固化体を収納し区画する構築物で，主要部

は，コンクリート壁等の遮蔽体で構成する。 

   一次遮蔽の主なものとしては，ガラス固化体貯蔵建屋の貯蔵区域しゃ

へい及びガラス固化体検査室しゃへい並びにガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟

の貯蔵区域しゃへいがあり，それぞれのコンクリート厚さは，約1.9ｍ

～2.0ｍ及び約1.5ｍ～1.9ｍ並びに約1.9ｍ～2.0ｍである。 

 (２) 二次遮蔽 

   二次遮蔽は，ガラス固化体受入れ建屋，ガラス固化体貯蔵建屋及びガ

ラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟の建物外壁等を構成する構築物で，主要部は，

コンクリート壁等の遮蔽体で構成する。 

   二次遮蔽の主なものとしては，輸送容器一時保管区域しゃへい，ガラ

ス固化体貯蔵建屋搬送室しゃへい及びガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟搬送室

しゃへいがあり，それぞれのコンクリート厚さは，約0.3ｍ（天井）及

び約0.7ｍ（側壁），約0.1ｍ～0.4ｍ並びに約0.1ｍ～0.4ｍである。 

 (３) 補助遮蔽 

   補助遮蔽は，一次遮蔽の外にあるガラス固化体を内部に収納する貯蔵

建屋床面走行クレーンのしゃへい容器で，鉄板等からなる遮蔽体で構成

する。 

   また，以上の遮蔽のほかに，機器及び設備の補修等のために，一時的

に使用する一時的遮蔽として，コンクリートブロック，鉛板，鉄板等か

らなる遮蔽体を必要に応じて使用する。  
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1.2.4 遮蔽設計に用いる線源強度 

  遮蔽設計に用いる線源強度は，以下のとおり設定する。 

 (１) ガラス固化体 

   ガラス固化体の線源強度は，第1.6－１表，第1.6－２表及び第1.6－

３表に示すガラス固化体の仕様等に基づき，遮蔽計算上厳しい評価結果

を与えるように設定する。 

 ａ．ガンマ線 

   ガラス固化体の仕様等を基に，ＯＲＩＧＥＮコード
（１）（２）（３）

を用いて 大発

熱量を満足するように燃焼度を変化させて線源強度とエネルギスペクト

ルを計算し，その値を用いて計算されるコンクリート遮蔽体透過後の

大線量率を包含するように，Ｏｒａｎｏ Ｃｙｃｌｅ社の使用済燃料の

条件において， 低冷却年数で 大発熱量になるときの燃焼度での線源

強度及びエネルギスペクトルを計算し，その線源強度を２倍して設定す

る。ガラス固化体１本当たりのガンマ線の線源強度及びエネルギスペク

トルを第1.2－１表に示す。 

 ｂ．中性子 

   ガラス固化体貯蔵建屋の遮蔽設計に用いる中性子の線源強度について

は，ガラス固化体の仕様等を基に， 大発熱量を満足するように燃焼度

を変化させて，アルファ線を放出する放射性物質の 大量を満足するよ

うにＯＲＩＧＥＮコード
（１）（２）（３）

を用いて中性子発生個数を計算する。その結

果として， 大の中性子発生個数である1.3×10９ｓ－１／本をガラス固

化体１本当たりの線源強度として設定する。エネルギスペクトルについ

ては，遮蔽計算上厳しい評価結果を与えるように，キュリウム－242に

よる（α，ｎ）反応で生成する中性子のエネルギスペクトル
（４）

とする。ガ

ラス固化体１本当たりの中性子線源強度及びエネルギスペクトルを第
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1.2－２表に示す。 

   また，ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟の遮蔽設計に用いる中性子の線源強

度については，ガラス固化体の仕様等を基に， 大発熱量を満足するよ

うに燃焼度を変化させて，アルファ線を放出する放射性物質の 大量を

満足するようにＯＲＩＧＥＮコード等
（１）（２）（５）

を用いて中性子発生個数を計算す

る。その結果として， 大の中性子発生個数である2.0×10９ｓ－１／本

をガラス固化体１本当たりの線源強度として設定する。エネルギスペク

トルについては，遮蔽計算上厳しい評価結果を与えるように，キュリウ

ム－242による（α，ｎ）反応で生成する中性子のエネルギスペクトル
（４）

とする。ガラス固化体１本当たりの中性子線源強度及びエネルギスペク

トルを第1.2－３表に示す。 

 (２) ガラス固化体を収納した輸送容器 

   ガラス固化体を収納した輸送容器の線源強度は，輸送容器表面から１

ｍ離れた位置での線量当量率を100μＳｖ／ｈとし，エネルギスペクト

ルとしては遮蔽計算上厳しい評価結果を与えるようにキュリウム－242

による（α，ｎ）反応で生成する中性子のエネルギスペクトル
（４）

を用いて

設定する。中性子のエネルギスペクトルを第1.2－４表に示す。 
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1.3 核燃料物質等の閉じ込めに関する設計 

 (１) ガラス固化体の管理を行う機器及びガラス固化体を取り扱う室から

の排気は，気体廃棄物の廃棄施設で適切に処理し，ガラス固化体受入

れ・貯蔵建屋換気筒の排気口以外の場所から放出することのないように，

収納管は収納管排気設備により，また，ガラス固化体を取り扱う室は換

気設備により，清浄区域より負圧に維持できる設計とする。 

 (２) 換気設備は，空気が汚染のおそれのある区域から清浄区域に流れな

い設計とする。 

 (３) 液体廃棄物を内蔵する廃水貯槽等は，漏えい防止を考慮した設計と

する。 

   さらに，廃棄物管理施設は，廃水貯槽から漏えいを生じたときの漏え

いの検出及び漏えいの拡大防止を考慮した設計とする。 

 (４) 放射性廃棄物を搬送する設備は，放射性廃棄物の落下等の防止を考

慮した設計とする。 
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1.4 火災及び爆発の防止に関する設計 

1.4.1 火災防護審査基準の要求 

  火災防護に係る審査基準では，基本事項，個別の火災区域又は火災区画

における留意事項，火災防護計画についての要求がなされており，火災及

び爆発の発生防止，火災の感知及び消火設備の設置並びに火災及び爆発の

影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講ずることが要求されてい

る。 

  なお，廃棄物管理施設では爆発性の物質を取り扱うことがないため，爆

発の防止に関する設計上の考慮は必要ない。 

  廃棄物管理施設における，火災防護対策に当たっては，再処理施設と隣

接している施設であり，火災により相互の安全機能に影響を与えないよう，

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準（平成25

年６月19日 原規技発第1306195号 原子力規制委員会決定）」（以下

「火災防護審査基準」という。）を参考として廃棄物管理施設の特徴及び

その重要度を踏まえた火災防護対策を講ずる設計とする。 

1.4.1.1 基本事項  

  安全機能を有する施設は，火災により廃棄物管理施設の安全性が損なわ

れないよう，火災の発生を防止し，早期に火災発生を感知し消火を行い，

かつ，火災及び爆発の影響を軽減するために，火災防護対策を講ずる設計

とする。 

  火災によってその安全機能が損なわないことを確認する施設を，全ての

安全機能を有する構築物，系統及び機器とする。 

  火災防護対策を講ずる対象としては，安全評価上その機能を期待する構

築物，系統及び機器を漏れなく抽出する観点から，安全上重要な構築物，

系統及び機器を抽出することで，火災により，冷却，火災の防止，遮蔽並
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びに閉じ込めの安全機能を損なわないよう対策を講ずる設計とし，安全機

能を有する施設のうち安全上重要な施設に火災区域及び火災区画を設定し

たうえで，火災の発生防止，火災の感知及び消火並びに火災の影響軽減の

それぞれを考慮した火災防護対策を講ずることにより，安全機能を損なわ

ない設計とする。 

  また，安全機能を有する施設のうち，廃棄物管理施設において火災又は

爆発が発生した場合，放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を確保するため

の構築物，系統及び機器のうち，「(１) 安全上重要な施設」に示す安全

上重要な施設を除いたものについても火災区域を設定したうえで，火災の

発生防止，火災の感知及び消火並びに火災の影響軽減のそれぞれを考慮し

た火災防護対策を講ずることにより，安全機能を損なわない設計とする。 

  その他の安全機能を有する施設を含め廃棄物管理施設は，「消防法」，

「建築基準法」，「都市計画法」及び「日本電気協会電気技術規程・指針」

に基づき設備等に応じた火災防護対策を講ずる設計とする。 

 (１) 安全上重要な施設 

   廃棄物管理施設は，冷却，火災の防止，遮蔽並びに閉じ込めに係る安

全機能が火災によって損なわれないよう，適切な火災防護対策を講ずる

設計とする。 

   具体的には，安全機能を有する施設のうち，安全評価上その機能を期

待する構築物，系統及び機器を漏れなく抽出する観点から，安全上重要

な施設の安全機能を有する構築物，系統及び機器（以下「安重機能を有

する機器等」という。）を抽出し，火災の発生防止，火災の感知及び消

火並びに火災の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講ずる。 

   安全上重要な施設は，以下に挙げるものが該当する。 

 ａ．収納管，通風管 
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 ｂ．貯蔵区域しゃへい，ガラス固化体検査室しゃへい 

 ｃ．貯蔵建屋床面走行クレーンのしゃへい容器 

   上記方針に基づき，以下の建物に設置する設備に火災区域及び火災区

画を設定する。 

 ａ．建物 

 (ａ) ガラス固化体貯蔵建屋 

 (ｂ) ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟 

 (２) 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器 

   安全機能を有する施設のうち，廃棄物管理施設において火災が発生し

た場合，放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を確保するための構築物，

系統及び機器のうち，「(１) 安全上重要な施設」に記す安全上重要な

施設を除いたものを「放射性物質貯蔵等の機器等」として選定する。 

   放射性物質貯蔵等の機器等を収納する建屋（安全上重要な施設を除く）

を以下に示す。 

 ａ．ガラス固化体受入れ建屋※ 

 ｂ．ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒 

  ※搬送機器の移動経路の確保が必要であること等から火災区域の分離が困難であるため，ガ

ラス固化体受入れ建屋，ガラス固化体貯蔵建屋及びガラス固化体貯蔵建屋 B 棟について同

一の火災区域とし，ガラス固化体受入れ建屋についても安重機能を有する機器等を設置す

る建屋に対する火災防護対策を実施する。 

 (3) その他の安全機能を有する施設 

   「(１) 安全上重要な施設」及び「(２) 放射性物質の貯蔵又は閉じ込

め機能を有する構築物，系統及び機器」以外の安全機能を有する施設

を含め廃棄物管理施設は，「消防法」，「建築基準法」，「都市計画

法」及び「日本電気協会電気技術規程・指針」に基づき設備に応じた

火災防護対策を講ずる設計とする。 
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 (4) 火災区域及び火災区画の設定 

   安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等を収納する建

屋に，耐火壁（耐火隔壁，耐火シール，防火戸，防火ダンパ等）天井

及び床（以下「耐火壁」という。）によって囲われた火災区域を設定

する。建屋の火災区域は，「(１) 安全上重要な施設」及び「(２) 放射

性物質貯蔵等の機能を有する構築物，系統及び機器」において選定す

る機器等の配置も考慮して火災区域を設定する。 

   火災の影響軽減対策が必要な安重機器を有する機器等及び放射性物質

貯蔵等の機器等を設置する火災区域は，３時間以上の耐火能力を有す

る耐火壁として，３時間耐火に設計上必要な 150ｍｍ以上の壁厚を有す

るコンクリート壁や火災耐久試験により３時間以上の耐火能力を有す

ることを確認した耐火壁により隣接する他の火災区域と分離する。 

   火災区画は，建屋内で設定した火災区域を，耐火壁，離隔距離に応じ

て分割して設定する。 

 (２) 火災防護計画 

   廃棄物管理施設を対象とした火災防護対策を実施するため，火災防護

計画を策定する。火災防護計画には，計画を遂行するための体制，責

任の所在，責任者の権限，体制の運営管理，必要な要員の確保，教育

訓練及び火災防護対策を実施するために必要な手順等について定める

とともに，火災の影響軽減対策が必要な安重機能を有する機器等及び

放射性物質貯蔵等の機器等を火災及び爆発から防護するため，火災及

び爆発の発生防止，火災の早期感知及び消火並びに，火災の影響軽減

の３つの深層防護の概念に基づく火災防護対策を行うことについて定

める。 

   その他の廃棄物管理施設については，「消防法」，「建築基準法」，「都
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市計画法及び日本電気協会電気技術規程・指針」に基づき設備に応じ

た火災防護対策を行うことについて定める。 

   敷地及び敷地周辺で想定される自然現象並びに人為事象による火災及

び爆発（以下「外部火災」という。）については，安全機能を有する施

設を外部火災から防護するための運用等について定める。 

   火災防護計画の策定に当たっては，火災防護審査基準の要求事項を踏

まえ，以下の考えに基づき策定する。 

 ａ．安重機器を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等の防護を目的

として実施する火災防護対策を適切に実施するために，火災防護対策

全般を網羅した火災防護計画を策定する。 

 ｂ．安重機器を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等の防護を目的

として実施する火災防護対策及び火災防護計画を実施するために必要

な手順，機器，組織体制を定める。具体的には，火災防護対策の内容，

その対策を実施するための組織の明確化（各責任者と権限），火災防護

計画を遂行するための組織の明確化（各責任者と権限），その運営管理

及び必要な要員の確保と教育・訓練の実施について定める。 

 ｃ．安重機器を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等を火災及び爆

発から防護するため，火災及び爆発の発生防止，火災の早期感知及び

消火並びに火災及び爆発の影響軽減の深層防護の概念に基づいた，火

災区域及び火災区画を考慮した火災防護対策である，火災及び爆発の

発生防止対策，火災の感知及び消火対策，火災及び爆発の影響軽減対

策を定める。 

 ｄ．火災防護計画は，廃棄物管理施設全体を対象範囲とし，具体的には，

以下の項目を記載する。 

 (ａ) 「廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成
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25 年 12 月６日原子力規制委員会規則第三十一号）」（以下「事業許可

基準規則」という。）第四条に基づくｃ.で示す対策 

 (ｂ) 森林火災，近隣の工場，石油コンビナート等特別防災区域，危険物

貯蔵所及び高圧ガス貯蔵施設（以下「近隣の産業施設」という。）の爆

発，敷地内に存在する危険物貯蔵施設の火災から安全機能を有する施

設を防護する対策 

   ただし，原子力災害に至る火災発生時の対処，原子力災害と同時に発

生する火災発生時の対処，大規模な自然災害又は故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムによる敷地内施設の大規模な損壊（以下

「大規模損壊」という。）に伴う大規模な火災が発生した場合の対処は，

別途定める文書に基づき対応する。 

   なお，上記に示す以外の構築物，系統及び機器は，「消防法」，「建築

基準法に基づく火災防護対策を実施する。 

 (ｃ) 火災防護計画は，火災及び爆発の発生防止，火災の感知及び消火並

びに火災及び爆発の影響軽減のそれぞれを考慮し，火災防護関係法

令・規程類等，火災発生時における対応手順，可燃性物質及び火気作

業に係る運営管理に関する教育・訓練を定期的に実施することを定め

る。 

 (ｄ) 火災防護計画は，その計画において定める火災防護計画全般に係る

定期的な評価及びそれに基づく改善を行うことによって，継続的な改

善を図っていくことを定め，火災防護審査基準への適合性を確認する

ことを定める。 

 (ｅ) 火災防護計画は，再処理事業所廃棄物管理施設の「核原料物質、核

燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第五十一条の十八第 1項」の規

定に基づく再処理事業所廃棄物管理施設保安規定（以下「保安規定」
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という。）に基づく文書として制定する。 

 (ｆ) 火災防護計画の具体的な遂行のルール，具体的な判断基準等を記載

した文書，業務処理手順，方法等を記載した文書の文書体系を定める

とともに，持ち込み可燃性物質管理や火気作業管理，火災防護に必要

な設備の保守管理，教育訓練などに必要な要領については，各関連文

書に必要事項を定めることで，火災防護対策を適切に実施する。 

1.4.1.1.1 火災の発生防止 

1.4.1.1.1.1 施設特有の火災の発生防止 

  廃棄物管理施設で取り扱う化学薬品等のうち，多量の可燃性物質若しく

は熱的に不安定な物質を使用又は生成する系統及び機器はないため，廃棄

物管理施設の火災の発生防止については次項「1.4.1.1.1.2 廃棄物管理

施設内の火災の発生防止」で記載する。 

1.4.1.1.1.2 廃棄物管理施設の火災の発生防止 

  廃棄物管理施設の火災発生防止については，発火性又は引火性物質を内

包する設備及びこれらの設備を設置する火災区域又は火災区画に対する火

災発生防止対策を講ずるとともに，可燃性の蒸気又は可燃性の微粉に対す

る対策，発火源に対する対策，水素に対する換気，漏えい検出対策及び接

地対策，放射線分解により発生する水素の蓄積防止対策，電気系統の過電

流による過熱及び焼損の防止対策等を講ずる設計とする。 

 (１) 発火性又は引火性物質 

   発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火

災区域又は火災区画には，以下の火災の発生防止対策を講ずる設計と

する。発火性又は引火性物質としては，消防法で定められる危険物又

は少量危険物として取り扱うもののうち潤滑油，燃料油及び高圧ガス

保安法で高圧ガスとして定められる水素，二酸化炭素のうち，可燃性
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ガスである水素を対象とする。 

 ａ．漏えいの防止，拡大防止 

   火災区域に対する漏えいの防止対策及び拡大防止対策の設計について

以下を考慮した設計とする。 

 (ａ) 発火性又は引火性物質である潤滑油，燃料油を内包する設備 

   発火性又は引火性物質を内包する設備が設置される火災区域又は火災

区画の潤滑油，燃料油を内包する設備（以下「油内包設備」という。）

は，溶接構造又はシール構造の採用により漏えい防止対策を講ずる設

計とするとともに，漏えい液受皿又は堰を設置し，漏えいした潤滑油，

燃料油が拡大することを防止する設計とする。 

 ｂ．配置上の考慮 

   発火性又は引火性物質の油内包設備の火災により，火災の影響を受け

るおそれのある安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器

等は不燃性材料で構成されており，火災時においても安全機能が維持

できる設計とするため配置上の考慮は必要ない。 

 ｃ．換気 

   火災区域に対する換気について，以下の設計とする。 

 (ａ) 発火性又は引火性物質である油内包設備 

   油内包設備を設置する火災区域は，漏えいした場合に気体状の発火性

又は引火性物質が滞留しないよう，機械換気又は自然換気を行う設計

とする。 

 (ｂ) 発火性又は引火性物質である可燃性ガスを内包する設備 

   可燃性ガスを内包する設備が設置される火災区域又は火災区画の可燃

性ガスのうち，水素を内包する設備である蓄電池を設置又は使用する

火災区域は，火災の発生を防止するために，以下に示す換気設備によ
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る機械換気により換気を行う設計とする。 

  ⅰ．蓄電池 

    蓄電池を設置する火災区域は機械換気を行うことにより，水素濃度

を燃焼限界濃度以下とするよう設計する。 

 ｄ．防爆 

   火災区域に対する防爆について，以下の設計とする。 

 (ａ) 発火性又は引火性物質である引火性液体を内包する設備 

  ⅰ．火災区域内に設置する油内包設備は，潤滑油又は燃料油の外部へ漏

えいを想定しても，潤滑油又は燃料油の引火点は油内包設備を設置す

る室内温度よりも十分高く，機器運転時の温度よりも高いため，可燃

性の蒸気となることはない。 

    また，燃料油である重油を内包する設備を設置する火災区域又は火

災区画については，重油が設備の外部へ漏えいし，万一，可燃性の蒸

気が発生した場合であっても，換気設備で換気していることから，可

燃性の蒸気が滞留するおそれはない。 

    なお，静電気の発生のおそれのある機器は接地を施す設計とする。 

 ｅ．貯蔵 

   発火性又は引火性物質として貯蔵を行う予備電源用ディーゼル発電機

用の燃料油については，必要な量を消防法に基づき一般取扱所に安全

に貯蔵できる設計とする。 

 (２) 可燃性蒸気・微粉の対策 

   油内包設備を設置する火災区域は，「ｃ.(ａ) 発火性又は引火性物質

である油内包設備」に示すとおり，可燃性の蒸気が滞留するおそれは

ない。 

   なお，静電気の発生のおそれのある機器は接地を施す設計とする。 
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   また，火災区域における現場作業において有機溶剤を使用する場合は

必要量以上持ち込まない運用とするとともに，可燃性の蒸気が滞留する

おそれがある場合は，使用する作業場所において，換気，通風，拡散の

措置を行うとともに，建屋の送風機及び排風機による機械換気により滞

留を防止する設計とする。 

   さらに，可燃性の微粉（「工場電気設備防爆指針」に記載される「可

燃性粉じん（空気中の酸素と発熱反応を起こし爆発する粉じん）」や

「爆燃性粉じん（空気中の酸素が少ない雰囲気中又は二酸化炭素中でも

着火し，浮遊状態では激しい爆発をする金属粉じん）」）が滞留するお

それがある設備は存在しない。 

 (３) 発火源への対策 

   廃棄物管理施設で火花を発生する設備や高温の設備等発火源となりう

る設備は存在しない。 

 (４) 水素対策 

   蓄電池については充電時において水素が発生するおそれがあることか

ら機械換気を行うことにより，水素濃度を燃焼限界濃度以下とするとと

もに，蓄電池室上部に水素漏えい検知器を設置し，水素の燃焼限界濃度

である４ｖｏｌ％の 1/4 以下で制御室に警報を発する設計とする。 

   また，蓄電池を設置する火災区域は，充電時において蓄電池から水素

が発生するおそれがあることから，当該区域に可燃物を持ち込まないこ

ととする。 

 (５) 放射線分解等により発生する水素の蓄積防止対策 

   廃棄物管理施設において，放射線分解等により発生する水素は存在し

ない。 
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 (６) 過電流による過熱防止対策 

   廃棄物管理施設内の電気系統に対する過電流による過熱及び焼損の防

止対策として，電気系統は，機器の損壊，故障及びその他の異常を検知

した場合には，遮断器により故障箇所を隔離することにより，故障の影

響を局所化できるとともに，他の安全機能への影響を限定できる設計と

する。 

1.4.1.1.1.3 不燃性材料又は難燃性材料の使用 

  安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等に対する不燃性

材料又は難燃性材料の使用について，以下(１) ～(６)に示す。 

  安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等は，可能な限り

不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とし，不燃性材料又は難燃性材

料の使用が技術上困難な場合は，不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の

性能を有するもの（以下「代替材料」という。）を使用する設計とする。

また，代替材料の使用が技術上困難な場合は，当該機器等における火災に

起因して，他の安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等に

おいて火災が発生することを防止するための措置を講ずる設計とする。 

 (１) 主要な構造材に対する不燃性材料の使用 

   安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等のうち，機器，

配管，ダクト，ケーブル トレイ，電線管及び盤の筐体並びにこれらの

支持構造物の主要な構造材は，火災の発生防止を考慮し，金属及びコン

クリートを使用する設計とする。 

   ただし，配管のパッキン類は，その機能を確保するために必要な代替

材料の使用が技術上困難であるが，金属で覆われた狭隘部に設置し直接

火炎に晒されることなく，火災による安全機能への影響は限定的である

こと，また，他の安全機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器
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等に延焼するおそれがないことから，不燃性材料又は難燃性材料ではな

い材料を使用する設計とする。 

   なお，金属に覆われたポンプ及び弁の駆動部の潤滑油，並びに金属に

覆われた機器内部のケーブルは，発火した場合でも他の安全機能を有す

る機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等に延焼しないことから，不燃性

材料又は難燃性材料ではない材料を使用する設計とする。 

 (２) 変圧器及び遮断器に対する絶縁油の内包 

   廃棄物管理施設における安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵

等の機器等は電源を使用せず，また，金属及びコンクリート等の不燃性

材料で構成され，火災影響により変圧器及び遮断器が損傷しても安全機

能へ影響を及ぼすおそれはない。 

   ただし，建屋内に設置する変圧器及び遮断器は絶縁油を内包しない乾

式を使用する設計とすることで，火災の発生を防止している。 

 (３) 難燃ケーブルの使用について 

   廃棄物管理施設における安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵

等の機器等は電源を使用せず，また，金属及びコンクリート等の不燃性

材料で構成され，火災影響によりケーブルが損傷しても安全機能へ影響

を及ぼすおそれはない。 

   ただし，施設内に敷設されるケーブルは可能な限り「ＩＥＥＥ 383

（米国電気電子工学学会規格）」等により難燃性を満足する難燃性材料

を使用する設計とすることで，火災の発生を防止している。 

 (４) 換気設備のフィルタに対する不燃性材料及び難燃性材料の使用 

   廃棄物管理施設における放射性物質貯蔵等の機器等である換気設備は

その経路により閉じ込めを担保しており火災影響によりフィルタが損傷

しても安全機能へ影響を及ぼすおそれはない。 
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   ただし，換気設備のフィルタは，「空気清浄装置用ろ材燃焼性試験方

法指針(ＪＡＣＡ Ｎｏ.11Ａ（公益社団法人日本空気清浄協会))」によ

り難燃性「ＪＡＣＡ Ｎｏ.11Ａ クラス３ 適合」を満足する難燃性

材料又は不燃性材料を使用する設計とすることで，火災の発生を防止し

ている。 

 (５) 保温材に対する不燃性材料の使用 

   廃棄物管理施設における安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵

等の機器等は保温材を使用していない。 

   ただし，廃棄物管理施設の保温材は，ロックウール，グラスウール，

けい酸カルシウム，耐熱グラスフェルト，セラミックファイバーブラン

ケット，マイクロサーム，パーライト，金属等，「平成 12 年建設省告

示第 1400 号」に定められたもの，又は「建築基準法」で不燃性材料と

して定められたものを使用する設計とする。 

 (６) 建屋内装材に対する不燃性材料の使用 

   建物内装材は，「建築基準法」に基づく不燃性材料又はこれと同等の

性能を有することを試験により確認した材料若しくは消防法に基づく防

炎物品若しくはこれと同等の性能を有することを試験により確認した材

料を使用する設計とする。 

   ただし，塗装は当該場所における環境条件を考慮したものとする。管

理区域の床は，耐汚染性，除染性，耐摩耗性等を考慮して，原則として

腰高さまでエポキシ樹脂系塗料等のコーティング剤により塗装する設計

とする。 

   塗料は，難燃性能が確認されたコーティング剤を不燃性材料であるコ

ンクリート表面に塗布すること，また，建屋内に設置する安全上重要な

施設には不燃性材料又は難燃性材料を使用し，周辺には可燃物がないこ
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とから，塗装が発火した場合においても他の安全上重要な施設において

火災を生じさせるおそれは小さい。 

1.4.1.1.1.4 落雷，地震等の自然現象による火災の発生防止 

  廃棄物管理施設において，設計上の考慮を必要とする自然現象は，地震，

津波，落雷，風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，火山の影響

（降下火砕物によるフィルタの目詰まり等）（以下「火山の影響」とい

う。），生物学的事象，森林火災及び塩害である。 

  風（台風），竜巻及び森林火災は，それぞれの事象に対して廃棄物管理

施設の安全機能を損なうことのないように，自然現象から防護する設計と

することで，火災の発生を防止する。 

  生物学的事象のうちネズミ等の小動物の影響については，侵入防止対策

によって影響を受けない設計とする。 

  津波，凍結，高温，降水，積雪，他の生物学的事象及び塩害は，発火源

となり得る自然現象ではなく，火山の影響についても，火山から廃棄物管

理施設に到達するまでに降下火砕物が冷却されることを考慮すると，発火

源となり得る自然現象ではない。 

  したがって，廃棄物管理施設で火災を発生させるおそれのある自然現象

として，落雷及び地震を選定し，これらの自然現象によって火災が発生し

ないように，以下のとおり火災防護対策を講ずる設計とする。 

 (１) 落雷による火災の発生防止 

   落雷による火災の発生を防止するため，「原子力発電所の耐雷指針

（ＪＥＡＧ4608）」，「建築基準法」及び「消防法」に基づき，「日本

産業規格」に準拠した避雷設備を設置する設計とする。重要な構築物は，

「建築基準法」及び「消防法」の適用を受けないものであっても避雷設

備を設ける設計とする。 
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   各防護対象施設に設置する避雷設備は，構内接地系と連接することに

より，接地抵抗の低減及び雷撃に伴う構内接地系の電位分布の平坦化を

図る設計とする。 

 (２) 地震による火災の発生防止 

   安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等は，耐震設計

上の重要度に応じた地震力が作用した場合においても支持することがで

きる地盤に設置し，自らの破壊又は倒壊による火災の発生を防止する。 

   耐震については事業許可基準規則第六条に示す要求を満足するよう，

事業許可基準規則の解釈に従い耐震設計を行う設計とする。 

1.4.1.1.2 火災の感知，消火 

  火災の感知及び消火については，安重機能を有する機器等及び放射性物

質貯蔵等の機器等に対して，早期の火災感知及び消火を行うための自動火

災報知設備及び消火設備を設置する設計とする。具体的な設計を

「1.4.1.1.2.1 早期の火災感知及び消火」～「1.4.1.1.2.3 消火設備の

破損，誤動作又は誤操作による安全機能への影響」に示す。 

  このうち，自動火災報知設備及び消火設備が，地震等の自然現象に対し

て，火災感知及び消火の機能，性能が維持され，かつ，安重機能を有する

機器等及び放射性物質貯蔵等の耐震重要度分類に応じて，機能を維持でき

る設計とすることを「1.4.1.1.2.2 自然現象の考慮」に示す。また，消

火設備は，破損，誤動作又は誤操作が起きた場合においても，安全上重要

な施設の安全機能を損なわない設計とすることを「1.4.1.1.2.3 消火設

備の破損，誤動作又は誤操作による安全機能への影響」に示す。 

1.4.1.1.2.1 早期の火災感知及び消火 

  自動火災報知設備及び消火設備は，安重機能を有する機器等及び放射性

物質貯蔵等の機器等の機能を有する機器等に対する火災の影響を限定し，
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早期の火災感知及び消火を行える設計とする。 

 (１) 自動火災報知設備 

   自動火災報知設備は，安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等

の機器等を設置する火災区域又は火災区画の火災を早期に感知するため

に設置する設計とする。 

 ａ．火災感知器の環境条件等の考慮及び多様化 

   安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等が設置される

火災区域又は火災区画の火災感知器の型式は，放射線，取付面高さ，温

度，湿度，空気流等の環境条件及び予想される火災の性質を考慮して選

定する。 

   また，火災を早期に感知できるよう固有の信号を発する異なる種類の

火災感知器は，炎感知器のようにその原理からアナログ式にできない場

合を除き，誤作動を防止するため平常時の状態を監視し，急激な温度や

煙の濃度の上昇を把握することができるアナログ式を選定する。炎感知

器はアナログ式ではないが，炎が発する赤外線又は紫外線を感知するた

め，炎が生じた時点で感知することができ，火災の早期感知に優位性が

ある。 

   安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等に影響を及ぼ

すおそれのある火災を早期に感知するとともに，火災の発生場所を特定

するために，「消防法」に基づき設置される火災感知器に加え，固有の

信号を発する異なる種類の火災感知器又は同等の機能を有する機器を組

み合わせて設置する設計とする。 

   なお，安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等が設置

される火災区域又は火災区画のうち，コンクリート製の構造物や金属製

の配管，タンク等のみで構成されている機器等が設置されている火災区
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域又は火災区画は，機器等が不燃性の材料で構成されており，火災の影

響により機能を喪失するおそれがないことから，固有の信号を発する異

なる種類の火災感知器の組合せは行わず，「消防法」に基づいた設計と

する。 

   消防法施行令及び消防法施行規則において火災感知器の設置が除外さ

れる区域についても，安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の

機器等が火災による影響を考慮すべき場合には設置する設計とする。 

   ただし，以下の火災のおそれがない区域又は他の設備により火災発生

の前後において有効に検出できる場合は除く。 

 (ａ) 貯蔵区域等 

   ガラス固化体が貯蔵される区域であり，高線量により通常時に人の立

ち入りがなく，可燃性物質の設置がないことより，通常運転時における

火災の発生，及び人による火災の発生のおそれがないことから，火災の

感知の必要はない。 

 (ｂ) 可燃性物質の取扱いがない室（ダクトスペース及びパイプスペース） 

   ダクトスペースやパイプスペースは高線量区域ではないが，可燃性物

質は設置されておらず，また，点検口は存在するが，通常時には人の入

域はなく，人による火災の発生のおそれがないことから，火災の感知の

必要はない。 

 (ｃ) 可燃性物質の取扱いはあるが，火災感知器によらない設備により早

期感知が可能な区域 

   本区域は，放射線による故障に伴う誤作動が生じる可能性があるため，

火災の発生が想定される室については，火災検知器（熱電対）及び耐放

射線性のＩＴＶカメラの火災の感知が可能となる設備について多様性を

確保して設置する設計とする。 
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 ｂ．自動火災報知設備の性能と設置方法 

   火災感知器については「消防法施行規則（昭和 36 年自治省令第６号）

第二十三条第４項」に従い設置する設計とする。 

   また，環境条件等から「消防法」上の火災感知器の設置が困難となり，

感知器と同等の機能を有する機器を使用する場合においては，同項にお

いて求める「火災区域内の感知器の網羅性及び火災報知設備の感知器及

び発信機に係る技術上の規格を定める省令（昭和 56 年自治省令第 17 号）

第十二条～第十八条」までに定める感知性能と同等以上の方法により設

置する設計とする。 

 (ａ) 火災感知器の組合せ 

   固有の信号を発する異なる感知方式の感知器等の組合せの基本的な考

え方を以下に示す。 

   自動火災報知設備の火災感知器は，環境条件及び安重機能を有する機

器等及び放射性物質貯蔵等の機器等の特徴を踏まえ設置することとし，

アナログ式煙感知器及びアナログ式熱感知器の組合せを基本として設置

する設計とする。 

   一方，以下に示すとおり，屋内において取り付け面高さが熱感知器又

は煙感知器の上限を超える場合及び外気取入口など気流の影響を受ける

場合，アナログ式感知器の設置が適さないことから，非アナログ式の炎

感知器を設置する設計とする。 

   非アナログ式の炎感知器は，炎が発する赤外線や紫外線を感知するた

め，煙や熱と比べて感知器に到達する時間遅れがなく，火災の早期感知

に優位性がある。 

   また，非アナログ式の炎感知器（赤外線方式）を設置する場合は，そ

れぞれの監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないように設置す
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る設計とするとともに，誤動作防止対策のため，屋内に設置する場合は，

外光が当たらず，高温物体が近傍にない箇所に設置する設計とする。 

   なお，蓄電池室は換気設備により清浄な状態と保たれていること，及

び水素漏えい検知器により爆発性雰囲気とならないことを監視している

ことから，通常のアナログ式の感知器を設置する設計とする。 

   よって，非アナログ式の感知器を採用してもアナログ式の感知器と同

等以上の性能を確保することが可能である。 

   非アナログ式感知器を設置する火災区域又は火災区画を以下に示す。 

  ｉ．設置高さ及び気流の影響のある火災区域･区画（屋内） 

    屋内の火災区域・区画のうち設置高さが高い場所や，気流の影響を

考慮する必要のある場所には，熱や煙が拡散することから，アナログ

式感知器（煙及び熱）を組み合わせて設置することが適さないため，

一方は非アナログ式の炎感知器を設置する設計とする。 

 (ｂ) 設置時期 

   火災防護審査基準の改正を踏まえ，安重機能を有する機器等および放

射性物質貯蔵等の機器等を収納する火災区域又は火災区画に対して多様

化する火災感知器設備については，改正の施行日から５年後の定期検査

終了時までに設置する。 

 ｃ．自動火災報知設備の電源確保 

   自動火災報知設備は，外部電源喪失時にも火災の感知が可能となるよ

う，蓄電池を設け，火災感知の機能を失わないよう電源を確保する設計

とする。 

   また，安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等が設置

される火災区域又は火災区画に対して多様化する自動火災報知設備につ

いては，運転予備電源から給電される設計とする。 
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 ｄ．火災報知盤 

   制御室に設置する火災報知盤に火災信号を表示するとともに警報を発

することで，適切に監視できる設計とする。 

   また，火災報知盤は，感知器の設置場所を１つずつ特定できることに

より，火災の発生場所を特定できる設計とする。 

   火災感知器は火災報知盤を用いて以下のとおり点検を行うことができ

るものを使用する設計とする。 

・自動試験機能又は遠隔試験機能を有する火災感知器は，火災感知の

機能に異常がないことを確認するため，定期的に自動試験又は遠隔

試験を実施する。 

・自動試験機能又は遠隔試験機能を持たない火災感知器は，火災感知

器の機能に異常がないことを確認するため，消防法施行規則に基づ

き，煙等の火災を模擬した試験を定期的に実施する。 

 ｅ．試験・検査 

   自動火災報知設備は，その機能を確認するため定期的な試験及び検査

を行う。 

 (２) 消火設備 

   消火設備は，以下に示すとおり，安重機能を有する機器等及び放射性

物質貯蔵等の機器等を設置する火災区域又は火災区画の火災を早期に消

火できるように設置する設計とする。 

 ａ．消火設備について 

 (ａ) 火災に対する二次的影響を考慮 

   廃棄物管理施設の安重機能を有する機器等は，不燃性材料であるコン

クリート又は金属により構成されており，火災時においても安全上重要

な施設の安全機能を損なわない設計とする。 
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 (ｂ) 想定される火災の性状に応じた消火剤容量 

   消火設備は，可燃性物質の性状を踏まえ，想定される火災の性質に応

じた容量の消火剤を備える設計とする。 

   油火災（油内包設備や燃料タンクからの火災）が想定される発電機室

には，消火性能の高い不活性ガスを用いる二酸化炭素消火設備（全域）

を設置しており，「消防法施行規則第十九条」に基づき算出される必要

量の消火剤を配備する設計とする。 

   火災区域又は火災区画に設置する消火器については，「消防法施行規

則」第六条～第八条に基づき延床面積又は床面積から算出される必要量

の消火剤を配備する設計とする。 

   消火剤に水を使用する消火用水の容量は，「ｂ．(ｂ) 消火用水の

大放水量の確保」に示す。 

 (ｃ) 消火栓の配置 

   屋内消火栓及び屋外消火栓は，「消防法施行令第十一条（屋内消火栓

設備に関する基準），第十九条」及び「都市計画法施行令第二十五条

（屋外消火栓設備に関する基準，開発許可の基準を適用するについて必

要な技術的細目）」に準拠し配置することにより，消火栓により消火を

行う必要のあるすべての火災区域又は火災区画における消火活動に対処

できるように配置する設計とする。 

 (ｄ) 移動式消火設備の配備 

   火災時の消火活動のため，「消防法」による自衛消防の要求にて移動

式消火設備を配備する。 

 (ｅ) 消火設備の電源確保 

   消火設備のうち，消火水供給設備は再処理施設と共用し，再処理施設

で電源を確保する設計とする。 
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 (ｆ) 消火設備の故障警報 

   各消火設備の故障警報は制御室に吹鳴する設計とする。 

 (ｇ) 系統分離に応じた独立性の考慮 

   廃棄物管理施設は原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有

する構築物，系統及び機器に該当する施設はないことから，系統分離を

設計上考慮する必要はないが，「消防法」等に基づき適切に消火設備を

配備する設計とする。 

 (ｈ) 安重機器等が設置される区域のうち消火困難となる区域の消火設備 

   廃棄物管理施設の安全上重要な施設である収納管，通風管及び遮蔽設

備は，金属及びコンクリート等の不燃性材料で構成され，火災影響によ

り安全機能が影響を受けないため対象はない。 

 (ｉ) 放射性物質貯蔵等の機器等を設置する区域のうち消火困難となる区

域の消火活動 

   廃棄物管理施設の制御室の床下にケーブルが敷設されているが，安重

機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等にケーブルは使用し

ないため，火災影響により安全機能へ影響を及ぼすおそれはないことか

ら考慮しない。 

   なお，制御室には排煙設備が設置されており，煙の充満により消火活

動が困難とならないため，消火器による消火が可能である。 

   上記以外の火災区域又は火災区画については，消防法又は建築基準法

に基づく消火設備で消火する設計とする。 

 (ｊ) 消火活動のための電源を内蔵した照明器具 

   屋内消火栓，消火設備の現場盤操作等に必要な照明器具として，移動

経路に加え，屋内消火栓設備及び消火設備の現場盤周辺に設置するもの

とし，現場への移動時間（約 10～40 分程度）及び消防法の消火継続時



 

5－1－35 

間（20 分）を考慮し，２時間以上の容量の蓄電池を内蔵する照明器具

を設置する設計とする。 

 ｂ．消火剤に水を使用する消火設備について 

 (ａ) 消火水供給設備の多重性又は多様性の考慮 

   消火水供給設備の水源及び消火ポンプ系は，再処理施設とウラン・プ

ルトニウム混合酸化物燃料加工施設（以下「ＭＯＸ燃料加工施設」とい

う。）と共用し，火災防護審査基準をうけた消火活動２時間に対し十分

な容量を有するろ過水貯槽及び消火用水貯槽を設置し，双方からの消火

用水の供給を可能とすることで，多重性を有する設計とする。 

   また，消火ポンプは電動機駆動消火ポンプに加え，同等の能力を有す

る異なる駆動方式であるディーゼル駆動消火ポンプを設置することで，

多様性を有する設計とする。 

   水源の容量は，廃棄物管理施設は危険物取扱所に該当する施設である

ため，消火活動に必要な水量を考慮したものとし，その根拠は「(ｂ) 消

火用水の 大放水量の確保」に示す。 

 (ｂ) 消火用水の 大放水量の確保 

   消火剤に水を使用する消火設備（屋内消火栓，屋外消火栓）の必要水

量を考慮し，水源は「消防法施行令」及び「危険物の規制に関する規則」

に基づくとともに， 大放水量を確保できる設計とする。 

   また，消火用水供給系の消火ポンプは，必要量を送水可能な電動機駆

動ポンプ及びディーゼル駆動ポンプ（定格流量 450ｍ３／ｈ）を１台ず

つ設置する設計とし，消火配管内を加圧状態に保持するため，機器の単

一故障を想定し，圧力調整用消火ポンプを２基設ける設計とする。 

 (ｃ) 消火用水の優先供給 

   消火用水は他の系統と兼用する場合には，他の系統から隔離できる弁
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を設置し，遮断する措置により，消火水供給を優先する設計とする。 

 (ｄ) 管理区域内からの放出消火剤の流出防止 

   管理区域内で放出した消火用水は，放射性物質を含むおそれがあるこ

とから，管理区域外への流出を防止するため，管理区域と管理区域外の

境界に堰等を設置するとともに，液体廃棄物の廃棄施設に回収する設計

とする。 

   また，管理区域においてガス系消化剤による消火を行った場合におい

ても，建屋換気設備のフィルタ等により放射性物質を低減したのち，ガ

ラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒から放出する設計とする。 

 (ｅ) 固定式ガス消火設備等の従事者退避警報 

   全域放出方式の固定式ガス消火設備は，作動前に従事者等の退出がで

きるよう警報又は音声警報を吹鳴する設計とする。 

   また不活性ガスを用いる二酸化炭素消火設備(全域)の作動に当たって

は，20 秒以上の時間遅れをもって消火ガスを放出する設計とする。 

 (ｆ) 他施設との共用 

   消火水供給設備は再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用し，消火

栓設備の一部及び防火水槽の一部は，再処理施設と共用する設計とする。 

   再処理施設又はＭＯＸ燃料加工施設と供用する消火水供給設備並びに

再処理施設と共用する消火栓設備の一部及び防火水槽の一部は，再処理

施設又はＭＯＸ燃料加工施設へ消火用水を供給した場合においても廃棄

物管理施設で必要な容量を確保できる設計とする。 

   また，消火水供給設備においては，故障及びその他の異常が発生した

場合でも，弁を閉止することにより故障及びその他の異常による影響を

局所化し，故障及びその他の異常が発生した施設からの波及的影響を防

止することから，共用によって廃棄物管理施設の安全性を損なわない設
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計とする。 

 (ｇ) 試験・検査 

   消火設備は，その機能を確認するため定期的な試験及び検査を行う。 

1.4.1.1.2.2 自然現象の考慮 

  廃棄物管理施設において，設計上の考慮を必要とする自然現象は，地震，

津波，落雷，風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，火山の影響，

生物学的事象，森林火災及び塩害である。 

  これらの自然現象のうち，落雷については，「1.4.1.1.1.4(１) 落雷に

よる火災の発生防止」に示す対策により，機能を維持する設計とする。 

  風（台風），竜巻及び森林火災は，それぞれの事象に対して廃棄物管理

施設の安全機能を損なうことのないように，自然現象から防護する設計と

することで，火災の発生を防止する。 

  凍結については，以下「(１) 凍結防止対策」に示す対策により機能を

維持する設計とする。竜巻，風(台風)に対しては，「(２) 風水害対策」

に示す対策により機能を維持する設計とする。地震については，「(３) 

地震時における地盤変位対策」及び「(４) 想定すべき地震に対する対応」

に示す対策により機能を維持する設計とする。 

  上記以外の津波，高温，降水，積雪，火山の影響，生物学的事象，森林

火災，塩害については，「(５) 想定すべきその他の自然現象に対する対

策について」に示す対策により機能を維持する設計とする。 

 (１) 凍結防止対策 

   屋外に設置する消火設備は，廃棄物管理施設が考慮している冬期 低

気温を踏まえ，当該環境条件を満足する消火設備を設置する設計とする。 

   屋外の消火設備のうち，消火用水の供給配管は冬季の凍結を考慮し，

凍結深度を確保した埋設配管とするとともに，地上部に配置する場合に
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は保温材を設置する設計とすることにより，凍結を防止する設計とする。 

   また，屋外消火栓は，消火栓内部に水が溜まらないような構造とし，

自動排水機構により通常は排水弁を通水状態，消火栓使用時は排水弁を

閉にして放水する設計とする。 

 (２) 風水害対策 

   不活性ガスを用いる二酸化炭素消火設備(全域)については，風水害に

対してその性能が著しく阻害されることがないよう，建屋内に設置する

設計とする。 

   屋外消火栓は風水害に対してその機能が著しく阻害されることがない

よう，雨水の浸入等により動作機構が影響を受けない構造とする。 

 (３) 地震時における地盤変位対策 

   屋内消火栓設備は，地震時における地盤変位により，消火用水を建物

へ供給する消火配管が破断した場合においても，消火活動を可能とする

よう，消防車から消火用水を供給できるよう建屋内に送水口を設置し，

また，破断した配管から建屋外へ流出させないよう逆止弁を設置する設

計とする。 

   建屋内に設置する送水口は，迅速な消火活動が可能となるよう，外部

からのアクセス性が良い箇所に設置する設計とする。 

 (４) 想定すべき地震に対する対応 

   安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等は不燃性材料

であるコンクリート又は金属により構成し，火災時においても冷却及び

遮蔽等の安全機能が維持できる設計とすることから火災区域又は火災区

画の自動火災報知設備及び消火設備は耐震Ｃクラスによる設計とする。 

 (５) 想定すべきその他の自然現象に対する対策について 

   想定すべきその他の自然現象として，凍結，風水害，地震以外に考慮
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すべき自然現象により自動火災報知設備及び消火設備の性能が阻害され

た場合は，原因の除去又は早期の取替え，復旧を図る設計とするが，必

要に応じて監視の強化や，代替消火設備の配備等を行い，必要な性能を

維持することとする。 

1.4.1.1.2.3 消火設備の破損，誤動作又は誤操作による安全機能への影響 

  廃棄物管理施設の安重機能を有する機器等は，コンクリート又は金属に

より構成されており，放射性物質貯蔵等の機器等は，金属により構成され

ているため消火設備の破損，誤動作又は誤操作により，消火剤が放出され

たとしても安全機能を損なわない。 

1.4.1.1.3 火災の影響軽減 

1.4.1.1.3.1 火災区域の影響軽減 

  廃棄物管理施設の安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器

等が設置される火災区域又は火災区画内の火災又は隣接する火災区域又は

火災区画の火災による影響に対し，以下に記す火災の影響軽減のための対

策を講ずる設計とする。 

 (１) 火災区域の分離 

   廃棄物管理施設の安重機能を有する機器等が設置される火災区域は，

他の火災区域と隣接する場合は，耐火壁によって他の区域と分離する。 

   また，廃棄物管理施設の一般排水系は同一の火災区域に設置されてい

るため，ファンネルから排水管を介して他の火災区域へ煙等の影響を及

ぼすおそれはない。 

 (２) 火災防護対象機器等の系統分離 

   廃棄物管理施設は原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有

する構築物，系統及び機器に該当する施設はないことから，系統分離を

設計上考慮する必要はない。 
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 (３) 放射性物質貯蔵等の機能に関わる火災区域の分離 

   放射性物質貯蔵等の機能に関わる火災区域は，他の火災区域と隣接す

る場合は，耐火壁によって他の区域と分離する設計とする。 

 (４) 換気設備に対する火災の影響軽減対策 

   火災区域境界を貫通する換気ダクトには防火ダンパを設置することで，

他の区域からの火災の影響が及ばない設計とする。 

   また，換気設備の高性能粒子フィルタは難燃性のものを使用する設計

とする。 

 (５) 煙に対する火災の影響軽減対策 

   運転員が駐在する制御室の火災発生時の煙を排気するために，「建築

基準法」に基づく容量の排煙設備を設置する設計とする。 

   排煙設備は非管理区域である制御室を対象としているため，放射性物

質の環境への放出を考慮する必要はない。 

   また，引火性液体が密集する発電機室については，固定式消火設備を

設置することにより，早期に消火する設計とする。 

 (６) 油タンクに対する火災の影響軽減対策 

   火災区域又は火災区画に設置される油タンクのうち，廃棄物管理施設

で使用する油脂類のタンクはベント管により屋外へ排気する設計とする。 

1.4.1.1.3.2 火災影響評価 

  廃棄物管理施設の安重機能を有する機器等は，不燃性材料であるコンク

リート又は金属により構成されており，火災時においても安全上重要な施

設の安全機能を損なわない設計とすることにより，系統分離が必要な設備

はないため，火災影響評価による確認は実施しない。 
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1.4.1.2 個別の火災区域又は火災区画における留意事項 

 (１) ケーブル処理室 

   廃棄物管理施設において，発電炉のケーブル処理室に該当する箇所は

ない。 

 (２) 電気室 

   電気室は，電源供給のみに使用する設計とする。 

 (３) 蓄電池室 

   蓄電池室は，以下のとおりとする。 

 ａ．通常の使用状態において水素が蓄電池外部へ放出されるおそれのある

蓄電池室には，原則として直流開閉装置やインバータを収納しない設

計とする。 

 ｂ．蓄電池室の蓄電池は，「蓄電池室に関する設計指針(社団法人電池工

業会)（ＳＢＡ Ｇ 0603-2001）」に基づき，排風機を水素ガスの排

気に必要な換気量以上となるよう設計することによって，蓄電池室内

及び蓄電池内の水素濃度を２ｖｏｌ％以下に維持する設計とする。 

 ｃ．蓄電池室の換気設備が喪失した場合には，制御室等の監視制御盤に警

報を発する設計とする。 

 (４) ポンプ室 

   潤滑油を内包するポンプは，シール構造の採用により漏えい防止対策

を講ずる設計，又は，漏えい液受皿を設置し，漏えいした潤滑油が拡大

することを防止する設計とする。 

   また，ポンプを設置している部屋は，換気設備による排煙が可能であ

ることから，煙が滞留し難い構造としており，人による消火が可能であ

る。 
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 (５) 中央制御室等 

   廃棄物管理施設の安全上重要な施設である，収納管，通風管及び遮蔽

設備は，金属及びコンクリート等の不燃性材料で構成され，制御室での

火災影響により安全機能が影響を受けないことから，周辺の部屋との間

の換気設備には防火ダンパを設置する必要はない。 

   なお，制御室のカーペットは，「消防法」に基づく防炎物品若しくは

これと同等の性能を有することを試験により確認した材料を使用する設

計とする。 

 (６) 使用済燃料貯蔵設備，新燃料貯蔵設備及び使用済燃料乾式貯蔵設備 

   廃棄物管理施設において取り扱うガラス固化体中の核分裂性物質の含

有量は小さいため，消火活動により消火用水が放水されても臨界になる

ことはない。 

 (７) 放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備 

   管理施設のガラス固化体貯蔵設備，液体廃棄物の廃棄施設の廃水貯蔵

設備及び固体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物貯蔵設備は以下のとおり設

計する。 

 ａ．ガラス固化体が収納されている収納管及び通風管の周辺には可燃物は

なく，金属等の不燃性材料で構成されており火災による崩壊熱等の除

去機能への影響はない。 

なお，換気設備により，建屋内の圧力を負圧に保ち，環境への放射性

物質の放出を防止するためにフィルタにより放射性物質を除去する設

計とする。 

 ｂ．管理区域での消火活動により放水した消火用水が管理区域外に流出し

ないように，管理区域と管理区域外の境界に堰等を設置するとともに，

液体廃棄物の廃棄施設に回収する設計とする。 
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 ｃ．放射性物質を含んだフィルタ類及びその他の雑固体は，金属製容器に

封入し，保管する設計とする。 

 ｄ．放射性物質による崩壊熱は，空気による冷却を行うことにより，火災

の発生防止を考慮した設計としている。 

1.4.1.3 体制 

  火災発生時において廃棄物管理施設の消火活動を行うため，通報連絡者

及び消火活動のための消火専門隊の要員が常駐するとともに，火災発生時

には，再処理事業部長等により編成する自衛消防隊を設置する。自衛消防

隊の体制を第 1.4－１図に示す。廃棄物管理施設の火災における消火活動

においては，敷地内に常駐する自衛消防隊の消火班が対応する。 

1.4.1.4 火災防護計画について 

  廃棄物管理施設全体を対象とした火災防護対策を実施するため，火災防

護計画を策定する。火災防護計画には，計画を遂行するための体制，責任

の所在，責任者の権限，体制の運営管理，必要な要員の確保及び教育訓練

並びに火災防護対策を実施するために必要な手順等について定めるととも

に，安重機器を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等については，

火災及び爆発の発生防止，火災の早期感知・消火並びに，火災及び爆発の

影響軽減の３つの深層防護の概念に基づき，必要な火災防護対策を行うこ

とについて定める。 

 (１) 火災が発生していない平常時の対応においては，以下の手順をあら

かじめ整備し，的確に行う。 

 ａ．制御室に設置する火災報知盤によって，施設内で火災が発生していな

いこと及び自動火災報知設備に異常がないことを確認する。 

 ｂ．消火設備の故障警報が発報した場合には，制御室並びに必要な現場の

制御盤の警報を確認するとともに，消火設備が故障している場合には，
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早期に必要な修理を行う。 

 (２) 消火設備のうち，手動操作による固定式消火設備を設置する火災区

域又は火災区画における火災発生時の対応においては，以下の手順を

あらかじめ整備し，的確に操作を行う。 

 ａ．火災感知器が作動し，火災を確認した場合は，消火活動を行う。 

 ｂ．消火活動が困難な場合は，運転員の退避を確認後，固定式消火設備を

手動操作により動作させ，消火設備の動作状況，消火状況の確認及び

運転状況の確認を行う。 

 (３) 制御室における火災及び爆発発生時の対応においては，以下の手順

を整備し，操作を行う。 

 ａ．火災感知器及び高感度煙感知器により火災を感知し，火災を確認した

場合は，常駐する運転員により制御盤内では二酸化炭素消火器，それ

以外では粉末消火器を用いた消火活動，運転状況の確認等を行う。 

 ｂ．煙の充満により運転操作に支障がある場合は，火災及び爆発発生時の

煙を排気するため，排煙設備を起動する。 

 (４) 水素漏えい検知器を設置する火災区域又は火災区画における水素濃

度上昇時の対応として，換気設備の運転状態の確認を実施する手順を

整備する。 

 (５) 自動火災報知設備の故障その他の異常により監視ができない状況と

なった場合は，現場確認を行い，火災の有無を確認する。 

 (６) 消火活動においては，あらかじめ手順を整備し，火災発生現場の確

認，通報連絡及び消火活動を実施するとともに，消火状況の確認及び

運転状況の確認を行う。 

 (７) 可燃性物質の持込み状況，防火戸の状態，火災及び爆発の原因とな

り得る加熱及び引火性液体の漏えい等を監視するための監視手順を定
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め，防火監視を実施する。 

 (８) 火災及び爆発の発生の可能性を低減するために，廃棄物管理施設に

おける試験，検査，保守又は修理で使用する資機材のうち可燃性物質

に対する持込みと保管に係る手順をあらかじめ整備し，的確に実施す

る。 

 (９) 廃棄物管理施設において可燃性又は難燃性の雑固体を一時的に集

積・保管する必要がある場合，火災及び爆発の発生及び延焼を防止す

るため，金属製の容器への収納又は不燃性材料による養生及び保管に

係る手順をあらかじめ整備し，的確に実施する。 

 (10) 火災及び爆発の発生を防止するために，廃棄物管理施設における火

気作業に対する以下の手順をあらかじめ整備し，的確に実施する。 

 ａ．火気作業前の計画策定 

 ｂ．火気作業時の養生，消火器の配備及び監視人の配置 

 ｃ．火気作業後の確認事項（残り火の確認等） 

 ｄ．安全上重要と判断された区域における火気作業の管理 

 ｅ．火気作業養生材に関する事項（不燃シートの使用等） 

 ｆ．仮設ケーブル（電工ドラム含む）の使用制限 

 ｇ．火気作業に関する教育 

 (11) 火災及び爆発の発生を防止するために，化学薬品の取扱い及び保管

に係る手順をあらかじめ整備し，的確に実施する。 

 (12) 火災防護に必要な設備は，機能を維持するため，適切に保守管理及

び点検を実施するとともに，必要に応じ修理を行う。 

 (13) 火災時の消火活動に必要となる防火服，空気呼吸器の資機材の点検

及び配備に係る手順をあらかじめ整備し，的確に実施する。 

 (14) 火災時の消火活動のため，消防法による自衛消防の要求にて移動式
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消火設備を配備する。 

 (15) 運転員に対して，廃棄物管理施設内に設置する安重機能を有する機

器等を火災及び爆発から防護することを目的として，火災及び爆発か

ら防護すべき機器，火災及び爆発の発生防止，火災の感知及び消火並

びに火災及び爆発の影響軽減に関する教育を定期的に実施する。 

 ａ．火災区域及び火災区画の設定 

 ｂ．火災及び爆発から防護すべき安重機能を有する機器等及び放射性物質

貯蔵等の機器等 

 ｃ．火災及び爆発の発生防止対策 

 ｄ．自動火災報知設備 

 ｅ．消火設備 

 ｆ．火災及び爆発の影響軽減対策 

 (16) 廃棄物管理施設内に設置する安全機能を有する施設を火災及び爆発

から防護することを目的として，消火器及び水による消火活動につい

て，要員による消防訓練，消火班による総合的な訓練及び運転員によ

る消火活動の訓練を定期的に実施する。 
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1.5 耐震設計及び耐津波設計 

1.5.1 耐震設計の基本方針 

  廃棄物管理施設の耐震設計は，事業許可基準規則に適合するように，以

下の項目に基づき設計する。 

 (１) 安全機能を有する施設は，地震力に十分耐えることができるように

設計する。 

 (２) 安全機能を有する施設は，地震により発生するおそれがある安全機

能の喪失及びそれに続く放射線による公衆への影響を防止する観点から，

耐震重要度に応じてＳクラス，Ｂクラス及びＣクラスに分類し，それぞ

れの耐震重要度に応じた地震力に十分耐えることができるように設計す

る。 

 (３) Ｓクラスの安全機能を有する施設は，安全機能を有する施設に大き

な影響を及ぼすおそれがある地震による加速度によって作用する地震力

（以下「基準地震動」という。）による地震力に対してその安全機能が

損なわれるおそれがないように設計する。また，Ｓクラスの安全機能を

有する施設は，弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力のいずれ

か大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えるよ

うに設計する。 

 (４) Ｂクラス及びＣクラスの安全機能を有する施設は，静的地震力に対

しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えるように設計する。また，Ｂ

クラスの安全機能を有する施設のうち，共振のおそれのある施設につい

ては，その影響についての検討を行う。その場合，検討に用いる地震動

は，弾性設計用地震動に２分の１を乗じたものとする。 
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1.5.2 耐震設計上の重要度分類 

  廃棄物管理施設の耐震設計上の重要度を，事業許可基準規則に基づき，

Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスに分類する方針とする。 

  具体的には，平成４年４月３日付け４安第91号をもって事業の許可を受

け，その後，平成15年12月8日付け平成13・07・30原第９号をもって変更

の許可を受けた廃棄物管理事業許可申請書の本文及び添付書類（以下「旧

申請書」という。）における再処理施設安全審査指針（昭和61年２月20日

原子力安全委員会決定。）に基づく耐震重要度の分類であるＡクラス及び

ＡｓクラスをＳクラス，Ｂクラス及びＣクラスをそれぞれＢクラス及びＣ

クラスに置き換える。 

 (１) Ｓクラスの施設 

   自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係しておりそ

の機能喪失により放射性物質を外部に拡散する可能性のある施設，これ

らの施設の機能喪失により事故に至った場合の影響を緩和し，放射線に

よる公衆への影響を軽減するために必要な機能を持つ施設及びこれらの

重要な安全機能を支援するために必要となる施設であって，環境への影

響が大きいもの。 

 (２) Ｂクラスの施設 

   安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳクラスに

属する施設と比べ小さい施設。 

 (３) Ｃクラスの施設 

   Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般産業施設

又は公共施設と同等の安全性が要求される施設。 

 (４) 耐震重要度分類上の留意事項 

   廃棄物管理施設の安全機能は，その機能に直接的に関連するもののほ
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か，補助的な役割をもつもの及び支持構造物等の間接的な施設を含め

て健全性を保持する観点で，これらを主要設備，補助設備，直接支持

構造物，間接支持構造物及び波及的影響を検討すべき設備に区分する。 

   安全上要求される同一の機能上の分類に属する主要設備，補助設備及

び直接支持構造物については同一の耐震重要度とするが，間接支持構

造物の支持機能及び波及的影響の評価については，それぞれ関連する

設備の耐震設計に適用される地震動に対して安全上支障がないことを

確認する。 

 

  上記に基づく耐震設計上の重要度分類を第1.5－１表に示す。 
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1.5.3 基礎地盤の支持性能 

 (１) 安全機能を有する施設は，耐震設計上の重要度に応じた地震力が作

用した場合においても，当該安全機能を有する施設を十分に支持する

ことができる地盤に設置する。 

 (２) 建物・構築物を設置する地盤の支持性能については，基準地震動又

は静的地震力により生じる施設の基礎地盤の接地圧が，安全上適切と

認められる規格及び基準に基づく許容限界に対して，妥当な余裕を有

するよう設計する。 
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1.5.4 地震力の算定法 

  安全機能を有する施設の耐震設計に用いる設計用地震力は，以下の方法

で算定される静的地震力及び動的地震力とする。 

1.5.4.1 静的地震力 

  静的地震力は，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスの施設に適用すること

とし，それぞれ耐震重要度分類に応じて以下の地震層せん断力係数及び震

度に基づき算定する。 

  耐震重要度分類に応じて定める静的地震力を第1.5－２表に示す。 

 (１) 建物・構築物 

   水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃｉに，次に示す施設の耐震重要

度分類に応じた係数を乗じ，さらに当該層以上の重量を乗じて算定する

ものとする。 

    Ｓクラス  3.0 

    Ｂクラス  1.5 

    Ｃクラス  1.0 

   ここで，地震層せん断力係数Ｃｉは，標準せん断力係数Ｃ０を0.2以上

とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の種類，地震層せん断力の係数

の高さ方向の分布係数，地震地域係数を考慮して求められる値とする。 

   また，必要保有水平耐力の算定においては，地震層せん断力係数Ｃｉ

に乗じる施設の耐震重要度分類に応じた係数は，耐震重要度分類の各ク

ラスともに1.0とし，その際に用いる標準せん断力係数Ｃ０は1.0以上と

する。 

   Ｓクラスの建物・構築物については，水平地震力と鉛直地震力は同時

に不利な方向の組合せで作用するものとする。鉛直地震力は，震度0.3

以上を基準とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の種類を考慮して求
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めた鉛直震度より算定するものとする。ただし，鉛直震度は高さ方向に

一定とする。 

 (２) 機器・配管系 

   耐震重要度分類の各クラスの地震力は，上記（１）に示す地震層せん断

力係数Ｃｉに施設の耐震重要度分類に応じた係数を乗じたものを水平震

度とし，当該水平震度及び上記（１）の鉛直震度をそれぞれ20％増しとし

た震度より求めるものとする。 

   Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力は同時に不利な

方向の組合せで作用するものとする。ただし，鉛直震度は高さ方向に一

定とする。 

   上記(１)及び(２)の標準せん断力係数Ｃ０等の割増し係数については，耐

震性向上の観点から，一般産業施設及び公共施設の耐震基準との関係を

考慮して設定する。 

1.5.4.2 動的地震力 

   Ｓクラスの施設の設計に適用する動的地震力は，基準地震動及び弾性

設計用地震動から定める入力地震動を入力として，建物・構築物の三次

元応答性状及びそれによる機器・配管系への影響を考慮し，水平２方向

及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。 

   Ｂクラスの施設のうち支持構造物の振動と共振のおそれのあるものに

ついては，上記Ｓクラスの施設に適用する弾性設計用地震動に２分の１

を乗じたものから定める入力地震動を入力として，建物・構築物の三次

元応答性状及びそれによる機器・配管系への影響を考慮し，水平２方向

及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響確認に当たって

は，水平２方向及び鉛直方向の地震力の影響が考えられる施設，設備
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については，水平２方向及び鉛直方向の地震力の組合せに対して，許

容限界の範囲内にとどまることを確認する。 

耐震重要度分類に応じて定める動的地震力を第1.5－３表に示す。 

弾性設計用地震動は，基準地震動との応答スペクトルの比率の値が

目安として0.5を下回らないよう基準地震動に係数を乗じて設定する。 

   ここで，基準地震動に乗じる係数は，工学的判断として，再処理施設

の安全機能限界と弾性限界に対する入力荷重の比率に対応する値とする。

さらに，「基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド」を踏まえ，

弾性設計用地震動については，「発電用原子炉施設に関する耐震設計審

査指針（昭和56年７月20日原子力安全委員会決定，平成13年３月29日一

部改訂）」に基づく基準地震動Ｓ１が設計上果たしてきた役割を一部担

うものであることとされていることから，応答スペクトルに基づく地震

動評価による基準地震動Ｓｓ－Ａに乗ずる係数は，旧申請書における再

処理施設の基準地震動Ｓ１の応答スペクトルを下回らないよう配慮した

値とする。 

   具体的には，工学的判断により，敷地ごとに震源を特定して策定する

地震動のうち基準地震動Ｓｓ－Ｂ１～Ｂ５及び震源を特定せず策定する

地震動のうち基準地震動Ｓｓ－Ｃ１～Ｃ４に対して係数0.5を乗じた地

震動，敷地ごとに震源を特定して策定する地震動のうち基準地震動Ｓｓ

－Ａに対しては，基準地震動Ｓ１を上回るよう係数0.52を乗じた地震動

を弾性設計用地震動として設定する。 

   また，建物・構築物及び機器・配管系ともに同じ値を採用することで，

弾性設計用地震動に対する設計に一貫性をとる。 

   弾性設計用地震動の応答スペクトルを第1.5－１図(１)～第1.5－１図

(５)に，弾性設計用地震動の加速度時刻歴波形を第1.5－２図(１)～第1.5－



 

5－1－54 

２図(10)に，弾性設計用地震動と基準地震動Ｓ１の応答スペクトルの比較

を第1.5－３図に，弾性設計用地震動と解放基盤表面における地震動の

一様ハザードスペクトルの比較を第1.5－４図(１)～第1.5－４図(４)に示す。 

   弾性設計用地震動Ｓｄ－Ａ及びＳｄ－Ｂ１～Ｂ５の年超過確率はおお

むね10－３～10－４程度，Ｓｄ－Ｃ１～Ｃ４の年超過確率はおおむね10－３

～10－５程度である。 

 (１) 入力地震動 

   地質調査の結果によれば，重要な廃棄物管理施設の設置位置周辺は，

新第三紀の鷹架層が十分な広がりをもって存在することが確認されてい

る。 

   解放基盤表面は，この新第三紀の鷹架層のＳ波速度が0.7ｋｍ／ｓ以

上を有する標高約－70ｍの位置に想定することとする。 

   基準地震動は，解放基盤表面で定義する。 

   建物・構築物の地震応答解析モデルに対する入力地震動は，解放基盤

表面からの地震波の伝播特性を適切に考慮して作成したものとするとと

もに，必要に応じて地盤の非線形応答に関する動的変形特性を考慮する。 

また，必要に応じ敷地における観測記録による検証や 新の科学的・技

術的知見を踏まえ設定する。 

 (２) 動的解析法 

 ａ．建物・構築物 

   動的解析に当たっては，対象施設の形状，構造特性，振動特性等を踏

まえ，地震応答解析手法の適用性及び適用限界を考慮のうえ，適切な解

析法を選定するとともに，建物・構築物に応じて十分な調査に基づく適

切な解析条件を設定する。動的解析は，原則として，時刻歴応答解析法

を用いて求めるものとする。 
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   建物・構築物の動的解析に当たっては，建物・構築物の剛性はそれら

の形状，構造特性，振動特性，減衰特性を十分考慮して評価し，集中質

点系に置換した解析モデルを設定する。 

   動的解析には，建物・構築物と地盤の相互作用を考慮するものとし，

解析モデルの地盤のばね定数は，基礎版の平面形状，地盤の剛性等を考

慮して定める。設計用地盤定数は，原則として，弾性波試験によるもの

を用いる。 

   地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は，振動エネルギの地下逸散及

び地震応答における各部のひずみレベルを考慮して定める。 

   基準地震動及び弾性設計用地震動に対する応答解析において，主要構

造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合には，実験等の結果に基づ

き，該当する建物部分の構造特性に応じて，その弾塑性挙動を適切に模

擬した復元力特性を考慮した応答解析を行う。 

   構築物のうち洞道の動的解析に当たっては，洞道と地盤の相互作用を

考慮できる連成系の地震応答解析手法を用いる。地震応答解析手法は，

地盤及び洞道の地震時における非線形挙動の有無や程度に応じて，線形，

等価線形又は非線形解析のいずれかによる。地盤の地震応答解析モデル

は，洞道と地盤の動的相互作用を考慮できる有限要素法を用いる。洞道

の地震応答解析に用いる減衰定数については，地盤と洞道の非線形性を

考慮して適切に設定する。 

 ｂ．機器・配管系 

   機器については，その形状を考慮して，１質点系又は多質点系モデル

に置換し，設計用床応答曲線を用いた応答スペクトル・モーダル解析法

又は時刻歴応答解析法により応答を求める。 

   配管系については，適切なモデルを作成し，設計用床応答曲線を用い
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た応答スペクトル・モーダル解析法により応答を求める。 

   なお，剛性の高い機器・配管系は，その設置床面の 大床応答加速度

の1.2倍の加速度を静的に作用させて地震力を算定する。 

   動的解析に用いる減衰定数は，既往の振動実験，地震観測の調査結果

等を考慮して適切な値を定める。 
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1.5.5 荷重の組合せと許容限界 

  安全機能を有する施設に適用する荷重の組合せと許容限界は，以下によ

るものとする。 

1.5.5.1 耐震設計上考慮する状態 

  地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。 

 (１) 建物・構築物 

 ａ．運転時の状態 

   廃棄物管理施設が運転している状態。 

 ｂ．設計用自然条件 

   設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（積雪，風）。 

 (２) 機器・配管系 

 ａ．通常時の状態 

   廃棄物管理施設の通常状態。 

1.5.5.2 荷重の種類 

 (１) 建物・構築物 

 ａ．廃棄物管理施設のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷

重，すなわち固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧 

 ｂ．運転時の状態で施設に作用する荷重 

 ｃ．積雪荷重及び風荷重 

   ただし，運転時の荷重には，機器・配管系から作用する荷重が含まれ

るものとし，地震力には，地震時土圧，地震時水圧及び機器・配管系か

らの反力が含まれるものとする。 

 (２) 機器・配管系 

 ａ．通常時の状態で施設に作用する荷重 

   ただし，施設に作用する荷重には，常時作用している荷重，すなわち



 

5－1－58 

自重等の固定荷重が含まれるものとする。また，屋外に設置される施設

については，建物・構築物に準じる。 

1.5.5.3 荷重の組合せ 

  地震力と他の荷重との組合せは以下による。 

 (１) 建物・構築物 

   Ｓクラスの建物・構築物について，基準地震動による地震力と組み合

わせる荷重は，常時作用している荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及び

水圧），運転時の状態で施設に作用する荷重，積雪荷重及び風荷重とす

る。Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラス施設を有する建物・構築物につい

て，基準地震動以外の地震動による地震力又は静的地震力と組み合わせ

る荷重は，常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作用する荷重，

積雪荷重及び風荷重とする。この際，常時作用している荷重のうち，土

圧及び水圧について，基準地震動による地震力又は弾性設計用地震動に

よる地震力と組み合わせる場合は，当該地震時の土圧及び水圧とする。 

 (２) 機器・配管系 

   Ｓクラスの機器・配管系について，基準地震動による地震力，弾性設

計用地震動による地震力又は静的地震力と組み合わせる荷重は，常時作

用している荷重，通常時の状態で施設に作用する荷重とする。Ｂクラス

の機器・配管系について，共振影響検討用の地震動による地震力又は静

的地震力と組み合わせる荷重は，常時作用している荷重，通常時の状態

で施設に作用する荷重とする。Ｃクラスの機器・配管系について，静的

地震力と組み合わせる荷重は，常時作用している荷重，通常時の状態で

施設に作用する荷重とする。なお，屋外に設置される施設については，

建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。 
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 (３) 荷重の組合せ上の留意事項 

 ａ．ある荷重の組合せ状態での評価が明らかに厳しいことが判明している

場合には，その他の荷重の組合せ状態での評価は行わないことがある。 

 ｂ．耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機

能を確認する場合においては，支持される施設の耐震重要度に応じた

地震力と常時作用している荷重，通常時に施設に作用する荷重とを組

み合わせる。 

 ｃ．積雪荷重については，屋外に設置されている施設のうち，積雪によ

る受圧面積が小さい施設や，常時作用している荷重に対して積雪荷重

の割合が無視できる施設を除き，地震力との組合せを考慮する。 

 ｄ．風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置されている施設

のうち，風荷重の影響が地震荷重と比べて相対的に無視できないよう

な構造，形状及び仕様の施設においては，地震力との組合せを考慮す

る。 

1.5.5.4 許容限界 

  各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は，

以下のとおりとする。 

 (１) 建物・構築物 

 ａ．Ｓクラスの建物・構築物 

 (ａ) 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界 

   建物・構築物全体としての変形能力（終局耐力時の変形）について十

分な余裕を有し，建物・構築物の終局耐力に対して，妥当な安全余裕を

持たせることとする（評価項目は部材・部位ごとのせん断ひずみ，応力

等）。 

   なお，終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重を漸次増大していく
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とき，その変形又はひずみが著しく増加するに至る限界の 大耐力とし，

既往の実験式等に基づき適切に定めるものとする。 

 (ｂ) 弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組合せに対する

許容限界 

   Ｓクラスの建物・構築物については，地震力に対しておおむね弾性状

態に留まるように，発生する応力に対して，建築基準法等の安全上適

切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。 

 ｂ．Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物 

   上記ａ．(ｂ)による許容応力度を許容限界とする。 

 ｃ．建物・構築物の保有水平耐力 

   建物・構築物（屋外重要土木構造物である洞道を除く）については，

当該建物・構築物の保有水平耐力が必要保有水平耐力に対して，耐震重

要度に応じた適切な安全余裕を有していることを確認する。 

 (２) 機器・配管系 

 ａ．Ｓクラスの機器・配管系 

 (ａ) 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界 

   塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベ

ルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能に影響

を及ぼすことがない限度に応力，荷重を制限する値を許容限界とする。

なお，地震時又は地震後の機器・配管系の動的機能要求については，実

証試験等により確認されている機能維持加速度等を許容限界とする。 

 (ｂ) 弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組合せに対する

許容限界 

   発生する応力に対して，応答が全体的におおむね弾性状態に留まるよ

うに，降伏応力又はこれと同等の安全性を有する応力を許容限界とす
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る。 

 ｂ．Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系 

   上記ａ．(ｂ)による応力を許容限界とする。 

 ｃ．動的機器 

   地震時及び地震後に動作を要求される機器・配管系については，実証

試験等により確認されている機能維持加速度等を許容限界とする。 
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1.5.6 設計における留意事項 

1.5.6.1 主要設備等，補助設備，直接支持構造物及び間接支持構造物 

  主要設備等，補助設備及び直接支持構造物については，耐震重要度の区

分に応じた地震力に十分耐えることができるよう設計するとともに，安全

上重要な施設に該当する設備は，基準地震動による地震力に対してその安

全機能が損なわれるおそれがない設計とする。また，間接支持構造物につ

いては，支持する主要設備等又は補助設備の耐震重要度分類に適用する地

震動による地震力に対して支持機能が損なわれない設計とする。 

1.5.6.2 波及的影響 

  安全上重要な施設は，耐震重要度分類の下位のクラスに属する施設（以

下「下位クラス施設」という。）の波及的影響によって，その安全機能が

損なわれないものとする。 

  評価に当たっては，以下の４つの観点をもとに，敷地全体を俯瞰した調

査・検討を行い，各観点より選定した事象に対して波及的影響の評価を行

い，波及的影響を考慮すべき施設を抽出し，安全上重要な施設の安全機能

への影響がないことを確認する。 

  波及的影響の評価に当たっては，安全上重要な施設の設計に用いる地震

動又は地震力を適用する。なお，地震動又は地震力の選定に当たっては，

施設の配置状況，使用時間を踏まえて適切に設定する。また，波及的影響

の確認においては水平２方向及び鉛直方向の地震力が同時に作用する場合

に影響を及ぼす可能性のある施設，設備を選定し評価する。 

  なお，原子力施設の地震被害情報をもとに，４つの観点以外に検討すべ

き事項がないか確認し，新たな検討事項が抽出された場合には，その観点

を追加する。 
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 (１) 設置地盤及び地震応答性状の相違に起因する相対変位又は不等沈下

による影響 

 ａ．不等沈下 

   安全上重要な施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して不等沈下

により，安全上重要な施設の安全機能へ影響がないことを確認する。 

 ｂ．相対変位 

   安全上重要な施設の設計に用いる地震動又は地震力による下位クラス

施設と安全上重要な施設の相対変位により，安全上重要な施設の安全機

能へ影響がないことを確認する。 

 (２) 安全上重要な施設と下位クラス施設との接続部における相互影響 

   安全上重要な施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，安全上

重要な施設に接続する下位クラス施設の損傷により，安全上重要な施設

の安全機能へ影響がないことを確認する。 

 (３) 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による安全上

重要な施設への影響 

   安全上重要な施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，建屋内

の下位クラス施設の損傷，転倒及び落下により，安全上重要な施設の安

全機能へ影響がないことを確認する。 

 (４) 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による安全上

重要な施設への影響 

   安全上重要な施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，建屋外

の下位クラス施設の損傷，転倒及び落下により，安全上重要な施設の安

全機能へ影響がないことを確認する。 

1.5.6.3 一関東評価用地震動（鉛直） 

  基準地震動Ｓｓ－Ｃ４は，水平方向の地震動のみであることから，水平
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方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響評価を行う場合には，工学的

に水平方向の地震動から設定した鉛直方向の評価用地震動（以下「一関東

評価用地震動（鉛直）」という。）による地震力を用いる。 

  一関東評価用地震動（鉛直）は，一関東観測点における岩手・宮城内陸

地震で得られた観測記録のＮＳ方向及びＥＷ方向のはぎとり解析により算

定した基盤地震動の応答スペクトルを平均し，平均応答スペクトルを作成

する。水平方向に対する鉛直方向の地震動の比３分の２を考慮し，平均応

答スペクトルに３分の２を乗じた応答スペクトルを設定する。一関東観測

点における岩手・宮城内陸地震で得られた鉛直方向の地中記録の位相を用

いて，設定した応答スペクトルに適合するよう模擬地震波を作成する。作

成した模擬地震波により厳しい評価となるように振幅調整した地震動を一

関東評価用地震動（鉛直）とする。 

  一関東評価用地震動（鉛直）の設計用応答スペクトルを第1.5－５図に，

設計用模擬地震波の加速度時刻歴波形を第1.5－６図に示す。 
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1.5.7 安全上重要な施設の周辺斜面 

  安全上重要な施設の周辺斜面は，基準地震動による地震力に対して，安

全上重要な施設に影響を及ぼすような崩壊を起こすおそれがないものとす

る。なお，安全上重要な施設周辺においては，基準地震動による地震力に

対して，施設の安全機能に重大な影響を与えるような崩壊を起こすおそれ

のある斜面はない。 
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1.5.8 耐津波設計 

1.5.8.1 耐津波設計の基本方針 

  設計上考慮する津波から防護する施設は，事業許可基準規則の解釈に基

づき廃棄物管理施設のうち安全上重要な施設とし，当該施設は大きな影響

を及ぼすおそれがある津波に対して安全性が損なわれないものとする。 

  安全上重要な施設を設置する敷地は，標高約55ｍ及び海岸からの距離約

５ｋｍの地点に位置しており，断層のすべり量が既往知見を大きく上回る

波源モデルによる検討の結果，敷地高さへ到達する可能性はない。 

  また，再処理施設の低レベル廃液処理建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵

管理建屋から導かれ，汀線部から沖合約３ｋｍまで敷設する海洋放出管は，

低レベル廃液処理建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋が標高約55ｍ

の敷地に設置されることから，海洋放出管の経路からこれらの建屋に津波

が流入するおそれはなく，廃棄物管理施設へ到達するおそれはない。 

  したがって，津波によって，安全上重要な施設の安全性が損なわれるお

それはないことから，津波防護施設等を新たに設ける必要はない。 
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1.5.9 主要施設の耐震構造 

1.5.9.1 ガラス固化体受入れ建屋 

  ガラス固化体受入れ建屋は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンク

リート造及び鉄骨造）で地上３階（地上高さ約23ｍ），地下２階，平面が

約47ｍ（南北方向）×約52ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基礎版上

に設置する。 

  建物は，十分な耐震性を有する構造とする。 

1.5.9.2 ガラス固化体貯蔵建屋 

  ガラス固化体貯蔵建屋は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリ

ート造及び鉄骨造）で地上２階（地上高さ約14ｍ），地下２階，平面が約

47ｍ（南北方向）×約46ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基礎版上に

設置する。 

  建物は，相当に剛性が高く，十分な耐震性を有する構造とする。 

1.5.9.3 ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟 

  ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コン

クリート造及び鉄骨造）で地上２階（地上高さ約14ｍ），地下２階，平面

が約47ｍ（南北方向）×約34ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基礎版

上に設置する。 

  建物は，相当に剛性が高く，十分な耐震性を有する構造とする。 

1.5.9.4 貯蔵ピット 

  収納管は，貯蔵区域の天井スラブで懸架支持し，通風管は，貯蔵ピット

の支持架構で固定支持する。収納管と通風管との間にはスペーサを設け，

地震時の収納管の荷重をスペーサを介して支持架構で支持する構造とする。

さらに，支持架構は，貯蔵区域を構成するそれぞれの壁面に固定する。 

 



 

5－1－68 

1.5.9.5 その他 

  その他の機器・配管系は，通常時荷重，地震荷重による荷重により不都

合な応力が生じないよう必要に応じロッドレストレイント，スナバ，その

他の装置を使用し耐震性を確保する。 

 

  



 

5－1－69 

1.6 その他 

1.6.1 構造設計等 

  廃棄物管理施設において管理するガラス固化体は，「1.6.5 管理対象

放射性廃棄物」で記載しているようにガラス固化体自体で安定した閉じ込

めの機能を有するものである。 

  廃棄物管理施設は，このガラス固化体の健全性の維持によって施設の安

全性を確保するため，以下の設計を行う。 

 (１) 廃棄物管理施設は，ガラス固化体が冷却空気と直接接触することの

ないように収納管の内部に収納し，ガラス固化体から発生する崩壊熱を

収納管の外側から自然通風により適切に除去する設計とする。 

 (２) 廃棄物管理施設の建物並びに機器，配管及びそれらの支持構造物は，

自重，内圧，外圧，地震荷重等の条件に対し十分な強度を有し，かつ，

その機能を維持できる設計とする。 

 (３) 荷重の組合せと許容応力については，建築基準法，日本建築学会各

種構造設計規準等に従うとともに「原子炉等規制法」に適合するものと

する。 

 (４) 原子力規制委員会の定める事業許可基準規則第八条では，廃棄物管

理施設は，外部からの衝撃による損傷防止として，想定される自然現

象（地震及び津波を除く。）又は人為事象が発生した場合においても

安全性を損なわないものでなければならないとしている。 

  安全機能を有する施設は，想定される自然現象（地震及び津波を除

く。）又は人為事象の影響を受ける場合においても安全機能を損なわ

ない方針とする。 

  その上で，想定される自然現象（地震及び津波を除く。）又は人為事

象によってその安全機能が損なわれないことを確認する施設を，廃棄
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物管理施設の全ての安全機能を有する構築物，系統及び機器とする。

想定される自然現象（地震及び津波を除く。）又は人為事象から防護

する施設（以下「外部事象防護対象施設」という。）として，安全評

価上その機能を期待する構築物，系統及び機器を漏れなく抽出する観

点から，安全上重要な機能を有する構築物，系統及び機器を抽出する。

外部事象防護対象施設は，自然現象（地震及び津波を除く。）又は人

為事象により冷却及び遮蔽の安全機能を損なわないよう機械的強度を

有すること等により，安全機能を損なわない設計とする。 

  これに加え，外部事象防護対象施設を収納する建屋は，想定される自

然現象（地震及び津波を除く。）又は人為事象に対し機械的強度を有

すること等により，収納する外部事象防護対象施設の安全機能を損な

わない設計とする。 

  また，上記に含まれない安全機能を有する施設は，想定される自然現

象（地震及び津波を除く。）又は人為事象に対して機能を維持するこ

と若しくは損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，

安全上支障の生じない期間に修理を行うこと又はそれらを組み合わせ

ることにより，安全機能を損なわない設計とする。 

  なお，ガラス固化体を収納した輸送容器は廃棄物管理施設内に一時的

に保管されることを踏まえ，想定される自然現象（地震及び津波を除

く。）又は人為事象によりガラス固化体を収納した輸送容器に波及的

破損を与えない設計とする。 

 ａ．竜巻，森林火災及び火山の影響以外の自然現象に対する設計方針 

   廃棄物管理施設の設計に当たっては，国内外の基準や文献
（ ６ ） ～ （ １ ７ ）

等に基づき

自然現象の知見，情報を収集した上で，自然現象（地震及び津波を除

く。）を抽出し，さらに事業許可基準規則の解釈第８条に示される洪
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水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影

響，生物学的事象，森林火災等の自然現象を含め，それぞれの事象に

ついて廃棄物管理施設の設計上の考慮の要否を検討する。設計上の考

慮の要否の検討に当たっては，廃棄物管理施設の立地，周辺環境及び

海外の文献
（１０）

における選定基準を踏まえ，発生頻度が極低頻度と判断さ

れる事象，敷地周辺では起こり得ない事象，事象の進展が緩慢で対策

を講ずることができる事象，廃棄物管理施設に影響を及ぼさない事象

及び影響が他の事象に包絡される事象を除外し，いずれにも該当しな

い事象を廃棄物管理施設の安全性に影響を与える可能性のある事象と

して選定する。 

   検討の結果，設計上の考慮を必要とする事象は，第1.6－５表に示す

風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物

学的事象，森林火災及び塩害といった自然現象とし，敷地及び周辺地域

の過去の記録並びに現地調査を参考にして，予想される も過酷と考え

られる条件を適切に考慮する。また，これらの自然現象ごとに，関連し

て発生する可能性がある自然現象も含めて考慮する。 

 (ａ) 風（台風） 

   敷地付近で観測された日 大瞬間風速は，八戸特別地域気象観測所で

の観測記録（1951年～2018年３月）で41.7ｍ／ｓ（2017年９月18日）で

ある。外部事象防護対象施設及びそれらを収納する建屋（以下「外部事

象防護対象施設等」という。）の設計に当たっては，この観測値を基準

とし，建築基準法に基づき算出する風荷重に対して機械的強度を有する

設計とすることで安全機能を損なわない設計とする。建築基準法に基づ

き算出する風荷重は，設計竜巻の 大風速（100ｍ／ｓ）による風荷重

を大きく下回るため，風（台風）に対する安全設計は竜巻に対する防護
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設計に包絡される。 

 (ｂ) 凍  結 

   敷地付近で観測された日 低気温は，むつ特別地域気象観測所での観

測記録（1935年～2018年３月）によれば－22.4℃（1984年２月18日），

八戸特別地域気象観測所での観測記録（1937年～2018年３月）によれば

－15.7℃（1953年１月３日）である。外部事象防護対象施設等の設計に

当たっては，敷地及び敷地周辺の観測値を適切に考慮するため，観測所

気象年報からの六ヶ所地域気象観測所の観測値を参考にし，屋外施設で

凍結のおそれのあるものは保温等の凍結防止対策を行うことにより，設

計上考慮する外気温－15.7℃に対して安全機能を損なわない設計とする。 

 (ｃ) 高  温 

   敷地付近で観測された日 高気温は，むつ特別地域気象観測所での観

測記録（1935年～2018年３月）によれば34.7℃（2012年７月31日），八

戸特別地域気象観測所での観測記録（1937年～2018年３月）によれば

37.0℃（1978年８月３日）である。設計上考慮する外気温度については，

これらの観測値並びに敷地及び敷地周辺の観測値を適切に考慮し，外部

事象防護対象施設等の設計においては，むつ特別地域気象観測所の夏季

（６月～９月）の外気温度の観測データから算出する超過確率１％に相

当する29℃を設計上考慮する外気温とし，崩壊熱除去等の安全機能を損

なわない設計とする。 

 (ｄ) 降  水 

   敷地付近で観測された日 大降水量は，八戸特別地域気象観測所での

観測記録（1937年～2018年３月）で160.0ｍｍ（1982年５月21日），む

つ特別地域気象観測所での観測記録（1937年～2018年３月）で162.5ｍ

ｍ（1981年８月22日及び2016年８月17日）である。また，敷地付近で観
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測された日 大１時間降水量は，八戸特別地域気象観測所での観測記録

（1937年～2018年３月）で67.0ｍｍ（1969年８月５日），むつ特別地域

気象観測所での観測記録（1937年～2018年３月）で51.5ｍｍ（1973年９

月24日）である。 

   外部事象防護対象施設等の設計に当たっては，八戸特別地域気象観測

所で観測された日 大１時間降水量67.0ｍｍを想定して設計した排水溝

及び敷地内排水路によって敷地外へ排水するとともに，建屋貫通部への

止水処理をすること等により，雨水が当該建屋に浸入することを防止す

ることで，安全機能を有する施設の安全機能を損なわない設計とする。 

 (ｅ) 積  雪 

   建築基準法施行令第86条に基づく六ヶ所村の垂直積雪量は150ｃｍと

なっているが，敷地付近で観測された 深積雪は，むつ特別地域気象観

測所での観測記録（1935年～2018年３月）によれば170ｃｍ（1977年２

月15日）であり，六ヶ所村統計書における記録（1973年～2002年）によ

る 深積雪量は190ｃｍ（1977年２月）である。したがって，外部事象

防護対象施設等の設計に当たっては，六ヶ所村統計書における 深積雪

である190ｃｍを考慮し，積雪荷重に対して機械的強度を有する設計と

することで安全機能を損なわない設計とする。また，換気設備の給気系

統等においては防雪フードを設置し，降雪時に雪を取り込み難い設計と

するとともに，給気を加熱することにより，雪の取り込みによる給気系

統等の閉塞を防止し，安全機能を損なわない設計とする。 

 (ｆ) 落  雷 

   落雷に対しては，「原子力発電所の耐雷指針」（ＪＥＡＧ4608-

2007），建築基準法及び消防法に基づき，日本産業規格に準拠した避雷

設備を設置する設計とする。また，構内接地系及び避雷設備を連接する
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ことにより，接地抵抗の低減や雷撃に伴う構内接地系の電位分布の平坦

化を考慮した設計とする。 

 (ｇ) 生物学的事象 

   生物学的事象としては，敷地周辺の生物の生息状況の調査に基
（１８）（１９）（４３）

づいて

鳥類，昆虫類及び小動物を生物学的事象で考慮する対象生物（以下「対

象生物」という。）に選定し，これらの生物が廃棄物管理施設へ侵入す

ることを防止又は抑制することにより，安全機能を損なわない設計とす

る。 

   換気設備の外気取入口，ガラス固化体貯蔵設備の冷却空気入口シャフ

ト及び冷却空気出口シャフト並びに屋外に設置する電気設備には，対象

生物の侵入を防止又は抑制するための措置を施し，安全機能を損なわな

い設計とする。 

   具体的には，換気設備等の外気取入口並びにガラス固化体貯蔵設備の

冷却空気入口シャフト及び冷却空気出口シャフトにはバードスクリーン

又はフィルタを設置することにより，鳥類及び昆虫類の侵入を防止又は

抑制する設計とする。 

   屋外に設置する電気設備は，密封構造，メッシュ構造，シール処理を

施す構造又はこれらを組み合わせることにより，鳥類，昆虫類及び小動

物の侵入を防止又は抑制する設計とする。 

 (ｈ) 塩  害 

   一般に大気中の塩分量は，平野部で海岸から200ｍ付近までは多く，

数百ｍの付近で激減する傾向がある
（２０）

。廃棄物管理施設は海岸から約５ｋ

ｍ離れており，塩害の影響は小さいと考えられるが，換気設備の給気系

統等には粒子フィルタを設置し，屋内の施設への塩害の影響を防止する

設計とする。また，直接外気を取り込むガラス固化体貯蔵設備の収納管
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及び通風管には防食処理（アルミニウム溶射）を施す設計とする。電気

設備については碍子部分の絶縁を保つために洗浄が行える設計とする。

以上のことから，塩害により安全機能を損なわない設計とする。 

 ｂ．異種の自然現象の重畳 

   抽出した安全機能を有する施設の安全機能に影響を及ぼし得る自然現

象（11事象）に地震を加えた計12事象について，各自然現象によって関

連して発生する可能性がある自然現象も考慮し組合せを網羅的に検討す

る。この組合せが廃棄物管理施設に与える影響について，竜巻と地震な

ど同時に発生する可能性が極めて低い組合せ，火山の影響（堆積荷重）

と落雷（電気的影響）など廃棄物管理施設に及ぼす影響モードが異なる

組合せ及び竜巻と風（台風）など一方の自然現象の評価に包絡される組

合せを除外し，いずれにも該当しないものを廃棄物管理施設の設計にお

いて想定する組合せとする。その結果，設計上考慮すべき自然現象の組

合せとして，積雪及び風（台風），積雪及び竜巻，積雪及び火山の影響

（降灰），積雪及び地震，風（台風）及び火山の影響（降灰）並びに風

（台風）及び地震の組合せが抽出され，それらの組合せに対して安全機

能を有する施設の安全機能を損なわない設計とする。このうち，積雪と

風（台風）の組合せの影響については，積雪と竜巻の組合せの影響に包

絡される。重畳を想定する自然現象の組合せの検討結果を第1.6－７表

に示す。なお，津波については，津波が敷地高さに到達しないことを確

認したことから，組合せの検討から除く。 

 ｃ．航空機落下，爆発及び近隣工場等の火災以外の人為事象に対する設計

方針 

   廃棄物管理施設の設計に当たっては，国内外の基準や文献に基づき人

為事象の知見，情報を収集した上で人為事象を抽出し，さらに事業許
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可基準規則の解釈第８条に示される飛来物（航空機落下），ダムの崩

壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害等

の人為事象を含め，それぞれの事象について廃棄物管理施設の設計上

の考慮の要否を検討する。設計上の考慮の要否の検討に当たっては，

廃棄物管理施設の立地，周辺環境及び海外の文献における選定基準を

踏まえ，発生頻度が極低頻度と判断される事象，敷地周辺では起こり

得ない事象，事象の進展が緩慢で対策を講ずることができる事象，廃

棄物管理施設に影響を及ぼさない事象及び影響が他の事象に包絡され

る事象を除外し，いずれにも該当しない事象を廃棄物管理施設の安全

性に影響を与える可能性のある事象として選定する。 

   検討の結果，設計上の考慮を必要とする人為事象は，第1.6－６表に

示す飛来物（航空機落下），爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，電

磁的障害及び敷地内における化学物質の漏えいといった事象とし，敷

地及び周辺地域の過去の記録並びに現地調査を参考にして，予想され

る も過酷と考えられる条件を適切に考慮する。 

 (ａ) 有毒ガス 

   有毒ガスの漏えいについては，固定施設（六ヶ所ウラン濃縮工場）と

可動施設（陸上輸送，海上輸送）からの流出が考えられる。六ヶ所ウラ

ン濃縮工場から漏えいする有毒ガスについては，廃棄物管理施設の安全

機能に直接影響を及ぼすことは考えられないため，廃棄物管理施設の運

転員に対する影響を想定する。 

   六ヶ所ウラン濃縮工場は，それらが発生した場合の周辺監視区域境界

の公衆に対する影響が小さくなるよう設計されており，制御室の居住性

を損なうことはない。廃棄物管理施設周辺の可動施設から発生する有毒

ガスについては，敷地周辺には鉄道路線がないこと， も近接する幹線
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道路については制御室が設置されているガラス固化体受入れ建屋までは

約500ｍ離れていること及び海岸から廃棄物管理施設までは約５ｋｍ離

れていることから，幹線道路及び船舶航路にて運搬される有毒ガスが漏

えいしたとしても，廃棄物管理施設の安全機能に影響を及ぼすことは考

え難い。 

   万一，六ヶ所ウラン濃縮工場又は可動施設から発生した有毒ガスが制

御室に到達するおそれがある場合には，必要に応じて制御室内の運転員

の退避等の措置を講ずるものとする。 

 (ｂ) 電磁的障害 

   廃棄物管理施設のうち安全上重要な施設は，収納管，通風管，貯蔵区

域しゃへい，ガラス固化体検査室しゃへい及び貯蔵建屋床面走行クレー

ンのしゃへい容器である。これらの設備は，鋼鉄製の管，コンクリート

等で構成される静的設備であり，これらの構造を考慮すると，電磁干渉

や無線電波干渉により障害を受けることはないため，安全機能を損なう

ことはない。 

 (ｃ) 再処理事業所内における化学物質の漏えい 

   再処理事業所内にて運搬及び貯蔵又は使用される化学物質としては，

再処理施設の試薬建屋の機器に内包される化学薬品，再処理施設の各建

屋の機器に内包される化学薬品並びに試薬建屋への受入れの際に運搬さ

れる化学物質がある。再処理事業所内において化学物質を貯蔵する施設

については化学物質が漏えいし難い設計とするため，人為事象として試

薬建屋への受入れの際に運搬される化学物質の漏えいを想定する。 

   これらの化学物質の漏えいによる影響としては，廃棄物管理施設に直

接被水すること等による安全機能への影響及び漏えいした化学物質の反

応等によって発生する有毒ガスによる人体への影響が考えられる。 
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   屋外で運搬又は受入れ時に漏えいが発生したとしても，化学物質を受

け入れる再処理施設の試薬建屋等と廃棄物管理施設が離れており，廃棄

物管理施設へ直接被水することはないため，安全機能を有する施設の安

全機能に影響を及ぼすことは考えられない。 

   一方，人体への影響の観点から，廃棄物管理施設の運転員に対する影

響を想定し，必要に応じて制御室内の運転員の退避等の措置を講ずるも

のとする。 

 (５) 廃棄物管理施設の建物，系統及び機器は，平常時に想定される温度，

放射線等各種の条件を考慮し，適切な安全余裕をもって所定の機能が維

持できる設計とする。 

 (６) 腐食の可能性がある機器は，環境条件を考慮し，適切な防食処理等

を行う設計とする。 

 (７) 廃棄物管理施設の機器等は，誤操作防止を考慮するとともに，操作

員の誤操作及び機器等の故障によっても安全性を損なわない設計とする。 

 (８) 廃棄物管理施設への人の不法な侵入等を防止するため，以下の設計

とする。 

   また，人の容易な侵入を防止できる柵等を他施設と共用する場合は，

共用によって廃棄物管理施設の安全性を損なわない設計とする。 

 ａ．安全設計 

   廃棄物管理施設への人の不法な侵入等の防止の設計方針 

   廃棄物管理施設への人の不法な侵入等並びに核燃料物質等の不法な移

動又は妨害破壊行為を核物質防護対策として防止するため，区域の設

定，人の容易な侵入を防止できる柵，鉄筋コンクリート造りの壁，そ

の他の人の侵入を防止するための設備等の障壁による防護，巡視，監

視，出入口での身分確認及び施錠管理を行うことができる設計とする。 
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   核物質防護上の措置が必要な区域については，核物質防護措置に係る

関係機関との通信及び連絡を行うことができる設計とする。 

   また，廃棄物管理施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他

人に危害を与え，又は他の物件を損傷するおそれがある物件の持込み

（郵便物等による敷地外からの爆破物又は有害物質の持込みを含む。）

を核物質防護対策として防止するため，持込み点検を行うことができ

る設計とする。 

   さらに，不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）を核物質防護対

策として防止するため，廃棄物管理施設及び特定核燃料物質の防護の

ために必要な設備又は装置の操作に係る情報システム（以下「情報シ

ステム」という。）が電気通信回線を通じた不正アクセス行為（サイ

バーテロを含む。）を受けることがないように，当該情報システムに

対する外部からの不正アクセスを遮断することができる設計とする。 

 ｂ．体制 

   廃棄物管理施設への人の不法な侵入等を核物質防護対策として防止す

るため，「原子炉等規制法」に基づき核物質防護管理者を選任し，再

処理事業部長の下，核物質防護管理者が核物質防護に関する業務を統

一的に管理する体制を整備する。 

   廃棄物管理施設への人の不法な侵入等が行われるおそれがある場合又

は行われた場合に備え，核物質防護に関する緊急時の対応体制を整備

する。 

   核物質防護に関する緊急時の組織体制を第 1.6－16 図に示す。 

 ｃ．手順等 

   廃棄物管理施設への人の不法な侵入等を核物質防護対策として防止

するため，接近管理，出入管理，持込み点検,外部からの不正アクセス
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行為（サイバーテロを含む。）の遮断措置及び特定核燃料物質が持ち

出されていないことの確認として，以下を実施する。 

 (ａ) 接近管理，出入管理及び持込み点検，情報システムへの不正アクセ

ス行為（サイバーテロを含む。）の防止並びに敷地内の人による核燃

料物質等の不法な移動の防止を的確に実施するために，予め手順を整

備する。 

 (ｂ) 設備の機能を維持するため，保守管理を実施するとともに，必要に

応じ修理を行う。 

 (ｃ) 接近管理，出入管理，持込み点検及び特定核燃料物質が持ち出され

ていないことの確認を的確に実施するために，警備員等に対し定期的

に教育を実施する。 

 (ｄ) 情報システムへの不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）の防

止を的確に実施するために，関係者に対し定期的に教育を実施する。 
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1.6.2 航空機に対する防護設計 

1.6.2.1 防護設計の基本方針 

  三沢対地訓練区域で訓練飛行中の航空機が施設に墜落することを想定し

たときに，公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えるおそれのあ

る施設を建物・構築物で防護し，安全確保上支障がないようにする。この

建物・構築物は，航空機に対して貫通が防止でき，かつ，航空機による衝

撃荷重に対して健全性が確保できるように設計する。 

  上記の防護設計を踏まえ，廃棄物管理施設への航空機落下確率を評価し，

追加の防護設計の要否を確認する。 

  安全機能を有する施設は，その重要度に応じてその機能を確保すること

が要求されていること，安全機能を有する施設のうち安全上重要な施設は

その機能の喪失により公衆及び従事者に過度の放射線被ばくを及ぼすおそ

れがあることから，安全機能を有する施設のうち安全上重要な施設を収納

する建屋を航空機落下確率の評価対象とする。 

1.6.2.2 防護対象施設 

  ガラス固化体を保管するガラス固化体貯蔵建屋の貯蔵区域及びガラス固

化体検査室並びにガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟の貯蔵区域は，防護対象施設

とし，堅固な建物・構築物で適切に保護する。 

  ガラス固化体を収納した輸送容器は，航空機の衝撃荷重に対して健全性

が確保できる鋼製構造のものを受け入れる。また，ガラス固化体を取り扱

う時間が限られるガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレ－ン等は，航空機に

係る事故の可能性が無視できる
（４４）

ので防護対象外とする。 

1.6.2.3 防護設計条件の設定 

  戦闘機の事故要因
（４４）

のうち，三沢対地訓練区域での発生が考えられない

要因並びに基地周辺及び訓練コース近傍でしか発生しない要因を除外し，



 

5－1－82 

廃棄物管理施設まで到達する可能性があるものを摘出すると，エンジン

推力を喪失する場合が挙げられる。なお，コックピット火災等によりパ

イロットが直ちに脱出した後も飛行を継続する場合も考えられるが，こ

のような事象が生じる可能性は過去の事例
（４４）

からみて無視できる。 

  エンジン推力を喪失すると，通常パイロットは安全確保のために，機

体の安定に必要な操作を行った後 良滑空状態
（４４）（４６）

にし，基地又は海上等への

到達を図る。到達が不可能と判断した場合でも，原子力関係施設等の回避を

行った後，パイロット自身の安全確保等のため減速して脱出する
（４７）

。このと

きの航空機の速度は 良滑空速度と失速速度の間にあると考えられる。

回避が行われずに航空機が施設まで滑空することは考えられないが，こ

こでは回避が行われずに 良滑空速度で施設に墜落する場合を仮想する。 

  良滑空速度は，下式
（４９）

により求める。 

      Ｖ＝  ２Ｗ                Ｃｒ＝ ＣＬ
２＋ＣＤ

２ 

 

     ここで， 

Ｖ ：飛行速度(ｍ／ｓ） 

Ｗ ：Ｍ×ｇ 

Ｍ ：航空機の質量（ｋｇ） 

ｇ ：重力加速度（ｍ／ｓ２） 

ρ ：空気密度(ｋｇ／ｍ３) 

Ｓ ：主翼面積(ｍ２) 

ＣＬ ：揚力係数(－) 

ＣＤ ：抗力係数(－) 

 (１) ガラス固化体貯蔵建屋 

 ａ．防護設計の条件設定に当たっては，三沢対地訓練区域で も多く訓

ρ･Ｓ･Ｃｒ 
√ √ 
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練飛行を行っていた航空自衛隊のＦ－１及び米国空軍のＦ－16のうち，

機体の質量が大きく，厳しい結果を与えるＦ－16
（４５）

の諸元を用いる。 

   ここで，Ｆ－16の質量と速度は次のとおりとする。 

   三沢対地訓練区域で訓練飛行中のＦ－16について，昭和63年９月か

ら２年間にわたり当社が調査した結果では，搭載物は燃料タンク及び

小型の模擬弾（約10ｋｇ）であり，質量としては，第1.6－１図に示

すように大部分が約13ｔ以下であるが，現実には搭載しないと考えら

れる訓練時の 大装備を仮定し，航空機の質量を16ｔ
（４８）

とする。このと

きの 良滑空速度を前述の式により求めると144ｍ／ｓとなり，これ

をもとにＦ－16の速度を150ｍ／ｓとする。前述の式において主翼面

積は28ｍ
（４５）

２，揚力係数及び抗力係数は各々0.44，0.044
（５０）

とする。 

 ｂ．建物・構築物の防護設計においては，航空機の質量20ｔ，速度150 

  ｍ／ｓとした航空機による衝撃荷重を防護設計条件として用いる。こ

の航空機については，Ｆ－16の質量に余裕を考慮したＦ－16相当の航

空機とする。また，貫通防止に対しては，Ｆ－16のエンジン（質量 

1.5ｔ，
（４５）

吸気口部直径0.98ｍ
（５１）

）に余裕を考慮し，エンジンの質量1.9ｔ，

エンジン吸気口部直径0.98ｍ，エンジンの衝突速度150ｍ／ｓを防護

設計条件として用いる。 

 (２) ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟 

 ａ．防護設計の条件設定に当たっては，前述のＦ－16相当の航空機によ

る条件にＦ－４ＥＪ改を考慮する。なお，Ｆ－２は，Ｆ－16相当の航

空機による条件を上回るものではないことが確認されている
（５５）

。 

   ここで，Ｆ－４ＥＪ改の質量と速度は次のとおりとする。 

   文献や
（５２）

三沢対地訓練区域で訓練飛行中のＦ－１の外部搭載物搭載状

況を昭和63年９月から６年間にわたり当社が調査した結果からＦ－４
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ＥＪ改の質量を22ｔと見積もった。Ｆ－１の観測結果に基づき算定し

たＦ－４ＥＪ改の出現頻度を第1.6－４図に示す。なお，Ｆ－４ＥＪ

改の質量が22ｔを超える場合がわずかにあるとしても，三沢対地訓練

区域で訓練飛行中の航空機の施設への墜落の可能性が極めて小さい
（４４）

こ

とを考えれば，そのような航空機が施設へ墜落する可能性は無視でき

る。このときの 良滑空速度を前述の式により求めると155 

ｍ／ｓとなる。前述の式において，主翼面積は49. 2ｍ
（５２）

２とし，揚力係

数及び抗力係数は各々0.30，0.0 3 6
（５３）

とする。 

 ｂ．建物・構築物の防護設計においては，質量22ｔ，速度155ｍ／ｓと

したＦ－４ＥＪ改による衝撃荷重の応答について評価(追補「Ｆ－４

ＥＪ改の衝撃荷重による応答の評価」に示す。)した結果，Ｆ－16相

当の航空機による衝撃荷重の応答を上回るものではないことを確認し

たことから，Ｆ－16相当の航空機による衝撃荷重を防護設計条件とし

て用いる。また，貫通防止に対しては，安全側の条件を与えるよう，

Ｆ－４ＥＪ改の２基のエンジン（質量1.745ｔ
（５４）

／基，吸気口部直径 

0.992ｍ
（５４）

)と等価な質量，断面積を有する１基のエンジンとし，エンジ

ンの質量3.49ｔ，エンジン吸気口部直径1.403ｍ，エンジンの衝突速

度155ｍ／ｓを防護設計条件として用いる。 

1.6.2.4 建物・構築物の防護設計 

  航空機は，柔な機体とそれに比べて比較的硬いエンジンから構成されて

いるという構造的特徴があり，航空機衝突時の建物・構築物の損傷の評価

においては，比較的硬いエンジンの衝突による貫通等の局部的な破壊と機

体全体の衝突による鉄筋コンクリート版等の全体的な破壊という二つの現

象を考慮する。 

  防護設計を行う建物・構築物は，エンジンの衝突による貫通を防止でき，
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航空機全体の衝撃荷重によるコンクリートの圧縮破壊及び鉄筋又は鋼材の

破断による版の全体的な破壊を防止できる堅固な構造とする。 

  ガラス固化体貯蔵区域の天井スラブについては，収納管のための開口部

を考慮して設計を行い，また，開口部には堅固なふたを設ける。 

  また，航空機が廃棄物管理施設まで滑空する場合には，東又は南方向か

ら角度をもって施設に向かうと考えられるが，安全側の設計として，荷重

はすべての方向の壁及び天井に対して直角に作用するものとする。 

  なお，防護設計を行う建物・構築物は，航空機搭載燃料の燃焼による火

災を考慮した設計とする。この際の圧力影響は，無視できる程小さい
（５６）

ため

考慮しない。 

 (１) エンジンによる鉄筋コンクリート版の防護厚さは，適合性が確認さ

れているDegenによる剛飛来物の貫通限界厚さの評価式に
（５７）

，実物航空機

のエンジンを用いた実験か
（５８）

ら得られた成果を反映した下式により求め

られる貫通限界厚さを下回らないものとする。 

    ｅ＝0.65ｅ’ 

   ただし， 

    1.52≦Ｘ／d≦13.42の場合 ｅ’／d＝0.69＋1.29(Ｘ／d) 

    1.52≧Ｘ／d  の場合 ｅ’／d＝2.2(Ｘ／d)－0.3(Ｘ／d)2 

   貫入深さ(Ｘ)は， 

    Ｘ／d≦2.0の場合 

     Ｘ／d＝2｛(180/ 𝑓𝑐’)･0.72d0.2･Ｄ(Ｖ／1000)1.8｝0.5 

     Ｘ／d≧2.0の場合 

     Ｘ／d＝(180/√fc’)･0.72d0.2･Ｄ(Ｖ／1000)1.8＋1 

   ここで， 

    ｅ ：貫通限界厚さ（in） 
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    ｅ’：Degen式による貫通限界厚さ（in） 

    Ｘ ：貫通深さ（in） 

    d  ：エンジン有効直径（in） 

    fc’：コンクリート圧縮強度（lbf／in２） 

    Ｄ ：Ｗ／d３（lbf／in２） 

    Ｗ ：エンジン重量（lbf） 

    Ｖ ：衝突速度（ft／ｓ） 

   なお，エンジン有効直径としては，エンジン吸気口部直径を用いる

こととする。 

 (２) 機体全体の衝突による建物・構築物の破壊に対しては，衝撃荷重を

用いた版の応答解析を行い，コンクリートの圧縮破壊及び鉄筋又は鋼

材の破断を生じさせない設計とする。 

 ａ．衝撃荷重は，Ｒｉｅｒａが理論的に導いた評価式に
（５９）

，実物航空機を用

いた実験か
（５８）

ら得られた成果を反映した下式により求める。 

    Ｆ(t)＝Ｐｃ｛x(t)｝＋0.9μ｛x(t)｝･Ｖ(t)２ 

   ここで， 

    Ｆ(t)   ：衝撃荷重（Ｎ） 

    Ｐｃ{x(t)}：衝突面における航空機の破壊強度（Ｎ） 

    μ{x(t)} ：衝突面における航空機の単位長さ当たりの質量 

          （ｋｇ／ｍ） 

    Ｖ(t)   ：衝突面における航空機の速度（ｍ／ｓ） 

    ｘ(t)   ：時刻ｔにおける機体軸方向の衝突位置（ｍ） 

   Ｐｃ｛x(t)｝及びμ{x(t)}は，文献を
（ 5 8 ）

参考に，航空機の重量，長さに

合わせて策定し，設計に用いる衝撃荷重曲線は，上式による算定結果

に対し，全体的な形状をとらえ，力積が下回らないように平滑化した。 
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   上記により得られた衝撃荷重曲線を第1.6－２図に示す。 

 ｂ．コンクリートの圧縮破壊及び鉄筋又は鋼材の破断による版の破壊防止

に対する許容値は，米国土木学会等の文献及び日本
（６０）（６１）

工業規格を参考に

次の値とする。 

    コンクリートの圧縮歪：6,500×10-6 

    鉄筋及び鋼材の引張歪：60,000×10-6 

1.6.2.5 航空機落下確率評価 

  航空機落下確率評価に当たっては「実用発電用原子炉施設への航空機落

下確率の評価基準について」（平成14・07・29原院第４号（平成14年７月

30日 原子力安全・保安院制定））（以下「航空機落下評価ガイド」とい

う。）等に基づき，施設に対する追加の防護設計の要否を確認する。 

  安全機能を有する施設は，その重要度に応じてその機能を確保すること

が要求されていること，安全機能を有する施設のうち安全上重要な施設は

その機能の喪失により公衆及び従事者に過度の放射線被ばくを及ぼすおそ

れがあること，並びに安全機能を有する施設は臨界防止及び閉じ込め等の

安全機能を損なわないことを要求されていることから，安全機能を有する

施設のうち安全上重要な施設を収納する建屋を航空機落下確率の評価対象

とする。 

 (１) 評価対象とする航空機落下事故の選定 

   航空機落下については，航空機落下評価ガイドに基づき，航空機落下

事故の分類ごとに航空機落下確率評価の要否を確認する。 

 ａ．計器飛行方式民間航空機の落下事故 

 (ａ) 飛行場での離着陸時における落下事故について，廃棄物管理施設周

辺に立地する三沢空港の滑走路端から滑走路方向に対して±60°の扇型

区域から外れることから，航空機落下確率評価は不要とする。 
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 (ｂ) 航空路を巡航中の落下事故について，廃棄物管理施設上空に航空法

第 37 条に基づく航空路の指定に関する告示により指定されている航空

路及び直行経路は存在しないが，航空路誌（ＡＩＰ）に掲載された直

行経路ＭＩＳＡＷＡ（ＭＩＳ）－ＣＨＩＴＯＳＥ（ＺＹＴ）が廃棄物

管理施設上空の近傍に存在することから，当該直行経路を計器飛行方

式民間航空機が飛行することを想定し，航空機落下確率評価を行う。 

 ｂ．有視界飛行方式民間航空機の落下事故 

   廃棄物管理施設上空の三沢特別管制区は，航空法第 94 条の２により

有視界飛行方式民間航空機の飛行が制限されていることから，航空機

落下確率評価は不要とする。 

 ｃ．自衛隊機又は米軍機の落下事故 

 (ａ) 訓練空域内で訓練中及び訓練空域外を飛行中の落下事故について，

廃棄物管理施設の上空に訓練空域は存在しないことから，訓練空域外

を飛行中の落下事故について，航空機落下確率評価を行う。 

 (ｂ) 基地－訓練空域間往復時の落下事故について，廃棄物管理施設は，

基地－訓練空域間の往復の想定飛行範囲内に位置しないことから，航

空機落下確率評価は不要とする。 

 (２) 評価対象とする航空機落下事故 

   評価対象とする航空機落下事故は，国内における落下事故とし，対象

期間は計器飛行方式民間航空機については平成 11 年１月から平成 30 年

12月までの20年間，自衛隊機又は米軍機については平成11年４月から

平成 31 年３月までの 20 年間とする。 

 ａ．計器飛行方式民間航空機の落下事故 

   対象期間において，航空路を巡航中の落下事故は発生していないが，

安全側に事故件数を 0.5 回とする。 
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 ｂ．自衛隊機又は米軍機の落下事故 

   対象期間における，評価対象とする航空機落下事故は，自衛隊機 10

回及び米軍機３回となる。 

 (３) 標的面積の設定 

   廃棄物管理施設の標的面積の設定に当たっては，追加の防護設計の要

否確認の対象として選定した安全上重要な施設を収納する建屋の面積

を標的面積とする。 

   廃棄物管理施設において安全上重要な施設を収納する建屋は，ガラス

固化体貯蔵建屋及びガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟であり，面積はそれぞ

れ 0.002ｋｍ２，0.0018ｋｍ２である。これらの建屋を合計した面積は

0.0038ｋｍ２となり 0.01ｋｍ２以下であるため，廃棄物管理施設の標的

面積を 0.010ｋｍ２とする。 

 (４) 落下確率の評価方法 

   「計器飛行方式民間航空機」及び「自衛隊機又は米軍機」の航空機落

下確率の評価式を以下に示す。 

   自衛隊機又は米軍機の航空機落下に対しては，建物全体を外壁及び屋

根により保護する設計としている場合は，航空機落下評価ガイドの

「有視界飛行方式民間航空機の落下事故」の落下確率評価を参考とし，

航空機の衝突による影響がＦ－16 等と同程度かそれ以下の航空機につ

いては，有視界飛行方式民間航空機の落下確率を求める際に小型機に

対して用いる１／10 の係数を適用し，航空機落下確率を評価すること

が妥当である。 

   一方，ガラス固化体貯蔵建屋及びガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟は

「1.6.2.2 防護対象施設」のとおり，建物全体を外壁及び屋根により

保護することとはしないことから，自衛隊機又は米軍機の航空機落下
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に対して，航空機の衝突による影響がＦ－16 等と同程度かそれ以下の

航空機に対する１／10 の係数は適用せず評価する。 

 ａ．計器飛行方式民間航空機 

Ｐｃ＝ 
ｆＣ×ＮＣ×Ａ 

Ｗ 

   ＰＣ：廃棄物管理施設への巡航中の航空機落下確率（回／年） 

   ＮＣ：評価対象とする直行経路の年間飛行回数（飛行回／年） 

   Ａ：廃棄物管理施設の標的面積（ｋｍ２） 

   Ｗ：航空路幅（ｋｍ） 

   ｆｃ＝ＧＣ／ＨＣ：単位飛行距離当たりの巡航中の落下事故率 

（回／（飛行回・ｋｍ）） 

   ＧＣ：巡航中事故件数（回） 

   ＨＣ：延べ飛行距離（飛行回・ｋｍ） 

 ｂ．自衛隊機又は米軍機 

Ｐso＝  
ｆＳＯ 

×Ａ  ＳＯ 

     Ｐso：訓練空域外を飛行中の自衛隊機又は米軍機の廃棄物管理施設へ

の航空機落下確率（回／年） 

  ｆＳＯ：航空機による単位年当たりの訓練空域外落下事故率（回／年） 

  ＳＯ ：全国土面積から全国の陸上の訓練空域の面積を除いた面積 

（ｋｍ２）  

  Ａ ：廃棄物管理施設の標的面積（ｋｍ２） 

(５) 廃棄物管理施設への航空機落下確率 

廃棄物管理施設への航空機落下確率は，「計器飛行方式民間航空機」

及び「自衛隊機又は米軍機」の航空機落下確率の総和とする。 
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   計器飛行方式民間航空機の航空機落下確率は 5.4×10－11（回／年），

自衛隊機又は米軍機の航空機落下確率は 2.1×10－８（回／年），航空機

落下確率の総和は，2.1×10－８（回／年）となり，防護設計の判断基準

である 10－７（回／年）を超えないことから，追加の防護設計は必要な

い。 
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1.6.3 品質保証 

  廃棄物管理施設の安全性及び信頼性を確保するために，設計，製作，建

設，試験及び検査の各段階において，以下の方針で適切な品質保証活動

を実施する。 

 （１） 品質保証活動に参画する組織，業務分担及び責任を明確にし，確実

に品質保証活動を遂行する。 

 (２) 施設の設計者及び製作者の分担する品質保証活動が正しく遂行される

ことを確認するため，これに関する設計者及び製作者の体制，要領及

び能力を事前に確認するとともに，実施状況についても必要に応じて

立会検査等により確認する。 

 (３) 施設の設計者及び製作者の外注先についても，上記と同様の確認を行

うものとする。 

 (４) 設計，製作，建設，試験及び検査の各段階では，これらに適用する法

令，規格及び基準の要求並びに廃棄物管理施設の機能及び安全に係る

基本的設計条件を満足することを関係資料の審査，立会検査等により

確認する。 

 (５) 立会検査及び承認を必要とする項目については，事前に施設の設計者

及び製作者と協議・決定し，確実に実施されることを確認する。 

 (６) 文書，図面，仕様書，資料，品質管理記録等については，処理手順及

び管理方法を明確にし，確実に保管する。 
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1.6.4 準拠規格及び基準 

  廃棄物管理施設の設計，製作，建設，試験及び検査は，以下に示す主要 

 な法令，審査指針，規格，基準等による。 

 (１) 法  令 

 ａ．原子力基本法 

 ｂ．核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 

 ｃ．放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 

 ｄ．労働安全衛生法 

 ｅ．労働基準法 

 ｆ．高圧ガス保安法 

 ｇ．消 防 法 

 ｈ．電気事業法 

 ｉ．建築基準法 

 ｊ．その他 

 (２) 審査指針等 

 ａ．廃棄物管理施設の安全性の評価の考え方 

 ｂ．核燃料施設安全審査基本指針 

 ｃ．再処理施設安全審査指針 

 ｄ．その他関連安全審査指針等 

 (３) 国内規格，基準，指針等 

 ａ．日本産業規格(ＪＩＳ) 

 ｂ．空気調和・衛生工学会規格(ＨＡＳＳ) 

 ｃ．日本エレベーター協会規格(ＪＥＡＳ) 

 ｄ．日本建築学会各種構造設計及び計算規準(ＡＩＪ) 

 ｅ．高圧ガス保安協会規格(ＫＨＫＳ) 
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 ｆ．電気学会電気規格調査会標準規格(ＪＥＣ) 

 ｇ．日本電気協会電気技術規程及び指針(ＪＥＡＣ，ＪＥＡＧ) 

 ｈ．日本電気計測器工業会規格(ＪＥＭＩＳ） 

 ｉ．日本電機工業会規格(ＪＥＭ) 

 ｊ．日本電線工業会規格(ＪＣＳ) 

 ｋ．石油学会規格(ＪＰＩ) 

 ｌ．日本溶接協会規格(ＷＥＳ) 

 ｍ．その他 
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1.6.5 管理対象放射性廃棄物 

  廃棄物管理施設において管理する放射性廃棄物は，使用済燃料の海外再

処理に伴い仏国のＯｒａｎｏ Ｃｙｃｌｅ社及び英国のＳｅｌｌａｆｉｅ

ｌｄ  Ｌｔｄ社から我が国の電力会社に返還されるガラス固化体である。

ガラス固化体は，ほうけい酸ガラスを固化材として放射性物質を安定した

状態で閉じ込めており，さらに，十分な機械的強度及び耐食性を有した容

器に封入しているので，長期間にわたり安定した閉じ込め性を有するもの

である。Ｏｒａｎｏ Ｃｙｃｌｅ社又はＳｅｌｌａｆｉｅｌｄ Ｌｔｄ社か

ら我が国の電力会社に示されているガラス固化体の主要仕様は，以下のと

おりである。ガラス固化体の概要図を第 1.6－３図に示す。 

  また，Ｏｒａｎｏ Ｃｙｃｌｅ社又はＳｅｌｌａｆｉｅｌｄ Ｌｔｄ社か

ら電力会社に示されているガラス固化体の放射性物質の量及び発熱量の仕

様，海外再処理される代表的な使用済燃料及びガラス固化処理の条件，代

表的なほうけい酸ガラスの主な組成並びにガラス固化体の熱的性質に係る

物性をそれぞれ第 1.6－１表，第 1.6－２表，第 1.6－３表及び第 1.6－４

表に示す。 

 (１) 種類  ガラス固化体 

   (ａ) 重  量   ガラス固化体 大重量  550ｋｇ／本 

            固化ガラス重量    約 400ｋｇ／本 

（ここでいう固化ガラスは，ほうけい酸ガラスを

固化材として高レベル放射性液体廃棄物を固化

したもので以下「固化ガラス」という｡） 

   (ｂ) 寸  法   外  径   約 430ｍｍ 

            高  さ   約 1,340ｍｍ 

   (ｃ) 容器肉厚           約５ｍｍ 
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   (ｄ) 材  料   固 化 材   ほうけい酸ガラス 

            容  器   ステンレス鋼 

   (ｅ) 発 熱 量     大   2.5ｋＷ／本 

   (ｆ) 固化ガラスの密度      約 2.7ｇ／ｃｍ３ 

 (２) 放射性物質の種類ごとの放射能濃度 

   アルファ線を放出する放射性物質   3.5×1014Ｂｑ／本以下 

   アルファ線を放出しない放射性物質  4.5×1016Ｂｑ／本以下 

 

  廃棄物管理施設の設計に当たっては，ガラス固化体の寸法として以下を

用いる。 

  ガラス固化体  外 径  428ｍｍ～ 440ｍｍ 

高 さ 1,330ｍｍ～1,350ｍｍ 
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1.6.6 竜巻防護に関する設計 

1.6.6.1 竜巻防護に関する設計方針 

  原子力規制委員会の定める事業許可基準規則第八条では，外部からの衝

撃による損傷防止として，廃棄物管理施設は，想定される自然現象（地震

及び津波を除く。）が発生した場合においても安全性を損なわないもので

なければならないとしており，敷地の自然環境を基に想定される自然現象

の一つとして，竜巻を挙げている。 

  廃棄物管理施設の供用期間中に極めてまれに発生する突風，強風を引き

起こす自然現象としての竜巻及びその随伴事象等によって安全機能を有す

る施設の安全機能を損なわない設計であることを評価するため，「原子力

発電所の竜巻影響評価ガイド」（平成25年６月19日 原規技発第13061911

号 原子力規制委員会決定）（以下「竜巻ガイド」という。）を参照し，

以下の竜巻影響評価について実施する。 

 (１) 設計竜巻及び設計荷重（設計竜巻荷重及びその他の組合せ荷重）の

設定 

 (２) 廃棄物管理施設における飛来物に係る調査 

 (３) 飛来物発生防止対策 

 (４) 考慮すべき設計荷重に対する設計対処施設の構造健全性等の評価を

行い，必要に応じ対策を行うことで安全機能が維持されることの確認 

  安全機能を有する施設は，廃棄物管理施設が竜巻の影響を受ける場合に

おいてもその安全機能を確保するために，竜巻に対して安全機能を損なわ

ない設計とする。 

  その上で，竜巻によってその安全機能が損なわれないことを確認する施

設を，廃棄物管理施設の全ての安全機能を有する構築物，系統及び機器と

する。設計竜巻から防護する施設（以下「竜巻防護対象施設」という。）
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としては，安全評価上その機能を期待する構築物，系統及び機器を漏れな

く抽出する観点から，安全上重要な機能を有する構築物，系統及び機器を

抽出する。竜巻防護対象施設及びそれらを収納する建屋（以下「竜巻防護

対象施設等」という。）は，竜巻により冷却及び遮蔽の安全機能を損なわ

ないよう機械的強度を有すること等により，安全機能を損なわない設計と

する。 

  また，その施設の倒壊等により竜巻防護対象施設等に波及的影響を及ぼ

して安全機能を損なわせる可能性がある施設及び竜巻防護対象施設を収納

する建屋は，機械的強度を有すること等により，竜巻防護対象施設の安全

機能を損なわない設計とする。ここで，竜巻防護対象施設，竜巻防護対象

施設を収納する建屋及びその施設の倒壊等により竜巻防護対象施設等に波

及的影響を及ぼして安全機能を損なわせる可能性がある施設を併せて，設

計対処施設という。 

  上記に含まれない安全機能を有する施設は，竜巻及びその随伴事象に対

して機能を維持すること若しくは竜巻及びその随伴事象による損傷を考慮

して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で

の修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，その安全

機能を損なわない設計とする。 

  なお，ガラス固化体を収納した輸送容器は廃棄物管理施設内に一時的に

保管されることを踏まえ，竜巻によりガラス固化体を収納した輸送容器に

波及的破損を与えない設計とする。 

1.6.6.2 設計対処施設 

  設計対処施設は，竜巻防護対象施設の安全機能を損なわないよう，設計

竜巻に対して設計上の考慮を行う施設全体とする。 

  安全機能を有する施設のうち，安全評価上その機能を期待する施設の安



 

5－1－99 

全機能を維持し，かつ，冷却及び遮蔽の安全機能を損なわないようにする

ため，安全上重要な施設を竜巻防護対象施設とする。 

  これらの施設を第1.6－４図～第1.6－６図に示す選定フローに従い，竜

巻による風圧力，気圧差及び飛来物に対する設計対処施設として選定する

とともに竜巻防護対象施設を収納する建屋を設計対処施設として選定する。

また，建屋に収納される竜巻防護対象施設のうち第1.6－７図に示す選定

フローに従い選定される設計荷重（竜巻）に対して十分な耐力を有さない

建屋に収納される竜巻防護対象施設及び開口部を有する室に設置される竜

巻防護対象施設のうち第1.6－８図に示す選定フローに従い選定される竜

巻防護対象施設は，建屋に収納されるが防護が期待できない竜巻防護対象

施設として選定する。 

  以上の選定結果から，竜巻防護対象施設は以下のように分類できる。 

(１) 建屋に収納される竜巻防護対象施設（外気と繋がっている竜巻防護対

象施設を除く） 

(２) 屋外の竜巻防護対象施設 

(３) 建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻防護対象施設 

(４) 建屋に収納されるが防護が期待できない竜巻防護対象施設 

 

  なお，建屋に収納されるが防護が期待できない竜巻防護対象施設及び屋

外の竜巻防護対象施設に該当する施設はない。 

  また，安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設については，当該

施設の破損等により竜巻防護対象施設等に波及的影響を及ぼして安全機能

を損なわせる可能性がある施設又はその施設の特定の区画を，竜巻防護対

象施設に波及的影響を及ぼし得る施設として選定する。 

  竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設としては，竜巻防護対
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象施設等を除く構築物，系統及び機器の中から，竜巻防護対象施設等に対

し，倒壊による機械的影響を及ぼし得る施設及び付属施設の破損等による

機能的影響を及ぼし得る施設を以下のとおり選定する。 

  竜巻防護対象施設等に機械的影響を及ぼし得る施設としては，建物・構

築物の高さと竜巻防護対象施設等との距離を考慮して，破損又は倒壊によ

り竜巻防護対象施設等に波及的影響を及ぼして安全機能を損なわせるおそ

れがある施設を竜巻防護対象施設に機械的影響を及ぼし得る施設として選

定する。 

  竜巻防護対象施設に機能的影響を及ぼし得る施設としては，竜巻防護対

象施設の付属設備のうち屋外にあるもので，風圧力，気圧差及び飛来物の

衝突による破損等により竜巻防護対象施設の安全機能を損なわせるおそれ

がある施設を竜巻防護対象施設に機能的影響を及ぼし得る施設として選定

する。 

  なお，安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設で竜巻防護対象施

設の付属設備のうち屋外にあるものに該当する施設はないことから，竜巻

防護対象施設に機能的影響を及ぼし得る施設はない。 

  選定した結果から，設計対処施設は以下に分類される。 

  ・竜巻防護対象施設を収納する建屋 

  ・建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻防護対象施設 

  ・竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設 

  竜巻防護対象施設のうち，建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻防護

対象施設として，ガラス固化体貯蔵設備の収納管を選定する。 

  竜巻防護対象施設を収納する建屋として，ガラス固化体貯蔵建屋及びガ

ラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟を選定する。 

  竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設として，ガラス固化体
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受入れ・貯蔵建屋換気筒及びガラス固化体受入れ建屋を選定する。 

  なお，廃棄物管理施設内に一時的に保管されるガラス固化体を収納した

輸送容器は，竜巻により波及的破損を与えない設計とする。 

1.6.6.3 設計荷重（竜巻）の設定 

1.6.6.3.1 設計竜巻の設定 

  設計竜巻の特性値については，現状，設定に足る十分な信頼性を有した

観測記録等が無いため，竜巻ガイドを参考に設定する。設計竜巻の特性値

を第1.6－９表に示す。また，設計竜巻については，今後も継続的に観測

データ及び増幅に関する新たな知見の収集に取り組み，必要な事項につい

ては適切に反映を行う。 

 (１) 設計竜巻の移動速度（ＶＴ） 

   設計竜巻の移動速度（ＶＴ）は，独立行政法人原子力安全基盤機構が

東京工芸大学に委託した研究の成果
（２３）

（以下「東京工芸大学委託成果」

という。）を参考に，日本の竜巻における移動速度と 大竜巻風速の

関係に基づく以下の式を用いて算定する。 

    ＶＴ＝0.15×ＶＤ 

    ＶＤ（ｍ／ｓ）：設計竜巻の 大風速 

 (２) 設計竜巻の 大接線風速（ＶＲｍ） 

   設計竜巻の 大接線風速（ＶＲｍ）は，米国原子力規制委員会の基準
（２４）

類を参考に，以下の式を用いて算定する。 

    ＶＲｍ＝ＶＤ－ＶＴ 

 (３) 設計竜巻の 大接線風速が生じる位置での半径（Ｒｍ） 

   設計竜巻の 大接線風速が生じる位置での半径（Ｒｍ）は，東京工芸

大学委託成果
（２３）

による日本の竜巻の観測記録を基に提案されたモデルを

参考として，以下の値を用いる。 
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    Ｒｍ＝30（ｍ） 

 (４) 設計竜巻の 大気圧低下量（ΔＰｍａｘ） 

   設計竜巻の 大気圧低下量（ΔＰｍａｘ）は，米国原子力規制委員会の

基準類
（２４）

のランキン渦モデルによる風速分布を参考に，以下の式を用い

て算定する。 

    ΔＰｍａｘ＝ρ×ＶＲｍ
２ 

    ρ：空気密度（1.22（ｋｇ／ｍ３）） 

 (５) 設計竜巻の 大気圧低下率（（ｄｐ／ｄｔ）ｍａｘ） 

   設計竜巻の 大気圧低下率（（ｄｐ／ｄｔ）ｍａｘ）は，米国原子力規

制委員会の基準類
（２４）

のランキン渦モデルによる風速分布を参考に，以下

の式を用いて算定する。 

    （ｄｐ／ｄｔ）ｍａｘ＝（ＶＴ／Ｒｍ）×ΔＰｍａｘ 

1.6.6.3.2 設計飛来物の設定 

  竜巻ガイドを参考に現地調査により再処理事業所内をふかんした調査及

び検討を行い，再処理事業所内の資機材の設置状況を踏まえ，設計対処施

設に衝突する可能性のある飛来物（以下「設計飛来物」という。）を抽出

する。抽出した飛来物に竜巻ガイドに例示される飛来物を加え，それぞれ

の寸法，質量及び形状から飛来の有無を判断し，運動エネルギ及び貫通力

の大きさを考慮して，衝突時に設計対処施設に与える運動エネルギ又は貫

通力が設計飛来物によるものより大きくなるものについては，浮き上がり

又は横滑りの有無を考慮した上で，固定，固縛，建屋収納又は敷地からの

撤去により飛来物とならないようにする。 

  車両については，周辺防護区域内への入構を管理するとともに，固縛又

は退避を必要とする区域（以下「飛来対策区域」という。）を設定し，竜

巻の襲来が予想される場合には，停車又は走行している場所に応じて固縛
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するか又は飛来対策区域外の退避場所へ退避することにより，飛来物とな

らないよう管理を行うことから，設計飛来物として考慮しない。 

  また，再処理事業所外から飛来するおそれがあり，かつ，再処理事業所

内からの飛来物による衝撃荷重を上回ると想定されるものとしてむつ小川

原ウィンドファームの風力発電施設のブレードがある。むつ小川原ウィン

ドファームの風力発電施設から設計対処施設までの距離及び設計竜巻によ

るブレードの飛来距離を考慮すると，ブレードが設計対処施設まで到達す

るおそれはないことから，ブレードは設計飛来物として考慮しない。 

  以上のことから，設計対処施設に衝突する可能性がある飛来物として，

竜巻ガイドに例示される鋼製材を設計飛来物として設定する。 

  なお，降下火砕物の粒子による影響については，設計飛来物の影響に包

絡される。 

  第1.6－10表に廃棄物管理施設における設計飛来物を示す。 

1.6.6.3.3 荷重の組合せと許容限界 

 (１) 設計対処施設に作用する設計竜巻荷重 

   設計竜巻により設計対処施設に作用する設計竜巻荷重を以下に示す。 

 ａ．風圧力による荷重 

   竜巻の 大風速による荷重であり，竜巻ガイドを参考に次式のとおり

算出する。 

    ＷＷ＝ｑ・Ｇ・Ｃ・Ａ 

   ここで， 

    ＷＷ：風圧力による荷重 

    ｑ ：設計用速度圧 

    Ｇ ：ガスト影響係数（＝1.0） 

    Ｃ ：風力係数（施設の形状や風圧力が作用する部位に応じて設定
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する。） 

    Ａ ：施設の受圧面積 

    ｑ＝（1/2）・ρ・ＶＤ
２ 

  である。ここで， 

    ρ ：空気密度 

    ＶＤ：設計竜巻の 大風速 

  である。 

   ただし，竜巻による 大風速は，一般的には水平方向の風速として算

定されるが，鉛直方向の風圧力に対してぜい弱と考えられる設計対処施

設が存在する場合には，鉛直方向の 大風速に基づいて算出した鉛直方

向の風圧力による荷重についても考慮した設計とする。 

 ｂ．気圧差による荷重 

   外気と隔離されている区画の境界部が気圧差による圧力影響を受ける

設備並びに竜巻防護対象施設を収納する建屋の壁及び屋根においては，

設計竜巻による気圧低下によって生じる設計対処施設の内外の気圧差に

よる圧力荷重を考慮し，より厳しい結果を与える「閉じた施設」を想定

して次式のとおり算出する。「閉じた施設」とは通気がない施設であり，

施設内部の圧力が竜巻の通過以前と以後で等しいとみなせる。他方，施

設の外側の圧力は竜巻の通過中に変化し，施設内外に圧力を生じさせる。 

    ＷＰ＝ΔＰｍａｘ・Ａ 

   ここで， 

    ＷＰ   ：気圧差による荷重 

    ΔＰｍａｘ： 大気圧低下量 

    Ａ   ：施設の受圧面積 

  である。 
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 ｃ．飛来物の衝撃荷重 

   竜巻ガイドを参考に，衝突時の荷重が大きくなる向きで設計飛来物が

設計対処施設に衝突した場合の衝撃荷重を算出する。 

   また，貫通評価においても，設計飛来物の貫通力が大きくなる向きで

衝突することを考慮して評価を行う。 

 (２) 設計竜巻荷重の組合せ 

   設計対処施設の設計に用いる設計竜巻荷重は，竜巻ガイドを参考に風

圧力による荷重（ＷＷ），気圧差による荷重（ＷＰ）及び設計飛来物に

よる衝撃荷重（ＷＭ）を組み合わせた複合荷重とし，複合荷重ＷＴ１及び

ＷＴ２は米国原子力規制委員会の基準類
（２５）

を参考として，以下のとおり設

定する。 

    ＷＴ１＝ＷＰ 

    ＷＴ２＝ＷＷ＋（1/2）・ＷＰ＋ＷＭ 

   設計対処施設にはＷＴ１及びＷＴ２の両荷重をそれぞれ作用させる。 

 (３) 設計竜巻荷重と組み合わせる荷重の設定 

   設計竜巻荷重と組み合わせる荷重は，以下のとおりとする。 

 ａ．設計対処施設に常時作用する荷重及び運転時荷重 

 ｂ．竜巻以外の自然現象による荷重 

   竜巻は積乱雲や積雲に伴って発生する現象であり
（２６）

，積乱雲の発達時に

竜巻と同時に発生する可能性がある自然現象は，落雷，積雪，降雹及び

降水である。これらの自然現象により発生する荷重の組合せの考慮は，

以下のとおりとする。 

   なお，風（台風）に対しては，「1.6.1 (４)  ａ．竜巻，森林火災及

び火山の影響以外の自然現象に対する設計方針」にて考慮することとし

ている建築基準法に基づく風荷重が設計竜巻を大きく下回ることから，
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設計竜巻荷重に包絡される。 

   ただし，竜巻と同時に発生する自然現象については，今後も継続的に

新たな知見の収集に取り組み，必要な事項については適切に反映を行う。 

 (ａ) 落  雷 

   竜巻及び落雷が同時に発生する場合においても，落雷による影響は雷

撃であり，荷重は発生しない。 

 (ｂ) 積  雪 

   廃棄物管理施設の立地地域は，冬季においては積雪があるため，冬季

における竜巻の発生を想定し，建築基準法に基づいて積雪の荷重を適切

に考慮する。 

 (ｃ) 降  雹 

   降雹は積乱雲から降る直径５ｍｍ以上の氷の粒であり，仮に直径10ｃ

ｍ程度の大型の降雹を仮定した場合でも，その質量は約0.5ｋｇである。

竜巻及び降雹が同時に発生する場合においても，直径10ｃｍ程度の降雹

の終端速度は59ｍ／ｓ
（２７）

，運動エネルギは約0.9ｋＪであり，設計飛来物

の運動エネルギと比べて十分小さく，降雹の衝突による荷重は設計竜巻

荷重に包絡される。 

 (ｄ) 降  水 

   竜巻及び降水が同時に発生する場合においても，降水により屋外施設

に荷重の影響を与えることはなく，また降水による荷重は十分小さいた

め，設計竜巻荷重に包絡される。 

 (４) 許容限界 

   建物・構築物の設計において，設計飛来物の衝突による貫通及び裏面

剥離発生の有無の評価については，貫通及び裏面剥離が発生する限界厚

さ及び部材の 小厚さを比較することにより行う。さらに，設計荷重
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（竜巻）により発生する変形又は応力が安全上適切と認められる以下の

規格及び規準等による許容応力度等の許容限界に対して安全余裕を有す

る設計とする。 

   ・建築基準法 

   ・日本産業規格 

   ・日本建築学会等の基準，指針類 

   ・原子力発電所耐震設計技術指針ＪＥＡＧ4601-1987（日本電気協会） 

   ・原子力エネルギー協会（ＮＥＩ）の基準・指針類 

   設備の設計においては，設計飛来物の衝突による貫通の有無の評価に

ついて，貫通が発生する限界厚さ及び部材の 小厚さを比較することに

より行う。さらに，設計荷重（竜巻）により発生する応力が安全上適切

と認められる以下の規格及び規準等による許容応力等の許容限界に対し

て安全余裕を有する設計とする。 

   ・日本産業規格 

   ・日本建築学会等の基準，指針類 

   ・原子力発電所耐震設計技術指針ＪＥＡＧ4601-1987（日本電気協会） 

   ・原子力エネルギー協会（ＮＥＩ）の基準・指針類 

1.6.6.4 竜巻防護設計 

  竜巻に対する防護設計においては，竜巻ガイドを参考に，基準竜巻，設

計竜巻及び設計荷重を適切に設定し，竜巻防護対象施設又は竜巻防護対象

施設を収納する区画の構造健全性を確保するため，機械的強度を有する，

建物の外壁及び屋根により建物全体を保護すること等により，以下の事項

に対して安全機能を損なわない設計とする。 

 (１) 飛来物の衝突による建屋・構築物の貫通，裏面剥離及び設備（系

統・機器）の損傷 
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 (２) 設計竜巻荷重及びその他の荷重（常時作用する荷重，運転時荷重及

び竜巻以外の自然現象による荷重）を適切に組み合わせた設計荷重

（竜巻） 

 (３) 竜巻による気圧の低下 

  竜巻防護対象施設，竜巻防護対象施設を収納する建屋及び竜巻防護対象

施設に波及的影響を及ぼし得る施設の設計竜巻からの防護設計方針を以下

に示す。また，設計対処施設及び防護対策等を第1.6－11表に示す。 

1.6.6.4.1 竜巻防護対象施設を収納する建屋 

  竜巻防護対象施設を収納する建屋は，設計荷重（竜巻）に対して，主架

構の構造健全性を維持するとともに，個々の部材の破損により施設内の竜

巻防護対象施設が安全機能を損なわない設計とする。 

  また，設計飛来物の衝突に対しては，貫通及び裏面剥離の発生により竜

巻防護対象施設が安全機能を損なわない設計とする。具体的には以下のと

おりである。 

 (１) ガラス固化体貯蔵建屋及びガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟 

   設計荷重（竜巻）に対して主架構の構造健全性を維持するとともに，

個々の部材の破損により竜巻防護対象施設が安全機能を損なわない設

計とする。 

   また，設計飛来物の衝突に対しては，貫通及び裏面剥離の発生により

施設内の竜巻防護対象施設が安全機能を損なわない設計とする。 

1.6.6.4.2 建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻防護対象施設 

  外気と繋がっている竜巻防護対象施設は，気圧差荷重に対して構造健全

性が維持できるものとする。具体的には以下のとおりである。 

 (１) ガラス固化体貯蔵設備の収納管 

   ガラス固化体貯蔵設備の収納管は，通風管との間に冷却空気を流す構
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造としている。 

   収納管は気圧差による荷重に対して構造健全性を維持できるよう十分

な強度を有する設計とし，安全機能を損なわない設計とする。 

1.6.6.4.3 竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設 

  竜竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設については，設計荷

重（竜巻）を考慮しても倒壊等に至らないよう必要に応じて補強すること

等により，周辺の竜巻防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

具体的には以下のとおりである。 

  ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒及びガラス固化体受入れ建屋は，

倒壊等に至った場合には周辺の施設に波及的影響を及ぼすおそれがあるこ

とから，設計飛来物の衝突による貫通及び風圧力による荷重を考慮しても

倒壊等に至らないよう必要に応じて補強すること等により，周辺の竜巻防

護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

1.6.6.5 竜巻随伴事象に対する設計 

  竜巻ガイドを参考に，過去の他地域における竜巻被害状況及び再処理施

設の配置を図面等により確認した結果，竜巻随伴事象として以下の事象を

想定し，これらの事象が発生した場合においても，竜巻防護対象施設が安

全機能を損なわない設計とする。 

 (１) 火  災 

   竜巻により屋外にある危険物貯蔵施設等（ボイラ用燃料受入れ・貯蔵

所，ディーゼル発電機用燃料油受入れ・貯蔵所及びボイラ用燃料貯蔵所）

が損傷し，漏えい及び防油堤内での火災が発生したとしても，火災源と

竜巻防護対象施設の位置関係を踏まえて熱影響を評価した上で，竜巻防

護対象施設の安全機能に影響を与えない設計とすることを「1.6.7 外

部火災防護に関する設計」にて考慮する。 
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   建屋内に設置される竜巻防護対象施設には，開口部を有する室に設置

されるものはないため，設計飛来物の侵入により建屋内に火災が発生し，

竜巻防護対象施設に影響を及ぼすことは考えられない。 

 (２) 溢  水 

   再処理事業所内の屋外タンク等の破損による溢水を想定しても，溢水

が竜巻防護対象施設を収納する建屋の開口部まで到達しないよう施設を

配置する。 

   建屋内に設置される竜巻防護対象施設には，開口部を有する室に設置

されるものはないため，設計飛来物の侵入により建屋内に溢水が発生し，

竜巻防護対象施設に影響を及ぼすことは考えられない。 

   また，竜巻防護対象施設のない開口部を有する室については，設計飛

来物の侵入による建屋内の溢水が発生したとしても，竜巻防護対象施設

の安全機能に影響を与えることはない。 

 (３) 外部電源喪失 

   竜巻防護対象施設には，外部電源の給電を受けるものはないため，設

計竜巻，設計竜巻と同時に発生する雷・雹等，あるいはダウンバースト

等により，送電網に関する施設等が損傷する等による外部電源喪失が発

生しても，竜巻防護対象施設の安全機能を損なうことはない。 

1.6.6.6 手順等 

  設計竜巻による飛来物の発生防止を図るため，以下の事項を考慮した手

順を定める。 

  ・資機材で飛来物となる可能性のあるものは，浮き上がり又は横滑りの

有無を考慮した上で，飛来時の運動エネルギ及び貫通力が設計飛来物

である鋼製材よりも大きなものについて，設置場所に応じて固定，固

縛，建屋収納又は敷地からの撤去を行う。 
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  ・車両については，周辺防護区域内への入構を管理するとともに，飛来

対策区域を設定し，竜巻の襲来が予想される場合に車両が飛来物とな

らないよう固縛又は飛来対策区域外の退避場所へ退避する。 

  ・飛来対策区域は，車両から距離を取るべき離隔対象施設と車両との間

に取るべき離隔距離を考慮して設定する。 

   離隔距離の検討に当たっては，先ず解析により車両の 大飛来距離を

求める。解析においては，フジタモデル
（２８）

の方がランキン渦モデルより

も地表面における竜巻の風速場をよく再現していること及び車両は地

表面にあることから，フジタモデルを適用する。フジタモデルを適用

した車両の 大飛来距離の算出結果を第 1.6－12 表に示す。車両の

大飛来距離の算出結果は 170ｍであるが，フジタモデルを適用した解

析における不確実性を補うため，算出結果に安全余裕を考慮して，離

隔距離を 200ｍとする。 

   飛来対策区域を第 1.6－９図のとおりとする。 

  ・車両の退避場所は，周辺防護区域内及び周辺防護区域外に設ける。ま

た，フジタモデルを適用した解析における不確実性を補うため，周辺

防護区域内の退避場所に退避する車両については固縛の対象とする。 

  ・竜巻に対する運用管理を確実に実施するために必要な技術的能力を維

持・向上させることを目的とし，教育及び訓練を定期的に実施する。 
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1.6.7 外部火災防護に関する設計 

1.6.7.1 外部火災に関する設計方針 

  原子力規制委員会の定める事業許可基準規則第八条では，外部からの衝

撃による損傷防止として，廃棄物管理施設は，想定される自然現象（地震

及び津波を除く。）又は人為事象（故意によるものを除く。）が発生した

場合においても安全性を損なわないものでなければならないとしている。 

  安全機能を有する施設は，敷地及び敷地周辺で想定される自然現象並び

に人為事象による火災及び爆発（以下「外部火災」という。）の影響を受

ける場合においてもその安全機能を確保するために，防火帯の設置，離隔

距離の確保，建屋による防護等により，外部火災に対して安全機能を損な

わない設計とする。 

  その上で，外部火災により発生する火炎及び輻射熱の直接的影響並びに

ばい煙等の二次的影響によってその安全機能が損なわれないことを確認す

る施設を，廃棄物管理施設の全ての安全機能を有する構築物，系統及び機

器とする。外部火災から防護する施設（以下「外部火災防護対象施設」と

いう。）としては，安全評価上その機能を期待する構築物，系統及び機器

を漏れなく抽出する観点から，安全上重要な構築物，系統及び機器を抽出

し，外部火災により冷却及び遮蔽の安全機能を損なわないよう機械的強度

を有すること等により，安全機能を損なわない設計とする。 

  上記に含まれない安全機能を有する施設については，外部火災に対して

機能を維持すること若しくは外部火災による損傷を考慮して代替設備によ

り必要な機能を確保すること，安全上支障が生じない期間での修理を行う

こと又はそれらを適切に組み合わせることにより，安全機能を損なわない

設計とする。 

  なお，ガラス固化体を収納した輸送容器は廃棄物管理施設内に一時的に
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保管されることを踏まえ，外部火災によりガラス固化体を収納した輸送容

器に波及的破損を与えない設計とする。 

  ここでの外部火災としては，「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」

（平成25年６月19日 原規技発第13061912号 原子力規制委員会決定）

（以下「外部火災ガイド」という。）を参考として，森林火災，近隣の産

業施設の火災及び爆発並びに航空機墜落による火災を対象とする。また，

外部火災防護対象施設へ影響を与えるおそれのある敷地内に存在する屋外

の危険物貯蔵施設及び可燃性ガスボンベ（以下「危険物貯蔵施設等」とい

う。）については，外部火災源としての影響及び外部火災による影響を考

慮する。 

  さらに，近隣の産業施設の火災においては，外部火災ガイドを参考とし

て，近隣の産業施設周辺の森林へ飛び火することにより廃棄物管理施設へ

迫る場合を想定し，近隣の産業施設の火災と森林火災の重畳を考慮する。

また，敷地内への航空機墜落による火災を想定することから，航空機墜落

による火災と危険物貯蔵施設等の火災及び爆発との重畳を考慮する。 

  外部火災の影響評価は，外部火災ガイドを参考として実施する。 

  外部火災にて想定する火災及び爆発を第1.6－13表に示す。また，危険

物貯蔵施設等を第1.6－14表及び第1.6－15表に示す。 

1.6.7.2 設計対処施設 

  外部火災防護対象施設である収納管，通風管，貯蔵区域しゃへい及びガ

ラス固化体検査室しゃへいは地下階に設置し熱影響を受けない設計，貯蔵

建屋床面走行クレーンのしゃへい容器は，不燃性及び難燃性材料で構成し

建屋により防護する設計とする。外部火災防護対象施設は建屋内に収納さ

れ防護される設備であることから，外部火災防護対象施設を収納する建屋

を設計対処施設とする。 
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  上記方針に基づき，設計対処施設を以下のとおり選定する。 

 (１) ガラス固化体貯蔵建屋 

 (２) ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟 

   設計対処施設の配置を第1.6－10図に示す。また，設計対処施設の熱

影響評価で考慮する外壁厚さを第1.6－16表に示す。 

   また，二次的影響として，火災に伴い発生するばい煙及び有毒ガスを

抽出し，その上で，安全機能を有する施設のうち，外気を取り込むこ

とにより，外部火災防護対象施設の安全機能が損なわれるおそれがあ

る設備を以下のとおり選定する。 

 ・ガラス固化体貯蔵設備の収納管及び通風管 

1.6.7.3 森林火災 

 (１) 概  要 

   想定される森林火災については，外部火災ガイドを参考として，初期

条件（可燃物量（植生），気象条件及び発火点）を，廃棄物管理施設

への影響が厳しい評価となるように設定し，森林火災シミュレーショ

ン解析コード（以下「ＦＡＲＳＩＴＥ」という。）を用いて影響評価

を実施する。 

   この影響評価の結果に基づき，必要な防火帯及び離隔距離を確保する

ことにより，設計対処施設の温度を許容温度以下とし，外部火災防護

対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

 (２) 森林火災の想定 

   想定する森林火災については，外部火災ガイドを参考として，初期条

件（可燃物量（植生），気象条件（湿度，温度，風速，風向）及び発

火点）を，工学的判断に基づいて廃棄物管理施設への影響が厳しい評

価となるよう以下のとおり設定する。 
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 ａ．森林火災における各樹種の可燃物量は，青森県の森林簿及び森林計画

図のデータによる現地の植生を用いるとともに，敷地内の各樹種の可燃

物量は現地調査により，現地の植生を用いる。また，樹種，林齢を踏ま

え，可燃物量が多くなるように植生を設定する。 

 ｂ．気象条件は，立地地域及びその周辺地域における過去10年間の気象条

件を調査し，青森県の森林火災の発生頻度を考慮して， 小湿度， 高

気温及び 大風速の組合せとする。 

 ｃ．風向は， 大風速記録時の風向から卓越風向を設定する。 

 ｄ．発火点は，青森県の森林火災の発生原因で 多となっている煙草及び

たき火を踏まえて，廃棄物管理施設から直線距離10ｋｍの範囲における

人為的行為を考慮し，火を取り扱う可能性のある箇所で火災の発生頻度

が高いと想定される居住地域近傍の道路沿い及び人の立ち入りがある作

業エリアまでの道路沿いを候補とし，卓越風向から施設の風上となるこ

とも考慮し外部火災の発生を想定したときに廃棄物管理施設への影響評

価の観点で，ＦＡＲＳＩＴＥより出力される火線強度及び反応強度（火

炎輻射強度）の影響が厳しい評価となるよう，以下のとおり設定する。

発火点の位置を第1.6－11図に示す。 

 (ａ) 森林火災の発生原因として多い人為的な火災発生の可能性があり，

可燃物量（植生）及び卓越風向「西北西」を考慮し，敷地西側に位置

（約9.5ｋｍ）する横浜町吹越地区の居住区域近傍の道路沿いを「発火

点１」として設定する。 

 (ｂ) 森林火災の発生原因として多い人為的な火災発生の可能性があり，

可燃物量（植生）及び卓越風向「東南東」を考慮し，敷地東側に位置

（約７ｋｍ）するむつ小川原国家石油備蓄基地（以下「石油備蓄基地」

という。）の中継ポンプ場及び中継ポンプ場までのアクセス道路沿いを
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「発火点２」として設定する。 

 (ｃ) 森林火災の発生原因として多い人為的な火災発生の可能性があり，

可燃物量（植生），卓越風向「西北西」及び廃棄物管理施設までの火炎

の到達時間が 短であることを考慮し，敷地西側に位置（約0.9ｋｍ）

する石油備蓄基地及び石油備蓄基地までのアクセス道路沿いを「発火点

３」として設定する。 

 ｅ．太陽光の入射により，火線強度が増大することから，日照による火線

強度の変化を考慮し，火線強度が 大となる時刻を発火時刻として設定

する。 

 (３) 評価対象範囲 

   評価対象範囲は，外部火災ガイドを参考として，森林火災の発火想定

地点を敷地周辺の10ｋｍ以内とし，植生，地形及び土地利用データは発火

点までの距離に安全余裕を考慮し，南北12ｋｍ及び東西12ｋｍとする。 

 (４) 入力データ 

   ＦＡＲＳＩＴＥの入力データは，外部火災ガイドを参考として，設定

する。 

 ａ．地形データ 

   敷地内及び敷地周辺の土地の標高及び地形のデータについては，現地

状況をできるだけ模擬するため，10ｍメッシュの「基盤地図情報 数値

標高モデル
（２９）

」を用いる。 

 ｂ．土地利用データ 

   敷地周辺の土地利用データについては，現地状況をできるだけ模擬す

るため，100ｍメッシュの「国土数値情報 土地利用細分メッシュ
（３０）

」を

用いる。 
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 ｃ．植生データ 

   植生データについては，現地状況をできるだけ模擬するため，敷地周

辺の樹種や生育状況に関する情報を有する森林簿
（３１）

及び森林計画図の空間

データ
（３２）

を使用する。ここで，森林簿の情報を用いて，土地利用データに

おける森林領域を，樹種及び林齢によりさらに細分化する。 

   また，敷地内の樹種や生育状況に関する情報は，実際の植生を調査し，

その調査結果を使用する。 

   植生が混在する場合は，厳しい評価となるように可燃物量，可燃物の

高さ及び可燃物熱量を考慮して入力する植生データを設定する。 

 ｄ．気象データ 

   気象条件については，外部火災ガイドを参考とし，過去10年間を調査

し，森林火災の発生
（３３）

頻度
（３４）

が
（３５）

年間を通じて比較的高い３月から８月の

高気温， 小湿度及び 大風速の組合せを考慮し，風向は卓越方向を

考慮する。廃棄物管理施設の 寄りの気象官署としては，気候的に敷

地に比較的類似している八戸特別地域気象観測所及びむつ特別地域気

象観測所があり，敷地近傍には六ヶ所地域気象観測所がある。 高気

温， 小湿度及び 大風速については，気象条件が も厳しい値とな

る八戸特別地域気象観測所の過去10年間の気象データから設定する。

風向については，廃棄物管理施設の風上に発火点を設定する必要があ

ることから，敷地近傍にある六ヶ所地域気象観測所の過去10年間の気

象データから， 大風速時の風向の出現回数及び風向の出現回数を調

査し，卓越方向を設定する。 

   ＦＡＲＳＩＴＥの評価に当たっては，厳しい評価となるよう以下のと

おり風向，風速，気温及び湿度による影響を考慮する。 

 (ａ) 風向及び風速については，火災の延焼性を高め，また，敷地側に対



 

5－1－118 

する風の影響を厳しく想定するため，風速は 大風速で一定とし，風向

は卓越風向とする。 

 (ｂ) 気温については，可燃物の燃焼性を高めるため， 高気温で一定と

する。 

 (ｃ) 湿度については，可燃物が乾燥し燃えやすい状態とするため， 小

湿度で一定とする。 

 (５) 延焼速度及び火線強度の算出 

   外部火災ガイドを参考として，ホイヘンスの原理に基づく火炎の拡大

モデルを用いて，評価結果が厳しくなるよう火炎をモデル化した上で，

上記の設定を基にＦＡＲＳＩＴＥにて，延焼速度（平均0.04ｍ／ｓ（発

火点３））火線強度及び火炎輻射強度を算出する。 

 (６) 火炎到達時間による消火活動 

   外部火災ガイドを参考として，ＦＡＲＳＩＴＥにより，発火点から防

火帯までの火炎到達時間（５時間１分（発火点３））を算出する。敷地

内には，消火活動に必要な消火栓等の消火設備の設置及び大型化学消防

車等を配備することで，森林火災が防火帯に到達するまでの間に敷地内

に常駐する自衛消防隊の消火班による消火活動が可能であり，万一の飛

火等による火災の延焼を防止することで設計対処施設への影響を防止し，

外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

   廃棄物管理施設のうち防火帯の外側に位置する環境モニタリング設備

については，森林火災発生時は，自衛消防隊の消火班による事前散水に

より延焼防止を図ること及び代替設備を確保することにより，その安全

機能を確保する設計とする。 

 (７) 防火帯幅の設定 

   ＦＡＲＳＩＴＥによる影響評価により算出される 大火線強度
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（9,128ｋＷ／ｍ（発火点２））に対し，外部火災ガイドを参考として，

風上に樹木がある場合の火線強度と 小防火帯の関係から，必要とされ

る 小防火帯幅24.9ｍを上回る幅25ｍ以上の防火帯を確保することによ

り，設計対処施設への延焼を防止し，外部火災防護対象施設の安全機能

を損なわない設計とする。設置する防火帯の位置を第1.6－10図に示す。 

 (８) 危険距離の確保及び熱影響評価について 

 ａ．森林火災の想定 

   森林火災を以下のとおり想定する。 

 (ａ) 外部火災ガイドを参考に，森林火災による熱を受ける面と森林火災

の火炎の地点は同じ高さにあると仮定する。 

 (ｂ) 外部火災ガイドを参考に，森林火災の火炎は，円筒火炎モデルとし，

火炎の高さは燃焼半径の３倍とする。 

 (ｃ) 円筒火炎モデル数は，火炎 前線のセルごとに設定する。 

 (ｄ) 設計対処施設への熱影響が厳しくなるよう，火炎 前線のセルから，

大の火炎輻射強度（750ｋＷ／ｍ２（発火点３））となるセルを評価

対象の 短として配置し，火炎 前線の火炎が到達したセルを横一列

に並べて，全てのセルからの火炎輻射強度を考慮する。 

 ｂ．危険距離 

   大の火炎輻射強度を踏まえた輻射強度に基づき，防火帯の外縁（火

炎側）から設計対処施設までの離隔距離を，外壁表面温度がコンクリー

トの圧縮強度が維持できる温度である200 ℃
（３６）

となる危険距離23ｍ以上

確保することで，設計対処施設への延焼を防止し，建屋内に収納する外

部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

   危険距離については，設計対処施設が受ける輻射強度の影響が 大と

なる発火点３の森林火災に基づき算出する。 
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 (９) 設計対処施設への熱影響について 

   外部火災ガイドを参考として，熱影響評価を実施する。 

 ａ．外部火災防護対象施設を収納する建屋 

   評価対象は，防火帯から も近い位置（約289ｍ）にあるガラス固化

体貯蔵建屋Ｂ棟とする。ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟の外壁が受ける輻射

強度（0.64ｋＷ／ｍ２（発火点３））については，外部火災ガイドを参

考とし，設計対処施設への輻射強度の影響が 大となる発火点３の森林

火災に基づき算出する。この輻射強度に基づき算出する，ガラス固化体

貯蔵建屋Ｂ棟の外壁表面温度をコンクリートの許容温度200 ℃
（３６）

以下と

することで，建屋内に収納する外部火災防護対象施設の安全機能を損な

わない設計とする。 

 (10) 異種の自然現象との組合せ 

   森林火災と同時に発生する可能性がある自然現象としては，風（台風）

及び高温が考えられる。森林火災の評価における気象条件については，

外部火災ガイドを参考とし，過去10年間を調査し，森林火災の発生頻

度が多い月の 高気温及び 大風速の組合せを考慮している。そのた

め，風（台風）及び高温については，森林火災の評価条件として考慮

されている。 

1.6.7.4 近隣の産業施設の火災及び爆発 

 (１) 概  要 

   近隣の産業施設の火災及び爆発については，外部火災ガイドを参考と

して，廃棄物管理施設の敷地周辺10ｋｍ範囲内に存在する近隣の産業施

設及び敷地内の危険物貯蔵施設等を網羅的に調査し，石油備蓄基地（廃

棄物管理施設の敷地西方向約0.9ｋｍ）の火災，敷地内の廃棄物管理施

設の危険物貯蔵施設等及び廃棄物管理施設以外の危険物貯蔵施設等の火
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災及び爆発を対象とする。 

   敷地周辺10ｋｍ範囲内に存在する近隣の産業施設及び敷地内の危険物

貯蔵施設等の配置を第1.6－10図及び第1.6－12図～第1.6－14図に示す。 

   また，敷地周辺に国道338号線及び県道180号線があることから，燃料

輸送車両の火災による影響が想定される。燃料輸送車両は，消防法令に

おいて移動タンク貯蔵所の上限が定められており，公道を通行可能な上

限のガソリンが積載された状況を想定した場合でも，貯蔵量が多く設計

対処施設までの距離が近い敷地内に存在する危険物貯蔵施設（重油タン

ク）火災の評価に包含されることから，燃料輸送車両の火災による影響

は評価の対象外とする。 

   漂流船舶の影響については，再処理事業所は海岸から約５ｋｍ離れて

おり，敷地近傍の石油備蓄基地火災の影響に包含されることから，評価

の対象外とする。 

   設計対処施設である外部火災防護対象施設を収納する建屋については，

外部火災ガイドを参考として，建屋の外壁で受ける，火炎から算出され

た輻射強度を考慮した場合においても，離隔距離の確保等により，コン

クリートの許容温度200 ℃
（３６）

となる輻射強度（以下「危険輻射強度」と

いう。）以下とすることで，危険距離以上の離隔を確保する設計とし，

建屋内に収納する外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計と

する。 

   近隣の産業施設の火災により周辺の森林へ飛び火し敷地へ火炎が迫る

ことを想定し，近隣の産業施設の火災と森林火災の重畳評価を行い，石

油備蓄基地火災と森林火災の輻射熱量及び離隔距離を考慮し，石油備蓄

基地火災と森林火災から受ける輻射強度が大きくなる設計対処施設を重

畳評価の対象に選定する。 
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   評価に当たっては，外部火災ガイドを参考として，影響評価により算

出される輻射強度に基づき，設計対処施設の温度を許容温度以下とする

ことで，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

   廃棄物管理施設の危険物貯蔵施設等の火災については，外部火災ガイ

ドを参考として，影響評価により算出される輻射強度に基づき，設計対

処施設の外壁表面温度をコンクリートの許容温度以下とすることにより

外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

   廃棄物管理施設以外の危険物貯蔵施設等の火災については，外部火災

ガイドを参考として，影響評価により算出される輻射強度に基づき，設

計対処施設の温度を許容温度以下とすることで，外部火災防護対象施設

の安全機能を損なわない設計とする。 

   廃棄物管理施設以外の危険物貯蔵施設等の爆発については，設計対処

施設への影響がなく，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設

計とする。 

 (２) 石油備蓄基地の火災 

   石油備蓄基地の火災については，外部火災ガイドを参考として，以下

のとおり石油備蓄基地火災を想定し，設計対処施設への熱影響評価を実

施する。 

 ａ．石油備蓄基地火災の想定 

 (ａ) 気象条件は無風状態とする。 

 (ｂ) 石油備蓄基地に配置している51基の原油タンク（約11.1万ｋＬ／基
（３７）

）

の原油全てが防油堤内に流出した全面火災を想定し，原油タンクから流

出した石油類は全て防油堤内に留まるものとする。 

 (ｃ) 火災は原油タンク９基（３列×３行）又は６基（２列×３行）を１単

位とした円筒火災モデルとし，火炎の高さは燃焼半径の３倍とする。 
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 (ｄ) 原油タンクは，燃焼半径が大きく，燃焼時に空気供給が不足し，大

量の黒煙が発生するため，放射発散度の低減率（0.3 ）
（３８）

を考慮する。 

 ｂ．設計対処施設への熱影響について 

   評価対象は，石油備蓄基地からの距離が 短となるガラス固化体貯蔵

建屋（約1,470ｍ）とする。外部火災ガイドを参考とし，想定される石

油備蓄基地火災によりガラス固化体貯蔵建屋の建屋外壁で受ける火炎か

らの輻射強度を算出する。この輻射強度を危険輻射強度（2.3ｋＷ／ｍ

２）以下とすることで，危険距離以上の離隔を確保する設計とする。ま

た，危険輻射強度以下とすることで，建屋内に収納する外部火災防護対

象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

 (３) 敷地内の廃棄物管理施設以外の危険物貯蔵施設等の火災及び爆発 

   敷地内の廃棄物管理施設以外の危険物貯蔵施設等の火災については，

外部火災ガイドを参考として，敷地内の屋外に設置する重油タンクの火

災の熱影響を評価し，設計対処施設の外壁表面温度をコンクリートの許

容温度200 ℃
（３６）

以下とすることで，建屋内に収納する外部火災防護対象

施設の安全機能を損なわないことを設計とする。 

   火災源として考慮する敷地内の廃棄物管理施設以外の危険物貯蔵施設

等については，設計対処施設との離隔距離が 短となるボイラ用燃料貯

蔵所及び可燃物の貯蔵量が も多いボイラ用燃料受入れ・貯蔵所の火災

を対象とする。 

   敷地内の廃棄物管理施設以外の危険物貯蔵施設等の爆発については，

設計対処施設から も近い再処理施設のボイラ建屋ボンベ置場のプロパ

ンボンベを対象とする。また，可燃物の貯蔵量が も多い再処理施設の

低レベル廃棄物処理建屋プロパンボンベ庫のプロパンボンベ及びＭＯＸ

燃料加工施設の第１高圧ガストレーラ庫の水素の爆発について対象とす
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る。 

   再処理施設のボイラ建屋ボンベ置場及び低レベル廃棄物処理建屋プロ

パンボンベ庫におけるプロパンボンベは屋内に収納され，着火源を排除

するとともに可燃性ガスが漏えいした場合においても滞留しない構造と

するため，爆発に至ることはなく，計対処施設へ影響がなく，外部火災

防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。また，設計対処施設

は，対象とした危険物貯蔵施設等の爆発に対する危険限界距離以上の離

隔距離を確保する設計とする。 

   ＭＯＸ燃料加工施設の第１高圧ガストレーラ庫は，高圧ガス保安法に

基づき，着火源を排除するとともに可燃性ガスが漏えいした場合におい

ても滞留しない構造とすること及び爆発時に発生する爆風や飛来物が上

方向に開放される構造として設計することから，設計対処施設へ影響が

なく，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。また，

設計対処施設は，第１高圧ガストレーラ庫に対する危険限界距離（55ｍ）

以上の離隔距離を確保する設計とする。 

 ａ．ボイラ用燃料貯蔵所の火災及びボイラ用燃料受入れ・貯蔵所の火災の

想定 

   火災は，外部火災ガイドを参考として，想定する。 

 (ａ) 気象条件は無風状態とする。 

 (ｂ) タンク内の重油全てが防油堤内に流出した全面火災を想定し，流出

した重油は全て防油堤内に留まるものとする。 

 (ｃ) 火災は円筒火災モデルとし，火炎の高さは燃焼半径の３倍とする。 

 (ｄ) 輻射発散度の低減は考慮しない。 

 ｂ．設計対処施設への熱影響 

   設計対処施設への熱影響は，外部火災ガイドを参考として評価を実施
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する。 

 (ａ) ボイラ用燃料貯蔵所の火災 

   評価対象は，ボイラ用燃料貯蔵所からの距離が 短となるガラス固化

体貯蔵建屋Ｂ棟（約130ｍ）を対象とする。 

   ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟については，建屋外壁が受ける火炎からの

輻射強度（0.21ｋＷ／ｍ２）を外部火災ガイドを参考として算出する。こ

の輻射強度に基づき，外壁表面温度をコンクリートの許容温度200 ℃
（３６）

以

下とすることで，建屋内に収納する外部火災防護対象施設の安全機能を

損なわない設計とする。 

 (ｂ) ボイラ用燃料受入れ・貯蔵所の火災 

   評価対象は，ボイラ用燃料貯蔵所からの距離が 短となるガラス固化

体貯蔵建屋（約728ｍ）を対象とする。 

   ガラス固化体貯蔵建屋については，建屋外壁が受ける火炎からの輻射

強度（0.055ｋＷ／ｍ２）を外部火災ガイドを参考として算出する。この

輻射強度に基づき，外壁表面温度をコンクリートの許容温度200 ℃
（３６）

以下

とすることで，建屋内に収納する外部火災防護対象施設の安全機能を損

なわない設計とする。 

 (４) 近隣の産業施設の火災と森林火災の重畳評価 

   石油備蓄基地火災においては，防油堤外部へ延焼する可能性は低いが，

外部火災ガイドを参考として，石油備蓄基地周辺の森林へ飛び火するこ

とにより廃棄物管理施設へ迫る場合を想定し，石油備蓄基地火災と森林

火災の重畳を想定する。評価に当たっては，石油備蓄基地火災と森林火

災の輻射熱量及び離隔距離を考慮し，石油備蓄基地火災と森林火災から

受ける輻射強度が大きくなるガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟を重畳評価の対

象とする。 
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   ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟については，建屋外壁が受ける輻射強度を

外部火災ガイドを参考として算出する。この輻射強度に基づき算出する

外壁表面温度をコンクリートの許容温度200 ℃
（３６）

以下とすることで，建

屋内に収納する外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とす

る。 

 (５) 敷地内の廃棄物管理施設の危険物貯蔵施設等の火災 

   廃棄物管理施設の危険物貯蔵施設等の火災については，外部火災ガイ

ドを参考として，敷地内のディーゼル発電機用燃料油受入れ・貯蔵所の

火災を対象とする。 

   設計対処施設は，火炎からの輻射強度による外壁表面温度をコンクリ

ートの許容温度200 ℃
（３６）

以下とすることで，建屋内に収納する外部火災

防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

 ａ．ディーゼル発電機用燃料油受入れ・貯蔵所の火災の想定 

   火災は，外部火災ガイドを参考として，想定する。 

 (ａ) 気象条件は無風状態とする。 

 (ｂ) タンク内の重油全てが防油堤内に流出した全面火災を想定し，流出

した重油は全て防油堤内に留まるものとする。 

 (ｃ) 火災は円筒火災モデルとし，火炎の高さは燃焼半径の３倍とする。 

 (ｄ) 輻射発散度の低減は考慮しない。 

 ｂ．設計対処施設への熱影響 

   設計対処施設への熱影響は，外部火災ガイドを参考として評価を実施

する。 

   評価対象は，輻射強度が 大となる火災を想定するため，ディーゼル

発電機用燃料油受入れ・貯蔵所からの距離が 短となるガラス固化体貯

蔵建屋Ｂ棟（約68ｍ）とする。 
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   ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟については，建屋外壁が受ける火炎からの

輻射強度（0.94ｋＷ／ｍ２）を外部火災ガイドを参考として算出する。

この輻射強度に基づき算出する外壁表面温度を，コンクリートの許容温

度200 ℃
（３６）

以下とすることで，建屋内に収納する外部火災防護対象施設

の安全機能を損なわない設計とする。 

1.6.7.5 航空機墜落による火災 

 (１) 概  要 

   航空機墜落による火災については，外部火災ガイド及び航空機落下評

価ガイドを参考として，航空機墜落による火災の条件となる航空機の選

定を行う。また，航空機墜落地点については，建屋外壁で火災が発生す

ることを想定する。この航空機墜落による火災の輻射強度を考慮した場

合において，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

 (２) 航空機墜落による火災の想定 

   航空機墜落による火災の想定は外部火災ガイド及び航空機落下評価ガ

イドを参考として，以下のとおりとする。 

 ａ．航空機は，対象航空機を種類別に分類し，燃料積載量が 大の機種と

する。 

 ｂ．航空機は，燃料を満載した状態を想定する。 

 ｃ．航空機墜落地点は建屋外壁とし，設計対処施設への影響が厳しい地点と

する。 

 ｄ．航空機の墜落によって燃料に着火し，火災が起こることを想定する。 

 ｅ．気象条件は無風状態とする。 

 ｆ．火災は円筒火災モデルとし，火炎の高さは燃焼半径の３倍とする。 

 ｇ．油火災において任意の位置にある輻射強度を計算により求めるには，

半径が1.5ｍ以上の場合で火炎の高さを半径の３倍にした円筒火災モデ
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ルを採用する。 

 (３) 墜落による火災を想定する航空機の選定 

   外部火災ガイドを参考に，航空機墜落による火災の対象航空機につい

ては，航空機落下評価ガイドの落下事故の分類を踏まえ，以下の航空機

の落下事故における航空機を選定する。 

 ａ．自衛隊機又は米軍機の訓練空域内を訓練中及び訓練空域周辺を飛行中

の落下事故 

   外部火災ガイドを参考として，燃料積載量が 大の自衛隊機であるＫ

Ｃ－767を選定する。 

   また，三沢対地訓練区域を訓練飛行中の自衛隊機又は米軍機のうち，

当社による調査結果から，自衛隊機のＦ－２又は米軍機のＦ－16を選定

する。さらに，今後，訓練飛行を行う主要な航空機となる可能性のある

Ｆ－35についても選定する。 

 ｂ．計器飛行方式民間航空機の空路を巡航中の落下事故 

   廃棄物管理施設上に直行経路はないが，再処理事業所敷地内として直

行経路があることから，計器飛行方式民間航空機の墜落による火災を

想定する。 

   直行経路を巡航中の計器飛行方式民間航空機の落下事故については，

「1.6.2.5 航空機落下確率評価」に示す航空機落下確率の評価式を用

いると，航空機落下の発生確率が10－７回／年となる範囲が敷地外とな

る。 

   敷地外における外部火災については，「1.6.7.4 近隣の産業施設の

火災及び爆発」で，石油備蓄基地に配置している51基の原油タンク

（約11.1万ｍ３／ 基
（３７）

）の原油全てが防油堤内に流出した全面火災を想

定している。計器飛行方式民間航空機の墜落による火災について，厳
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しい条件となる 大燃料積載量の多い機種（燃料積載量約240ｍ３）を

対象としても，石油備蓄基地の原油量と比較すると火災源となる可燃

物量が少ないことから，計器飛行方式民間航空機の墜落による火災は，

近隣の産業施設の火災影響評価に包含される。 

 (４) 航空機墜落地点の設定及び離隔距離の設定 

   航空機墜落地点は，廃棄物管理施設が再処理事業所内にあることを踏

まえ再処理施設と同様に，離隔距離を想定しない航空機墜落による火災

としてとらえ，建屋外壁の設計対処施設への影響が厳しい地点とする。

また，航空機墜落事故として単独事象を想定する。 

   設計対処施設の建屋については，外壁の至近に円筒火災モデルを設定

し，火災の発生から燃料が燃え尽きるまでの間，一定の輻射強度を与え

るものとして熱影響を評価する。 

 (５) 設計対処施設への熱影響評価 

   設計対処施設の建屋は，建屋外壁が受ける火炎からの輻射強度を，外

部火災ガイドを参考として算出する。この輻射強度に基づき算出される

外壁及び建屋内の温度上昇により，建屋内の外部火災防護対象施設の安

全機能及び建屋外壁が要求される機能を損なわない設計とする。 

 (６) 航空機墜落による火災と廃棄物管理施設の危険物貯蔵施設等の火災

の重畳評価 

   設計対処施設の建屋については，航空機墜落による火災と敷地内の廃

棄物管理施設の危険物貯蔵施設による火災が重畳した場合の熱影響に対

して，建屋の外壁温度が，熱に対するコンクリートの強度が維持できる

温度以下とし，かつ，建屋内の温度上昇により外部火災防護対象施設の

安全機能を損なわない設計とする。 

 



 

5－1－130 

 ａ．火災の重畳 

   航空機墜落による火災に対する危険物貯蔵施設等の火災の影響につい

ては，発生熱量が大きく設計対処施設に与える影響が大きい事象を想

定する。発生熱量が一番大きくなる想定として，廃棄物管理施設の危

険物貯蔵施設であるディーゼル発電機用燃料油受入れ・貯蔵所が航空

機墜落により火災を発生させることを想定する。 

   航空機が危険物貯蔵施設に直撃し，危険物および航空機燃料による重

畳火災を想定したとしても，離隔距離が も短いディーゼル発電機用

燃料油受入れ・貯蔵所の重畳火災により，設計対処施設であるガラス

固化体貯蔵建屋Ｂ棟が受ける輻射強度は２ｋＷ／ｍ２程度であり，設計

対処施設の直近での航空機墜落による火災を想定した場合の輻射強度

（30ｋＷ／ｍ２）よりも小さく，設計対処施設の直近における航空機墜

落による火災評価に包含される。 

1.6.7.6 廃棄物管理施設の危険物貯蔵施設等への影響 

 (１) 概  要 

   危険物貯蔵施設等への熱影響については，森林火災及び近隣の産業施

設の火災及び爆発の影響を想定しても，廃棄物管理施設の危険物貯蔵施

設等であるディーゼル発電機用燃料油受入れ・貯蔵所の貯蔵物の温度を

許容温度以下とすることで，危険物貯蔵施設等の火災を防止し，設計対

処施設へ影響を与えない設計とする。 

 (２) 熱影響について 

 ａ．森林火災 

   森林火災においては，ディーゼル発電機用燃料油受入れ・貯蔵所の重

油タンクに対し，火災の燃焼時間を考慮し，一定の輻射強度で重油タン

クが加熱されるものとして，内部温度を算出する。算出される内部温度
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を貯蔵物の許容温度以下とすることで，危険物貯蔵施設等の火災を防止

し，設計対処施設への影響を与えない設計とする。 

 ｂ．近隣の産業施設の火災 

   石油備蓄基地火災においては，ディーゼル発電機用燃料油受入れ・貯

蔵所の重油タンクが受ける火炎からの輻射強度に基づき，重油タンクの

表面での放熱量と入熱量の関係から，表面温度を算出する。算出した表

面温度を貯蔵物の許容温度以下とすることで，危険物貯蔵施設等の火災

を防止し，設計対処施設への影響を与えない設計とする。 

 ｃ．近隣の産業施設等の爆発 

   敷地内の廃棄物管理施設以外の危険物貯蔵施設等の爆発の対象は，再

処理施設の精製建屋ボンベ庫，ボイラ建屋ボンベ置場，低レベル廃棄物

処理建屋プロパンボンベ庫及びＭＯＸ燃料加工施設の第１高圧ガストレ

ーラ庫に収納される水素及びプロパンとする。 

   精製建屋ボンベ庫，ボイラ建屋ボンベ置場及び低レベル廃棄物処理建

屋プロパンボンベ庫は，着火源を排除するとともに可燃性ガスが漏えい

した場合においても滞留しない構造としているため，爆発に至ることは

なく，廃棄物管理施設の危険物貯蔵施設等に対して影響を与えない設計

とする。また，廃棄物管理施設の危険物貯蔵施設等は，再処理施設の危

険物貯蔵施設等の爆発に対する危険限界距離以上の離隔距離を確保する

設計とする。 

   第１高圧ガストレーラ庫は，高圧ガス保安法に基づき，着火源を排除

するとともに可燃性ガスが漏えいした場合においても滞留しない構造と

すること及び爆発時に発生する爆風や飛来物が上方向に開放される構造

として設計することから，廃棄物管理施設の危険物貯蔵施設等に対して

影響を与えない設計とする。また，廃棄物管理施設の危険物貯蔵施設等
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は第１高圧ガストレーラ庫に対する危険限界距離（55ｍ）以上の離隔距

離を確保する設計とする。 

1.6.7.7 二次的影響評価 

  二次的影響評価による影響については，外部火災ガイドを参考としてば

い煙を対象とし，外気を直接取り込むガラス固化体貯蔵設備のうち収納管

及び通風管を対象とする。ただし，他に二次的影響が想定される爆風につ

いては，「1.6.7.4 近隣の産業施設の火災及び爆発」で示す。 

  ガラス固化体貯蔵設備は間接自然空冷貯蔵方式により，貯蔵するガラス

固化体からの崩壊熱を利用して冷却空気入口シャフトから外気を取り入れ，

収納管と通風管で形成する円環流路を上昇しガラス固化体を冷却し，冷却

空気出口シャフトより排出している。 

  外気とともに自然空冷の通気流路にばい煙が流入するが，流路の閉塞を

防止する構造とし，安全機能を損なわない設計とする。 

  また，ばい煙及び有毒ガスが制御室の居住性に影響を及ぼすおそれがあ

る場合には，必要に応じて制御室内の運転員の退避の措置を講ずるものと

する。 

1.6.7.8 体  制 

  外部火災発生時には，再処理事業部長等により編成する自衛消防隊を設

置し，廃棄物管理施設への影響を軽減するため，自衛消防隊の消火班によ

り事前散水を含む消火活動を実施する。また，外部火災発生時に必要とな

る通報連絡者及び初期消火活動のための要員として自衛消防隊の消火班の

うち消火専門隊は敷地内に常駐する運用とする。自衛消防隊組織を第1.6

－15図に示す。 

1.6.7.9 火災防護計画を策定するための方針 

  外部火災に対する対策を実施するため，以下の内容を含めた火災防護計
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画を定める。 

 (１) 防外部火災に対する消火設備の選定方針，設置目的及び運用方法 

 (２) 外部火災に対する消火活動を実施するための消火栓等の消火設備の

設置並びに大型化学高所放水車，消防ポンプ付水槽車及び化学粉末消防

車の配備 

 (３) 外部火災の対応に必要な設備の維持管理に係る体制及び手順 

 (４)  初期消火活動及びその後の消火活動に係る体制並びに火災時の装備 

 (５)  計画を遂行するための体制の整備（責任の所在，責任者の権限，体

制の運営管理，必要な要員の確保に係る事項を含む）並びに教育及び訓

練 

 (６)  外部火災発生時の対応，防火帯の維持及び管理並びにばい煙及び有

毒ガス発生時の対応に係る手順 

 (７) 外部火災発生時における再処理施設の保全のための活動を行う体制

の整備 

1.6.7.10 手順等 

  外部火災に対しては，火災発生時の対応，防火帯の維持及び管理並びに

ばい煙及び有毒ガスへの対応を適切に実施するための対策を火災防護計画

に定める。火災防護計画には，計画を遂行するための体制，責任の所在，

責任者の権限，体制の運営管理，必要な要員の確保，教育訓練及び外部火

災発生時の対策を実施するために必要な手順を定める。 

  以下に外部火災に対する必要な手順等を示す。 

 (１) 防火帯の維持及び管理に係る手順並びに防火帯に可燃物を含む機器

等を設置する場合には，延焼防止機能を損なわないよう必要 小限とす

るとともに不燃性シートで覆う等の対策を実施する手順を整備する。 

 (２) 外部火災防護対象施設及び廃棄物管理施設の危険物貯蔵施設等の設
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計変更に当たっては，外部火災によって，外部火災防護対象施設の安全

機能を損なうことがないよう影響評価を行い確認する手順を整備する。 

 (３) 敷地外の外部火災に対する事前散水を含む消火活動及び敷地内の外

部火災に対する消火活動については，敷地内に常駐する自衛消防隊の消

火班が実施する手順を整備する。また，消火活動に必要な消火栓等の消

火設備の設置並びに大型化学高所放水車，消防ポンプ付水槽車，化学粉

末消防車及びその他資機材の配備を実施する。 

 (４) 外部火災の対応に必要な設備の維持管理に係る手順を整備する。 

 (５) 外部火災発生時の連絡体制，防護対応の内容及び手順の火災防護に

関する教育並びに総合的な訓練を定期的に実施する手順を整備する。 

 (６) 敷地周辺及び敷地内の植生に関する定期的な現場確認を実施する手

順を整備する。また，ＦＡＲＳＩＴＥの入力条件である植生に大きな変

化があった場合は，再解析を実施する手順を定める。 

 (７) 外部火災の評価の条件に変更があった場合は，外部火災防護対象施

設の安全機能を損なわないことの影響評価を実施する手順を定める。 

 (８) 外部火災により，ばい煙及び有毒ガスが制御室の居住性に影響を及

ぼすおそれがある場合には，必要に応じて制御室内の運転員の退避の措

置を講ずる手順を定める。 
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1.6.8 火山事象に関する設計 

  原子力規制委員会の定める事業許可基準規則第八条において，外部から

の衝撃による損傷防止として，廃棄物管理施設は，想定される自然現象

（地震及び津波を除く。）が発生した場合においても安全性を損なわない

ものでなければならないとしており，敷地の自然環境を基に想定される自

然現象の一つとして，火山の影響を挙げている。 

  火山の影響により廃棄物管理施設の安全性を損なうことのない設計であ

ることを評価するため，火山影響評価を行い，廃棄物管理施設の安全機能

を損なわないことを評価する。 

  火山影響評価は，「原子力発電所の火山影響評価ガイド」（平成25年６

月19日 原規技発第13061910号 原子力規制委員会決定）（以下「火山影

響評価ガイド」という。）を参考に，火山影響評価の基本フローに従い評

価を行う。 

1.6.8.1 火山事象に関する設計方針 

  安全機能を有する施設は，廃棄物管理施設の運用期間中に想定される火

山事象である降下火砕物の影響を受ける場合においてもその安全機能を確

保するために，降下火砕物に対して安全機能を損なわない設計とする。 

  その上で，降下火砕物によってその安全機能が損なわれないことを確認

する施設を，廃棄物管理施設の全ての安全機能を有する構築物，系統及び

機器とする。降下火砕物から防護する施設（以下「降下火砕物防護対象施

設」という。）としては，安全評価上その機能を期待する構築物，系統及

び機器を漏れなく抽出する観点から，安全上重要な機能を有する構築物，

系統及び機器を抽出し，降下火砕物により冷却及び遮蔽の安全機能を損な

わないよう機械的強度を有すること等により，安全機能を損なわない設計

とする。 
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  上記に含まれない安全機能を有する施設については，降下火砕物に対し

て機能を維持すること若しくは降下火砕物による損傷を考慮して代替設備

により必要な機能を確保すること，安全上支障がない期間での修理を行う

こと又はそれらを適切に組み合わせることにより，その安全機能を損なわ

ない設計とする。 

  なお，ガラス固化体を収納した輸送容器は廃棄物管理施設内に一時的に

保管されることを踏まえ，降下火砕物によりガラス固化体を収納した輸送

容器に波及的破損を与えない設計とする。 

  火山事象の評価においては，火山影響評価ガイドを参考に実施する。 

  想定する火山事象としては，廃棄物管理施設に影響を及ぼし得る火山事

象として抽出された降下火砕物を対象とし，降下火砕物の特性による直接

的影響及び間接的影響を評価し，降下火砕物防護対象施設の安全機能を損

なわない設計とする。 

  また，十和田及び八甲田山は，廃棄物管理施設の運用期間中における巨

大噴火の可能性が十分小さいと評価しているが，火山活動のモニタリング

を行い，評価時からの状態の変化の検知により評価の根拠が維持されてい

ることを確認する。火山活動のモニタリングの結果，火山の状態に応じた

判断基準に基づき，観測データに有意な変化があったか判断し，火山専門

家の助言を踏まえ，当社が総合判断を行い対処内容を決定する。対処に当

たっては，その時点の 新の科学的知見に基づきガラス固化体の受入れの

停止等の可能な限りの対処を行う方針とする。 

1.6.8.2 設計対処施設の選定 

  降下火砕物防護対象施設は，建屋内に収納され防護される設備及び降下

火砕物を含む空気の流路となる設備に分類される。そのため，設計対処施

設は降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び降下火砕物を含む空気の
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流路となる降下火砕物防護対象施設とする。 

  設計対処施設のうち，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋として，

以下の建屋を選定する。 

   ガラス固化体貯蔵建屋 

   ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟 

  設計対処施設のうち，降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防

護対象施設として，以下の設備を選定する。 

   ガラス固化体貯蔵設備のうち収納管及び通風管 

  なお，ガラス固化体を収納した輸送容器は，降下火砕物による波及的破

損を防止する設計とする。 

1.6.8.3 設計条件 

1.6.8.3.1 降下火砕物の設計条件及び特徴 

 (１) 降下火砕物の設計条件 

   廃棄物管理施設における降下火砕物の諸元については，給源を特定で

きる降下火砕物のうち，敷地に も影響を与える甲地軽石の降下火砕物

シミュレーション結果を踏まえ，敷地での層厚は55ｃｍとする。 

   また，甲地軽石を対象とした密度試験の結果を踏まえ，湿潤状態の密

度を1.3ｇ／ｃｍ３とする。 

   降下火砕物に対する防護設計を行うために，降下火砕物を湿潤状態と

した場合における荷重，個々の設計対処施設に常時作用する荷重，運転

時荷重及び火山と同時に発生し得る自然現象による荷重を組み合わせた

荷重（以下「設計荷重（火山）」という。）を設定する。 

   また，火山と同時に発生し得る自然現象による荷重については，火山

と同時に発生し得る自然現象が与える影響を踏まえた検討により，風

（台風）及び積雪による荷重を考慮する。 
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 (２) 降下火砕物の特徴 

   各種文献の調査結果により，一般的な降下火砕物には以下のとおりで

ある。 

   (ⅰ) 火山ガラス片及び鉱物結晶片から成る。
（３９）

ただし，砂よりもろく

硬度は小さい。
（４０）

 

   (ⅱ) 亜硫酸ガス，硫化水素，ふっ化水素等の毒性及び腐食性のある

火山ガス成分が付着している。
（３９）

ただし，直ちに金属腐食を生じさ

せることはない。
（４１）

 

   (ⅲ) 水に濡れると導電性を生じる。
（３９）

 

   (ⅳ) 湿った降下火砕物は，乾燥すると固結する。
（３９）

 

   (ⅴ) 降下火砕物の粒子の融点は，一般的な砂と比べ約1,000℃と低い。
（３９）

 

1.6.8.3.2 降下火砕物で考慮する影響 

  火山影響評価ガイドを参考に，降下火砕物の特性による影響は，直接的

影響として降下火砕物の堆積による荷重，粒子の衝突，閉塞，磨耗，腐食，

大気汚染，水質汚染及び絶縁低下並びに間接的影響として外部電源喪失及

びアクセス制限を想定し，これらに対する影響評価を行う。 

1.6.8.4 設計対処施設に影響を与える可能性のある影響因子 

1.6.8.4.1 直接的影響因子 

 (１) 降下火砕物の堆積による荷重 

   「降下火砕物の堆積による荷重」について考慮すべき影響因子は，設

計対処施設のうち，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋の上に堆積

し静的な負荷を与える「構造物への静的負荷」である。 

   降下火砕物の荷重は，堆積厚さ55ｃｍ，密度1.3ｇ／ｃｍ３（湿潤状

態）に基づくとともに，火山以外の自然現象として積雪及び風（台風）

による荷重との組合せを考慮する。 
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 (２) 衝  突 

   「衝突」について考慮すべき影響因子は，設計対処施設のうち，降下

火砕物防護対象施設を収納する建屋に対して，降下火砕物の降灰時に衝

撃荷重を与える「構造物への粒子の衝突」である。 

 (３) 閉  塞 

   「閉塞」について考慮すべき影響因子は，設計対処施設に対して，機

器の冷却空気の流路を閉塞させる「換気系に対する機械的影響（閉塞）」

である。 

 (４) 磨  耗 

   廃棄物管理施設には動的機器の降下火砕物防護対象施設がないため，

「磨耗」の影響は考慮する必要がない。 

 (５) 腐  食 

   「腐食」について考慮すべき影響因子は，設計対処施設のうち降下火

砕物防護対象施設を収納する建屋に対して，腐食性のあるガスが付着し

た降下火砕物に接することにより接触面を腐食させる「構造物への化学

的影響（腐食）」，換気系において降下火砕物を含む空気の流路等を腐

食させる「換気系に対する化学的影響（腐食）」である。 

 (６) 大気汚染 

   廃棄物管理施設は制御室において継続監視のために居住環境を維持す

る必要がないため，「大気汚染」の影響は考慮する必要がない。 

 (７) 水質汚染 

   廃棄物管理施設には取水が必要となる降下火砕物防護対象施設がない

ため，「水質汚染」の影響を考慮する必要はない。 

 (８) 絶縁低下 

   廃棄物管理施設には電気系及び計測制御系の降下火砕物防護対象施設
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がないため，「絶縁低下」の影響は考慮する必要がない。 

1.6.8.4.2 間接的影響因子 

 (１) 外部電源喪失 

   再処理事業所外で生じる送電網への降下火砕物の影響により，外部電

源喪失が発生した場合においても，廃棄物管理施設には電源を必要とす

る降下火砕物防護対象施設がないため外部電源喪失の影響は考慮する必

要がない。 

 (２) アクセス制限 

   アクセス制限が発生した場合においても，廃棄物管理施設には外部か

らの支援を必要とする降下火砕物防護対象施設がないため，アクセス制

限の影響は考慮する必要がない。 

1.6.8.5 設計対処施設の設計方針 

  「1.6.8.4 設計対処施設に影響を与える可能性のある影響因子」にて

記載した因子に基づき，その影響を適切に考慮し，降下火砕物防護対象施

設の安全機能を損なわない設計とする。 

1.6.8.5.1 直接的影響に対する設計方針 

 (１) 構造物への静的負荷 

   降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は，設計荷重（火山）の影響

により，安全機能を損なわない設計とする。 

   降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は，当該施設に要求される機

能に応じて適切な許容荷重を設定し，設計荷重（火山）に対して安全余

裕を有することにより，構造健全性を失わず，安全機能を損なわない設

計とする。 

   降下火砕物の堆積荷重と組み合わせる自然現象として同時発生の可能

性のある積雪及び風（台風）を考慮する。 
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   降下火砕物防護対象施設を収納する建屋においては，建築基準法にお

ける多雪区域の積雪の荷重の考え方に準拠し，降下火砕物の除去を適切

に行うことから，降下火砕物による荷重を短期に生じる荷重として扱う。

また，降下火砕物による荷重と他の荷重を組み合わせた状態に対する許

容限界は次の通りとする。 

   降下火砕物防護対象施設を収納する建屋に要求されている気密性及び

遮蔽性等を担保する屋根スラブは，建築基準法の短期許容応力度，耐震

壁は，「原子力発電所耐震設計技術指針ＪＥＡＧ4601-1987（日本電気

協会）」に基づき許容限界を設定する。 

 (２) 構造物への粒子の衝突 

   降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は，構造物への降下火砕物の

粒子の衝突の影響により，安全機能を損なわない設計とする。 

   降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は，コンクリート又は鋼構造

物であるため，微小な鉱物結晶であり，砂よりも硬度が低い特性を持つ

降下火砕物の衝突による影響は小さい。そのため，降下火砕物防護対象

施設を収納する建屋の構造健全性を損なうことはない。 

   なお，粒子の衝撃荷重による影響については，竜巻の設計飛来物の影

響に包絡される。 

 (３) 換気系に対する機械的影響（閉塞） 

   降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設は，降下

火砕物を含む空気による流路の閉塞の影響により，安全機能を損なわな

い設計とする。 

   ガラス固化体貯蔵設備の収納管，通風管等で構成する貯蔵ピットの冷

却空気流路については，冷却空気入口シャフトの外気取入口に防雪フー

ドを設け降下火砕物が侵入し難い構造とする。降下火砕物が侵入した場
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合でも，貯蔵ピットの下部には空間があり，冷却空気流路が直ちに閉塞

することはない。また，必要に応じ点検用の開口部より，吸引による除

灰を行う。 

 (４) 構造物及び換気系に対する化学的影響（腐食） 

   降下火砕物防護対象施設を収納する建屋，建屋に収納される降下火砕

物防護対象施設及び降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物対象

施設は，降下火砕物に含まれる腐食性のあるガスによる化学的影響（腐

食）により，安全機能を損なわない設計とする。 

   降下火砕物の特性として，金属腐食研究の結果より，直ちに金属腐食

を生じさせることはないが，降下火砕物を含む空気の流路となる降下火

砕物対象施設は，塗装，腐食し難い金属の使用又は防食処理（アルミニ

ウム溶射）を施した炭素鋼を用いることにより，安全機能を損なわない

設計とする。 

   降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は，外気取入口に防雪フード

を設け，降下火砕物が侵入し難い構造とする。降下火砕物が取り込まれ

たとしても，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋の換気設備につい

ては，プレフィルタ及び粒子フィルタを設置し，建屋内部への降下火砕

物の侵入を防止することにより，安全機能を損なわない設計とする。 

   降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は外壁塗装及び屋上防水がな

されていることから，降下火砕物による化学的腐食により短期的に影響

を及ぼすことはない。 

   また，降下火砕物堆積後の長期的な腐食の影響については，堆積した

降下火砕物の除去後に点検し，必要に応じて修理を行うこと並びに日常

的な保守及び修理を行うことにより，安全機能を損なわない設計とする。 
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1.6.8.6 火山影響等発生時における廃棄物管理施設の保全のための活動を

行う体制の整備の方針 

  火山事象による影響が発生し又は発生するおそれがある場合（以下「火

山影響等発生時」という。）において，廃棄物管理施設の保全のための活

動を行う体制の整備として，以下の措置を講ずる。 

 (１) 計画の策定 

   火山影響等発生時において廃棄物管理施設の保全のための活動を行う

ための計画を策定する。 

 (２) 要員の確保 

   火山影響等発生時において廃棄物管理施設の保全のための活動を実施

するために必要な要員を確保する。 

 (３) 教育及び訓練 

   火山影響等発生時において廃棄物管理施設の保全のための活動を確実

に実施するための教育及び訓練を年１回以上実施する。 

 (４) 資機材の配備 

   火山影響等発生時において廃棄物管理施設の保全のための活動に必要

な資機材を配備する。 

 (５) 体制の整備 

   火山影響等発生時において廃棄物管理施設の保全のための活動に必要

な体制を整備する。 

 (６) 定期的な評価 

   降下火砕物による火山影響評価に変更がないか定期的に確認し，変更

が生じている場合は火山影響評価を行う。火山影響評価の結果，変更が

ある場合はそれぞれの措置の評価を行い，対策の見直しを実施する。 
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1.6.8.7 実施する主な手順 

  火山に対する防護については，降下火砕物による影響評価を行い，設計

対処施設に長期にわたり荷重がかかることや化学的影響（腐食）を発生さ

せることを避け，安全機能を維持するための手順を定める。実施する主な

手順を以下に示す。 

  (１) 大規模な火山の噴火があり降灰予報が発表され，廃棄物管理施設

の運転に影響を及ぼすと予見される場合には，ガラス固化体の受入

れを停止する。 

  (２) 降灰が確認された場合には，状況に応じて降下火砕物防護対象施

設を収納する建屋の換気設備の風量を低減する措置を講ずる。降下

火砕物の影響により建屋の換気設備の給気フィルタの差圧が交換差

圧に達した場合は，状況に応じ外気の取り込みを停止する。 

  (３) 降灰後は設計対処施設への影響を確認するための点検を実施し，

降下火砕物の堆積が確認された箇所については降下火砕物の除去を

行い，長期にわたり積載荷重がかかること及び化学的影響（腐食）

が発生することを防止する。 

1.6.8.8 火山の状態に応じた対処方針 

  十和田及び八甲田山は，廃棄物管理施設の運用期間中における巨大噴火

の可能性が十分小さいと評価しているが，火山活動のモニタリングを行い，

評価時からの状態の変化の検知により評価の根拠が維持されていることを

確認する。火山活動のモニタリングの結果，火山の状態に応じた判断基準

に基づき，観測データに有意な変化があった場合は，火山専門家の助言を

踏まえ，当社が総合判断を行い対処内容を決定する。 

  対処に当たっては，火山事象による影響が発生し又は発生するおそれが

ある場合において，保全のための活動を行うため，必要な資機材の準備，
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体制の整備等を実施するとともに，その時点の 新の科学的知見に基づき

可能な限りの対処を行う。 

  主な対処例を以下に示す。 

  (１) 換気設備の風量の低減措置及び外気の取り込みの停止 

  (２) 降下火砕物防護対象施設を収納する建屋に堆積した降下火砕物等

の除去 

  (３) ガラス固化体の受入れの停止 
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1.6.9 「廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」に対

する適合 

  今回の廃棄物管理事業変更許可申請に係る廃棄物管理施設は，事業許可

基準規則に十分適合するように設計する。各条文に対する適合のための設

計方針は次のとおりである。 
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（遮蔽等） 

第二条 廃棄物管理施設は、当該廃棄物管理施設からの直接線及びスカイシ

ャイン線による事業所周辺の線量を十分に低減できるよう、遮蔽その他

適切な措置を講じたものでなければならない。 

２ 廃棄物管理施設は、放射線障害を防止する必要がある場合には、管理区

域その他事業所内の人が立ち入る場所における線量を低減できるよう、

遮蔽その他適切な措置を講じたものでなければならない。 

 

＜適合のための設計方針＞ 

 第１項について 

  廃棄物管理施設は，「線量告示」に定められた線量限度を超える被ばく

を与えない設計であるとともに，廃棄物管理施設からの平常時における直

接線及びスカイシャイン線により公衆の受ける線量が合理的に達成できる

限り低くなるように，貯蔵区域しゃへい，ガラス固化体検査室しゃへい，

建屋外壁等による遮蔽設計等を行う。 

  遮蔽設計における線量計算では，十分信頼性のある計算コードを用いる

とともに，公衆の線量が厳しい評価結果となるよう，ガラス固化体から発

生するガンマ線及び中性子線の強度やエネルギスペクトルの設定を行い，

評価地点は各建屋からそれぞれ 短となる周辺監視区域境界として，各建

屋からの線量を足し合わせた実効線量を周辺監視区域外の線量として評価

する。 

 

 第２項について 

  廃棄物管理施設は，放射線業務従事者等の外部放射線による放射線障害

を防止できるように，以下のような放射線防護上の措置を講ずる。 
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  廃棄物管理施設は，外部放射線による放射線障害を防止するため，放射

線業務従事者の立入頻度，立入時間等を考慮した遮蔽設計区分を設け，各

区分に定める基準線量率を満足するよう遮蔽設計を行う。また，遮蔽の開

口部又は貫通部に対しては，必要に応じて，迷路構造，補助遮蔽材の使用

等により，放射線の漏えいを防止する措置を講じ，遮蔽設計に係る基準線

量率を超えない設計とする。 

  同一の者が常時滞在する管理区域外の場所の線量が周辺監視区域外の線

量限度を超えないよう，滞在時間を考慮し設計する。 

  遮蔽設計においては，遮蔽計算に用いる線源を，ガラス固化体及び輸送

容器の仕様等に基づき，遮蔽設計上厳しい結果を与えるように設定する。

また，十分信頼性のある計算コードを用いるとともに，遮蔽体の形状，材

質等を考慮し，十分な安全余裕を見込むこととする。 

  ガラス固化体を取り扱う機器は，ガラス固化体検査室内等に収納し，遮

蔽によりガラス固化体からの放射線を低減する設計とする。 

  また，貯蔵建屋床面走行クレーンのしゃへい容器は，放射線業務従事者

の放射線防護のための遮蔽を設ける設計とする。 

  これらのガラス固化体を取り扱う機器は，ガラス固化体受入れ建屋内の

制御室からの遠隔操作が可能な設計とし，放射線業務従事者の放射線防護

のための遮蔽を設ける設計とする。 

  放射性物質の漏えい防止及び換気に係る放射線防護上の措置については，

「第三条 閉じ込めの機能」に示す。 
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（閉じ込めの機能） 

第三条 廃棄物管理施設は、放射性廃棄物を限定された区域に適切に閉じ込

めることができるものでなければならない。 

 

＜適合のための設計方針＞ 

  廃棄物管理施設は，放射性物質を限定された区域に適切に閉じ込めるた

め，以下の設計とする。 

  廃棄物管理施設では放射性廃棄物の破砕，圧縮，焼却及び固化の処理を

行わないため，放射性物質の散逸の防止について考慮する必要はない。 

 (１) 収納管排気設備及び換気設備は，収納管及び汚染のおそれのある区

域からの排気を適切に処理する設計とする。また，収納管及び汚染の

おそれのある区域は清浄区域より負圧に維持できる設計とする。 

 (２) 廃水貯槽等は，溶接構造等を採用することにより，漏えい防止を考

慮した設計とし，廃水貯槽室の床等は，廃水が浸透し難い材料で仕上

げ，漏えいを生じたとき，漏えいを検出し，制御室に警報することが

できるようにするとともに，堰を設けるなど漏えいの拡大防止を考慮

した設計とする。 

 (３) ガラス固化体を搬送する貯蔵建屋床面走行クレーン，ガラス固化体

検査室天井クレーン等は，ガラス固化体の落下等を防止することによ

り，ガラス固化体のもつ閉じ込めの機能を維持できる設計とする。 
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（火災等による損傷の防止） 

第四条 廃棄物管理施設は、火災又は爆発により当該廃棄物管理施設の安全

性が損なわれないよう、次に掲げる措置を適切に組み合わせた措置を講

じたものでなければならない。 

 一 火災及び爆発の発生を防止すること。 

 二 火災及び爆発の発生を早期に感知し、及び消火すること。 

 三 火災及び爆発の影響を軽減すること。 

 

＜適合のための設計方針＞ 

  廃棄物管理施設は，火災により当該廃棄物管理施設の安全性が損なわれ

ないよう，必要に応じて，以下の措置を講ずる。 

 (１) 火災及び爆発の発生を防止すること。 

 ａ．廃棄物管理施設内の火災の発生防止 

   廃棄物管理施設の火災の発生を防止するため，廃棄物管理施設で取り

扱う化学薬品等のうち，可燃性物質若しくは熱的に不安定な物質を使用

又は生成する系統及び機器に対する着火源の排除，異常な温度上昇の防

止対策，可燃性物質の漏えい防止対策，可燃性又は熱的に不安定な物質

の混入防止対策を講ずる設計とするとともに，熱的制限値及び化学的制

限値を設ける設計とする。 

   また，上記に加え発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの

設備を設置する火災区域又は火災区画に対する火災の発生防止対策を講

ずるとともに，可燃性の蒸気又は可燃性の微粉に対する対策，発火源に

対する対策，水素に対する換気，漏えい検出対策及び接地対策，放射線

分解により発生する水素の蓄積防止対策，電気系統の過電流による過熱

及び焼損の防止対策等を講ずる設計とする。 
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 ｂ．不燃性材料又は難燃性材料の使用 

   安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等のうち，主要

な構造材，ケーブル，換気設備のフィルタ，保温材及び建屋内装材は，

可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とし，不燃性材料

又は難燃性材料の使用が技術上困難な場合は，代替材料を原則として使

用する設計とする。 

   安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等に使用するケ

ーブルには，実証試験により延焼性及び自己消火性を確認したケーブル

を原則として使用する設計とする。 

   建屋内の変圧器及び遮断器は，絶縁油等の可燃性物質を内包していな

いものを使用する設計とする。 

 ｃ．落雷，地震等の自然現象による火災の発生防止 

   廃棄物管理施設において，設計上の考慮を必要とする自然現象は，地

震，津波，落雷，風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，火山の

影響，生物学的事象，森林火災及び塩害である。 

   これらの自然現象のうち，廃棄物管理施設で火災を発生させるおそれ

のある落雷及び地震について，火災防護対策を講ずる設計とする。 

 (２) 火災及び爆発の発生を早期に感知し，及び消火すること。 

 ａ．早期の火災感知及び消火 

   火災の感知及び消火は，安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵

等の機器等に対して，早期の火災感知及び消火を行うための自動火災報

知設備及び消火設備を設置する設計とする。 

   ただし，自動火災報知設備は，火災のおそれがない区域又他の設備に

より火災発生の前後において有効に検出できる場合は設置しない。 

   自動火災報知設備及び消火設備は，「1.4.1.1.1.4 落雷，地震等の
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自然現象による火災の発生防止」で抽出した自然現象に対して，火災感

知及び消火の機能，性能が維持できる設計とする。 

   自動火災報知設備及び消火設備については，火災区域及び火災区画に

設置した安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等が地震

による火災を想定する場合においては耐震重要度分類に応じて，機能を

維持できる設計とする。 

   また，消火設備は，破損，誤作動又は誤操作が起きた場合においても，

安全上重要な施設の安全機能及び放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を

損なわない設計とする。 

 (３) 火災及び爆発の影響を軽減すること 

 ａ．火災の影響軽減 

   火災の影響軽減については，安全機能を有する施設の重要度に応じ，

それらを設置する火災区域又は火災区画及び隣接する火災区域又は火災

区画における火災による影響を軽減するため，以下の対策を講ずる設計

とする。 

   廃棄物管理施設の安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機

器等を設置する火災区域は，他の火災区域と隣接する場合は，３時間以

上の耐火能力を火災耐久試験により確認した耐火壁によって他の区域と

分離する。 
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（廃棄物管理施設の地盤） 

第五条 廃棄物管理施設は、次条第二項の規定により算定する地震力（安全

上重要な施設にあっては、同条第三項の地震力を含む。）が作用した場

合においても当該廃棄物管理施設を十分に支持することができる地盤に

設けなければならない。 

２ 安全上重要な施設は、変形した場合においてもその安全機能が損なわれ

るおそれがない地盤に設けなければならない。 

３ 安全上重要な施設は、変位が生ずるおそれがない地盤に設けなければな

らない。 

 

＜適合のための設計方針＞ 

 第１項について 

  廃棄物管理施設は，地震の発生によって生ずるおそれがある廃棄物管理

施設の安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度に応じ

て算定する地震力が作用した場合においても当該廃棄物管理施設を十分に

支持することができる地盤に設ける設計とする。 

 

 第２項について 

  安全上重要な施設は，変形した場合においてもその安全機能が損なわれ

るおそれがない地盤に設ける設計とする。 

 

 第３項について 

  安全上重要な施設は，変位が生ずるおそれがない地盤に設ける設計とす

る。  
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（地震による損傷の防止） 

第六条 廃棄物管理施設は、地震力に十分に耐えることができるものでなけ

ればならない。 

２ 前項の地震力は、地震の発生によって生ずるおそれがある廃棄物管理施

設の安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度に応じ

て算定しなければならない。 

３ 安全上重要な施設は、その供用中に当該安全上重要な施設に大きな影響

を及ぼすおそれがある地震による加速度によって作用する地震力に対し

て安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。 

４ 安全上重要な施設は、前項の地震の発生によって生ずるおそれがある斜

面の崩壊に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければな

らない。 

 

＜適合のための設計方針＞ 

 第１項及び第２項について 

 (１)  安全機能を有する施設は，耐震重要度分類に分類し，それぞれに応

じた耐震設計を行う。 

   Ｓクラスの施設：自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直

接関係しておりその機能喪失により放射性物質を

外部に拡散する可能性のある施設，これらの施設

の機能喪失により事故に至った場合の影響を緩和

し，放射線による公衆への影響を軽減するために

必要な機能を持つ施設及びこれらの重要な安全機

能を支援するために必要となる施設であって，環

境への影響が大きいもの。 
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   Ｂクラスの施設：安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の

影響がＳクラスに属する施設と比べ小さい施設。 

   Ｃクラスの施設：Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以

外の一般産業施設又は公共施設と同等の安全性が

要求される施設。 

 (２) Ｓ，Ｂ及びＣクラスの施設は，以下に示す地震力に対しておおむね

弾性範囲に留まる設計とする。 

   Ｓクラス：弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力のいずれか

大きい方の地震力。 

   Ｂクラス：静的地震力 

        共振のおそれのある施設については，弾性設計用地震動 

        に２分の１を乗じた地震力。 

   Ｃクラス：静的地震力 

 ａ．弾性設計用地震動による地震力 

   弾性設計用地震動は，基準地震動との応答スペクトルの比率の値が，

目安として 0.5 を下回らないような値で，工学的判断に基づいて設定す

る。弾性設計用地震動は，工学的判断として，原子炉施設の安全機能限

界と弾性限界に対する入力荷重の比率が 0.5 程度であるという知見を踏

まえ，基準地震動に係数 0.5 を乗じることを基本とする。さらに，基準

地震動Ｓｓ－Ａに乗じる係数については，「発電用原子炉施設に関する

耐震設計審査指針」（昭和 56 年７月 20 日 原子力安全委員会決定，平

成 13 年３月 29 日一部改訂）における廃棄物管理施設の基準地震動Ｓ１

の応答スペクトルを下回らないよう配慮し，係数 0.52 とする。建物・

構築物及び機器・配管系ともに同じ値を採用することで，弾性設計用地

震動Ｓｄに対する設計に一貫性をとる。 
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 ｂ．静的地震力 

 (ａ) 建物・構築物 

   水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃｉに，次に示す施設の耐震重要

度分類に応じた係数を乗じ，さらに当該層以上の重量を乗じて算定する

ものとする。 

    Ｓクラス          3.0 

    Ｂクラス          1.5 

    Ｃクラス          1.0 

   ここで，地震層せん断力係数Ｃｉは，標準せん断力係数Ｃ０を 0.2 以

上とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮して求められ

る値とする。 

   また，必要保有水平耐力の算定においては，地震層せん断力係数Ｃｉ

に乗じる施設の耐震重要度分類に応じた係数は，耐震重要度分類の各ク

ラスともに 1.0 とし，その際に用いる標準せん断力係数Ｃ０は 1.0 以上

とする。 

   Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な

方向の組合せで作用するものとする。鉛直地震力は，震度 0.3 以上を基

準とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮して求めた鉛

直震度より算定するものとする。ただし，鉛直震度は高さ方向に一定と

する。 

 (ｂ) 機器・配管系 

   耐震重要度分類の各クラスの地震力は，上記(ａ)に示す地震層せん断

力係数Ｃｉに施設の耐震重要度分類に応じた係数を乗じたものを水平震

度とし，当該水平震度及び上記(ａ)の鉛直震度をそれぞれ 20％増しとし

た震度より求めるものとする。なお，水平地震力と鉛直地震力とは同時
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に不利な方向の組合せで作用するものとする。ただし，鉛直震度は高さ

方向に一定とする。 

 

 第３項について 

 (１) 基準地震動は， 新の科学的・技術的知見を踏まえ，敷地及び敷地

周辺の地質・地質構造，地盤構造並びに地震活動性等の地震学及び地

震工学的見地から想定することが適切なものを策定する。 

 (２) 安全上重要な施設は，基準地震動による地震力に対して安全機能が

損なわれないよう設計する。 

 

 第４項について 

  安全上重要な施設の周辺においては，基準地震動による地震力に対して，

施設の安全機能に重大な影響を与えるような崩壊を起こすおそれのある斜

面はない。 
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（津波による損傷の防止） 

第七条 廃棄物管理施設は、その供用中に当該廃棄物管理施設に大きな影響

を及ぼすおそれがある津波に対して安全性が損なわれるおそれがないも

のでなければならない。 

 

＜適合のための設計方針＞ 

  廃棄物管理施設は，大きな影響を及ぼすおそれがある津波に対して安全

性が損なわれないものとする。 

  廃棄物管理施設を設置する敷地は，標高約55ｍ及び海岸からの距離約５

ｋｍの地点に位置しており，断層のすべり量が既往知見を大きく上回る波

源モデルによる検討の結果，敷地高さへ到達する可能性はない。 

  また，再処理施設の低レベル廃液処理建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵

管理建屋から導かれ，汀線部から沖合約３ｋｍまで敷設する海洋放出管は，

低レベル廃液処理建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋が標高約55ｍ

の敷地に設置されることから，海洋放出管の経路からこれらの建屋に津波

が流入するおそれはなく，廃棄物管理施設へ到達するおそれはない。 

  したがって，津波によって，廃棄物管理施設は安全性が損なわれるおそ

れはないことから，津波防護施設等を新たに設ける必要はない。 
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（外部からの衝撃による損傷の防止） 

第八条 廃棄物管理施設は、想定される自然現象（地震及び津波を除く。）

が発生した場合においても安全性を損なわないものでなければならな

い。 

２ 廃棄物管理施設は、事業所又はその周辺において想定される当該廃棄物

管理施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人

為によるもの（故意によるものを除く。）に対して安全性を損なわない

ものでなければならない。 

 

＜適合のための設計方針＞ 

 第１項について 

  安全機能を有する施設は，想定される自然現象（地震及び津波を除く。）

に対して廃棄物管理施設の安全性を損なわない設計とする。 

 (１) 風（台風） 

   敷地付近で観測された日 大瞬間風速は，八戸特別地域気象観測所で

の観測記録（1951年～2018年３月）で41.7ｍ／ｓ（2017年９月18日）

である。安全機能を有する施設の設計に当たっては，この観測値を考慮

し，建築基準法に基づく風荷重に対して安全機能を有する施設の安全機

能を確保すること若しくは風（台風）による損傷を考慮して代替設備に

より必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理等の対応

を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることで，その安全機能を損

なわない設計とする。 

 (２) 竜  巻 

   日本で過去（1961 年～2013 年 12 月）に発生した 大の竜巻から，設

計竜巻の 大風速は 92ｍ／ｓとなるが，竜巻に対する設計に当たって
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は，蓄積されている知見の少なさといった不確定要素を考慮し，将来の

竜巻発生に関する不確実性を踏まえ，基準竜巻の 大風速を安全側に切

り上げて，設計竜巻の 大風速を lOOｍ／ｓとし，安全機能を有する施

設の安全機能を損なわないよう，飛来物の発生防止対策及び竜巻防護対

策を行う。 

 ａ．飛来物の発生防止対策 

   竜巻により再処理事業所内の資機材が飛来物となり，安全機能を有す

る施設の安全機能を損なわないよう，以下の対策を行う。 

 (ａ) 飛来物となる可能性のあるものを固定，固縛，建屋収納又は敷地か

ら撤去する。 

 (ｂ) 車両の周辺防護区域内への入構の管理，竜巻の襲来が予想される場

合の車両の固縛又は飛来対策区域外の退避場所への退避を行う。 

 ｂ．竜巻防護対策 

   安全機能を有する施設は，設計荷重（竜巻）に対して安全機能を損な

わない設計とすること，若しくは竜巻による損傷を考慮して，代替設備

により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理を行う

こと又はそれらを適切に組み合わせることにより，その安全機能を損な

わない設計とする。 

   安全上重要な施設は，竜巻防護対象施設とし，建物の外壁及び屋根に

より建物全体で適切に防護することにより安全機能を損なわない設計と

することを基本とする。 

   竜巻の発生に伴い，降雹が考えられるが，降雹による影響は竜巻防護

設計にて想定している設計飛来物の影響に包絡される。また，冬季にお

ける竜巻の発生を想定し，積雪による荷重を適切に考慮する。 
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 (３) 凍  結 

   敷地付近で観測された日 低気温は，むつ特別地域気象観測所での観

測記録（1935年～2018年３月）によれば－22.4℃（1984年２月 18日），

八戸特別地域気象観測所での観測記録（1937 年～2018 年３月）によれ

ば－15.7℃（1953 年１月３日）である。安全機能を有する施設の設計

に当たっては，これらの観測値並びに敷地及び敷地周辺の観測値を適切

に考慮するため，観測所気象年報からの六ヶ所地域気象観測所の観測値

を参考にし，安全機能を有する施設の安全機能を確保すること若しくは

凍結による損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，

安全上支障のない期間で修理等の対応を行うこと又はそれらを適切に組

み合わせることで，その安全機能を損なわない設計とする。 

 (４) 高  温 

   敷地付近で観測された日 高気温は，むつ特別地域気象観測所での観

測記録（1935年～2018年３月）によれば34.7℃（2012年７月31日），

八戸特別地域気象観測所での観測記録（1937年～2018年３月）によれ

ば37.0℃（1978年８月３日）である。設計上考慮する外気温度につい

ては，これらの観測値並びに敷地及び敷地周辺の観測値を適切に考慮

するため，観測所気象年報からの六ヶ所地域気象観測所の観測値を参

考にし，安全機能を有する施設の安全機能を確保すること若しくは高

温による損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，

安全上支障のない期間で修理等の対応を行うこと又はそれらを適切に

組み合わせることで，その安全機能を損なわない設計とする。 

 (５) 降  水 

   敷地付近で観測された日 大降水量は，八戸特別地域気象観測所での

観測記録（1937 年～2018 年３月）で 160.0ｍｍ（1982 年５月 21 日），
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むつ特別地域気象観測所での観測記録（1937年～2018年３月）で162.5

ｍｍ（1981 年８月 22 日及び 2016 年８月 17 日）である。また，敷地付

近で観測された日 大１時間降水量は，八戸特別地域気象観測所での観

測記録（1937 年～2018 年３月）で 67.0ｍｍ（1969 年８月５日），むつ

特別地域気象観測所での観測記録（1937 年～2018 年３月）で 51.5ｍｍ

（1973 年９月 24 日）である。安全機能を有する施設の設計に当たって

は，これらの観測記録を適切に考慮し，安全機能を有する施設の安全機

能を確保すること若しくは降水による損傷を考慮して代替設備により必

要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理等の対応を行う

こと又はそれらを適切に組み合わせることで，その安全機能を損なわな

い設計とする。 

 (６) 積  雪 

   敷地付近で観測された 深積雪は，むつ特別地域気象観測所での観測

記録（1935 年～2018 年３月）によれば 170ｃｍ（1977 年２月 15 日）で

あるが，六ヶ所地域気象観測所での観測記録（1973 年～2002 年）によ

る 深積雪量は 190ｃｍ（1977 年２月）である。したがって，積雪荷重

に対しては，これを考慮するとともに，建築基準法に基づき，安全機能

を有する施設の安全機能を確保すること若しくは積雪による損傷を考慮

して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間

で修理等の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることで，そ

の安全機能を損なわない設計とする。 

 (７) 落  雷 

   廃棄物管理施設は，「原子力発電所の耐雷指針」（ＪＥＡＧ4608-

2007），建築基準法及び消防法に基づき，日本産業規格に準拠した避雷

設備を設置する設計とするとともに，避雷設備を構内接地系と連接する
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ことにより，接地抵抗の低減及び雷撃に伴う構内接地系の電位分布の平

坦化を図ることにより，その安全性を損なわない設計とする。 

 (８) 火山の影響 

   安全機能を有する施設は，火山の影響が発生した場合においても安全

機能を損なわない設計とする。 

   安全上重要な施設は，廃棄物管理施設の運用期間中において廃棄物管

理施設の安全機能に影響を及ぼし得る火山事象として設定した層厚 55

ｃｍ，密度 1.3ｇ／ｃｍ３（湿潤状態）の降下火砕物に対し，以下のよ

うな設計とすることにより安全機能を損なわない設計とする。 

 ａ．構造物への静的負荷に対して安全余裕を有する設計とすること 

 ｂ．構造物への粒子の衝突に対して影響を受けない設計とすること 

 ｃ．換気系に対する機械的影響（閉塞）に対して降下火砕物が侵入し難い

設計とすること 

 ｄ．構造物及び換気系に対する化学的影響（腐食）に対して短期での腐食

が発生しない設計とすること 

 ｅ．降下火砕物による静的負荷や腐食等の影響に対して降下火砕物の除去

の実施により安全機能を損なわない設計とすること 

   その他の安全機能を有する施設については，降下火砕物に対して機能

を維持すること若しくは降下火砕物による損傷を考慮して代替設備によ

り必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での修理を行うこ

と又はそれらを適切に組み合わせることにより，安全機能を損なわない

設計とする。 

 (９) 生物学的事象 

   安全機能を有する施設は，生物学的事象として敷地周辺の生物の生息

状況の調査に基づいて鳥類，昆虫類及び小動物の廃棄物管理施設への侵
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入を防止又は抑制することにより安全性を損なわない設計とする。 

   換気設備の外気取入口，ガラス固化体貯蔵設備の冷却空気入口シャフ

ト及び冷却空気出口シャフト並びに屋外に設置する電気設備には，対象

生物の侵入を防止又は抑制するための措置を施し，安全機能を損なわな

い設計とする。 

 (10) 森林火災 

   安全機能を有する施設は，森林火災の影響が発生した場合においても

安全機能を損なわない設計とする，若しくは森林火災による損傷を考慮

して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期

間で修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，その

安全機能を損なわない設計とする。安全上重要な施設を外部火災防護対

象施設とし，以下のような設計とすることにより安全機能を損なわない

設計とする。 

   森林火災については，ＦＡＲＳＩＴＥにより算出される 大火線強度

に基づいた防火帯幅を敷地内に確保する設計とする。また，火炎からの

離隔距離の確保等により，外部火災防護対象施設を収納する建屋の外壁

表面温度を許容温度以下とすることで，建屋内に収納する外部火災防護

対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

   その他の安全機能を有する施設については，外部火災に対して機能を

維持すること若しくは外部火災による損傷を考慮して代替設備により必

要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での修理を行うこと又

はそれらを適切に組み合わせることにより，安全機能を損なわない設計

とする。 

   森林火災により発生するばい煙の影響に対しては，外気を直接設備内

に取り込む外部火災防護対象施設は，ばい煙が侵入しても閉塞を防止す
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る構造とし，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

 (11) 塩  害 

   廃棄物管理施設は海岸から約５ｋｍ離れており，塩害の影響は小さい

と考えられるが，換気設備の給気系統等への粒子フィルタの設置，直接

外気を取り込むガラス固化体貯蔵設備の収納管及び通風管への防食処理，

屋外施設の塗装等による腐食防止対策又は電気設備の絶縁性の維持対策

により，安全機能を有する施設の安全機能を損なわない設計とする。 

 (12) 異種の自然現象の重畳 

   廃棄物管理施設の設計において考慮する自然現象については，その特

徴を考慮し，必要に応じて異種の自然現象の重畳を想定する。重畳を想

定する組合せの検討に当たっては，同時に発生する可能性が極めて低い

組合せ，廃棄物管理施設に及ぼす影響モードが異なる組合せ及び一方の

自然現象の評価に包絡される組合せを除外し，積雪及び風（台風）,積

雪及び竜巻，積雪及び火山の影響（降灰），積雪及び地震，風（台風）

及び火山の影響（降灰）並びに風（台風）及び地震の組合せを考慮する。 

 

 第２項について 

  安全機能を有する施設は，想定される人為事象に対して廃棄物管理施設

の安全性を損なわない設計とする。 

 (１) 航空機落下 

   航空機落下評価ガイド等に基づき，航空機落下に対する防護設計の要

否を確認することとし，安全機能を有する施設のうち安全上重要な施設

を収納する建屋を対象に，航空機落下確率評価を行った。 

   ガラス固化体貯蔵建屋及びガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟を対象とすると，

計器飛行方式民間航空機の航空機落下確率は 5.4×10－11（回／年），自
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衛隊機又は米軍機の航空機落下確率は 2.1×10－８（回／年）であること

から，航空機落下確率の総和は，2.1×10－８（回／年）となり，防護設

計の判断基準である 10－７（回／年）を超えないことから，追加の防護

設計は必要ない。 

 (２) 爆  発 

   安全機能を有する施設は，敷地内又はその周辺において想定される爆

発に対して安全機能を損なわない設計とする，若しくは爆発による損傷

を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障の

ない期間で修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，

その安全機能を損なわない設計とする。 

   敷地周辺 10ｋｍの範囲内に存在する石油コンビナートとしては石油

備蓄基地があるが，危険物のみを有する施設であり，爆発の影響評価の

対象となる高圧ガスを貯蔵していない。 

   敷地周辺 10ｋｍの範囲内に存在する高圧ガス貯蔵施設としては，敷

地内に設置される，再処理施設のボイラ建屋ボンベ置場及び低レベル廃

棄物処理建屋プロパンボンベ庫及びＭＯＸ燃料加工施設の第１高圧ガス

トレーラ庫を対象とする。 

   再処理施設のボイラ建屋ボンベ置場及び低レベル廃棄物処理建屋プロ

パンボンベ庫は，着火源を排除するとともに可燃性ガスが漏えいした場

合においても滞留しない構造として設計することから，外部火災防護対

象施設を収納する建屋に対して影響を与えない設計とする。ＭＯＸ燃料

加工施設の第１高圧ガストレーラ庫は，高圧ガス保安法に基づき，着火

源を排除するとともに爆発時に発生する爆風や飛来物が上方向に開放さ

れる構造として設計することから，外部火災防護対象施設を収納する建

屋に対して影響を与えない設計とする。 
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   また，外部火災防護対象施設を収納する建屋は，対象とした高圧ガス

貯蔵施設からの爆発に対する危険限界距離以上の離隔距離を確保し，外

部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

 (３) 近隣の産業施設の火災 

 ａ．近隣の産業施設の火災 

   安全機能を有する施設は，敷地内又はその周辺において想定される近

隣の産業施設の火災に対して安全機能を損なわない設計とする，若しく

は近隣の産業施設の火災による損傷を考慮して，代替設備により必要な

機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理を行うこと又はそれ

らを適切に組み合わせることにより，その安全機能を損なわない設計と

する。 

   敷地周辺 10ｋｍ以内に存在する石油コンビナートとしては，廃棄物

管理施設に与える影響が大きい石油備蓄基地（敷地西方向約 0.9ｋｍ）

を対象とする。石油備蓄基地の原油タンク火災による輻射強度を考慮し

た場合においても，離隔距離の確保等により，外部火災防護対象施設を

収納する建屋の外壁表面温度を許容温度以下とすることで，外部火災防

護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

   また，敷地内に存在する廃棄物管理施設の危険物貯蔵施設等及び廃棄

物管理施設以外の危険物貯蔵施設等の火災による輻射強度を考慮した場

合においても，外部火災防護対象施設を収納する建屋の外壁表面温度を

許容温度以下とすることで，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわ

ない設計とする。 

 ｂ．航空機墜落による火災 

   安全機能を有する施設は，敷地内又はその周辺において想定される航

空機墜落による火災に対して安全機能を損なわない設計とする，若しく
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は航空機墜落による火災による損傷を考慮して，代替設備により必要な

機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理を行うこと又はそれ

らを適切に組み合わせることにより，その安全機能を損なわない設計と

する。 

   航空機墜落による火災については，外部火災防護対象施設を収納する

建屋への影響が厳しい地点に墜落した場合を想定し，火炎からの輻射強

度の影響により，建屋外壁及び建屋内の温度上昇を考慮した場合におい

ても，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

   また，航空機墜落による火災と廃棄物管理施設の危険物貯蔵施設等の

火災との重畳を考慮した場合においても，外部火災防護対象施設の安全

機能を損なわない設計とする。 

 ｃ．二次的影響（ばい煙及び有毒ガス） 

   安全機能を有する施設は，敷地内又はその周辺において想定される近

隣の産業施設の火災及び航空機墜落による火災により発生する二次的影

響（ばい煙及び有毒ガス）に対して安全機能を損なわない設計とする。 

   近隣の産業施設の火災及び航空機墜落による火災により発生するばい

煙の影響に対しては，外気を直接設備内に取り込む外部火災防護対象施

設は，ばい煙が侵入しても閉塞を防止する構造とし，外部火災防護対象

施設の安全機能を損なわない設計とする。 

   また，ばい煙及び有毒ガスが制御室の居住性に影響を及ぼすおそれが

ある場合には，必要に応じて制御室内の運転員の退避の措置を講ずるも

のとする。 

 (４) 有毒ガス 

   安全機能を有する施設は，敷地内及び敷地周辺で発生する有毒ガスに

対して安全機能を損なわない設計とする。 
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   廃棄物管理施設周辺の固定施設で発生する可能性のある有毒ガスとし

ては，六ヶ所ウラン濃縮工場から漏えいする六ふっ化ウランが加水分解

して発生するふっ化ウラニル及びふっ化水素を想定する。これらの有毒

ガスが，廃棄物管理施設の安全機能に直接影響を及ぼすことは考えられ

ない。また，六ヶ所ウラン濃縮工場において六ふっ化ウランを正圧で扱

う工程における漏えい事故が発生したと仮定しても，六ふっ化ウランが

加水分解して発生するふっ化ウラニル及びふっ化水素の濃度は公衆に対

する影響が十分に小さい値となることから，六ヶ所ウラン濃縮工場の敷

地外に立地する廃棄物管理施設の運転員に対しても影響を及ぼすことは

ない。 

   廃棄物管理施設周辺の可動施設から発生する有毒ガスについては，敷

地周辺には鉄道路線がないこと， も近接する幹線道路については制御

室が設置されるガラス固化体受入れ建屋までは約 500ｍ離れていること

及び海岸から廃棄物管理施設までは約５ｋｍ離れていることから，幹線

道路及び船舶航路にて運搬される有毒ガスが漏えいしたとしても，廃棄

物管理施設の安全機能及び運転員に影響を及ぼすことは考え難い。 

   万一，六ヶ所ウラン濃縮工場又は可動施設から発生した有毒ガスが制

御室に到達するおそれがある場合には，必要に応じて制御室内の運転員

の退避等の措置を講ずるものとする。 

 (５) 電磁的障害 

   廃棄物管理施設のうち安全上重要な施設は，収納管，通風管，貯蔵区

域しゃへい，ガラス固化体検査室しゃへい及び貯蔵建屋床面走行クレー

ンのしゃへい容器である。これらの設備は，鋼鉄製の管，コンクリート

等で構成される静的設備であり，これらの構造を考慮すると，電磁干渉

や無線電波干渉により障害を受けることはないため，安全機能を損なう
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ことはない。 

 (６) 再処理事業所内における化学物質の漏えい 

   安全機能を有する施設は，想定される再処理事業所内における化学物

質の漏えいに対し，安全機能を損なわない設計とする。 

   再処理事業所内にて運搬及び貯蔵又は使用される化学物質としては，

再処理施設の試薬建屋の機器に内包される化学薬品，再処理施設の各

建屋の機器に内包される化学薬品並びに再処理施設の試薬建屋への受

入れの際に運搬される化学物質がある。このうち，人為事象として再

処理施設の試薬建屋への受入れの際に運搬される化学物質の漏えいを

想定する。 

   これらの化学物質の漏えいによる影響としては安全機能を有する施設

に直接被水すること等による安全機能への影響及び漏えいした化学物

質の反応等によって発生する有毒ガスによる人体への影響が考えられ

る。このうち，屋外で運搬又は受入れ時に漏えいが発生した場合につ

いては，化学物質を受け入れる再処理施設の試薬建屋等と廃棄物管理

施設が離れており，廃棄物管理施設へ直接被水することはないため，

安全機能を有する施設の安全機能に影響を及ぼすことは考えられない。 

   一方，人体への影響の観点から，廃棄物管理施設の運転員に対する影

響を想定し，再処理施設の制御室からの連絡により，必要に応じて制

御室内の運転員の退避等の措置を講ずるものとする。 
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（廃棄物管理施設への人の不法な侵入等の防止） 

第九条 事業所には、廃棄物管理施設への人の不法な侵入、廃棄物管理施設

に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他

の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれること及び不正アクセ

ス行為（不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成十一年法律第百

二十八号）第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。）を防止

するための設備を設けなければならない。 

 

＜適合のための設計方針＞ 

  廃棄物管理施設への人の不法な侵入，廃棄物管理施設に不正に爆発性又

は易燃性を有する物件その他人に危害を与え，又は他の物件を損傷するお

それがある物件が持ち込まれること及び不正アクセス行為（不正アクセス

行為の禁止等に関する法律（平成十一年法律第百二十八号）第二条第四項

に規定する不正アクセス行為をいう。）を核物質防護対策として防止する

ため，以下の措置を講じた設計とする。 

 (１) 人の不法な侵入の防止 

   廃棄物管理施設への人の不法な侵入並びに核燃料物質等の不法な移動

又は妨害破壊行為を核物質防護対策として防止するため，区域の設定，

人の容易な侵入を防止できる柵，鉄筋コンクリート造りの壁，その他

の人の侵入を防止するための設備等の障壁による防護，巡視，監視，

出入口での身分確認及び施錠管理を行うことができる設計とする。 

   核物質防護上の措置が必要な区域については，核物質防護措置に係る

関係機関との通信及び連絡を行うことができる設計とする。 

   核物質防護上の措置が必要な区域における障壁及び通信連絡設備は，

設備の機能を維持するため，保守管理を実施するとともに，必要に応



 

5－1－172 

じ修理を行う。 

 (２) 爆発性又は易燃性を有する物件等の持込みの防止 

   廃棄物管理施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危

害を与え，又は他の物件を損傷するおそれがある物件の持込み（郵便

物等による敷地外からの爆破物又は有害物質の持込みを含む。）を核

物質防護対策として防止するため，持込み点検を行うことができる設

計とする。 

   不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え，又は他

の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれることの防止に係る

設備は，設備の機能を維持するため，保守管理を実施するとともに，

必要に応じ修理を行う。 

 (３) 不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）の防止 

   不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）を核物質防護対策として

防止するため，情報システムが電気通信回線を通じた不正アクセス行

為（サイバーテロを含む。）を受けることがないように，当該情報シ

ステムに対する外部からの不正アクセスを遮断することができる設計

とする。 

   外部からの不正アクセスを遮断する装置については,設備の機能を維

持するため，保守管理を実施するとともに,必要に応じ修理を行う。 
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（核燃料物質の臨界防止） 

第十条 廃棄物管理施設は、核燃料物質が臨界に達するおそれがある場合に

は、臨界を防止するために必要な措置を講じなければならない。 

 

＜適合のための設計方針＞ 

  廃棄物管理施設で取り扱うガラス固化体中の核分裂性物質の含有量は小

さく，臨界に達することは考えられないことから，臨界を防止するための

措置を講ずる必要はない。 
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（安全機能を有する施設） 

第十一条 安全機能を有する施設は、その安全機能の重要度に応じて、その

機能が確保されたものでなければならない。 

２ 安全機能を有する施設を他の原子力施設と共用し、又は安全機能を有す

る施設に属する設備を一の廃棄物管理施設において共用する場合には、

廃棄物管理施設の安全性を損なわないものでなければならない。 

３ 安全機能を有する施設は、当該施設の安全機能を確認するための検査又

は試験及び当該安全機能を健全に維持するための保守又は修理ができる

ものでなければならない。 

４ 安全上重要な施設又は当該施設が属する系統は、廃棄物管理施設の安全

性を確保する機能を維持するために必要がある場合には、多重性を有し

なければならない。 

 

＜適合のための設計方針＞ 

 第１項について 

  事業許可基準規則に基づき設ける設備は安全機能を有する施設であり，

安全機能を有する施設は，その安全機能の重要度に応じて，その機能が確

保されるよう設計する。 

 

 第２項について 

  安全機能を有する施設を他の原子力施設と共用し，又は安全機能を有す

る施設に属する設備を一の廃棄物管理施設において共用する場合には，廃

棄物管理施設の安全性を損なわない設計とする。他の原子力施設と共用す

る設備には，外部電源系統を経て6.9ｋＶ常用母線に接続する遮断器，通

信連絡設備のページング装置及び所内携帯電話，周辺監視区域境界付近の
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空間線量を測定するための積算線量計，敷地を代表する地上風の風向及び

風速並びに大気温度を測定する気象観測機器等がある。 

  安全上重要な施設は再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用しない。 

 

第３項について 

  安全機能を有する施設は，当該施設の安全機能を確認するための検査又

は試験及び当該安全機能を健全に維持するための保守又は修理ができる設

計とする。 

 

 第４項について 

  廃棄物管理施設の安全上重要な施設は，収納管，通風管，貯蔵区域しゃ

へい，ガラス固化体検査室しゃへい及び貯蔵建屋床面走行クレーンのしゃ

へい容器であり，これらの構造を考慮すると故障や動作不能となることは

ないため，多重性を有する設計とする必要はない。 
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（設計 大評価事故時の放射線障害の防止） 

第十二条 廃棄物管理施設は、設計 大評価事故（安全設計上想定される事

故のうち、公衆が被ばくする線量を評価した結果、その線量が 大とな

るものをいう。）が発生した場合において、事業所周辺の公衆に放射線

障害を及ぼさないものでなければならない。 

 

＜適合のための設計方針＞ 

  廃棄物管理施設の安全性の判断に当たって，安全設計上想定される事故

を選定するため，ガラス固化体の落下等，廃棄物管理施設内の火災及びそ

の他機器等の破損，故障，誤動作又は操作員の誤操作等を含む放射性物質

を外部に放出する可能性のある事故を検討した。 

  その結果，クレーンのつりワイヤの二重化，自然通風による崩壊熱の除

去等の設計対応を行っていることから，廃棄物管理施設では放射性物質を

外部に放出する事故の発生は考えられず，発生の可能性との関連において

評価すべき事故はない。 

  しかし，安定なガラス固化体であるとはいえ，多量の放射性物質を貯蔵

する施設の特質を考慮し，公衆に対する廃棄物管理施設の安全性を被ばく

する線量の観点から示すために，ガラス固化体のもつ閉じ込めの機能に異

常をきたす事象として，ガラス固化体の取扱い中の落下による損傷事象を

仮に想定する。 

  その想定においても，ガラス固化体の落下による損傷事象での放射性物

質の吸入による内部被ばくに係る実効線量は約1.5×10－５Ｓｖであり，公

衆に過度の放射線被ばくを及ぼすことはない。 
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（処理施設） 

第十三条 廃棄物管理施設には、必要に応じて、次に掲げるところにより、

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（昭和三

十二年政令第三百二十四号）第三十二条第二号に規定する処理を行うた

めの施設を設けなければならない。 

 一 受け入れる放射性廃棄物を処理するために必要な能力を有するものと

すること。 

 二 処理に伴い生じた放射性廃棄物を排出する場合は、周辺監視区域の外

の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の濃度を

十分に低減できるよう、廃棄施設に接続する排気口の設置その他の必

要な措置を講ずるものとすること。 

 

＜適合のための設計方針＞ 

  廃棄物管理施設は， 終的な処分がされるまでの間，ガラス固化体を安

全に管理する施設であり，他事業者から受け入れた放射性廃棄物の処理は

行わないため，処理施設は不要であり，本施設に該当する設備は設置しな

い。 
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（管理施設） 

第十四条 廃棄物管理施設には、次に掲げるところにより、放射性廃棄物を

管理する施設を設けなければならない。 

 一 放射性廃棄物を管理するために必要な容量を有するものとすること。 

 二 管理する放射性廃棄物の性状を考慮し、適切な方法により当該放射性

廃棄物を保管するものとすること。 

 三 放射性廃棄物の崩壊熱及び放射線の照射により発生する熱によって過

熱するおそれがあるものは、冷却のための必要な措置を講ずるものと

すること。 

 

＜適合のための設計方針＞ 

  廃棄物管理施設には，以下のとおり，ガラス固化体を管理する施設を設

ける設計とする。 

 (１) ガラス固化体の 大管理能力 

   廃棄物管理施設の貯蔵ピットは，受け入れるガラス固化体を管理する

ために必要な容量を有する設計とする。 

 (２) ガラス固化体の保管 

   廃棄物管理施設の収納管は，ガラス固化体容器の腐食を防止するため

にガラス固化体をその内部に収納し，ガラス固化体が冷却空気と直接接

触しない方法で管理するとともに，ガラス固化体容器の機械的強度を考

慮し，たてに 大９段積みで収納できる設計とする。 

 (３) ガラス固化体の冷却 

   ガラス固化体から発生する崩壊熱をその熱量によって生じる通風力に

より，収納管及び通風管で形成する円環流路を流れる冷却空気で適切に

除去できる設計とする。  
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（計測制御系統施設） 

第十五条 廃棄物管理施設には、必要に応じて、放射性廃棄物を限定された

区域に閉じ込める機能その他の機能が確保されていることを適切に監視

することができる計測制御系統施設を設けなければならない。 

２ 廃棄物管理施設には、安全設計上想定される事故により当該廃棄物管理

施設の安全性を損なうおそれが生じたとき、次条第二号の放射性物質の

濃度若しくは線量が著しく上昇したとき又は廃棄施設から放射性廃棄物

が著しく漏えいするおそれが生じたときに、これらを確実に検知して速

やかに警報する設備を設けなければならない。 

 

＜適合のための設計方針＞ 

 第１項について 

  廃棄物管理施設には，放射性廃棄物を限定された区域に閉じ込める機能

その他の機能が確保されていることを適切に監視するため，ガラス固化体

の冷却空気の入口温度及び出口温度，収納管排気設備の入口圧力の測定等

を行う計測制御設備を設ける設計とする。また，計測制御設備の主要な表

示装置等は，制御室に設ける設計とする。 

 

 第２項について 

  廃棄物管理施設には，安全設計上想定される事故により廃棄物管理施設

の安全性を損なうおそれが生じたとき，事業所及びその境界付近における

放射性物質の濃度が著しく上昇したとき，又は廃棄施設から放射性廃棄物

が著しく漏えいするおそれが生じたときに，確実に検知して警報するため，

排気モニタリング設備（放射線管理施設）及び廃水貯槽の漏えい検知を行

う設備を設ける設計とする。  
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（放射線管理施設） 

第十六条 事業所には、次に掲げるところにより、放射線管理施設を設けな

ければならない。 

 一 放射線から放射線業務従事者を防護するため、線量を監視し、及び管

理する設備を設けること。 

 二 事業所及びその境界付近における放射性物質の濃度及び線量を監視

し、及び測定する設備を設けること。 

 三 放射線から公衆及び放射線業務従事者を防護するため、必要な情報を

適切な場所に表示する設備を設けること。 

 

＜適合のための設計方針＞ 

 第一号について 

  廃棄物管理施設には，放射線業務従事者の放射線障害を防止するため，

以下のとおり放射線管理施設を設ける設計とする。 

  放射線業務従事者等の管理区域への出入管理を行う出入管理設備や，管

理区域への出入りに伴う汚染の管理及び除染を行う汚染管理設備を設ける。 

  また，放射線業務従事者等の線量管理のため，個人管理用設備を備える。 

  廃棄物管理施設内の作業環境における主要な箇所の外部放射線に係る線

量当量率，空気中の放射性物質の濃度及び床面等の放射性物質の表面密度

を監視及び測定するため，屋内モニタリング設備を設けるとともに，放射

線サーベイ機器を備える。 

  また，作業環境で採取した放射線管理用試料の放射能測定を行うための

測定機器を備える。 
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 第二号について 

  廃棄物管理施設には，廃棄物管理施設から大気中へ放出される放射性物

質の濃度や，周辺監視区域境界付近における空間放射線量及び空気中の放

射性物質の濃度を監視及び測定するための屋外モニタリング設備として，

排気モニタリング設備及び環境モニタリング設備を設ける設計とする。 

  排気モニタリング設備は，「発電用軽水型原子炉施設における放出放射

性物質の測定に関する指針（昭和53年９月29日原子力委員会決定）」を参

考として，廃棄物管理施設から大気中へ放出される放射性物質の濃度を測

定できる設計とする。 

  また，ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒モニタは，「発電用軽水型

原子炉施設における事故時の放射線計測に関する審査指針（昭和56年７月

23日原子力安全委員会決定）」を参考として，事故時にも廃棄物管理施設

から大気中へ放出される放射性物質の濃度を測定できる設計とする。 

   

 第三号について 

  管理区域における外部放射線に係る線量当量率，空気中の放射性物質の

濃度及び床面等の放射性物質の表面密度を管理区域入口付近に表示する設

計とする。 

  また，廃棄物管理施設から大気中へ放出される放射性物質の濃度及び量

や，周辺監視区域境界付近における空間放射線量及び空気中の放射性物質

の濃度又はそれらを換算して得られる被ばく線量を従業者が安全に認識で

きる場所に表示する設計とする。 
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（廃棄施設） 

第十七条 廃棄物管理施設には、周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区

域の境界における水中の放射性物質の濃度を十分に低減できるよう、必

要に応じて、当該廃棄物管理施設において発生する放射性廃棄物を処理

する能力を有する廃棄施設（放射性廃棄物を保管廃棄する施設を除

く。）を設けなければならない。 

２ 廃棄物管理施設には、十分な容量を有する放射性廃棄物を保管廃棄する

施設を設けなければならない。 

 

＜適合のための設計方針＞ 

 第１項及び第２項について 

  廃棄物管理施設には，以下のとおり，気体廃棄物，液体廃棄物及び固体

廃棄物の廃棄施設を設ける設計とする。 

 (１) 気体廃棄物の廃棄施設 

   気体廃棄物の廃棄施設は，ガラス固化体の管理を行う機器及びガラス

固化体を取り扱う室からの排気をフィルタ等により適切に処理し，ガラ

ス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒の排気口から放出し，周辺監視区域外

の空気中の放射性物質の濃度が「線量告示」（第８条）に定められた値

を超えないことはもとより，合理的に達成できる限り低減する設計とす

る。 

 (２) 液体廃棄物の廃棄施設 

   液体廃棄物の廃棄施設は，管理区域で発生する液体廃棄物を収集し，

約５年分を貯蔵できる貯槽に保管廃棄する設計とする。 

 (３) 固体廃棄物の廃棄施設 

   固体廃棄物の廃棄施設は，管理区域で発生する固体廃棄物をドラム缶
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等に封入し，約５年分を貯蔵できる固体廃棄物貯蔵設備に保管廃棄する

設計とする。 
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（予備電源） 

第十八条 廃棄物管理施設には、外部電源系統からの電気の供給が停止した

場合において、監視設備その他必要な設備に使用することができる予備

電源を設けなければならない。 

 

＜適合のための設計方針＞ 

  廃棄物管理施設には，操作及び保安に必要な電気設備を設け，外部電源

系統からの電気の供給が停止した場合において，監視設備その他必要な設

備に使用することができる予備電源として，十分な容量及び信頼性のある

予備電源用ディーゼル発電機，直流電源設備及び無停電電源装置を設ける

設計とする。 
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（通信連絡設備等） 

第十九条 事業所には、安全設計上想定される事故が発生した場合において

事業所内の人に対し必要な指示ができるよう、警報装置及び通信連絡設

備を設けなければならない。 

２ 事業所には、安全設計上想定される事故が発生した場合において事業所

外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよう、通信連絡

設備を設けなければならない。 

３ 廃棄物管理施設には、事業所内の人の退避のための設備を設けなければ

ならない。 

 

＜適合のための設計方針＞ 

 第１項について 

  廃棄物管理施設には，安全設計上想定される事故が発生した場合におい

て，廃棄物管理施設内の各所の者への必要な操作，作業又は退避の指示等

の連絡をブザー鳴動等により行うことができる装置及び音声により行うこ

とができる設備として，警報装置及び有線回線又は無線回線による通信方

式の多様性を備えた所内通信連絡設備を設ける設計とする。 

 

 第２項について 

  廃棄物管理施設には，安全設計上想定される事故が発生した場合におい

て，廃棄物管理施設外の国，地方公共団体，その他関係機関等の必要箇所

へ事故の発生等に係る通信連絡を音声により行うことができる設備として，

所外通信連絡設備を設ける設計とする。 

  所外通信連絡設備は，有線回線又は衛星回線による通信方式の多様性を

備えた構成の回線に接続し，輻輳等による制限を受けることなく常時使用
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できる設計とする。 

 

 第３項について 

  廃棄物管理施設には，廃棄物管理施設内の人の退避のための設備として

単純，明確かつ永続的な標識を付けた安全避難通路を設ける設計とする。 

  廃棄物管理施設には，避難用の照明設備として誘導灯及び非常灯を設け

る設計とし，誘導灯及び非常灯は，外部からの電源が喪失した場合におい

てもその機能を損なわないように電源として蓄電池を内蔵した設計とする。 
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第 1.1－１表 安全上重要な施設 

 

 

 

      (１) 収納管，通風管 

 

      (２) 貯蔵区域しゃへい，ガラス固化体検査室しゃへい 

 

      (３) 貯蔵建屋床面走行クレーンのしゃへい容器 
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第 1.2－１表 ガラス固化体１本当たりのガンマ線の 

線源強度及びエネルギスペクトル 

上限エネルギ 

（ＭｅＶ） 

線源強度 

（１／ｓ） 

3.0×10-1 1.9×1016 

4.5×10-1 6.2×1014 

7.0×10-1 1.1×1016 

1.0×100 2.3×1015 

1.5×100 4.3×1014 

2.0×100 2.1×1013 

2.5×100 2.6×1013 

3.0×100 5.1×1011 

4.0×100 6.5×1010 

計 3.3×1016 
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第 1.2－２表  ガラス固化体１本当たりの中性子線源強度 

及びエネルギスペクトル（その１） 

上限エネルギ 

（ＭｅＶ） 

線源強度 

（１／ｓ） 

5.0×100 6.8×107 

4.1×100 5.1×108 

3.0×100 3.6×108 

2.5×100 6.1×107 

2.4×100 2.0×108 

1.8×100 8.9×107 

1.1×100 8.7×106 

5.5×10-1 1.4×106 

計 1.3×10９ 

  上表に示す値は，ガラス固化体受入れ建屋及びガラス固化体貯蔵建屋の 

 遮蔽設計に用いる線源強度及びエネルギスペクトルを示す。 
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第 1.2－３表 ガラス固化体１本当たりの中性子線源強度 

及びエネルギスペクトル（その２） 

上限エネルギ 

（ＭｅＶ） 

線源強度 

（１／ｓ） 

5.0×100 1.1×108 

4.1×100 7.9×108 

3.0×100 5.6×108 

2.5×100 9.3×107 

2.4×100 3.0×108 

1.8×100 1.4×108 

1.1×100 1.3×107 

5.5×10-1 2.2×106 

計 2.0×109 

  上表に示す値は，ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟の遮蔽設計に用いる線 

 源強度及びエネルギスペクトルを示す。 
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第 1.2－４表 中性子のエネルギスペクトル 

 

上限エネルギ 

（ＭｅＶ） 

中性子スペクトル 

（相対値） 

5.0×100 5.2×10－２ 

4.1×100 4.0×10－１ 

3.0×100 2.8×10－１ 

2.5×100 4.7×10－２ 

2.4×100 1.5×10－１ 

1.8×100 6.8×10－２ 

1.1×100 6.7×10－３ 

5.5×10-1 1.1×10－３ 

計 1.0 

  上表に示す値は，キュリウム－242 による（α，ｎ）反応で生成する中 

 性子のエネルギスペクトルである。 
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第 1.5－１表 耐震設計上の重要度分類 
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第 1.5－２表 耐震重要度分類に応じて定める静的地震力 

 

＊１ Kh(3.0Ci)は，3.0Ciより定まる建物・構築物の水平地震力。 

   Ciは下式による。 

    Ci=Rt・Ai・Co 

    Rt：振動特性係数 

    Ai：Ciの分布係数 

    Co：標準せん断力係数 

＊２ Kv(1.0Cv)は，1.0Cvより定まる建物・構築物の鉛直地震力。 

   Cvは下式による。 

    Cv=0.3・Rt 

    Rt：振動特性係数 

＊３ Kh(3.6Ci)は，3.6Ciより定まる機器・配管系の水平地震力。 

＊４ Kv(1.2Cv)は，1.2Cvより定まる機器・配管系の鉛直地震力。 

  

項 目 
耐震重要度 

分類 

静的地震力 

水平 鉛直 

建物・構築物 

S Kh(3.0Ci)
＊１ Kv(1.0Cv)

＊２ 

B Kh(1.5Ci) － 

C Kh(1.0Ci) － 

機器・配管系 

S Kh(3.6Ci)
＊３ Kv(1.2Cv)

＊４ 

B Kh(1.8Ci) － 

C Kh(1.2Ci) － 
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第 1.5－３表 耐震重要度分類に応じて定める動的地震力 

 

＊１ Kh(Ss)は，水平方向の基準地震動 Ss に基づく水平地震力。 

＊２ Kh(Sd)は，水平方向の弾性設計用地震動 Sd に基づく水平地震力。 

＊３ Kv(Ss)は，鉛直方向の基準地震動 Ss に基づく鉛直地震力。 

＊４ Kv(Sd)は，鉛直方向の弾性設計用地震動 Sd に基づく鉛直地震力。 

＊５ Kh(Sd/2)は，水平方向の弾性設計用地震動 Sd に２分の１を乗じたも

のに基づく水平地震力であって，Ｂクラスの施設の地震動に対して共

振のおそれのある施設について適用する。 

＊６ Kv(Sd/2)は，鉛直方向の弾性設計用地震動 Sd に２分の１を乗じたも

のに基づく鉛直地震力であって，Ｂクラスの施設の地震動に対して共

振のおそれのある施設について適用する。 

 

  

項 目 
耐震重要度 

分類 

動的地震力 

水平 鉛直 

建物・構築物 

S 
Kh(Ss)＊１ 

Kh(Sd)＊２ 

Kv(Ss)＊３ 

Kv(Sd)＊４ 

B Kh(Sd/2)＊５ Kv(Sd/2)＊６ 

C － － 

機器・配管系 

S 
Kh(Ss)＊１ 

Kh(Sd)＊２ 

Kv(Ss)＊３ 

Kv(Sd)＊４ 

B Kh(Sd/2)＊５ Kv(Sd/2)＊６ 

C － － 
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第 1.6－１表 ガラス固化体の放射性物質の量及び発熱量の仕様 

 

再処理事業者 
Sellafield 

Ltd 社 
Orano Cycle 社 

放 射 性

物 質 の

最大量 

Sr-90 

Cs-137 

総βγ 

総α 

Cm-244 

総 Cm 

総 Pu 

（Bq/本） 

（Bq/本） 

（Bq/本） 

（Bq/本） 

（g/本） 

（g/本） 

（g/本） 

5.5×1015 

8.0×1015 

4.5×1016 

3.5×1014 

― 

100 

200 

4.6×1015 

6.7×1015 

― 

― 

90 

― 

110 

最大発熱量 

2.5kW/本 2kW/本 

42kW/21 本 

(輸送容器 1基当たり) 
― 
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第 1.6－２表 海外再処理される代表的な使用済燃料及びガラス固化処理の

条件 

 

再処理事業者 Sellafield Ltd 社 
Orano 

Cycle 社 備 考 

炉型 MAGNOX AGR BWR PWR PWR 

U-235 初期濃縮度 
（wt%） 

0.71 1.88 2.45 3.35 3.5  

燃焼度 
（MWd/t） 

4,800 14,500 21,100 33,000 33,000  

比出力 
（MW/t） 

2.3 13.8 17.6 27.1 30.0  

炉取出し後再処理まで
の冷却期間（年） 

1 3 5 5 3  

炉取出し後ガラス固化
処理までの冷却期間
（年） 

2 4 6 6 4 
最低冷 
却年数 

ウラン等価量 
（tU/本） 

8.96 3.36 2.44 1.80 1.37  

ガラス固化体 
への移行量 
（g/本） 

U 2,000 4,500 
最大値 

Pu 200 110 
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第 1.6－３表 代表的なほうけい酸ガラスの主な組成 

 

成  分 wt％ 

 

ＳｉＯ２ 

 

Ｂ２Ｏ３ 

 

Ｎａ２Ｏ 

 

Ｌｉ２Ｏ 

 

 

63 

 

23 

 

11 

 

3 
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第 1.6－４表 ガラス固化体の熱的性質に係る物性 

 

再処理事業者 Sellafield Ltd 社 Orano Cycle 社 

固 化 ガ ラ ス 

熱 伝 導 率 

0.8～1.3（W/m・℃） 

（20～400℃） 

1.22～1.49（W/m・℃） 

（100～400℃） 

ガラス固化体 

容器ふく射率 
0.2 0.5（±10%） 
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第1.6－５表 事象（自然現象）の抽出及び検討結果 

№ 事象 
除外の基準注１ 

除外する理由 
設計上 

の考慮注２ 基準１ 基準２ 基準３ 基準４ 基準５ 

１ 地震 × × × × × 「第六条 地震による損傷の防止」にて考慮。 － 

２ 地盤沈下 × × × × × 「第五条 廃棄物管理施設の地盤」にて考慮。 － 

３ 地盤隆起 × × × × × 「第五条 廃棄物管理施設の地盤」にて考慮。 － 

４ 地割れ × × × × × 「第五条 廃棄物管理施設の地盤」にて考慮。 － 

５ 地滑り × ○ × × × 
空中写真の判読結果によると，リニアメント及び変動地形は判読されな

い。また，敷地は標高約 55ｍに造成されており，地滑りのおそれのある

急斜面はない。 

× 

６ 地下水による地滑り × ○ × × × 同上 × 

７ 液状化現象 × × × × × 「第五条 廃棄物管理施設の地盤」にて考慮。 － 

８ 泥湧出 × × × × × 「第五条 廃棄物管理施設の地盤」にて考慮。 － 

９ 山崩れ × ○ × × × 敷地周辺には山崩れのおそれのある急斜面は存在しない。 × 

10 崖崩れ × ○ × × × 敷地周辺には崖崩れのおそれのある急斜面は存在しない。 × 

11 津波 × × × × × 「第七条 津波による損傷の防止」にて考慮。 － 

12 静振 × × × ○ × 敷地周辺に尾駮沼及び鷹架沼があるが，廃棄物管理施設は標高約 55ｍに

造成された敷地に設置するため，静振による影響を受けない。 
× 

13 高潮 × × × ○ × 廃棄物管理施設は海岸から約５ｋｍ，標高約 55ｍに位置するため，高潮

による影響を受けない。 
× 

14 波浪・高波 × × × ○ × 廃棄物管理施設は海岸から約５ｋｍ，標高約 55ｍに位置するため，波

浪・高波による影響を受けない。 
× 

15 高潮位 × × × ○ × 廃棄物管理施設は海岸から約５ｋｍ，標高約 55ｍに位置するため，高潮

位により廃棄物管理施設に影響を及ぼすことはない。 
× 

16 低潮位 × × × ○ × 廃棄物管理施設には，潮位の変動の影響を受けるような設備はない。 × 

17 海流異変 × × × ○ × 廃棄物管理施設には，海流の変動の影響を受けるような設備はない。 × 

18 風（台風） × × × × ×  ○ 

19 竜巻 × × × × ×  ○ 

20 砂嵐 × ○ × × × 敷地周辺に砂漠や砂丘はない。 × 
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（つづき） 

№ 事象 
除外の基準注１ 

除外する理由 
設計上 

の考慮注２ 基準１ 基準２ 基準３ 基準４ 基準５ 

21 極限的な気圧 × × × × ○ 「竜巻」の影響評価（気圧差）に包絡される。 × 

22 降水 × × × × ×  ○ 

23 洪水 × ○ × × × 
廃棄物管理施設は標高約 55ｍに造成された敷地に設置し，二又川は標高

約５ｍから約１ｍの低地を流れているため，廃棄物管理施設に影響を与

える洪水は起こり得ない。 

× 

24 土石流 × ○ × × × 敷地周辺の地形及び表流水の状況から，土石流は発生しない。 × 

25 降雹 × × × × ○ 「竜巻」の影響評価（飛来物）に包絡される。 × 

26 落雷 × × × × ×  ○ 

27 森林火災 × × × × ×  ○ 

28 草原火災 × × × × ○ 「森林火災」の影響評価に包絡される。 × 

29 高温 × × × × ×  ○ 

30 凍結 × × × × ×  ○ 

31 氷結 × × × ○ × 廃棄物管理施設は取水していないため，二又川の氷結が影響を及ぼすこ

とはない。 
× 

32 氷晶 × × × ○ × 氷晶により廃棄物管理施設に影響を及ぼすことはない。 × 

33 氷壁 × × × ○ × 廃棄物管理施設は取水していないため，二又川の氷壁が影響を及ぼすこ

とはない。 
× 

34 高水温 × × × ○ × 廃棄物管理施設は取水していないため，二又川の高水温が影響を及ぼす

ことはない。 
× 

35 低水温 × × × ○ × 廃棄物管理施設は取水していないため，二又川の低水温が影響を及ぼす

ことはない。 
× 

36 干ばつ × × × ○ × 廃棄物管理施設は取水していないため，二又川の干ばつが影響を及ぼす

ことはない。 
× 

37 霜 × × × ○ × 霜により廃棄物管理施設に影響を及ぼすことはない。 × 

38 霧 × × × ○ × 霧により廃棄物管理施設に影響を及ぼすことはない。 × 

39 火山の影響 × × × × ×  ○ 

40 熱湯 × ○ × × × 敷地周辺に熱湯の発生源はない。 × 

41 積雪 × × × × ×  ○ 

42 雪崩 × ○ × × × 周辺の地形から雪崩は発生しない。 × 

43 生物学的事象 × × × × ×  ○ 
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（つづき） 

№ 事象 
除外の基準注１ 

除外する理由 
設計上 

の考慮注２ 基準１ 基準２ 基準３ 基準４ 基準５ 

44 動物 × × × × ○ 「生物学的事象」の影響評価に包絡される。 × 

45 塩害 × × × × ×  ○ 

46 隕石 ○ × × × × 隕石の衝突は，極低頻度な事象である。 × 

47 陥没 × × × × × 「第五条 廃棄物管理施設の地盤」にて考慮。 － 

48 土壌の収縮・膨張 × × × × × 「第五条 廃棄物管理施設の地盤」にて考慮。 － 

49 海岸浸食 × × × ○ × 廃棄物管理施設は海岸から約５ｋｍに位置することから，海岸浸食が廃

棄物管理施設に影響を与えることはない。 
× 

50 地下水による浸食 × ○ × × × 敷地の地下水の調査結果から，廃棄物管理施設に影響を与える地下水に

よる浸食は起こり得ない。 
× 

51 カルスト × ○ × × × 敷地周辺はカルスト地形ではない。 × 

52 海氷による川の閉塞 × × × ○ × 廃棄物管理施設は取水していないため，二又川の海氷による閉塞が影響

を及ぼすことはない。 
× 

53 
湖若しくは川の水位降

下 
× × × × ○ 

廃棄物管理施設は取水していないため，湖若しくは川の水位降下が影響

を及ぼすことはない。 
× 

54 河川の流路変更 × ○ × × × 敷地近傍の二又川は谷を流れており，取水に影響を及ぼす大きな河川の

流路変更が発生することはない。 
× 

55 毒性ガス × ○ × × × 敷地周辺には毒性ガスの発生源はない。 × 

注１：除外の基準は，以下のとおり。 

基準１：発生頻度が極低頻度と判断される事象 

基準２：敷地周辺では起こり得ない事象 

基準３：事象の進展が緩慢で対策を講ずることができる事象 

基準４：廃棄物管理施設に影響を及ぼさない事象 

基準５：影響が他の事象に包絡される事象 

○：  基準に該当する 

×：  基準に該当しない 

注２：要否の標記は，以下のとおり。 

○：設計上考慮する必要のある事象 

－：設計上考慮する必要のある事象（他の条文において適合性の確認を行う事象） 

×：設計上の考慮を必要としない事象 
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第 1.6－６表 事象（人為による事象）の抽出及び検討結果 

№ 事象 
除外の基準注１ 

除外する理由 
設計上 

の考慮注２ 基準１ 基準２ 基準３ 基準４ 基準５ 

１ 船舶事故による油流出 × × × ○ × 廃棄物管理施設は，海岸から約５ｋｍ離れており影響を受けない。 × 

２ 
船舶事故（爆発，化学物

質の漏えい） 
× × × ○ × 同上 × 

３ 船舶の衝突 × × × ○ × 同上 × 

４ 航空機落下 × × × × ×  ○ 

５ 
鉄道事故（爆発，化学物

質の漏えい） 
× ○ × × × 敷地周辺には鉄道路線がない。 × 

６ 鉄道の衝突 × ○ × × × 同上 × 

７ 
交通事故（爆発，化学物

質の漏えい） 
× × × ○ 

 爆発 

○ 
化学物
質の漏
えい 

廃棄物管理施設は，幹線道路から約 500ｍ離れており，爆発により安全

性に影響を及ぼすことは考えられない。化学物質の漏えいについては，

「敷地内における化学物質の漏えい」の影響評価に包絡される。 

× 

８ 自動車の衝突 × × × ○ × 
周辺監視区域の境界にはフェンスを設置しており，自動車の衝突による

影響を受けない。敷地内の運転に際しては速度制限を設けており，安全

機能に影響を与えるような衝突は考えられない。 

× 

９ 爆発 × × × × ×  ○ 

10 
工場事故（爆発，化学物

質の漏えい） 
× × × × ○ 

「爆発」，「近隣工場等の火災」及び「敷地内における化学物質の漏え

い」の影響評価に包絡される。 
× 

11 
鉱山事故（爆発，化学物

質の漏えい） 
× ○ × × × 敷地周辺には，爆発，化学物質の漏えいの事故を起こすような鉱山はな

い。 
× 

12 

土木・建築現場の事故

（爆発，化学物質の漏え

い） 

× × × ○ × 
敷地内での工事は十分に管理されること及び敷地外での工事は敷地境界

から廃棄物管理施設まで距離があることから，廃棄物管理施設に影響を

及ぼすような土木・建築現場の事故の発生は考えられない。 

× 

13 
軍事基地の事故（爆発，

化学物質の漏えい） 
× ○ × × × 三沢基地は敷地から約 28ｋｍ離れており影響を受けない。 × 

14 軍事基地からの飛来物 ○ × × × × 軍事基地からの飛来物は，極低頻度な事象である。 × 

15 
パイプライン事故（爆

発，化学物質の漏えい） 
× ○ × × × 

むつ小川原国家石油備蓄基地の陸上移送配管は，1.2ｍ以上の地下に埋

設されるとともに，漏えいが発生した場合は，配管の周囲に設置された

漏油検知器により緊急遮断弁が閉止されることから，火災の発生は想定

し難い。 

× 
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（つづき） 

№ 事象 
除外の基準注１ 

除外する理由 
設計上 

の考慮注２ 基準１ 基準２ 基準３ 基準４ 基準５ 

16 
再処理事業所内における

化学物質の漏えい 
× × × × ×  ○ 

17 人工衛星の落下 ○ × × × × 人工衛星の衝突は，極低頻度な事象である。 × 

18 ダムの崩壊 × ○ × × × 敷地の周辺にダムはない。 × 

19 電磁的障害 × × × × ×  ○ 

20 掘削工事 × × × ○ × 
敷地内での工事は十分に管理されること及び敷地外での工事は敷地境界

から廃棄物管理施設まで距離があることから，廃棄物管理施設に影響を

及ぼすような掘削工事による事故の発生は考えられない。 

× 

21 重量物の落下 × × × ○ × 重量物の運搬等は十分に管理されることから，廃棄物管理施設に影響を

及ぼすような重量物の落下は考えられない。 
× 

22 タービンミサイル × ○ × × × 敷地内にタービンミサイルを発生させるようなタービンはない。 × 

23 近隣工場等の火災 × × × × ×  ○ 

24 有毒ガス × × × × ×  ○ 

注１：除外の基準は，以下のとおり。 

基準１：発生頻度が極低頻度と判断される事象 

基準２：敷地周辺では起こり得ない事象 

基準３：事象の進展が緩慢で対策を講ずることができる事象 

基準４：廃棄物管理施設に影響を及ぼさない事象 

基準５：影響が他の事象に包絡される事象 

○：  基準に該当する 

×：  基準に該当しない 

注２：要否の標記は，以下のとおり。 

○：設計上考慮する必要のある事象 

－：設計上考慮する必要のある事象（他の条文において適合性の確認を行う事象） 

×：設計上の考慮を必要としない事象 
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第1.6－７表 重畳を想定する自然現象の組合せの検討結果 

 

 

＜凡例＞ 

a： 同時に発生する可能性が極めて低い組合せ 

b： 廃棄物管理施設に及ぼす影響モードが異なる組合せ 

c： 一方の自然現象の評価に包絡される組合せ 

d： 重畳を考慮する組合せ 

 

 

 

風 

(台風) 
竜巻 降水 落雷 

森林 

火災 
高温 凍結 

火山の 

影響 
積雪 

生物学 

的事象 
塩害 地震 

風（台風）             

竜巻 c            

降水 c, b c, b           

落雷 b b b          

森林火災 c a b b         

高温 c b b b c        

凍結 b b b b b a       

火山の影響 d a c b a b b      

積雪 d d c b b b b d     

生物学的事象 b b b b b b b b b    

塩害 b b b b b b b b b b   

地震 d a b b a b b a d b b  
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第 1.6－８表  廃棄物管理施設の標的面積 

落下対象となる 

要否確認対象施設 
同時に影響を及ぼす建物・構築物 標的面積(ｋｍ２) 

ガラス固化体受入れ建屋 
ガラス固化体貯蔵建屋 

ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟 
0.0063 

ガラス固化体貯蔵建屋 
ガラス固化体受入れ建屋 

ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟 
0.0063 

ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟 
ガラス固化体受入れ建屋 

ガラス固化体貯蔵建屋 
0.0063 
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第 1.6－11 表 設計対処施設及び防護対策等 

設計対処施設 
竜巻の最大  

風速 

想定する 

設計飛来物 
飛来物対策 防護対策 

竜巻防護対象施設

を収納する建屋 

ガラス固化体貯蔵

建屋 

100ｍ／ｓ 鋼製材 

固縛又は車

両の退避等

の飛来物発

生防止 

設計荷重（竜巻）に対して主

架構の構造健全性を維持する

とともに，個々の部材の破損

により施設内の竜巻防護対象

施設が安全機能を損なわない

設計 

 

設計飛来物の衝突に対して貫

通及び裏面剥離により安全機

能を損なわない設計 

ガラス固化体貯蔵

建屋Ｂ棟 

建屋内の施設で外

気と繋がっている

竜巻防護対象施設 

ガラス固化体貯蔵

設備の収納管 

気圧差荷重に対して構造健全

性を維持できる十分な強度を

有する設計 

竜巻防護対象施設

に波及的影響を及

ぼし得る施設 

ガラス固化体受入

れ・貯蔵建屋換気

筒 
風荷重及び設計飛来物の衝撃

荷重に対し倒壊しない強度を

有する設計 ガラス固化体受入

れ建屋 

 

 

 

第 1.6－９表 設計竜巻の特性値 

最大風速 

ＶＤ 

（ｍ／ｓ） 

移動速度 

ＶＴ 

（ｍ／ｓ） 

最大接線風速 

ＶＲｍ 

（ｍ／ｓ） 

最大接線風速半径 

Ｒｍ 

（ｍ） 

最大気圧低下量 

ΔＰｍａｘ 

（ｈＰａ） 

最大気圧低下率 

（ｄｐ／ｄｔ）ｍａｘ 

（ｈＰａ／ｓ） 

 

100 

 

15 85 30 89 45 

 

第 1.6－10 表 廃棄物管理施設における設計飛来物 

飛来物の種類 鋼製材 

寸法 

（ｍ） 

長さ×幅×奥行き 

4.2×0.3×0.2 

質量 

（ｋｇ） 
135 

最大水平速度 

（ｍ／ｓ） 
51 

最大鉛直速度 

（ｍ／ｓ） 
34 
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第 1.6－12 表 現地調査にて抽出した車両の諸元及び最大飛来距離 

車両の種類 
長さ 

（ｍ） 

幅 

（ｍ） 

高さ 

（ｍ） 

質量 

（ｋｇ） 

最大飛来距離

（ｍ） 

大型バス 12 2.5 3.8 12,100 130 

トラック 8.5 2.2 2.5 3,790 160 

乗用車 普通 4.4 1.7 1.5 1,140 150 

乗用車 ワゴン１ 4.8 1.8 1.5 1,510 90 

乗用車 ワゴン２ 5.2 1.9 2.3 1,890 170 

軽自動車１ 3.4 1.5 1.6 840 160 

軽自動車２ 3.4 1.5 1.5 710 170 
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第 1.6－13 表 外部火災にて想定する火災及び爆発 

種別 考慮すべき火災及び爆発 

森林火災 
敷地周辺 10ｋｍ以内に発火点を設

定した廃棄物管理施設に迫る火災 

近隣の産業施設の火災及び爆発 

敷地周辺 10ｋｍ以内に存在する石

油備蓄基地の火災 

敷地内に存在する廃棄物管理施設

の危険物貯蔵施設等の重油タンク

の火災 

敷地内に存在する廃棄物管理施設

以外の危険物貯蔵施設等の重油タ

ンクの火災 

敷地内に存在する廃棄物管理施設

以外の危険物貯蔵施設等の水素及

びプロパンの爆発 

航空機墜落による火災 敷地内への航空機墜落時の火災 

 

 

  



 

5－1－215 

第 1.6－14 表 敷地内に存在する廃棄物管理施設の危険物貯蔵施設等 

危険物貯蔵施設等 貯蔵物 

ディーゼル発電機用燃料油受入れ・貯蔵所＊ 重油 

＊：再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用 

 

第 1.6－15 表 敷地内に存在する廃棄物管理施設以外の危険物貯蔵施設等 

危険物貯蔵施設等 貯蔵物 

ボイラ用燃料受入れ・貯蔵所 重油 

ボイラ用燃料貯蔵所 重油 

技術開発研究所重油貯槽 重油 

精製建屋ボンベ庫 水素 

還元ガス製造建屋 水素 

ボイラ建屋 ボンベ置場 プロパン 

低レベル廃棄物処理建屋 プロパンボンベ庫 プロパン 

第１高圧ガストレーラ庫 水素 

ＬＰＧボンベ庫 ＬＰ 

 

第 1.6－16 表 設計対処施設の熱影響評価で考慮する外壁厚さ 

設計対処施設 外壁厚さ（ｍ） 

ガラス固化体貯蔵建屋 約 0.45 

ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟 約 0.45 
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第 1.2－１図(１) 遮蔽設計区分概略図（地下２階） 

 

  

ガラス固化体受入れ建屋 ガラス固化体貯蔵建屋 
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Ｉ３≦  50 μＳｖ／ｈ 
Ｉ４≦ 500 μＳｖ／ｈ 
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第 1.2－１図(２) 遮蔽設計区分概略図（地下１階）  

ガラス固化体受入れ建屋 ガラス固化体貯蔵建屋 

Ｉ１≦  2.6 μＳｖ／ｈ 
Ｉ２≦  10 μＳｖ／ｈ 
Ｉ３≦  50 μＳｖ／ｈ 
Ｉ４≦ 500 μＳｖ／ｈ 
Ｉ５＞ 500 μＳｖ／ｈ 
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第 1.2－１図(３) 遮蔽設計区分概略図（１階） 
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第 1.2－１図(４) 遮蔽設計区分概略図（２階） 
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ガラス固化体受入れ建屋 

 

 

 

第 1.2－１図(５) 遮蔽設計区分概略図（３階） 

 

  

Ｉ１≦  2.6 μＳｖ／ｈ 
Ｉ２≦  10 μＳｖ／ｈ 
Ｉ３≦  50 μＳｖ／ｈ 
Ｉ４≦ 500 μＳｖ／ｈ 
Ｉ５＞ 500 μＳｖ／ｈ 



5－1－221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.2－１図(６) 遮蔽設計区分概略図（地下２階） 
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ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.2－１図(７) 遮蔽設計区分概略図（地下１階） 

 

  

吹抜 吹抜

電気設備室
貯蔵区域貯蔵区域

Ｉ１Ｉ５

Ｉ５

Ｉ３

Ｉ１

吹抜

Ｉ１≦  2.6 μＳｖ／ｈ 
Ｉ２≦  10 μＳｖ／ｈ 
Ｉ３≦  50 μＳｖ／ｈ 
Ｉ４≦ 500 μＳｖ／ｈ 
Ｉ５＞ 500 μＳｖ／ｈ 



5－1－223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.2－１図(８) 遮蔽設計区分概略図（１階） 
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ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟 

 

 

 

 

 

 

第 1.2－１図(９) 遮蔽設計区分概略図（２階） 
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ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.2－１図(10) 遮蔽設計区分概略図（屋上） 
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組織 構成 任務  組織 任務 

消防隊長 再処理事業部長 指揮，命令，監督 総括班 事務局，公設消防対応 

消防副隊長 再処理工場長 隊長の補佐，統括 総務班 避難誘導，社員の安否確認 

本部付要員 防火・防災管理者 
消防計画の作成及

び実行 

厚生班 食料，水及び被服の確保 

救護班 救助活動，医療機関への搬送 
   

   
資材班 応急機材の手配 

 

広報班 報道機関・渉外対応 

消火班 消火活動，救助活動 

運転管理班 運転状況把握，影響緩和における措置 

設備応急班 被害状況の確認，応急・復旧対策の策定・実施 

放射線管理班 放射線状況の把握，作業に係る放射線管理 

 

第 1.4－１図 自衛消防隊組織図 
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第 1.5－１図(１) 弾性設計用地震動Ｓｄの応答スペクトル（ＮＳ方向） 
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第 1.5－１図(２) 弾性設計用地震動Ｓｄの応答スペクトル（ＥＷ方向） 
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第 1.5－１図(３) 弾性設計用地震動Ｓｄの応答スペクトル（ＵＤ方向） 
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第 1.5－１図(４) 弾性設計用地震動Ｓｄの応答スペクトル（水平方向） 
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第 1.5－１図(５) 弾性設計用地震動Ｓｄの応答スペクトル（鉛直方向） 
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第 1.5－２図(１) 弾性設計用地震動Ｓｄ－ＡＨ，Ｓｄ－ＡＶの設計用模擬地震波の 

加速度時刻歴波形 
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第 1.5－２図(２) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ１の加速度時刻歴波形 
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第 1.5－２図(３) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ２の加速度時刻歴波形 
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第 1.5－２図(４) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ３の加速度時刻歴波形 
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第 1.5－２図(５) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ４の加速度時刻歴波形 
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第 1.5－２図(６) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ５の加速度時刻歴波形 
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第 1.5－２図(７) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ１の加速度時刻歴波形 
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第 1.5－２図(８) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ２の加速度時刻歴波形 
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第 1.5－２図(９) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ３の加速度時刻歴波形 
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第 1.5－２図(10) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ４の加速度時刻歴波形 
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第 1.5－３図 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ａと基準地震動Ｓ１の 

応答スペクトルの比較 
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第 1.5－４図(１) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ａ及びＳｄ－Ｂ（Ｂ１～Ｂ５） 

と一様ハザードスペクトルの比較（水平方向） 
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第 1.5－４図(２) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ａ及びＳｄ－Ｂ（Ｂ１～Ｂ５） 

と一様ハザードスペクトルの比較（鉛直方向） 
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第 1.5－４図(３) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ（Ｃ１～Ｃ４）と 

一様ハザードスペクトルの比較（水平方向） 

 

UHS_2015-11次（st）_10-3（領域8B_水平）

UHS_2015-11次（st）_10-4（領域8B_水平）

UHS_2015-11次（st）_10-5（領域8B_水平）

UHS_2015-11次（st）_10-6（領域8B_水平）

【Sd-C1_h】(620Gal)水平波形_留萌はぎとり_SP.waz

一様ハザードスペクトル（年超過確率 10-3） 

一様ハザードスペクトル（年超過確率 10-4） 

一様ハザードスペクトル（年超過確率 10-5） 

一様ハザードスペクトル（年超過確率 10-6） 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ(Ｃ１～Ｃ４) 

0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 5 10
0.1

0.2

0.5

1

2

5

10

20

50

100

200

500

1000

50

10
0

20
0

50
0

10
00

20
00

(c
m/s

 )2

0.01

0.1

1
10

(cm)

周  期(秒)

速
 
度
 

(cm/s)

(h=0.05)

周　期（ｓ）



5－1－246 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.5－４図(４) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ（Ｃ１～Ｃ３）と 

一様ハザードスペクトルの比較（鉛直方向） 
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第 1.5－５図 一関東評価用地震動（鉛直）の 

設計用応答スペクトル 

第 1.5－６図 一関東評価用地震動（鉛直）の 

加速度時刻歴波形 
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第1.6－１図 Ｆ－16の出現頻度 
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第1.6－２図 Ｆ－４ＥＪ改の出現頻度 

           （Ｆ－１の観測結果に基づき算定） 
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第1.6－３図 ガラス固化体概要図 
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第1.6－４図 風圧力に対する設計対処施設の選定フロー 
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第1.6－５図 気圧差に対する設計対処施設の選定フロー 
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第1.6－６図 飛来物に対する設計対処施設の選定フロー 

  

安全上重要な施設

か? 

安全機能を有する施設 

建屋に収納されてい

るか? 
設計対処施設 

設計対処施設 

該当なし 

対象外 

Yes 

Yes 

No 

No 

＜竜巻防護対象施設を収納する建屋＞ 

ガラス固化体貯蔵建屋，ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟 

 



5－1－254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1.6－７図 建屋の耐力に関する設計対処施設の選定フロー 
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第1.6－８図 開口部に対する設計対処施設の選定フロー 
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第1.6－９図 車両に対する離隔対象施設及び飛来対策区域 
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ボイラ建屋 ボンベ置場 

第 1.6－10 図 防火帯，設計対処施設，危険物貯蔵施設等の配置図 
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第1.6－11図 発火点の位置図 
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第1.6－12図 石油コンビナート等特別防災区域内の配置概要図 
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第1.6－13図 石油備蓄基地以外の産業施設の配置概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1.6－14図 高圧ガス貯蔵施設の配置概要図 
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組織 構成 任務  組織 任務 

消防隊長 再処理事業部長 指揮，命令，監督 総括班 事務局，公設消防対応 

消防副隊長 再処理工場長 隊長の補佐，統括 総務班 避難誘導，社員の安否確認 

本部付要員 防火・防災管理者 
消防計画の作成及

び実行 

厚生班 食料，水及び被服の確保 

救護班 救助活動，医療機関への搬送 
   

   
資材班 応急機材の手配 

 

広報班 報道機関・渉外対応 

消火班 消火活動，救助活動 

運転管理班 運転状況把握，影響緩和における措置 

設備応急班 被害状況の確認，応急・復旧対策の策定・実施 

放射線管理班 放射線状況の把握，作業に係る放射線管理 

 

 

第1.6－15図 自衛消防隊組織図
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組織 構成 主な任務  組織 構成 主な任務 

本部長 再処理事業部長 
・ 対策活動の統括管

理等 

 

総務班 
再処理計画部 ・ 事業所内警備，避難誘導関係，

庶務等 
副本部長 再処理工場長 ・本部長補佐等 核物質管理部 

核物質防

護管理者 

法律に基づき選任し

国へ届け出た者 

・ 核物質防護に関す

る業務の統一的な

管理 

 

厚生班 業務推進本部 ・ 食料や被服類の調達等  

本部員 

再処理事業部副事業

部長 

再処理副工場長 

核燃料取扱主任者 

廃棄物取扱主任者 

電気主任技術者 

放射線取扱主任者 

防火・防災管理者 

以下，関連部長 

・ 対応要員の派遣等

相互協力等 

 救護班 働き方改革本部 ・ 被災者の救護等 

資材班 資材部 ・ 応急資機材の手配及び輸送等 

広報班 地域・広報本部 ・ 報道対応等 

設備応急班 

計装保全部 

電気保全部 

機械保全部 

土木建築保全部 

保全技術部 

・ 設備被害状況の把握，応急復旧

対策の策定等 

運転管理班 

 

共用施設部 

ガラス固化施設部 

運転部 

・ 運転管理対策の策定及び実施等 

 
放射線管理班 放射線管理部 ・ 放射線管理等 

 

第 1.6－16 図 核物質防護に関する緊急時の組織体制図 
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2. 建  物 

2.1 概  要 

  廃棄物管理施設の主要な建物には，次のものがある。 

 （１） ガラス固化体受入れ建屋 

 （２） ガラス固化体貯蔵建屋 

 （３） ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟 

  廃棄物管理施設の一般配置図を第2.1－１図に示す。 

  主要な建物は，施設周辺の斜面の崩壊等の影響を受けないように敷地西

側部分を標高約55ｍに整地造成して，設置する。 

  敷地中央から北西寄りにガラス固化体貯蔵建屋を設置し，その西側に隣

接してガラス固化体受入れ建屋を，北側に隣接してガラス固化体貯蔵建

屋Ｂ棟を設置する。 

  なお，ガラス固化体貯蔵建屋の東側に，ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋

換気筒及び北換気筒管理建屋を設置する。また，敷地の南側には，保健

管理建屋を設置する。 
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2.2 設計方針 

（１） 主要な建物の配置については，平常時における周辺監視区域外の線

量が「原子炉等規制法」に基づき定められている線量限度を十分下回

るようにするとともに，一般公衆の線量が合理的に達成できる限り低

くなるように敷地境界から十分な距離をおいたものとする。 

（２） 主要な建物は，主要機器の配置及び操作・保守の便から互いに接し

て配置する場合には，構造的に分離する。 

（３） 重要な建物は，安定な地盤に支持させる。 

（４） 建物は，避難通路を有する設計とする。 

（５） ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟の設置においては，運転している廃棄物

管理施設の安全性を損なわないよう設計，建設及び検査を行う。 
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2.3 主要な建物 

  主要な建物は，敷地境界までの最短距離が約0.5ｋｍ（西北西方向）の

位置に配置する。 

  ガラス固化体受入れ建屋及びガラス固化体貯蔵建屋，ガラス固化体貯蔵

建屋及びガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟は，互いに接して配置するが，構造

的に分離した設計とする。 

  重要な建物は，安定な地盤である鷹架層で直接支持するか，又は安定な

地盤上に打設するコンクリート等を介して支持する。 

  また，構内排水路等により建物内への浸水を防止する設計とする。 

  建物は，避難通路を有する設計とする。 

  主要な建物の機器配置図を第2.3－１図(１)から第2.3－１図(12)に示す。 

  また，主要な建物の構造を以下に示す。 

 (１) ガラス固化体受入れ建屋 

   本建屋は，ガラス固化体受入れ設備の受入れ建屋天井クレーン及び輸

送容器搬送台車，換気設備，廃水貯蔵設備，固体廃棄物貯蔵設備等を収

容する。 

   主要構造は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造及び

鉄骨造）で地上３階（地上高さ約 23ｍ），地下２階，平面が約 47ｍ

（南北方向）×約 52ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基礎版上に

設置する。また，本建屋の外壁の一部等は二次遮蔽として設計する。 

 (２) ガラス固化体貯蔵建屋 

   本建屋は，ガラス固化体貯蔵設備，ガラス固化体受入れ設備のガラス

固化体検査室天井クレーン及びガラス固化体検査装置，収納管排気設備，

換気設備等を収容する。 

   ガラス固化体貯蔵設備の貯蔵ピットは，十分な厚みを有するコンクリー
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ト壁等で構築した地下部の貯蔵区域に配置する。 

   主要構造は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造及び

鉄骨造）で地上２階（地上高さ約 14ｍ），地下２階，平面が約 47ｍ

（南北方向）×約 46ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基礎版上に

設置する。また，本建屋の外壁の一部等は二次遮蔽，貯蔵区域しゃへい

及びガラス固化体検査室しゃへい等は一次遮蔽として設計する。 

   本建屋は，ガラス固化体の冷却空気の流路を形成するため，流路の出

入口側にルーバ及び迷路板を付設した冷却空気入口シャフト（地上高さ

約 14ｍ）及び冷却空気出口シャフト（地上高さ約 39ｍ）を設ける。ま

た，冷却空気出入口シャフトの開口部には異物の侵入を防止するために

バードスクリーンを設けるとともに，入口シャフト底部及び下部プレナ

ム部については目視等による観察及びじんあい等の除去が可能な措置を

講ずる。 

   ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟と取り合う本建屋の壁の一部は，運転して

いる廃棄物管理施設の安全性を損なわないよう撤去する。 

 (３) ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟 

   本建屋は，ガラス固化体貯蔵設備，収納管排気設備，換気設備等を収

容する。 

   ガラス固化体貯蔵設備の貯蔵ピットは，十分な厚みを有するコンクリー

ト壁等で構築した地下部の貯蔵区域に配置する。 

   主要構造は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造及び

鉄骨造）で地上２階（地上高さ約 14ｍ），地下２階，平面が約 47ｍ

（南北方向）×約 34ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基礎版上に

設置する。また，本建屋の外壁の一部等は二次遮蔽，貯蔵区域しゃへい

は一次遮蔽として設計する。 
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   本建屋は，ガラス固化体の冷却空気の流路を形成するため，流路の出

入口側にルーバ，迷路板及び整流板を付設した冷却空気入口シャフト

（地上高さ約 14ｍ）及び冷却空気出口シャフト（地上高さ約 39ｍ）を

設け，冷却空気出口シャフトについては，地上高さ約 14ｍ以上の構造

を鉄骨造とする。また，冷却空気出入口シャフトの開口部には異物の侵

入を防止するためにバードスクリーンを設けるとともに，入口シャフト

底部及び下部プレナム部については目視等による観察及びじんあい等の

除去が可能な措置を講ずる。 

   ガラス固化体貯蔵建屋と取り合う本建屋の南西側の一部は，構造的に

分離した設計とする。 

   本建屋は，ガラス固化体貯蔵建屋に隣接して設置し，地上１階及び２

階と接続することから，運転している廃棄物管理施設の安全性を損なわ

ないよう設計，建設及び検査を行う。 
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2.4 評 価 

 (１) 主要な建物は，敷地境界から十分な距離をおいた配置としており，

添付書類六に示すように，平常時の周辺監視区域外の線量が，線量限度

を十分下回るとともに，一般公衆の線量が合理的に達成できる限り低く

なっている。 

 (２) ガラス固化体受入れ建屋及びガラス固化体貯蔵建屋，ガラス固化体

貯蔵建屋及びガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟は，互いに接して配置するが，

構造的に分離した設計としている。 

 (３) 重要な建物は，安定な地盤に支持させる設計としている。 

 (４) 建物は，避難通路を有する設計としている。 

 (５) ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟の設置においては，運転している廃棄物管

理施設の安全性を損なわないよう設計，建設及び検査を行うとしている。 
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第 2.1－１図 廃棄物管理施設一般配置図 



第 2.3－１図(1) ガラス固化体受入れ建屋及びガラス固化体貯蔵建屋機器配置図（地下２階） 

 

検査室排気フィルタユニット貯蔵区域貯蔵区域

貯蔵ピットガラス固化体放射能量測定室

ガラス固化体受入れ建屋

Ｎ

約＋３８,０００

検査室
輸送容器

検査室排風機

ガラス固化体放射能量測定装置

し室
化体抜出
ガラス固

予備電源用ディーゼル発電機

ガラス固化体貯蔵建屋

冷却空気入口シャフト

約52ｍ 約46ｍ

ガラス固化体

貯蔵建屋受入れ建屋

ガラス固化体

約47ｍ

約47ｍ約47ｍ

約34ｍ

貯蔵建屋Ｂ棟

ガラス固化体

ＴＰ

搬送台車
輸送容器

台車室

管理区域送風機

固体廃棄物

貯蔵室

廃水貯槽室

廃水貯槽

5
－

2
－

8
 

T.M.S.L. 約＋38,000 



 

5
－
2
－
9
 

 

第 2.3－１図(2)  ガラス固化体受入れ建屋及びガラス固化体貯蔵建屋機器配置図（地下１階） 
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第 2.3－１図(3) ガラス固化体受入れ建屋及びガラス固化体貯蔵建屋機器配置図（１階） 
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第 2.3－１図(4) ガラス固化体受入れ建屋及びガラス固化体貯蔵建屋機器配置図（２階） 
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第 2.3－１図(5) ガラス固化体受入れ建屋機器配置図（３階） 
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第 2.3－１図(6) ガラス固化体受入れ建屋及びガラス固化体貯蔵建屋機器配置図（断面） 
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第 2.3－１図(7) ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟機器配置図（地下２階） 
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第 2.3－１図(8) ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟機器配置図（地下１階） 
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第 2.3－１図(9) ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟機器配置図（１階） 
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第 2.3－１図(10) ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟機器配置図（２階） 
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第 2.3－１図(11) ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟機器配置図（屋上） 
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第 2.3－１図(12) ガラス固化体貯蔵建屋及びガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟機器配置図（断面） 
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3. 廃棄物管理設備本体 

3.1 概  要 

廃棄物管理設備本体は，管理施設で構成し，管理施設は，ガラス固化体

の移送及び管理を行うガラス固化体貯蔵設備で構成する。 
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3.2 ガラス固化体貯蔵設備 

3.2.1 概  要 

  本設備は，貯蔵建屋床面走行クレーン及び貯蔵ピットで構成する。 

  ガラス固化体貯蔵設備の概要図を第3.2－１図及び第3.2－４図に示す。 
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3.2.2 設計方針 

 (１) 本設備は，ガラス固化体から発生する崩壊熱を適切に除去できる設計

とする。 

 (２) 本設備は，ガラス固化体容器の腐食を防止するためにガラス固化体を

機器の内部に収納し，ガラス固化体が冷却空気と直接接触しない方法で

管理し，ガラス固化体のもつ閉じ込めの機能を維持できる設計とする。 

 (３) 本設備は，ガラス固化体容器の機械的強度を考慮し，適切な方法で管

理できる設計とする。 

 (４) 本設備は，ガラス固化体の管理を行う機器からの排気を適切に処理し，

ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒の排気口以外の場所から放出する

ことがないように，ガラス固化体の管理を行う機器を気体廃棄物の廃棄

施設に接続し負圧に維持することにより，放射性物質を限定された区域

に閉じ込めることができる設計とする。 

 (５) 本設備は，地震荷重等の適切な組合せを考慮しても強度上耐えること

ができる設計とし，使用環境を考慮して適切な材料を使用する設計とす

る。 

 (６) 本設備は，電源喪失時にもガラス固化体の落下を防止できる設計とす

る。また，万一のガラス固化体の落下によってもガラス固化体に著しい

損傷を与えない設計とする。 

 (７) 本設備は，誤操作防止を考慮するとともに誤操作によっても安全性が

損なわれることがない設計とする。 
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3.2.3 主要設備の仕様 

  ガラス固化体貯蔵設備の主要設備の仕様を第3.2－１表に示す。 

  なお，貯蔵ピットの概要図を第3.2－２図及び第3.2－５図に，貯蔵建屋 

 床面走行クレーンの概要図を第3.2－３図及び第3.2－６図に示す。 
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3.2.4 主要設備 

  本設備は，ガラス固化体検査室からガラス固化体を貯蔵建屋床面走行ク

レーンで貯蔵ピット上部まで移送し，貯蔵ピットの収納管内に収納した後，

管理を行う設備であり，貯蔵建屋床面走行クレーン及び貯蔵ピットで構成

する。 

  貯蔵建屋床面走行クレーンは，ガラス固化体貯蔵建屋及びガラス固化体

貯蔵建屋Ｂ棟の搬送室に配置する。 

  貯蔵ピットは，収納管，通風管，支持架構及びプレナム形成板で構成し，

ガラス固化体貯蔵建屋地下部及びガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟地下部の貯蔵

区域に設置する。 

  ガラス固化体は，貯蔵建屋床面走行クレーンで収納管内にたて積みで収

納し，管理する。 

  ガラス固化体の収納に当たっては，冷却空気出口シャフト側の収納管か

ら順次収納し，また，発熱量の大きいガラス固化体が下段となるようにし，

かつ１本の収納管に片寄らないように配慮するとともに，収納管１本に収

納されるガラス固化体の総発熱量を，18ｋＷ以下に管理する。 

  また，収納管のガラス固化体の最大積み段数は９段とし，ガラス固化体

容器が機械的強度上十分耐え得るようにする。 

  本設備は，貯蔵ピットの収納管内のガラス固化体からの放射線に対し，

コンクリート壁等で十分遮蔽するとともに，ガラス固化体のもつ閉じ込め

の機能を維持するために，ガラス固化体が冷却空気と直接接触しないよう

にガラス固化体を収納管の内部に収納し，ガラス固化体から発生する崩壊

熱をその熱量に応じて生じる通風力によって収納管及び通風管で形成する

円環流路を流れる冷却空気で適切に除去する設計とする。 

  また，冷却空気が流れていることを確認するために，冷却空気出入口シ
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ャフトにおける冷却空気温度及び円環流路出口における冷却空気温度を測

定できる構造とする。 

  冷却空気は，ガラス固化体貯蔵建屋及びガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟の高

さ約25ｍ，流路断面積約24ｍ２（ガラス固化体貯蔵建屋：迷路板部断面積

約11ｍ２，ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟：迷路板部断面積約10ｍ２）の冷却

空気入口シャフトから，貯蔵区域の下部に設けた高さ約1.5ｍの下部プレ

ナムに流入し，円環流路を上昇しながらガラス固化体から発生する崩壊熱

を除去する。ガラス固化体から発生する崩壊熱を除去した空気は，貯蔵区

域の上部に設けた高さ約2.5ｍの上部プレナムを経て，ガラス固化体貯蔵

建屋及びガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟の一部であり，十分な通風力を与える

高さ約35ｍ，流路断面積約24ｍ２（ガラス固化体貯蔵建屋：迷路板部断面

積約11ｍ２，ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟：迷路板部断面積約12ｍ２）の冷

却空気出口シャフトの排気口から大気中へ流出する。 

  以上の設計及びガラス固化体の収納に当たっての前記の収納管理を行う

ことから，発熱量２ｋＷのガラス固化体が全数収納された代表的な状態を

評価しており，この場合，冷却空気の円環流路出口温度は約85℃であり，

最も高温となる最上段のガラス固化体温度の計算値は，表面で約280℃，

中心部で約410℃となる。 

  また，発熱量の経年変化を考慮しても，冷却空気流量の減少割合に比較

し，ガラス固化体の崩壊熱減少割合の方が大きいため，ガラス固化体温度

が上昇することはない。 

  上記の管理条件下で温度上最も厳しいものは，2.5ｋＷのガラス固化体

１本を貯蔵ピットに収納した状態であり，この時のガラス固化体温度の計

算値は表面で約320℃，中心部で約470℃となる。しかし，この状態は貯蔵

初期の過渡的な短時間のものであり，その後の他のガラス固化体の収納に
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よってガラス固化体の温度は低下する。 

  一方，９段積みの最下段のガラス固化体容器に発生する応力は，第1.6

－３図に示すガラス固化体について有限要素法により解析すると最大で約

84Ｎ／ｍｍ２（約8.5ｋｇ／ｍｍ２）であり，これらの温度域におけるステ

ンレス鋼（ＳＵＨ309相当品）の引張強度が約470Ｎ／ｍｍ２（約48ｋｇ／

ｍｍ２）であることから強度上問題となることはなく，ガラス固化体容器

のクリープによる強度の低下も考えられない
（１）

。 

  ガラス固化体等の温度解析は，間接自然空冷時における冷却空気流量を

求める解析と，その結果を受けて行う伝熱流動解析からなる。ガラス固化

体の温度解析フローを第3.2－７図に示す。 

  冷却空気流量を求める解析では，冷却空気流路を構成する貯蔵施設のモ

デル化を行い，収納管内に貯蔵されるガラス固化体の発熱量，ガラス固化

体からのガンマ線による側壁コンクリート部の発熱量及び冷却空気の入口

温度を設定し，ガラス固化体の崩壊熱によって生じる通風力と冷却空気流

路部における圧力損失
（２）（３）（４）（５）

が平衡する条件から，冷却空気流量を求める。通風

力は，ガラス固化体の崩壊熱によって温められた冷却空気と外気の密度差

により生じる。冷却空気流量の解析フローを第3.2－８図に，冷却空気流

量の解析モデルを第3.2－９図に示す
（６）

。 

  一方，伝熱流動解析では，得られた冷却空気流量と，ガラス固化体の熱

伝導率等を入力条件として，ガラス固化体の冷却に係る伝熱流動解析を二

次元伝熱流動解析コードＴＡＣ２Ｄ
（７）

又は汎用有限要素法解析コードＡＢＡ

ＱＵＳ
（９）

を用いて計算する。収納管１本を円筒座標系でモデル化したガラス

固化体温度の解析モデルを第3.2－10図に示す。 

  また，第3.2－11図にガラス固化体温度の伝熱流動解析の考え方を，第

3.2－２表には伝熱流動解析に用いた物性値等
（４）（８）

を示す。 
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  本設備は，貯蔵区域の天井，側壁等のコンクリート温度が，遮蔽設計用

線源強度のガンマ線による発熱を考慮しても65℃を超えないように必要な

箇所に断熱材又は空気流路を設けるとともに，上部及び下部プレナムでの

空気流路を形成するプレナム形成板を設ける設計とする。 

 (１) 貯蔵建屋床面走行クレーン 

   ガラス固化体貯蔵建屋の貯蔵建屋床面走行クレーンは，ガーダ，トロ

リとしゃへい容器が一体構造となったしゃへい容器付きトロリで構成さ

れ，ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟の貯蔵建屋床面走行クレーンは，ガーダ，

ガラス固化体貯蔵建屋の貯蔵建屋床面走行クレーンのしゃへい容器付き

トロリで構成される。 

   ガラス固化体貯蔵建屋の貯蔵建屋床面走行クレーンは，ガラス固化体

をガラス固化体検査室からガラス固化体抜出し装置を介してしゃへい容

器の中につり上げる構造とする。 

   貯蔵建屋床面走行クレーンは，ガラス固化体３本及び収納管プラグ等

を収納できる構造とし，ガラス固化体の落下防止のためつりワイヤの二

重化及びクレーン自体の転倒防止対策を施し，動力の供給（動力に電気

を用いる）が停止した場合にもガラス固化体を保持できる機構を有する

構造とするとともに，誤操作を考慮し，ガラス固化体の荷重及びつり上

げ高さを検出できる設計とし，ガラス固化体検査室でのつり上げ高さを

９ｍ以内に制限できる設計とする。 

   また，つり具がガラス固化体を確実につかんでいない場合にはガラス

固化体をつり上げられず，ガラス固化体の荷重がなくならない限り，つ

り具からガラス固化体が外れない設計とするとともに，つり具の中心が

ガラス固化体の中心から外れたとしても確実にガラス固化体をつり上げ

ることができるようにする。 
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   貯蔵建屋床面走行クレーンは，ガラス固化体を所定の貯蔵ピットの収

納管まで移送し，収納管内に収納する設計とする。 

   しゃへい容器付きトロリは，搬送室の東端において，ガラス固化体貯

蔵建屋の貯蔵建屋床面走行クレーンのガーダ，ガラス固化体貯蔵建屋及

びガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟を連絡する搬送室，ガラス固化体貯蔵建屋

Ｂ棟の貯蔵建屋床面走行クレーンのガーダ間を移動できる設計とする。 

   また，しゃへい容器付きトロリは，過走行を防止するインターロック

を設け，貯蔵建屋床面走行クレーンが所定の位置に停止していない限りし

ゃへい容器を搭載したトロリを移動できないインターロックを設ける設

計とする。 

   貯蔵建屋床面走行クレーンは，故障時にも手動操作にてガラス固化体

の収納管内への収納等の対応ができる設計とする。 

 (２) 貯蔵ピット 

   貯蔵ピットは，ガラス固化体貯蔵建屋に２基，ガラス固化体貯蔵建屋

Ｂ棟に２基の計４基設置し，１基当たり 80 本の収納管及び通風管を配

置し，収納管内にガラス固化体を収納する。 

 ａ．収納管 

   収納管は，ガラス固化体容器の腐食を防止するためにガラス固化体が

冷却空気と直接接触しない構造の円筒とするとともに，貯蔵区域の天井

スラブで懸架支持し，通風管との間にはスペーサを設け，地震時の収納

管の荷重をスペーサを介して支持架構で支持する構造とする。収納管は，

ガラス固化体の荷重，地震時の荷重等に十分耐える設計とする。 

   また，収納管からの排気を適切に処理し，ガラス固化体受入れ・貯蔵

建屋換気筒の排気口以外の場所から放出することがないように，収納管

は，気体廃棄物の廃棄施設の収納管排気設備に接続することにより負圧
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に維持し，放射性物質を閉じ込める機能を有する構造とする。 

   収納管にガラス固化体を９本収納したときに収納管に加わる引張応力

は，5.4Ｎ／ｍｍ２（0.55ｋｇ／ｍｍ２）であり，許容応力 100Ｎ／ｍｍ２

（10.2ｋｇ／ｍｍ２）（200℃）を十分下回っている。また，50 年間の

炭素鋼の破断許容応力を求めると，収納管のクリープが問題になるのは

370℃以上の温度領域である
（１０）

。収納管の温度は，最高でも 200℃程度で

あり，クリープを問題とする温度に比べ十分低いことから，長期貯蔵に

おける収納管のクリープは問題とはならない。 

   また，金属材料に悪影響を与える中性子は，１ＭｅＶ以上の高速中性

子であり，収納管に収納されているガラス固化体から発生する高速中性

子による 50 年間の照射量は，最大 1.2×1019ｎ／ｍ２である。一方，炭

素鋼と中性子照射ぜい化感受性を高める不純物組成が類似しているフェ

ライト系の低合金鋼のデータ
（１１）

によれば，炭素鋼の中性子照射ぜい化が問

題となる照射量は，１×1022ｎ／ｍ２である。したがって，収納管に対

する 50 年間の照射量は，照射ぜい化が問題となる値より十分低く中性

子ぜい化は問題とはならない。 

   収納管は，ガラス固化体が落下した場合でも，収納管とガラス固化体

との間隙が小さく，収納管内の空気が間隙から排出されにくいので，収

納管内の空気による圧縮抵抗が働き，ガラス固化体の落下速度，落下衝

撃を減少させる効果を有するとともに，底部に衝撃吸収体を兼ねたガラ

ス固化体受台を設けることにより，万一のガラス固化体落下時にもガラ

ス固化体に著しい損傷を与えず，また，収納管に損傷を生じないように

する。 

   収納管の上部は，遮蔽のために貯蔵区域しゃへい相当厚となるように

重量コンクリートを充てんした長さ約 1.2ｍの収納管プラグを設け，収
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納管プラグの上部には炭素鋼製の厚さ約 10ｃｍの収納管ふたを設ける。 

   収納管は，温度，放射線等の使用環境を考慮し，防食処理（アルミニ

ウム溶射）した炭素鋼を用いる設計とする。 

   気体廃棄物の廃棄施設の収納管排気設備の入口圧力の管理により，収

納管の負圧の維持状態に顕著な変化がないことを確認できる設計とする。

さらに，収納管内面，収納管底部外面等に顕著な変化がないことを確認

するために，目視等による観察が可能な措置を講ずる。 

 ｂ．通風管 

   通風管は，収納管の外側に同心円状に設置し，冷却空気の流路を形成

する円筒であり，支持架構に固定する。 

   通風管は，温度，放射線等の使用環境を考慮し，防食処理（アルミニ

ウム溶射）した炭素鋼を用いる設計とする。  
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3.2.5 試験検査 

 (１) 貯蔵建屋床面走行クレーンは，定期的に試験及び検査を実施する。 

 (２) 貯蔵ピットの収納管は，収納管排気設備の入口圧力を測定すること

により，負圧に維持していることの確認を実施する。 

 (３) 貯蔵ピットは，ガラス固化体の冷却空気の入口温度及び出口温度を

測定することにより，ガラス固化体から発生する崩壊熱を適切に除去で

きていることの確認を実施する。 
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3.2.6 評  価 

 (１) 本設備は，円環流路及び十分な高さをもったガラス固化体貯蔵建屋

及びガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟の冷却空気出口シャフトの通風力により，

ガラス固化体から発生する崩壊熱を適切に除去できる設計としている。 

 (２) 本設備は，ガラス固化体を貯蔵ピットの収納管内に収納し，ガラス

固化体が冷却空気と直接接触しない方法で管理するので，ガラス固化体

容器の腐食を防止し，ガラス固化体のもつ閉じ込めの機能を維持できる

設計としている。 

 (３) 本設備は，ガラス固化体を貯蔵ピットの収納管内にたてに最大９段

で収納することとしており，ガラス固化体容器の機械的強度を考慮した

設計としている。 

 (４) 本設備は，収納管からの排気を適切に処理し，ガラス固化体受入

れ・貯蔵建屋換気筒の排気口以外の場所から放出することがないように，

収納管を気体廃棄物の廃棄施設の収納管排気設備に接続し，収納管内を

負圧に維持することにより，放射性物質を限定された区域に閉じ込める

ことができる設計としている。 

 (５) 本設備は，収納管を貯蔵区域の天井スラブで懸架支持するとともに，

スペーサを介して支持架構で支持する構造としているので，ガラス固化

体の荷重及び地震時の荷重等に対して強度上十分耐えることができる設

計としている。また，収納管は，温度，放射線等の使用環境を考慮し，

防食処理した炭素鋼を使用する設計としている。 

 (６) 本設備のクレーンは，つりワイヤの二重化及びクレーン自体の転倒

防止対策を施し，電源喪失時にもガラス固化体を保持できる機構を設け，

ガラス固化体の落下防止ができる設計としている。また，本設備は，万

一のガラス固化体の落下によってもガラス固化体に著しい損傷を与えな
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いように，ガラス固化体検査室でのガラス固化体のつり上げ高さを９ｍ

以内に制限するとともに，収納管内の底部には衝撃吸収体を兼ねたガラ

ス固化体受台を設ける等の設計としている。 

 (７) 本設備のクレーンは，誤操作防止を考慮するとともに誤操作によっ

て安全性が損なわれることがないように，つり具からガラス固化体が外

れ落ちない設計としている。また，本設備のクレ－ンに設置するしゃへ

い容器付きトロリは，過走行を防止するインタ－ロックを設ける設計と

している。 
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第3.2－１表 ガラス固化体貯蔵設備の主要設備の仕様 

 

 (１) ガラス固化体貯蔵建屋 

 a. 貯蔵建屋床面走行クレーン 

    種  類     しゃへい容器付床面走行形 

            （しゃへい容器付きトロリはガラス固化体貯蔵建 

             屋Ｂ棟の貯蔵建屋床面走行クレーンと共用） 

    台  数     １ 

    容  量     約40ｋＮ（約４ｔ） 

 b. 貯蔵ピット 

    種  類     間接自然空冷貯蔵方式 

    基  数     ２ 

    構  成     収納管及び通風管 各80本／基 

    容  量     ガラス固化体720本／基 

            （ガラス固化体９本／収納管１本） 

    寸  法     約26ｍ×約６ｍ×高さ約17ｍ 

             収納管内径  約44ｃｍ 

             収納管外径  約46ｃｍ 

             収納管長さ  約16ｍ 

             通風管内径  約58ｃｍ 

             通風管長さ  約12ｍ 

    主要材質     炭素鋼 
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 (２) ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟 

 a. 貯蔵建屋床面走行クレーン 

    種  類     しゃへい容器付床面走行形 

    台  数     １ 

    容  量     約40ｋＮ（約４ｔ） 

 b. 貯蔵ピット 

    種  類     間接自然空冷貯蔵方式 

    基  数     ２ 

    構  成     収納管及び通風管 各80本／基 

    容  量     ガラス固化体720本／基 

            （ガラス固化体９本／収納管１本） 

    寸  法     約26ｍ×約６ｍ×高さ約17ｍ 

             収納管内径  約44ｃｍ 

             収納管外径  約46ｃｍ 

             収納管長さ  約16ｍ 

             通風管内径  約58ｃｍ 

             通風管長さ  約12ｍ 

    主要材質     炭素鋼 
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第 3.2－２表 伝熱解析に用いる物性値等 

項   目 物 性 値 等  

外 気 温 29℃ ＊１ 

固化ガラス熱伝導率 
0.775＋0.001×（T－273） 
W/m・K ｛T：温度（K）｝ 

＊２ 

ガラス固化体 

容器 

熱伝導率 
（0.0125×（T－273）＋14.75） 

W/m・K ｛T：温度（K）｝ 
＊３ 

ふく射率 0.2 ＊４ 

収納管 
熱伝導率 35W/m・K 

＊５ 
ふく射率 0.6 

コンクリート熱伝導率 1.5W/m・K ＊６ 

＊１：冷却空気の外気温は，むつ特別地域気象観測所（旧むつ測候所）の昭

和 41 年から平成 11 年の夏季（６月～９月）の３時間ごとの温度の超

過確率１％に相当する値とした。 

＊２：第 1.6－４表のＯｒａｎｏ Ｃｙｃｌｅ社から我が国の電力会社に示

されている仕様（1.22W/m・K（100℃）～1.49W/m・K（400℃）で各々

±20％であるので安全側に－20％の値とした。）及びＳｅｌｌａｆｉ

ｅｌｄ Ｌｔｄ社から我が国の電力会社に示されている仕様に基づき

設定した。 

＊３：Ｏｒａｎｏ Ｃｙｃｌｅ社及びＳｅｌｌａｆｉｅｌｄ Ｌｔｄ社から

我が国の電力会社に示されている仕様に基づき設定した。 

＊４：第 1.6－４表のＳｅｌｌａｆｉｅｌｄ Ｌｔｄ社から我が国の電力会

社に示されている仕様。 

＊５：文献（８）による。 

＊６：文献（12）による。 
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第 3.2－１図 ガラス固化体貯蔵設備概要図 
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第 3.2－２図 貯蔵ピット概要図 
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第 3.2－３図 貯蔵建屋床面走行クレーン概要図 

つり具 
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第 3.2－４図 ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟のガラス固化体貯蔵設備概要図 
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第 3.2－５図 ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟の貯蔵ピット概要図 
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第 3.2－６図 ガラス固化体貯蔵建屋及びガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟の貯蔵建屋床面走行クレーン概要図 
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第 3.2－７図 ガラス固化体の温度解析フロー 

冷却空気流量解析用の条件設定 

・冷却空気入口・出口シャフト、貯蔵 

 ピット等の形状 

・各収納管のガラス固化体の発熱量 

・側壁部コンクリートの発熱量 

・冷却空気入口温度 

冷却空気流量の解析 

ガラス固化体の崩壊熱によって生

じる通風力と冷却空気流路部等の

圧力損失とのバランスにより計算

する。 

冷却空気流量の決定 

ガラス固化体の伝熱解析用の条件設定 

・ガラス固化体熱伝導率 

・ガラス固化体容器ふく射率 

・ガラス固化体貯蔵設備条件 

ガラス固化体の伝熱解析 

二次元伝熱流動解析コード TAC2D 

       または 

汎用有限要素法解析コードＡＢＡＱＵＳ

ガラス固化体等の温度 
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第 3.2－８図 冷却空気流量の解析フロー 

入力条件 

・ガラス固化体等の発熱量及び冷却

空気出入口温度差により冷却空

気流量を求める。 

・冷却空気流量、冷却空気入口・出

口シャフト、貯蔵ピットの形状に

基づき圧力損失を求める。 

・冷却空気出口温度及び入口温

度、冷却空気入口・出口シャ

フト、貯蔵ピットの形状から

通風力を求める。 

圧力損失≒通風力 

冷却空気流量の決定 

・冷却空気出口温度を仮定 

・冷却空気入口・出口シャフト、貯蔵ピット等の形状 

・各収納管のガラス固化体の発熱量 

・側壁部コンクリートの発熱量 

・冷却空気入口温度 
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第 3.2－９図 冷却空気流量の解析モデル 
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第 3.2－10図 ガラス固化体温度の伝熱流動解析モデル 
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第 3.2－11図 ガラス固化体温度の伝熱流動解析の考え方 

冷 却 空 気 流 量 

ガラス固化体の崩壊熱によって

生じる通風力と冷却空気流路部

等の圧力損失とのバランスによ

り計算する。 

① 冷却空気温度計算 

② 冷却空気と収納管外面での温

度上昇量の計算 

③ 収納管での温度上昇量の計算 

④ 収納管とガラス固化体容器の

間隙での温度上昇量の計算 

⑤ ガラス固化体容器での温度上

昇量の計算 

⑥ 固化ガラス内での温度上昇量

の計算 

ガラス固化体中心温度 

伝熱流動解析 
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4. 放射性廃棄物の受入施設 

4.1 概  要 

本施設は，ガラス固化体を収納した輸送容器の受入れ及び一時保管，ガ

ラス固化体の抜出し，ガラス固化体の検査及び空の輸送容器の払出しを行

うガラス固化体受入れ設備で構成する。 
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4.2 ガラス固化体受入れ設備 

4.2.1 概  要 

本設備は，輸送容器の受入れ及び一時保管，輸送容器からのガラス固化

体の抜出し，ガラス固化体の検査，輸送容器の検査及び輸送容器の払出し

を行う設備であり，輸送容器受入れ及び一時保管工程，ガラス固化体抜出

し工程，ガラス固化体検査工程及び輸送容器払出し工程で構成する。 

本設備は，年間最大500本のガラス固化体を受け入れる能力を有する。 

ガラス固化体受入れ設備の工程概略図を第4.2－１図に示す。 
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4.2.2 設計方針 

(１) 本設備は，輸送容器表面及びガラス固化体から発生する崩壊熱を適切 

に除去できる設計とする。 

(２) 本設備は，電源喪失時にも移送物の落下を防止できる設計とするとと

もに，万一の移送物の落下によっても移送物に著しい損傷を与えない設

計とする。 

(３) 本設備は，誤操作防止を考慮するとともに誤操作によっても安全性が

損なわれることがない設計とする。 

(４) 本設備は，ガラス固化体を取り扱う室からの排気を適切に処理し，ガ

ラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒の排気口以外の場所から放出するこ

とがないように，ガラス固化体を取り扱う室を気体廃棄物の廃棄施設の

換気設備に接続し，清浄区域より負圧に維持することにより，放射性物

質を限定された区域に閉じ込めることができる設計とする。 

 (５) 本設備は，ガラス固化体の検査ができる設計とする。 
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4.2.3 主要設備の仕様 

  ガラス固化体受入れ設備の主要設備の仕様を第4.2－１表に示す。 
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4.2.4 主要設備 

 (１) 工程構成 

 a. 輸送容器受入れ及び一時保管工程 

   本工程は，トレーラ トラックで搬入した輸送容器を受入れ建屋天井

クレーンを使用して輸送容器一時保管区域へ移送する。輸送容器一時保

管区域は，輸送容器を最大22基一時保管できる設計とするとともに，

輸送容器表面からの放熱は，自然通風により除去する設計とする。 

 b. ガラス固化体抜出し工程 

   本工程は，輸送容器を輸送容器一時保管区域から受入れ建屋天井クレ

ーンでつり上げ，輸送容器搬送台車に搭載し，ガラス固化体抜出し室

へ移送した後，ガラス固化体検査室補助クレーンを遠隔操作して輸送

容器のふたを取り外す。なお，輸送容器のふたを開放する前には輸送

容器内の気体の採取を行う。次に，輸送容器内のガラス固化体をガラ

ス固化体検査室天井クレーンで抜き出し，ガラス固化体検査室のガラ

ス固化体仮置き架台に一時仮置きする。 

 c. ガラス固化体検査工程 

   本工程は，ガラス固化体検査室天井クレーンを遠隔操作してガラス固

化体仮置き架台からガラス固化体を抜き出し,テレビ カメラを用いた    

ガラス固化体の外観検査，スミヤ法によるガラス固化体の表面汚染検査

及びガス サンプリング法によるガラス固化体の閉じ込め検査を行うと

ともに，ガラス固化体の放射性物質の量，質量等に関する測定を行

う。 

 d. 輸送容器払出し工程 

   本工程は，ガラス固化体を取り出した空の輸送容器を輸送容器搬送台

車で輸送容器検査室へ移送した後，輸送容器検査室クレーンで輸送容
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器のふたを取り外し，検査を行う。検査を終了した輸送容器は，ふた

を取り付けた後台車室へ移送し，受入れ建屋天井クレーンで輸送容器

一時保管区域に移送し，払い出す。 

   ガラス固化体を取り扱う室からの排気を適切に処理し，ガラス固化体

受入れ・貯蔵建屋換気筒の排気口以外の場所から放出することがない

ように，ガラス固化体抜出し室，ガラス固化体検査室等は，気体廃棄

物の廃棄施設の換気設備に接続し，負圧に維持することにより放射性

物質を限定された区域に閉じ込める設計とするとともに，ガラス固化

体から発生する崩壊熱を除去できるようにする。 

   なお，ガラス固化体貯蔵設備の貯蔵工程及び上記の工程を逆に行うこ

とより，ガラス固化体を払い出すことができる。 

 (２) 主要設備 

 a. 搬送機器等 

 (ａ) 受入れ建屋天井クレーン 

   本クレーンは，輸送容器一時保管区域に設置し，トレーラ トラッ

ク，輸送容器一時保管区域及び輸送容器搬送台車間の輸送容器の移送

等を行う。 

   本クレーンは，輸送容器の落下防止のためつりワイヤの二重化及びク

レーン自体の落下防止対策を施し，動力の供給（動力に電気を用いる）

が停止した場合にも輸送容器を保持できる機構を有する構造とするとと

もに，輸送容器が床面から９ｍ以上の高さとならないようインターロッ

クを設ける設計とする。 

 (ｂ) 輸送容器搬送台車 

   本台車は，ガラス固化体受入れ建屋の台車室，ガラス固化体貯蔵建屋

の輸送容器検査室及びガラス固化体抜出し室間の輸送容器の移送を行
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う電動機駆動による自走式の台車であり，運転を安全かつ確実に行う

ため，過走行を防止するインターロックを設けるとともに，輸送容器

内のガラス固化体をすべて抜き出さない限りガラス固化体抜き出し室

から輸送容器を移送できないインターロックを設ける設計とする。 

 (ｃ) ガラス固化体検査室天井クレーン 

   本クレーンは，ガラス固化体検査室に設置し，ガラス固化体の移送等

に使用し，移送時の振れを極力少なくするために，ガイドを設ける設計

とする。 

   本クレーンは，つりワイヤの二重化及びクレーン自体の落下防止対策

を施し，動力の供給（動力に電気を用いる）が停止した場合にもガラス

固化体を保持できる機構を有する構造とするとともに，ガラス固化体の

荷重及び位置の検出ができ，ガラス固化体のつり上げ高さを９ｍ以内に

制限できるインターロックを設ける設計とする。また，誤操作を考慮

し，つり具がガラス固化体を確実につかんでいない場合にはガラス固化

体をつり上げられず，また，ガラス固化体の荷重がなくならない限りつ

り具からガラス固化体が外れない設計とする。なお，本クレーンの故障

時にもガラス固化体のガラス固化体仮置き架台への収納等の対応ができ

る設計とする。 

 (ｄ) ガラス固化体仮置き架台 

   ガラス固化体仮置き架台は，ガラス固化体抜出し工程で抜き出したガ

ラス固化体をガラス固化体検査工程で検査するまでの間，一時的にガラ

ス固化体を一段積みで仮置きするための架台である。 

 b. ガラス固化体検査装置等 

 (ａ) ガラス固化体外観検査装置 

   本装置は，ガラス固化体検査室に設置し，テレビ カメラによりガラ
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ス固化体の外観観察及び標識読み取りを行う装置である。 

 (ｂ) ガラス固化体表面汚染検査装置 

   本装置は，ガラス固化体検査室に設置し，ガラス固化体の表面密度を

測定するためにガラス固化体の表面にろ紙を押しつけることにより，

スミヤ サンプルを採取する装置である。 

 (ｃ) ガラス固化体閉じ込め検査装置 

   本装置は，ガラス固化体検査室に設置し，ガラス固化体を容器内に収

納し，容器内空気を吸引することによりガラス固化体の閉じ込め性を

検査する装置である。 

 (ｄ) ガラス固化体放射能量測定装置 

   本装置は，ガラス固化体放射能量測定室に設置し，ガンマ線測定及び

中性子測定によりガラス固化体の放射性物質の量を測定する装置であ

る。 

 (ｅ) ガラス固化体重量測定装置 

   本装置は，ガラス固化体検査室に設置し，ロードセルによりガラス固

化体の質量を測定する装置である。 

 (ｆ) ガラス固化体寸法測定装置 

   本装置は，ガラス固化体検査室に設置し，大小ゲージにガラス固化体

を通過させることによりガラス固化体の外径が所定の範囲であること

を確認するとともに，歪みゲージによりガラス固化体の全高が所定の

範囲であることを確認する装置である。 

 (ｇ) ガラス固化体発熱量測定装置 

   本装置は，ガラス固化体検査室に設置し，熱流束センサによりガラス

固化体の発熱量を測定する装置である。 
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4.2.5 試験検査 

輸送容器を取り扱う設備及びガラス固化体を取り扱う設備は，定期的に

試験及び検査を実施する。 

  



5－4－10 

4.2.6 評  価 

 (１) 本設備は，輸送容器一時保管区域の輸送容器表面からの放熱を自然

換気により除去できる設計としている。また，ガラス固化体検査室等は，

気体廃棄物の廃棄施設の換気設備に接続しているのでガラス固化体から

発生する崩壊熱を適切に除去できる設計としている。 

 (２) 本設備のクレーンは，つりワイヤの二重化及びクレーン自体の落下

防止対策を行うとともに，電源喪失時にも移送物を保持できる機構を設

け，移送物の落下防止ができる設計としている。また，万一の移送物の

落下によっても移送物に著しい損傷を与えないように，移送物を必要以

上の高さにつり上げないインターロックを設ける設計としている。 

 (３) 本設備は，誤操作防止を考慮するとともに誤操作によっても安全性

が損なわれることがないように，輸送容器搬送台車の過走行を防止する

とともに，ガラス固化体検査室天井クレーンのつり具からガラス固化体

が外れ落ちない設計としている。 

 (４) 本設備は，ガラス固化体検査室等からの排気を適切に処理し，ガラ

ス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒の排気口以外の場所から放出すること

がないように，ガラス固化体検査室等を気体廃棄物の廃棄施設の換気設

備に接続し，清浄区域より負圧に維持することにより，放射性物質を限

定された区域に閉じ込めることができる設計としている。 

 (５) 本設備は，ガラス固化体検査室にガラス固化体閉じ込め検査装置等

のガラス固化体検査装置を設けているので，ガラス固化体の閉じ込め性

の検査等ができる設計としている。  
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第4.2－１表 ガラス固化体受入れ設備の主要設備の仕様 

 

 (１ ) 輸送容器受入れ及び一時保管工程 

 a. 受入れ建屋天井クレーン 

    種  類   天井走行形 

    台  数   １ 

    容  量   約 1.4ＭＮ（約 140ｔ） 

 (２ ) ガラス固化体抜出し工程 

 a. 輸送容器搬送台車 

    種  類   自走台車式 

    台  数   １ 

    容  量   約 1.2ＭＮ（約 120ｔ） 

 b. ガラス固化体検査室天井クレーン 

    種  類   天井走行形 

    台  数   １ 

    容  量   約15ｋＮ（約 1.5ｔ） 

 c. ガラス固化体仮置き架台 

    種  類   たて置ラック式 

    基  数   ２ 

    容  量   ガラス固化体28本／基 
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 (３ ) ガラス固化体検査工程 

 a. ガラス固化体外観検査装置 

    種  類   テレビ カメラ方式 

    基  数   １ 

 b. ガラス固化体表面汚染検査装置 

    種  類   スミヤ サンプリング方式 

    基  数   １ 

 c. ガラス固化体閉じ込め検査装置 

    種  類   ガス サンプリング方式 

    基  数   １ 

 d. ガラス固化体放射能量測定装置 

    種  類   ガンマ線測定方式，中性子測定方式 

    基  数   １ 

 e. ガラス固化体重量測定装置 

    種  類   ロードセル方式 

    基  数   １ 

 f.ガラス固化体寸法測定装置 

    種  類   大小ゲージ方式，歪みゲージ方式 

    基  数   １ 

 g. ガラス固化体発熱量測定装置 

    種  類   熱流束測定方式 

    基  数   １ 

 



 

5
－
4
－
1
3
 

 

ガラス固化体受入れ建屋

受入れ建屋天井クレーン

輸送容器一時保管区域

輸送容器検査室

輸送容器検査室クレーン

ガラス固化体検査室

補助クレーン

ガラス固化体検査室

天井クレーン

（貯蔵建屋床面走行クレーン）

搬送室

ガラス固化体貯蔵建屋

ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟

ガラス固化体検査室

ガラス固化体抜出し室

ガラス固化体仮置き架台
台車室

輸送容器搬送台車

輸送容器受入れ及び一時保管工程 ガラス固化体抜出し工程 ガラス固化体検査工程

輸送容器払出し工程

ガラス固化体貯蔵設備の

ガラス固化体貯蔵工程へ

第4.2－１図 ガラス固化体受入れ設備工程概要図
（ ）内は、ガラス固化体貯蔵設備の設備を示す。

（貯蔵ピット）

輸送容器及びガラス固化体等

の移送

空の輸送容器の移送

ガラス固化体検査装置

（ガラス固化体抜出し装置）

 

, 

ガラス固化体検査装置等 
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5. 計測制御系統施設 

5.1 概  要 

  本施設は，廃棄物管理施設の監視及び制御のため，温度，圧力等の測定

等を行う計測制御設備で構成する。 

  また，計測制御設備の主要な表示装置等を設置するための制御室を設け

る。 
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5.2 計測制御設備 

5.2.1 概  要 

本設備は，廃棄物管理施設の監視及び制御のために必要な諸変数を測定

し，指示，警報又は制御を行う設備であり，ガラス固化体の冷却空気温

度，収納管排気設備の入口圧力等の測定等を行う計測制御設備で構成する。 
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5.2.2 設計方針 

 (１) 本設備は，廃棄物管理施設の管理のために必要なガラス固化体の冷却

空気温度等を監視又は制御することができる設計とする。 
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5.2.3 主要設備の仕様 

  計測制御設備の主要設備の仕様を第5.2－１表に示す。 
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5.2.4 主要設備 

 (１) ガラス固化体の冷却空気温度の測定等を行う計測制御設備 

本設備は，ガラス固化体の冷却空気の入口温度及び出口温度を測定

し，各々の温度を制御室に指示及び記録する。 

 (２) 収納管排気設備の入口圧力の測定等を行う計測制御設備 

本設備は，収納管排気設備の入口圧力を測定し，収納管内の圧力を負

圧に制御するとともに，制御室に指示及び記録する。 

また，収納管内の圧力を負圧に維持できない場合は，制御室に警報を

発する。 

 (３) 廃水貯槽の水位の測定等を行う計測制御設備 

本設備は，廃水貯槽の水位を測定し，水位を制御室に指示する。 

また，廃水貯槽から廃水が漏えいした場合に，漏えいを検知し，制御

室に警報を発する。 
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5.2.5 評 価 

 (１) 本設備は，ガラス固化体の冷却空気温度，収納管排気設備の入口圧力

等の廃棄物管理施設の管理のために必要な諸変数を監視又は制御するこ

とができる。 
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5.3 制御室 

5.3.1 概  要 

  計測制御設備の主要な表示装置等は，制御室に設置する。 
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5.3.2 設計方針 

 (１) 計測制御設備の主要な表示装置等は，制御室に設ける設計とする。 

 (２) 制御室から廃棄物管理施設内外の必要な箇所に指示及び連絡ができる

設計とする。 
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5.3.3 主要設備の仕様 

  監視制御盤   １式 
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5.3.4 主要設備 

 (１) 制御室に設ける計測制御設備の主要な表示装置（記録装置及び警報

装置を含む。）及び操作装置は，以下のとおりである。 

 ａ．ガラス固化体の冷却空気温度の監視のための表示装置 

 ｂ．収納管排気設備の入口圧力の監視及び制御のための表示装置及び操作

装置 

 ｃ．廃水貯槽の水位等の監視のための表示装置 

 (２) 制御室には，放射線管理のための放射線管理設備の表示装置並びに

火災防護のための消防用設備の表示装置及び操作装置を設置する。 

   また，制御室から廃棄物管理施設の必要な箇所に指示及び連絡ができ

るとともに，廃棄物管理施設外の必要な箇所との通信連絡ができるよう

に通信連絡設備を設置する。 
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5.3.5 評  価 

 (１) 制御室には，計測制御設備の主要な表示装置（記録装置及び警報装

置を含む。）及び操作装置を設置しているため，廃棄物管理施設の監視

及び操作ができる。 

 (２) 制御室に通信連絡設備を設けており，廃棄物管理施設内外の必要な

箇所に指示及び連絡ができる。 
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第5.2－１表 計測制御設備の主要設備の仕様 

 

設 備 名 信 号 の 種 類 

ガラス固化体の冷却空気温度

の測定等を行う計測制御設備 

ガラス固化体の冷却空気の入口温度 

ガラス固化体の冷却空気の出口温度 

収納管排気設備の入口圧力の 

測定等を行う計測制御設備 
収納管排気設備の入口圧力 

廃水貯槽の水位の測定等を行 

う計測制御設備 

廃水貯槽の水位 

廃水貯槽の漏えい水水位 
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6. 放射線管理施設 

6.1 概  要 

  本施設は，放射線業務従事者等の放射線被ばくを管理するためのもの及

び周辺環境における線量当量等を監視するためのもので，放射線管理設備

で構成する。 
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6.2 放射線管理設備 

6.2.1 概  要 

  放射線管理設備は，出入管理関係設備，試料分析関係設備，放射線監視

設備，個人管理用設備等で構成する。 

  放射線管理設備の一部は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用す

る。 
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6.2.2 設計方針 

  公衆及び放射線業務従事者等に対して，放射線被ばくを，合理的に達成

できる限り低くするように，次の設計方針に基づき，放射線管理設備を設

ける。 

 (１) 放射線業務従事者等の管理区域への出入り及び物品の管理区域への

搬出入に対して，出入管理，汚染管理及び各個人の被ばく管理ができる

ようにする。 

 (２) 廃棄物管理施設内外の主要な箇所における線量当量率，空気中の放

射性物質濃度等を測定，監視できるようにする。 

 (３) 放射線監視設備からの主要な情報は，制御室において集中して監視

できるようにする。 

 (４) ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒の排気口からの放射性物質の

環境放出管理に係る放射線監視設備については，特に多重性を考慮する。 

 (５) 緊急時の作業に備えて，必要な放射線計測器及び防護具類を備える。 

 (６) 放射性物質の放出に係る放射線監視設備は，「発電用軽水型原子炉

施設における放出放射性物質の測定に関する指針（昭和53年９月29日原

子力委員会決定）」を参考にした設計とする。 

 (７) 事故時に必要な放射線監視設備は，「発電用軽水型原子炉施設にお

ける事故時の放射線計測に関する審査指針（昭和56年７月23日原子力安

全委員会決定）」を参考にした設計とする。 

 (８) 再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用する放射線管理施設は，

仕様及び運用を各施設で同一とし，管理区域，周辺監視区域等が同等の

測定対象等の共有化や必要な容量を確保することで，共用によって廃棄

物管理施設の安全性を損なわない設計とする。 
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6.2.3 主要設備の仕様 

  放射線管理設備の主要設備の仕様を以下に示す。 

   出入管理関係設備*           １式 

   試料分析関係設備           １式 

   放射線監視設備**            １式 

   個人管理用設備***            １式 

注) *印の設備の一部は，再処理施設と共用する。 

     **印の設備の一部は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用

する。 

     ***印の設備は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 
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6.2.4 主要設備 

 (１) 出入管理関係設備 

   出入管理及び汚染管理のため，次の設備を設ける。 

 ａ．出入管理設備 

   廃棄物管理施設の管理区域への立入りは，原則として出入管理設備を

設けた出入管理室を通る設計とし，ここで放射線業務従事者等及び物品

類の出入管理を行う。 

   ただし，輸送容器，大型機器等の搬出入に際しては，機器搬出入口で

放射線業務従事者等の出入管理及び物品類の搬出入管理を行うこととし，

必要に応じて臨時の出入管理設備を設ける。 

   出入管理設備の一部は，再処理施設と共用する。 

   また，放射線管理に必要な各種サーベイメータ等を備える。 

 ｂ．汚染管理設備 

   管理区域の出入りに伴う汚染の管理を行うため，出入管理室には，更

衣設備，シャワー設備，退出モニタ等を設ける。 

   また，汚染サーベイメータ及び汚染除去用器材を備える。 

 (２) 試料分析関係設備 

   放射性廃棄物の放出管理用試料，作業環境の放射線管理用試料の放射

能測定等を行うための測定機器を備える。 

 (３) 放射線監視設備 

   本設備は，屋内モニタリング設備，屋外モニタリング設備及び放射線

サーベイ機器で構成する。 

 ａ．屋内モニタリング設備 

   管理区域の放射線レベル又は放射能レベルを監視するため，主要な箇

所に屋内モニタリング設備を設ける。 
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   本設備には，エリアモニタ及びダストモニタがあり，制御室において

集中して監視又は記録するとともに，放射線レベル又は放射能レベルが

あらかじめ設定された値以上になると，制御室及び必要な箇所において

警報を発する。 

   屋内モニタリング設備には，次のものがあり，監視対象箇所の放射線

状況に応じて適切な設備を設置する。屋内モニタリング設備の主要な監

視対象区域を第6.2－１表に示す。 

 (ａ) エリアモニタ 

    ガンマ線エリアモニタ 

 (ｂ) ダストモニタ 

    ベータ線ダストモニタ 

 ｂ．屋外モニタリング設備 

   廃棄物管理施設から大気中へ放出する放射性物質の放射能レベル及び

廃棄物管理施設周辺の放射線レベル等を測定，監視するため屋外モニタ

リング設備を設ける。 

   本設備は，廃棄物管理施設から大気中へ放出される放射性物質の濃度，

周辺監視区域付近における空間放射線量及び空気中の放射性物質の濃度

を監視及び測定するための設備として，ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋

換気筒モニタ，冷却空気出口シャフトモニタ及び排気サンプリング設備

を有する排気モニタリング設備及び積算線量計，ダストサンプラ及び気

象観測機器を有する環境モニタリング設備で構成する。 

   排気モニタリング設備は，ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒の排

気口から大気中へ放出する放射性物質の放射能レベルを測定，監視する

ため北換気筒管理建屋に，また，冷却空気出口シャフトの排気口から大

気中へ放出する放射性物質の放射能レベルを監視するためガラス固化体
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貯蔵建屋及びガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟に設置する。 

   排気モニタリング設備は，制御室において指示及び記録するとともに，

放射能レベルがあらかじめ設定された値以上になると警報を発する。 

   排気モニタリング設備は，「発電用軽水型原子炉施設における放出放

射性物質の測定に関する指針（昭和53年９月29日原子力委員会決定）」

における測定対象核種，測定下限濃度，計測頻度，計測方法及び試料採

取方法を参考として，計測方法及び試料採取方法を定め，廃棄物管理施

設から大気中へ放出される放射性物質の濃度を測定できる設計とする。

また，ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒モニタは，「発電用軽水型

原子炉施設における事故時の放射線計測に関する審査指針（昭和56年７

月23日原子力安全委員会決定）」を参考として，事故時を想定した計測

範囲を有し，連続的に指示及び記録するとともに，予備電源に接続する

こととし，事故時にも廃棄物管理施設から大気中へ放出される放射性物

質の濃度を測定できる設計とする。 

   環境モニタリング設備の積算線量計及び気象観測機器は，再処理施設

及びＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

 (ａ) 排気モニタリング設備 

  ⅰ．ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒モニタ（２系統） 

     ダストモニタ 

  ⅱ．冷却空気出口シャフトモニタ 

     ガスモニタ 

  ⅲ．排気サンプリング設備 

     ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒排気サンプリング設備 

 (ｂ) 環境モニタリング設備 

    積算線量計 
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    ダストサンプラ 

    気象観測機器 

 ｃ．放射線サーベイ機器 

   平常時及び異常時の外部放射線に係る線量当量率，空気中の放射性物

質の濃度及び表面の放射性物質の密度を測定，監視するために，放射線

サーベイ機器を備える。 

   放射線サーベイは，外部放射線に係る線量当量率については携帯用の

各種サーベイメータにより，空気中の放射性物質の濃度についてはサン

プリング法により，また，表面の放射性物質の密度についてはサーベイ

法又はスミヤ法による放射能測定により行う。 

   放射線サーベイ関係主要測定器及び器具は次のとおりである。 

    アルファ線用サーベイメータ 

    ベータ線用サーベイメータ 

    ガンマ線用サーベイメータ 

    中性子線用サーベイメータ 

    ダストサンプラ 

 (４) 個人管理用設備 

   放射線業務従事者等の線量管理のため，外部被ばくによる線量当量を

測定する個人線量計を備える。 

   また，放射性物質の体内摂取のおそれがある場合は，ホールボディカ

ウンタにより測定，評価する。 

   ホールボディカウンタは，保健管理建屋に備える。 

   個人線量計及びホールボディカウンタは，再処理施設及びＭＯＸ燃料

加工施設と共用する。 
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 (５) その他の設備 

   平常時及び異常時の放射線防護に必要な防護衣，呼吸器，防護マスク

等の防護具類を備える。 

 

  



5－6－10 

6.2.5 試験検査 

出入管理関係設備，試料分析関係設備，放射線監視設備等は，定期的に

検査及び校正を行うことによりその健全性を確認する。 
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6.2.6 評  価 

 (１) 放射線業務従事者等の管理区域への出入り及び物品の管理区域への

搬出入に対して，出入管理設備，汚染管理設備，個人管理用測定機器等

を設け，出入管理，汚染管理及び各個人の被ばく管理を行うことができ

る設計としている。 

 (２) 屋内モニタリング設備，屋外モニタリング設備等を設け，廃棄物管

理施設内外の線量当量率，空気中の放射性物質濃度等を測定，監視する

ことができる設計としている。 

 (３) 放射線監視設備からの主要な情報は，制御室において集中して監視

できる設計としている。 

 (４) ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒の排気口から大気中への放射

性物質の環境放出管理に係る排気モニタリング設備は，多重性を考慮し

た設計としている。 

 (５) 緊急時の作業に備えて，放射線サーベイ機器等の必要な放射線計測

器及び防護具類を備えている。 

 (６) 放射性物質の大気中への放出に係る排気モニタリング設備は，「発

電用軽水型原子炉施設における放出放射性物質の測定に関する指針（昭

和53年９月29日原子力委員会決定）」を参考にした設計としている。 

 (７) 事故時に必要な排気モニタリング設備は，「発電用軽水型原子炉施

設における事故時の放射線計測に関する審査指針（昭和56年７月23日原

子力安全委員会決定）」を参考にした設計としている。 

 (８) 再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用する放射線管理施設は，

仕様及び運用を各施設で同一とし，管理区域，周辺監視区域等が同等の

測定対象等の共有化や必要な容量を確保することで，共用によって廃棄

物管理施設の安全性を損なわない。  
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第6.2－１表 屋内モニタリング設備の主要な監視対象区域 

 

モニタリング設備 監 視 対 象 区 域  

 

エ リ ア モ ニ タ 

 

輸送容器一時保管区域，台車室，輸送容器検査室及び

搬送室 

 

ダ ス ト モ ニ タ 

 

輸送容器検査室 
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7. その他廃棄物管理設備の附属施設 

7.1 概  要 

  本施設は，廃棄物管理施設の各施設で使用する以下の施設及び設備で構 

成する。 

 (１) 気体廃棄物の廃棄施設 

 (２) 液体廃棄物の廃棄施設 

 (３) 固体廃棄物の廃棄施設 

 (４) その他設備 
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7.2 気体廃棄物の廃棄施設 

7.2.1 概  要 

  本施設は，収納管排気設備及び換気設備等で構成する。 

  収納管排気設備及び換気設備の排気は，ろ過した後，排気モニタリング

設備で監視しつつ，ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒の排気口から放

出する。 

  また，ガラス固化体の崩壊熱を除去するための冷却空気中に生成される

放射化生成物は，ガラス固化体貯蔵建屋及びガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟の

冷却空気出口シャフトの排気口から放出する。 

  本施設のうち，ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒の支持構造物は，

再処理施設と共用する。 

  気体廃棄物の廃棄施設のうち，収納管排気設備及び換気設備の系統概要

図を第7.2－１図に示す。 
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7.2.2 設計方針 

 (１) 収納管排気設備及び換気設備は，環境への放射性物質の放出を合理

的に達成できる限り低くし，放出管理が行える排気系統から放出できる

設計とする。 

 (２) 収納管排気設備及び換気設備は，放射性物質が漏えいし難く，かつ

逆流し難い設計とする。 

 (３) 収納管排気設備及び換気設備は，換気フィルタの点検及び交換がで

きる設計とする。 

 (４) 収納管排気設備及び換気設備は，不燃性又は難燃性材料を使用し，

万一の火災を想定しても火災の拡大を防止できる設計とする。 

 (５) 収納管排気設備は，収納管内を負圧にできる設計とする。 

 (６) 換気設備は，汚染のおそれのある区域を清浄区域より負圧に維持で

きるようにするとともに，空気が汚染のおそれのある区域から清浄区域

に流れない設計とする。 

 (７) 換気設備は，各区域の換気及び除熱を十分に行える設計とする。 

 (８) 再処理施設と共用するガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒の支持

構造物は，再処理施設の筒身を考慮した強度を確保する設計とすること

で，共用によって廃棄物管理施設の安全性を損なわない設計とする。 
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7.2.3 主要設備の仕様 

  気体廃棄物の廃棄施設の主要設備の仕様を第7.2－１表に示す。 
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7.2.4 主要設備 

  ガラス固化体貯蔵設備の貯蔵ピットの収納管からの排気は収納管排気設

備でろ過し，換気設備の排気とともにガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気

筒の排気口から放出する設計とする。収納管排気設備及び換気設備は，必

要に応じ溶接ダクト又は溶接配管，逆止ダンパ等を使用することにより放

射性物質が漏えいし難く，かつ逆流し難い設計とするとともに，排気フィ

ルタの点検及び交換ができる設計とする。 

  また，不燃性又は難燃性材料を使用する。 

 (１) 収納管排気設備 

   本設備は，ガラス固化体貯蔵設備の貯蔵ピットの収納管内を負圧に維

持するとともに,収納管からの排気を貯蔵ピット収納管排気フィルタユ

ニットでろ過する。また，収納管からの排気中に含まれる放射性物質の

測定ができるようにサンプリング装置を設ける。 

   本設備は，貯蔵ピット収納管排気フィルタユニット及び貯蔵ピット収

納管排風機をガラス固化体貯蔵建屋に各々２基，ガラス固化体貯蔵建屋

Ｂ棟に各々２基設ける。 

 (２) 換気設備 

   本設備は，ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋排気系統，ガラス固化体貯

蔵建屋Ｂ棟排気系統及びガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒で構成す

る。本設備は，空気が汚染のおそれのある区域から清浄区域に流れない

ようにするために給排気量を適切に設定することにより汚染のおそれの

ある区域を清浄区域より負圧に維持するとともに，排気をろ過する。 

   また，万一の火災に備え，防火区画の壁を貫通するダクトには必要に

応じて防火ダンパを設ける設計とする。 
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 ａ．ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋排気系統 

   本系統は，排風機及び排気フィルタを設け，排気をガラス固化体受入

れ・貯蔵建屋換気筒の排気口から排出する設計とし，２系統の排気系統

を設置する。 

   本系統は，ガラス固化体受入れ建屋及びガラス固化体貯蔵建屋の汚染

のおそれのある区域の負圧維持，除熱，排気のろ過及び排気のガラス固

化体受入れ・貯蔵建屋換気筒の排気口からの大気への排出を行うために，

管理区域排気フィルタユニット，検査室排気フィルタユニット，管理区

域排風機及び検査室排風機で構成する。 

 ｂ．ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟排気系統 

   本系統は，排風機及び排気フィルタを設け，排気をガラス固化体受入

れ・貯蔵建屋換気筒の排気口から排出する設計とし，１系統の排気系統

を設置する。 

   本系統は，ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟の汚染のおそれのある区域の負

圧維持，排気のろ過及び排気のガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒の

排気口からの大気への排出を行うために，管理区域排気フィルタユニッ

ト及び管理区域排風機で構成する。 

ｃ．ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒 

   収納管排気設備，ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋排気系統及びガラス

固化体貯蔵建屋Ｂ棟排気系統からの排気を放射線監視設備の排気モニタ

リング設備で監視しつつ，本換気筒の排気口から放出する。 

   ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒の支持構造物は，再処理施設と共

用する。 

   本設備には，外気を建屋内に供給するための給気系統として，ガラス

固化体受入れ・貯蔵建屋給気系統，ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟給気系統
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を設ける。各給気系統には給気ユニットと送風機を設ける。 

 (３) その他 

   ガラス固化体の崩壊熱を除去するための冷却空気中に生成される放射

化生成物は，ガラス固化体貯蔵建屋及びガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟の冷

却空気出口シャフトの排気口から放射線監視設備の排気モニタリング設

備で監視しつつ放出する。 
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7.2.5 評  価 

 (１) 収納管排気設備及び換気設備は，貯蔵ピットの収納管からの排気を

収納管排気設備でろ過した後，換気設備の排気に合流させ，放出管理が

行えるガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒の排気口から放出できる設

計としている。 

 (２) 収納管排気設備及び換気設備は，溶接ダクト，逆止ダンパ等を設け

ているので放射性物質が漏えいし難く，かつ逆流し難い設計としている。 

 (３) 収納管排気設備及び換気設備は，排気フィルタの点検及び交換がで

きる設計としている。 

 (４) 収納管排気設備及び換気設備は，不燃性又は難燃性材料を使用する

とともに，万一の火災に備え，必要に応じ防火ダンパを設けているので，

火災の拡大を防止できる設計としている。 

 (５) 収納管排気設備は，貯蔵ピット収納管排風機を設けているので，収

納管内を負圧に維持できる設計としている。 

 (６) 換気設備は，汚染のおそれのある区域を清浄区域より負圧に維持で

きるようにするとともに，空気が汚染のおそれのある区域から清浄区域

に流れない設計としているので空気汚染の拡大を防止できる。 

 (７) 換気設備は，各区域の換気及び除熱を十分に行うことができる設計

としている。 

 (８) 本設備のうち再処理施設と共用するガラス固化体受入れ・貯蔵建屋

換気筒の支持構造物は，再処理施設の筒身を考慮した強度を確保する設

計とすることで，共用によって廃棄物管理施設の安全性を損なわない。 
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7.3 液体廃棄物の廃棄施設 

7.3.1 概  要 

 本施設は，管理区域内の床ドレン及び手洗い・シャワードレンを収集

し，保管廃棄する廃水貯蔵設備で構成する。 
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7.3.2 廃水貯蔵設備 

7.3.2.1 概  要 

本施設は，床ドレン及び手洗い・シャワードレンを収集し，保管廃棄

する廃水貯槽で構成する。 

廃水貯蔵設備の系統概要図を第7.3－１図に示す。 

7.3.2.2 設計方針 

 (１) 本設備は，廃水の漏えい防止，漏えいを生じたときの漏えいの検出

及び漏えいの拡大防止を考慮した設計とする。 

 (２) 本設備は，予想される廃水発生量に対して，十分な貯蔵容量を有す

る設計とする。 

7.3.2.3 主要設備の仕様 

廃水貯蔵設備の主要設備の仕様を第7.3－１表に示す。 

7.3.2.4 主要設備 

廃水貯槽等は，溶接構造等を採用することにより，漏えい防止を考慮し

た設計とし，廃水貯槽室の床等は，廃水が浸透し難い材料で仕上げ，漏

えいを生じたとき，漏えいを検出し，制御室に警報することができるよ

うにするとともに，堰を設けるなど漏えいの拡大防止の対策を講ずるこ

とにより，廃水が万一漏えいした場合は，適切に処置できる設計とす

る。 

廃水貯槽は，約５年分の発生量を貯蔵できる容量を有する設計とし，そ

の後，必要な場合は増設等を考慮する。 

7.3.2.5 評 価 

 (１) 本設備は，廃水貯槽等に溶接構造等を採用しており，廃水貯槽室の

床等を廃水が浸透し難い材料で仕上げ，堰及び漏えい検出装置を設け

ているので，廃水の漏えい防止，漏えいを生じたときの漏えい検出及
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び漏えいの拡大防止ができる設計としている。 

 (２) 本設備は，約５年分の発生量の廃水を貯蔵することができる設計と

している。 
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7.4 固体廃棄物の廃棄施設 

7.4.1 概  要 

  本施設は，管理区域内で発生する固体廃棄物を封入したドラム缶等を保

管廃棄する固体廃棄物貯蔵設備で構成する。 
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7.4.2 固体廃棄物貯蔵設備 

7.4.2.1 概  要 

本設備は，固体廃棄物を封入したドラム缶等を保管廃棄する設備であ

る。 

7.4.2.2 設計方針 

 (１) 本設備は，固体廃棄物をドラム缶等に封入し，専用の貯蔵室に保管

廃棄する設計とする。 

 (２) 本設備は，予想される固体廃棄物の発生量に対して、十分な貯蔵容

量を有する設計とする。 

7.4.2.3 主要設備の仕様 

固体廃棄物貯蔵設備の主要設備の仕様を第7.4－１表に示す。 

7.4.2.4 主要設備 

  本設備は、固体廃棄物をドラム缶等に封入し，ガラス固化体受入れ建屋

の固体廃棄物貯蔵室にパレットを用いること等により３段積みで保管廃棄

できる設計とする。 

  固体廃棄物貯蔵室は，約５年分の発生量を貯蔵できる容量を有する設計

とし，必要な場合は増設等を考慮する。 

7.4.2.5 評 価 

 (１) 本設備は，固体廃棄物をドラム缶等に封入し、ガラス固化体受入れ

建屋の固体廃棄物貯蔵室に保管廃棄する設計としている。 

 (２) 本設備は，約５年分の発生量の固体廃棄物を保管廃棄することがで

きる設計としている。  
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7.5 その他設備 

7.5.1 概  要 

  廃棄物管理施設の運転に必要な設備として，消防用設備，電気設備，通

信連絡設備及び不法侵入等防止設備を設置する。また，圧縮空気設備，給

水処理設備及び蒸気供給設備を設置する。 
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7.5.2 消防用設備 

7.5.2.1 概  要 

  廃棄物管理施設内の火災区域及び火災区画に設置する安全機能を有する

施設を火災及から防護することを目的として，火災の発生防止，火災の感

知及び消火並びに火災の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講

ずる。 

  火災の感知及び消火については，安全機能を有する施設に対して，早期

の火災感知及び消火を行うための自動火災報知設備及び消火設備を設置す

る。 

  自動火災報知設備及び消火設備は，想定する自然現象に対して当該機能

が維持され，かつ，安全機能を有する施設は，消火設備の破損，誤動作又

は誤操作によって安全機能を失うことのないように設置する。 

  本設備の一部は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

7.5.2.2 設計方針 

  廃棄物管理施設内の火災区域及び火災区画に設置する安全機能を有す

る施設を火災から防護することを目的として，火災の発生防止，火災の

感知及び消火のそれぞれを考慮した火災防護対策を講ずる。 

 (１) 火災の発生防止 

   火災の発生防止については，発火性又は引火性物質を内包する設備

及びこれらの設備を設置する火災区域又は火災区画に対する火災の発

生防止対策を講ずるほか，水素に対する換気及び漏えい検出対策，電

気系統の過電流による過熱及び焼損の防止対策を講ずる設計とする。 

 (２) 火災の感知及び消火 

   自動火災報知設備及び消火設備は，安全機能を有する施設に対し

て，早期の火災感知及び消火を行うよう設置する設計とする。 
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   自動火災報知設備は，安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵

等の機器等を設置する火災区域又は火災区画に，固有の信号を発する

異なる種類の火災感知器又は同等の機能を有する機器を組み合わせて

設ける設計とする。 

   また，消火設備は，破損，誤作動又は誤操作により，安全上重要な

施設の安全機能及び放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を損なわない

設計とする。 

 (３) 本設備のうち，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用する消火

水供給設備並びに再処理施設と共用する屋外消火栓及び防火水槽は，

他施設へ消火水を供給した場合においても廃棄物管理施設で必要な容

量を確保することで，共用によって廃棄物管理施設の安全性を損なわ

ない設計とする。 

   また，消火水供給設備においては，故障その他の異常が発生した場

合でも，弁を閉止することにより故障その他の異常による影響を局所

化し，故障その他の異常が発生した施設からの波及的影響を防止する

ことで，共用によって廃棄物管理施設の安全性を損なわない設計とす

る。 

7.5.2.3 主要設備の仕様 

消防用設備の主要設備の仕様を第7.5－１表に示す。 

7.5.2.4 主要設備 

本設備は，火災発生防止設備，自動火災報知設備及び消火設備で構成す

る。 

 (１) 火災発生防止設備 

   火災発生防止設備である水素漏えい検知器は，各火災区域又は火災区

画に設置する蓄電池の上部に設置し，水素の燃焼限界濃度である４ｖ
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оｌ％の1/4以下で制御室に警報を発する設計とする。 

 (２) 自動火災報知設備 

   自動火災報知設備は，固有の信号を発する異なる種類の感知器及び受

信器盤により構成する。自動火災報知設備の火災感知器は，各火災区

域又は火災区画における放射線，取付面高さ，温度，湿度，空気流等

の環境条件，炎が生じる前に発煙すること等，予想される火災の性質

を考慮して，火災感知器を設置する火災区域又は火災区画の安全機能

を有する構築物，系統及び機器の種類に応じ，火災を早期に感知でき

るよう，固有の信号を発するアナログ式の煙感知器及びアナログ式の

熱感知器の異なる種類の感知器を組み合わせて設置する設計とする。 

   自動火災報知設備の系統概要図を第7.5－１図に示す。 

 ａ．屋内の火災区域又は火災区画 

   屋内に設置する火災区域又は火災区画は，アナログ式の熱感知器及び

アナログ式の煙感知器を組み合せて設置する設計とする。 

   なお，天井が高く大空間となっている屋内に設置する火災区域又は火

災区画は熱が周囲に拡散することから，熱感知器による感知は困難で

ある。そのため，非アナログ式の炎感知器とアナログ式の煙感知器を

それぞれの監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないように設

置する設計とする。 

   炎感知器は非アナログ式であるが，平常時より炎の波長の有無を連続

監視し，火災現象（急激な温度変化）を把握できることから，アナロ

グ式と同等の機能を有する。 

   また，外光が当たらず，高温物体が近傍にない箇所に設置することに

より，誤作動防止を図る設計とする。 
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 ｂ．蓄電池室 

   蓄電池室は，常時換気状態にあり，安定した室内環境を維持している

ため，屋内に設置する火災区域又は火災区画と同様にアナログ式の熱

感知器及びアナログ式の煙感知器を設置する設計とする。 

 (３) 消火設備 

   消火設備は，消火水供給設備，消火栓設備，固定式消火設備及び消火

器で構成する。消火設備の消火栓設備は，廃棄物管理施設の安重機能

を有する機器等を設置する火災区域又は火災区画並びに放射性物質貯

蔵等の機器等を設置する火災区域の火災を早期に消火するために，消

火が必要となるすべての火災区域又は火災区画の消火活動に対処でき

るように設置する設計とする。 

   上記以外の火災区域又は火災区画については，消防法又は建築基準法

に基づく消火設備で消火する設計とする。 

   消火栓設備は，屋内消火栓，屋外消火栓，防火水槽及び消火水供給設

備で構成され，屋外消火栓の一部，防火水槽の一部は再処理施設と共用す

る。また，消火水供給設備は再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用す

る。 

   消火水供給設備の系統概要図を第7.5－２図に示す。 

7.5.2.5 試験検査 

本設備は，定期的な作動試験を行い，その性能を確認する。 

7.5.2.6 評  価 

 (１) 火災発生防止設備は，水素を取り扱う又は発生するおそれのある火

災区域又は火災区画に対し，水素漏えい検知器を適切に配置し水素の

燃焼濃度を十分に下回る濃度で検出できる設計とするので，火災又は

爆発の発生を防止することができる。 
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 (２) 自動火災報知設備は，安全機能を有する施設に適切に配置する設計

とするので，火災発生時には制御室に火災信号を表示することができ

る。 

   火災の発生するおそれがある安重機能を有する機器等及び放射性物質

貯蔵等の機器等を設置する火災区域又は火災区画には，固有の信号を

発する異なる種類の火災感知器又は同等の機能を有する機器を組み合

わせて設ける設計とするので，火災を早期に感知することができる。 

 (３) 消火設備は，安全機能を有する施設に適切に配置する設計とするの

で，火災発生時には消火を行うことができるとともに，消火設備の破

損，誤作動又は誤操作により，安全上重要な施設の安全機能及び放射

性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を損なうことがない。 

 (４) 自動火災報知設備及び消火設備は，その停止時に試験及び検査をす

る設計とするので，定期的に試験及び検査ができる。 

 (５) 本設備のうち，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用する消火

水供給設備並びに再処理施設と共用する屋外消火栓及び防火水槽は，

他施設へ消火水を供給した場合においても廃棄物管理施設で必要な容

量を確保できる。また，消火水供給設備においては，故障その他の異

常が発生した場合でも，弁を閉止することにより故障その他の異常に

よる影響を局所化し，故障その他の異常が発生した施設からの波及的

影響を防止することで，共用によって廃棄物管理施設の安全性を損な

わない。 
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7.5.3 電気設備 

7.5.3.1 概  要 

  廃棄物管理施設の電力は，東北電力ネットワーク株式会社の154ｋＶ送

電線２回線から廃棄物管理施設と共用する再処理施設の電気設備（既設）

を経て6.9ｋＶ運転予備用母線及び常用母線に接続する遮断器で受電し，

動力用変圧器を通して460Ｖに降圧した後，施設内の各負荷へ給電する設

計とする。 

  外部電源喪失時には，予備電源用ディーゼル発電機，直流電源設備及び

無停電電源装置から，監視設備その他必要な設備に給電する設計とする。 

  電気設備の一部は，再処理施設と共用する。 

  廃棄物管理施設の単線結線図を第7.5－３図に示す。また，燃料貯蔵設

備の系統概要図を第7.5－４図に示す。 

7.5.3.2 設計方針 

 (１) 本設備は，廃棄物管理施設の操作及び保安に必要な電気設備を設け，

外部電源系統からの電気の供給が停止した場合において，監視設備その

他必要な設備に使用することができる，予備電源用ディーゼル発電機，

直流電源設備及び無停電電源装置を予備電源として設ける設計とする。 

 ａ．外部電源系統は，２回線で受電する設計とする。 

 ｂ．予備電源は，外部電源喪失時にも監視設備その他必要な設備に電力を

供給できる十分な容量及び信頼性を有する設計とする。 

 (２) 廃棄物管理施設内のケーブル，電源盤等の材料は，可能な限り不燃

性又は難燃性のものを使用する設計とする。 

 (３) 廃棄物管理施設の安全避難通路には，外部電源喪失時に予備電源か

ら電力を供給するか，又は蓄電池を内蔵した誘導灯及び非常灯を設ける

設計とする。 
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   また，誘導灯は単純，明確かつ永続的な標識が付いた構造とする。 

 (４) 電気設備のうち燃料貯蔵設備を除く再処理施設と共用する設備は，

再処理施設において，機器の損壊，故障その他の異常が発生した場合は，

6.9ｋＶ運転予備用母線又は常用母線の遮断器を開放する設計とするこ

とにより，廃棄物管理施設に波及的影響を与えることを防止するととも

に，受電変圧器については，再処理施設への給電を考慮しても十分な容

量を有することで，共用によって廃棄物管理施設の安全性を損なわない

設計とする。 

 (５) 電気設備のうち再処理施設と共用する燃料貯蔵設備は，再処理施設

において，故障その他の異常が発生した場合でも，弁を閉止することに

より故障その他の異常による影響を局所化し，故障その他の異常が発生

した施設からの波及的影響を防止するとともに，再処理施設における使

用を想定しても，廃棄物管理施設に十分な燃料を供給できる容量を確保

することで，共用によって廃棄物管理施設の安全性を損なわない設計と

する。 

7.5.3.3 主要設備の仕様 

  電気設備の主要設備のうち予備電源用ディーゼル発電機の仕様を第7.5

－２表に示す。 

7.5.3.4 主要設備 

 (１) 本設備は，動力用変圧器，遮断器，運転予備用母線及び常用母線，

予備電源用ディーゼル発電機等で構成する。 

   廃棄物管理施設の電力は，東北電力ネットワーク株式会社の154ｋＶ

送電線２回線から廃棄物管理施設と共用する再処理施設の電気設備（既

設）を経て6.9ｋＶ運転予備用母線及び常用母線に接続する遮断器で受

電し，動力用変圧器を通して460Ｖに降圧した後，施設内の各負荷へ給
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電する。外部電源が喪失した場合に廃棄物管理施設の監視設備その他必

要な設備に電力を供給するため，十分な容量及び信頼性を有する予備電

源用ディーゼル発電機，直流電源設備及び無停電電源装置を予備電源と

して設ける。 

   電気設備の一部は，再処理施設と共用する。 

   保守等により予備電源用ディーゼル発電機を使用不能な状態にする場

合は，監視設備その他必要な設備に給電可能とするための措置を講ずる

ことを手順に定める。監視設備その他必要な設備を第7.5－３表に示す。 

 (２) ケーブル，ケーブルトレイ及び電線管の材料には，可能な限り不燃

性又は難燃性のものを使用する。さらに，ケーブルトレイ等が障壁を貫

通する場合は，火災対策上，障壁効果を減少させないような構造とする。 

 (３) 廃棄物管理施設の安全避難通路には，誘導灯及び非常灯を設ける。

誘導灯及び非常灯は，外部電源喪失時に予備電源から電力を供給するか，

又は蓄電池を内蔵する。 

   また，誘導灯は単純，明確かつ永続的な標識が付いた構造とする。 

7.5.3.5 評  価 

 (１) 本設備は，廃棄物管理施設の操作及び保安に必要な電気設備を設け，

外部電源系統からの電気の供給が停止した場合において，監視設備その

他必要な設備に使用することができる，予備電源用ディーゼル発電機，

直流電源設備及び無停電電源装置を予備電源として設ける設計としてい

る。 

 ａ．外部電源系統は，東北電力ネットワーク株式会社の154ｋＶ送電線２

回線から廃棄物管理施設と共用する再処理施設の電気設備（既設）を経

て受電する設計としている。 

 ｂ．予備電源は，外部電源喪失時にも監視設備その他必要な設備に電力を
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供給できる十分な容量及び信頼性を有する設計としている。 

 (２) 廃棄物管理施設内のケーブル，ケーブルトレイ及び電線管の材料に

は，可能な限り不燃性又は難燃性のものを使用する設計としている。 

 (３) 廃棄物管理施設の安全避難通路には，外部電源喪失時に予備電源か

ら電力を供給するか，又は蓄電池を内蔵した誘導灯及び非常灯を設ける

設計としている。 

   また，誘導灯は単純，明確かつ永続的な標識が付いた構造としている。 

 (４) 本設備のうち燃料貯蔵設備を除く再処理施設と共用する設備は，再

処理施設において，機器の損壊，故障その他の異常が発生した場合は，

6.9ｋＶ運転予備用母線又は常用母線の遮断器を開放する設計とするこ

とで，廃棄物管理施設に波及的影響を与えることを防止するとともに，

受電変圧器については，再処理施設への給電を考慮しても十分な容量を

有することで，共用によって廃棄物管理施設の安全性を損なわない。 

 (５) 本設備のうち再処理施設と共用する燃料貯蔵設備は，再処理施設に

おいて，故障その他の異常が発生した場合でも，弁を閉止することによ

り故障その他の異常による影響を局所化し，故障その他の異常が発生し

た施設からの波及的影響を防止するとともに，再処理施設における使用

を想定しても，廃棄物管理施設に十分な燃料を供給できる容量を確保す

ることで，共用によって廃棄物管理施設の安全性を損なわない。 
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7.5.4 通信連絡設備 

7.5.4.1 概  要 

  安全設計上想定される事故が発生した場合において，廃棄物管理施設内

の各所の者への必要な操作，作業又は退避の指示等の連絡ができるよう，

警報装置及び通信方式の多様性を備えた通信連絡設備を設置する。 

  廃棄物管理施設外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができる

よう，通信方式の多様性を備えた構成の回線に接続する。 

  通信連絡設備の一部は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

7.5.4.2 設計方針 

 (１) 安全設計上想定される事故が発生した場合において，廃棄物管理施

設内の各所の者への必要な操作，作業又は退避の指示等の連絡をブザー

鳴動等により行うことができる装置及び音声により行うことができる設

備として，警報装置及び所内通信連絡設備を設ける設計とする。 

 (２) 所内通信連絡設備は，有線回線又は無線回線による通信方式の多様

性を備えた設計とする。 

 (３) 安全設計上想定される事故が発生した場合において，制御室から廃

棄物管理施設外の必要箇所へ事故の発生等に係る通信連絡を音声により

行うことができる設備として，所外通信連絡設備を設ける設計とする。 

 (４) 所外通信連絡設備は，有線回線又は衛星回線による通信方式の多様

性を備えた構成の回線に接続することで，輻輳等による制限を受けるこ

とのない設計とする。 

 (５) 本設備のうち再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用する所内通

信連絡設備は，同一の端末を使用する設計又は十分な容量を確保する設

計とすることで，共用によって廃棄物管理施設の安全性を損なわない設

計とする。 
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7.5.4.3 主要設備の仕様 

  通信連絡設備の主要設備の仕様を第7.5－４表に示す。 

7.5.4.4 主要設備 

  本設備は，警報装置，所内通信連絡設備及び所外通信連絡設備から構成

する。 

 (１) 警報装置及び所内通信連絡設備 

   安全設計上想定される事故が発生した場合において，廃棄物管理施設

内の従事者等に必要な操作，作業又は退避の指示等の連絡をブザー鳴動

等により行うことができる装置及び音声により行うことができる設備と

して，ページング装置及び所内携帯電話を設置する。 

   所内通信連絡設備は，有線回線又は無線回線による通信方式の多様性

を備えた構成の回線に接続する設計とする。 

   ページング装置及び所内携帯電話は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工

施設と共用する。 

 (２) 所外通信連絡設備 

   安全設計上想定される事故が発生した場合において，廃棄物管理施設

外の国，地方公共団体，その他関係機関等の必要箇所へ事故の発生等に

係る連絡を音声により行うことができる設備として，一般加入電話及び

衛星携帯電話を設置する。 

   所外通信連絡設備は，有線回線又は衛星回線による通信方式の多様性

を備えた構成の回線に接続し，輻輳等による制限を受けることなく常時

使用できる設計とする。 

   所外通信連絡設備は，定期的に点検を行うことにより，回線の状態を

監視し，常時使用できることを確認する。 
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7.5.4.5 試験検査 

  警報装置，所内通信連絡設備及び所外通信連絡設備は，その健全性及び

能力を確認するため，運転中又は停止中に，機能，性能の確認及び外観

の確認が可能な設計とする。 

7.5.4.6 手順等 

通信連絡設備については，以下の内容を含む手順を定め，適切な管理

を行う。 

 (１) 通信連絡設備の操作については，あらかじめ手順を整備し，的確に

実施する。 

 (２) 所外通信連絡設備については，通信が正常に行われていることを確

認するため，定期的に点検を行うとともに，異常時の対応に関する手

順を整備する。 

 (３) 社内外の関係先へ，的確，かつ，迅速に通報連絡ができるよう，原

子力防災訓練等を定期的に実施する。 
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7.5.5 圧縮空気設備 

7.5.5.1 概  要 

  本設備は，廃棄物管理施設内の各施設で使用する圧縮空気を供給する設

備である。 

  本設備は，再処理施設の一般圧縮空気系と共用する。 

  圧縮空気設備の系統概要図を第7.5－５図に示す。 

7.5.5.2 設計方針 

 (１) 本設備は，廃棄物管理施設内の各施設で使用する圧縮空気を供給でき

る設計とする。 

 (２) 本設備は再処理施設の一般圧縮空気系と共用し，再処理施設における

使用を想定しても，廃棄物管理施設に十分な圧縮空気を供給できる容

量を確保し，故障その他の異常が発生した場合でも，弁を閉止するこ

とにより故障その他の異常による影響を局所化し，故障その他の異常

が発生した施設からの波及的影響を防止することで，共用によって廃

棄物管理施設の安全性を損なわない設計とする。 

7.5.5.3 主要設備の仕様 

  圧縮空気設備の主要設備の仕様を第7.5－５表に示す。 

7.5.5.4 主要設備 

  本設備は，空気圧縮機等で構成し，各施設に圧縮空気を供給する。 

  本設備は，再処理施設の一般圧縮空気系と共用する。 

7.5.5.5 評  価 

 (１) 本設備は，適切な容量の空気圧縮機等を設ける設計とするので，各

施設で使用する圧縮空気を供給できる。 

 (２) 本設備は，再処理施設の一般圧縮空気系と共用し，再処理施設にお

ける使用を想定しても，廃棄物管理施設に十分な圧縮空気を供給でき
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る容量を確保し，故障その他の異常が発生した場合でも，弁を閉止す

ることにより故障その他の異常による影響を局所化し，故障その他の

異常が発生した施設からの波及的影響を防止することで，共用によっ

て廃棄物管理施設の安全性を損なわない。 
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7.5.6 給水処理設備 

7.5.6.1 概  要 

  本設備は，廃棄物管理施設内の各施設で使用するろ過水を供給する設備

である。 

  本設備は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

  給水処理設備の系統概要図を第7.5－６図に示す。 

7.5.6.2 設計方針 

 (１) 本設備は，廃棄物管理施設内の各施設で使用するろ過水を供給でき

る設計とする。 

 (２) 本設備の屋外機器は，必要に応じて凍結を防止できる設計とする。 

 (３) 本設備は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における使用を想定

しても，廃棄物管理施設に十分なろ過水を供給できる容量を確保し，故

障その他の異常が発生した場合でも，弁を閉止することにより故障その

他の異常による影響を局所化し，故障その他の異常が発生した施設から

の波及的影響を防止することで，共用によって廃棄物管理施設の安全性

を損なわない設計とする。 

7.5.6.3 主要設備の仕様 

  給水処理設備の主要設備の仕様を第7.5－６表に示す。 

7.5.6.4 主要設備 

   本設備は，ろ過水貯槽で構成し，二又川河川水を除濁ろ過したろ過水

を受け入れ，貯留する。 

   また，本設備の屋外機器は，必要に応じ保温材の設置等で，凍結を防

止する設計とする。 

   本設備は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 
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7.5.6.5 評  価 

 (１) 本設備は，適切な容量のろ過水貯槽を設ける設計とするので，廃棄

物管理施設内の各施設で使用するろ過水を供給することができる。 

 (２) 本設備の屋外機器は，保温材の設置等により凍結防止ができる。 

 (３) 本設備は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用し，再処理施

設及びＭＯＸ燃料加工施設における使用を想定しても，廃棄物管理施

設に十分なろ過水を供給できる容量を確保し，故障その他の異常が発

生した場合でも，弁を閉止することにより故障その他の異常による影

響を局所化し，故障その他の異常が発生した施設からの波及的影響を

防止することで，共用によって廃棄物管理施設の安全性を損なわな

い。 
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7.5.7 蒸気供給設備 

7.5.7.1 概  要 

  本設備は，廃棄物管理施設内の各施設で使用する蒸気を供給する設備で

ある。 

  本設備は，再処理施設の一般蒸気系と共用する。 

  蒸気供給設備の系統概要図を第7.5－７図に示す。 

7.5.7.2 設計方針 

 (１) 本設備は，廃棄物管理施設内の各施設で使用する蒸気を供給できる

設計とする。 

 (２) 本設備は，再処理施設における使用を想定しても，廃棄物管理施設

に十分な蒸気を供給できる容量を確保し，故障その他の異常が発生した

場合でも，弁を閉止することにより故障その他の異常による影響を局所

化し，故障その他の異常が発生した施設からの波及的影響を防止するこ

とで，共用によって廃棄物管理施設の安全性を損なわない設計とする。 

7.5.7.3 主要設備の仕様 

  蒸気供給設備の主要設備の仕様を第7.5－７表に示す。 

7.5.7.4 主要設備 

  本設備は，ボイラ等で構成し，廃棄物管理施設内の各施設で使用する蒸

気を供給する。 

  本設備は，再処理施設の一般蒸気系と共用する。 

7.5.7.5 評  価 

 (１) 本設備は，適切な容量のボイラを設ける設計とするので，廃棄物管

理施設内の各施設で使用する蒸気を供給することができる。 

 (２) 本設備は，再処理施設における使用を想定しても，廃棄物管理施設

に十分な蒸気を供給できる容量を確保し，故障その他の異常が発生し
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た場合でも，弁を閉止することにより故障その他の異常による影響を

局所化し，故障その他の異常が発生した施設からの波及的影響を防止

することで，共用によって廃棄物管理施設の安全性を損なわない。 
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第7.2－１表 気体廃棄物の廃棄施設の主要設備の仕様 

 

 (１) 収納管排気設備 

 ａ．ガラス固化体貯蔵建屋 

 (ａ) 貯蔵ピット収納管排気フィルタ ユニット 

   種    類   高性能粒子フィルタ１段内蔵形 

   粒子除去効率   99.9％以上（0.3μｍＤＯＰ粒子） 

   基    数   ２（うち１基は予備） 

   容    量   約 100ｍ３／ｈ／基 

 (ｂ) 貯蔵ピット収納管排風機 

   台    数   ２（うち１台は予備） 

   容    量   約 100ｍ３／ｈ／台 

 (ｃ) サンプリング装置 

   種    類   ガス サンプリング方式 

   基    数   ２ 

 ｂ．ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟 

 (ａ) 貯蔵ピット収納管排気フィルタ ユニット 

   種    類   高性能粒子フィルタ１段内蔵形 

   粒子除去効率   99.9％以上（0.3μｍＤＯＰ粒子） 

   基    数   ２（うち１基は予備） 

    容    量   約 100ｍ３／ｈ／基 

 (ｂ) 貯蔵ピット収納管排風機 

   台    数   ２（うち１台は予備） 

   容    量   約 100ｍ３／ｈ／台  
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 (ｃ) サンプリング装置 

   種    類   ガス サンプリング方式 

   基    数   ２ 

 (２) 換気設備 

 ａ．ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋排気系統 

 (ａ) 管理区域排気フィルタ ユニット 

   種    類   高性能粒子フィルタ１段内蔵形 

   基    数   ５（うち１基は予備） 

   粒子除去効率   99.9％以上（0.3μｍＤＯＰ粒子） 

   容    量   約6,000ｍ３／ｈ／基 

 (ｂ) 検査室排気フィルタ ユニット 

   種    類   高性能粒子フィルタ１段内蔵形 

   基    数   16（うち１基は予備） 

   粒子除去効率   99.9％以上（0.3μｍＤＯＰ粒子） 

   容    量   約6,000ｍ３／ｈ／基 

 (ｃ) 管理区域排風機 

   台    数   ２（うち１台は予備） 

   容    量   約21,000ｍ３／ｈ／台 

 (ｄ) 検査室排風機 

   台    数   ２（うち１台は予備） 

   容    量   約88,000ｍ３／ｈ／台 

 ｂ．ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟排気系統 

 (ａ) 管理区域排気フィルタ ユニット 

   種    類   高性能粒子フィルタ１段内蔵形 

   基    数   ７（うち１基は予備） 
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   粒子除去効率   99.9％以上（0.3μｍＤＯＰ粒子） 

   容    量   約6,000ｍ３／ｈ／基 

 (ｂ) 管理区域排風機 

   台    数   ２（うち１台は予備） 

   容    量   約30,000ｍ３／ｈ／台 

 ｃ．ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒（再処理施設と一部共用） 

   基    数   １ 

   口    径   約1.9ｍ 

   高    さ   地上約75ｍ 

 (３) その他 

 ａ．冷却空気出口シャフト（ガラス固化体貯蔵建屋） 

   基    数   ２ 

 ｂ．冷却空気出口シャフト（ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟） 

   基    数   ２ 
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第7.3－１表 廃水貯蔵設備の主要設備の仕様 

 

 (１) 廃水貯槽 

    種  類   たて置円筒形 

    材  質   ステンレス鋼 

    基  数   ２ 

    容  量   約５ｍ３／基 
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第7.4－１表 固体廃棄物貯蔵設備の主要設備の仕様 

 

 (１) 固体廃棄物貯蔵室 

    面  積   約400ｍ２ 

    貯蔵容量   約1,200本（200ℓドラム缶換算） 
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第7.5－１表 消防用設備の主要設備の仕様 

 

 (１) 火災発生防止設備   １ 式 

 (２) 自動火災報知設備   １ 式 

 (３) 消火設備 

 ａ．消火栓設備      １ 式 

 ｂ．ガス消火設備     １ 式 

 

  



5－7－39 

第7.5－２表 電気設備の主要設備の仕様 

 

 (１) 予備電源用ディーゼル発電機 

 
エンジン 

台  数 

出  力 

 
 

１ 

約1,700kW(連続) 

 
発電機 

台  数 

容  量 

 
 

１ 

約2,000ｋＶＡ 
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第7.5－３表 監視設備その他必要な設備 

 

 (１) 計測制御設備 

 (２) 放射線監視設備の屋内モニタリング設備及び排気モニタリング設備 

 (３) 消防用設備の自動火災報知設備 

 (４) 電気設備の誘導灯及び非常灯 

 (５) 通信連絡設備 
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第 7.5－４表 通信連絡設備の主要設備の仕様 

 

 (１) 所内通信連絡設備 

 ａ．ページング装置（再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

    通信回線     有線方式 

    基  数     １ 式 

 ｂ．所内携帯電話（再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

    通信回線     有線方式，無線方式 

    基  数     １ 式 

 (２) 所外通信連絡設備 

 ａ．一般加入電話 

    通信回線     有線方式 

    基  数     １ 式 

 ｂ．衛星携帯電話 

    通信回線     衛星方式 

    基  数     １ 式 
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第 7.5－５表 圧縮空気設備の主要設備の仕様 

 

空 気 圧 縮 機 

（再処理施設と共用） 

空 気 貯 槽 

（再処理施設と共用） 

容  量 
（ｍ３／ｍｉｎ） 
[ｎｏｒｍａｌ] 
(１台当たり) 

台  数 
容  量 

(ｍ３) 
基  数 

約 100 １ 

約100 １ 

約 130 ３ 
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第 7.5－６表 給水処理設備の主要設備の仕様 

 

 (１) ろ過水貯槽（再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

    基  数   １ 

    容  量   約2,500ｍ３  

  



5－7－44 

第 7.5－７表 蒸気供給設備の主要設備の仕様 

 

 (１) ボイラ（再処理施設と共用） 

    基  数   ３ 

    容  量   約50ｔ／ｈ（１基当たり） 
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第7.2－１図 収納管排気設備及び換気設備の系統概要図 
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第 7.3－1 図 廃水貯蔵設備の系統概要図 

管理区域内床ドレン 

手洗い・シャワードレン 

廃水貯槽 



 

5
－
7
－
4
7
 

 

 

 

 

ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋 再処理施設 

Ｂ Ｐ Ｔ 

火災信号 

表示灯・ベル 

火 災 報 知 盤 防  災  盤 

消火ポンプ 

消火ポンプ 

起動信号 

消火ポンプ 

起動確認 

信号 

火 災 報 知 盤 防 災 盤 

火災信号 

第 7.5－１図 自動火災報知設備の系統概要図 
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第7.5－３図 廃棄物管理施設の単線結線図 
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第 7.5－４図 燃料貯蔵設備の系統概要図 
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第7.5－５図 圧縮空気設備の系統概要図 
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第7.5－６図 給水処理設備の系統概要図 
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第7.5－７図 蒸気供給設備の系統概要図 
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8. 運転保守 

8.1 基本方針 

廃棄物管理施設の運転保守の基本方針は,｢原子炉等規制法」第51条の18

第２項の規定に基づいて保安規定を定め，これによるものとする。 

 

8.2 組織及び職務 

  廃棄物管理施設の保安組織は，社長，監査室長，安全・品質本部長，再

処理事業部長，技術本部長，廃棄物取扱主任者，再処理計画部，品質保証

部，安全管理部，放射線管理部，核物質管理部，新基準設計部，再処理工

場，技術管理部，土木建築部，エンジニアリングセンターをもって構成す

る。 

  廃棄物管理事業変更許可申請を伴う変更，保安規定の変更等について，

他事業等の代表者を含む委員によって，全社的観点（他事業との整合性

等）から保安上の基本方針を審議する品質・保安会議（副社長（安全担

当）が議長）を設置する。また，廃棄物管理施設の改造計画，ガラス固化

体の受入れ計画等について，技術的専門性を有した委員によって，廃棄物

管理施設に係る保安業務全体の観点から保安に係る基本的な計画の妥当性

を審議する貯蔵管理安全委員会（再処理事業部長が委員長を任命）を設置

する。さらに，品質保証活動の実施状況を確認し，経営として評価，審議

するため，安全・品質改革委員会（社長が委員長）を設置する。 

 

8.3 運転管理 

廃棄物管理施設の運転管理は，保安規定に定める廃棄物管理施設運転上

の制限，廃棄物管理施設運転上の条件及び異常時の措置を遵守し，廃棄物

管理施設の運転に習熟した者を確保し，かつ，機器の性能及び状態を正し
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く把握した上で行う。 

 

8.4 ガラス固化体の受入れ管理 

ガラス固化体の受入れは，あらかじめ定める受入れ計画等に従い，受け

入れるガラス固化体の仕様が受入れ基準に適合することを確認するととも

に，輸送容器及び搬送設備を使用し，保安のために必要な措置を取りなが

ら行う。 

 

8.5 放射性廃棄物管理 

気体廃棄物を廃棄物管理施設外に放出する場合は，法令に定められた濃

度限度を遵守することはもちろん，敷地周辺の一般公衆の線量を合理的に

達成できる限り低くするように努め，排気モニタリング設備で監視しつつ

放出を行う。 

また，液体廃棄物及び固体廃棄物の施設内保管廃棄については，所定の

貯蔵設備において厳重に管理する。 

 

8.6 放射線管理 

放射線管理は，周辺監視区域外の線量及び放射線業務従事者の線量を法

令に定められた線量限度以下とすることはもちろん，一般公衆の線量及び

放射線業務従事者等の立入場所における線量を合理的に達成できる限り低

くする方針で行う。 

また，廃棄物管理施設には，管理区域及び周辺監視区域を設け，出入管

理，被ばく管理，管理区域内における作業管理，放射線の測定，放射性汚

染物質の移動の管理等を厳重に実施する。 
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8.7 保  守 

廃棄物管理施設の保守は，保安規定に定める定期的な検査，補修及び改

造に関する規定を遵守し，所定の計画と適切な手順に従って，廃棄物管理

施設内の安全の確保を妨げることがないように行う。 

 

8.8 緊急時の措置 

地震，火災，その他の原因によって相当な規模の災害が発生するおそれ

がある場合，又は発生した場合には，廃棄物管理施設の通常組織とは異な

る緊急時組織を設置して，事故原因の除去，災害の拡大防止等のための活

動を迅速かつ適切に行う。 

 

8.9 教育及び訓練 

所員に対して，廃棄物管理施設の運転，保安及び放射線防護に関する教

育並びに緊急事態に対処するための総合的な実施訓練を定期的及び必要に

応じて計画し実施する。 

 

8.10 健康管理 

労働安全衛生法に基づいて所員の健康診断を実施し，必要がある場合は

保健指導及び就業上の措置を講ずる。 

また，廃棄物管理施設内においての人の障害の発生又はそのおそれがあ

る場合は，必要な応急措置をとる。 

 

8.11 所員以外の者に対する保安措置 

所員以外の者を施設内に立ち入らせる場合は，保安上必要な注意を与え

るとともに，特に管理区域内で作業する請負業者には放射性防護に関する
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教育及び訓練について，放射線業務従事者と同等の措置を講ずるよう指導

する。 

 

8.12 記録及び報告 

廃棄物管理施設の保安に関する事項を法令に定めるところにより記録

し，保存するとともに，必要な機関に報告を行う。 



 

 

 

 

 

追     補 

 

 

 

追補１「1. 安全設計」の追補 ························································· １ 



 

－1－ 

Ⅰ Ｆ－４ＥＪ改の衝撃荷重による応答の評価 

 

  建物・構築物の防護設計においては，質量20ｔ，速度150ｍ／ｓとした

Ｆ－16相当の航空機による衝撃荷重（以下ここでは「防護設計条件」とい

う。）を用いることとした。 

  ここでは，第１表に示すとおり，Ｆ－16相当の航空機とＦ－４ＥＪ改の

諸元を比較すると，Ｆ－４ＥＪ改については航空機の質量，速度について

健全性への影響が厳しくなる方向であり，機体長さ，胴体部投影面積につ

いてはＦ－16相当の航空機の方が健全性への影響が厳しくなる方向である

ので，Ｆ－４ＥＪ改の衝撃荷重による鉄筋コンクリート版等の応答と，防

護設計条件による鉄筋コンクリート版等の応答について比較検討する。 

 

第１表 航空機諸元の比較 

諸元 Ｆ－16相当の航空機 Ｆ－４ＥＪ改 

航空機の質量 [ｔ] 20 22 

速度     [ｍ／ｓ] 150 155 

機体長さ   [ｍ] 15.03(11) 18.53(3),(4) 

胴体部投影面積[ｍ2] 2.66(5) 4.6(4) 

 

1. 検討条件 

 (１) Ｆ－４ＥＪ改の衝撃荷重の設定 

   Ｆ－４ＥＪ改の衝撃荷重は，防護設計条件と同様に，Riera が理論的

に導いた評価式に
（１）

，実物航空機を用いた実験
（２）

から得られた成果を反映し

た式に基づいて算定する。 

   なお，衝突面における航空機の破壊強度及び衝突面における航空機の

単位長さ当たりの質量は，文献
（２）

を参考に機体の質量，長さに
（３）（４）

合わせて策



 

－2－ 

定し，衝撃荷重曲線は防護設計条件の場合と同様に平滑化する。第１図

にＦ－４ＥＪ改による衝撃荷重曲線を防護設計条件による衝撃荷重曲線

と比較して示す。 

 (２) 衝撃荷重の作用範囲 

 衝撃荷重の作用範囲は，武藤等
（２）

の実験結果に基づき航空機の胴体部投

影面積
（４）（５）

の２倍の面積を有する円とする。防護設計条件の作用範囲は直径

2.6ｍの円，Ｆ－４ＥＪ改の衝撃荷重の作用範囲は直径 3.4ｍの円とし，

荷重は均一に作用するものとする。 

 (３) 解析方法 

   機体全体の衝突による鉄筋コンクリート版の全体的な破壊に関する評

価においては，Ｆ－４ＥＪ改の衝撃荷重により生じるコンクリート及び

鉄筋の歪を有限要素法を用いた版の応答解析により求め，得られた歪と

防護設計条件による歪を比較する。 

   解析に使用する計算機コードは，積層シェル要素を用いた「CARC-SHE

LL-DYN」であり，内田等
（６）

，菅野等
（７）

によりその妥当性が確認されているも

のである。 

 (４) 解析モデル 

   防護版の支持条件を考慮し，２辺支持一方向版の解析モデルを選定す

る。また，支持条件とともに版の応答特性に影響の大きい版の支持スパ

ンについては，５ｍ，10ｍ，15ｍ，20ｍの４種類を設定する。版厚につ

いては1.2ｍの鉄筋コンクリート版とする。 

 (５) 解析用諸定数 

   解析に用いる材料の物性値は，材料強度の動的増加率（DIF）を考慮 

した以下の値とする。 

   鉄筋コンクリートの単位容積重量：
（８）

23.5ｋＮ／ｍ３ 
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   コンクリートの圧縮強度    ：36.8Ｎ／ｍｍ２(DIF＝1.25を
（９）

考慮) 

   コンクリートのヤング係数     ：2.82×10４Ｎ／
（８）

ｍｍ２（圧縮強度 

                   36.8Ｎ／ｍｍ２に対するヤング係数) 

   コンクリートのポアソン比   ：0.167
（８）

 

   鉄筋の材料強度        ：412Ｎ／ｍｍ２(DIF＝1.1を考
（１０）

慮) 

   鉄筋のヤング係数       ：2.06×105Ｎ／
（８）

ｍｍ２ 

 

2. 解析結果 

  Ｆ－４ＥＪ改の衝撃荷重により生じるコンクリート及び鉄筋の歪の最大

値を防護設計条件による歪の最大値と比較して第２図に示す。 

  Ｆ－４ＥＪ改の衝撃荷重により生じるコンクリート及び鉄筋の歪は，防

護版の支持条件及び支持スパンによらず，Ｆ－４ＥＪ改の方が「機体長

さ」が約1.25倍長いことにより衝撃荷重のピークが小さくなること，及び

「胴体部投影面積」が大きいことにより衝撃荷重の作用範囲が約1.7倍と

なり単位面積当たりの衝撃荷重が小さくなることにより，全て防護設計条

件による歪を下回った。この傾向は衝撃荷重の特性そのものによるもので

あり，コンクリート版の版厚，種類によって変わるものではない。 

 

3. まとめ 

  Ｆ－４ＥＪ改の衝撃荷重による鉄筋コンクリート版等の応答と，防護設

計条件による鉄筋コンクリート版等の応答について比較検討した結果，Ｆ

－４ＥＪ改の衝撃荷重により生じるコンクリート及び鉄筋又は鋼材の歪は，

防護設計条件による歪を上回るものではない。このことから，建物・構築

物の防護設計における鉄筋コンクリート版等の全体的な破壊に対しては，

防護設計条件を用いて設計することとした。 
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第２図 ２辺支持一方向版の最大応答歪 
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1. 放射線防護に関する基本方針 

1.1 基本的考え方 

  放射線被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に当たっては，「核原料物質，

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（以下「原子炉等規制法」と

いう。）及び「労働安全衛生法」を遵守し，廃棄物管理施設に起因する放

射線被ばくから公衆及び放射線業務従事者等を防護するため十分な放射線

防護対策を講ずる。 

  さらに，公衆の線量及び放射線業務従事者等の立入場所における線量が

合理的に達成できる限り低くなるようにする。 

  放射線による被ばくの管理及び放射性廃棄物管理の運用については，

「原子炉等規制法」に基づく保安規定に定める。 
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1.2 具体的方法 

 (１) 廃棄物管理施設に係る公衆の線量及び放射線業務従事者等の立入場

所における線量を合理的に達成できる限り低くする方針で，遮蔽設備，

放射線管理設備及び放射性廃棄物の廃棄施設を設計し，運用する。 

 (２) 放射線業務従事者等に対しては，管理区域を設定して，外部放射線

に係る線量当量，空気中の放射性物質の濃度及び床等の表面の放射性物

質の密度を監視して，その結果を管理区域の諸管理に反映し，線量の低

減に努める。 

 (３) 放射線業務従事者に対しては，被ばく歴を把握するとともに，常に

線量当量を測定し，線量の評価を行い，線量の低減に努める。 

   さらに，定期的に健康診断を行って身体的状態を把握する。 

 (４) 管理区域の外側には，周辺監視区域を設定して，この区域では人の

居住を禁止し，境界に柵又は標識を設ける等の方法によって業務上立ち

入る者以外の者の立入りを制限する。 

 (５) 気体廃棄物の大気中への放出については，公衆の線量が，合理的に

達成できる限り低くなるように努める。 

 (６) 廃棄物管理施設からの平常時の直接線及びスカイシャイン線に起因

する敷地境界外での線量については，合理的に達成できる限り低くなる

ように遮蔽材の使用等による設計上の配慮を行う。 
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2. 施設の放射線管理 

2.1 管理区域及び周辺監視区域の設定 

2.1.1 管理区域 

  廃棄物管理設備本体，放射性廃棄物の受入れ施設等の場所であって，そ

の場所における外部放射線に係る線量，空気中の放射性物質の濃度又は放

射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度が，「核原料物

質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等

を定める告示」（平成27年８月31日原子力規制委員会告示第８号）（以下

「線量告示」という。）（第１条）に定められた値を超えるか，又は超え

るおそれのある区域は，すべて管理区域とする。 

  管理区域の設定に当たっては，室，建物その他の施設の配置及び管理上

の便宜をも考慮して，ガラス固化体受入れ建屋，ガラス固化体貯蔵建屋，

ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟及び北換気筒管理建屋に管理区域を設ける。ガ

ラス固化体受入れ建屋，ガラス固化体貯蔵建屋，ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ

棟及び北換気筒管理建屋の管理区域については，添付書類五「1.2 放射

線の遮蔽に関する設計」に示す遮蔽設計区分概略図の区分Ｉ１を除いた範

囲が該当する。 

  また，ガラス固化体輸送容器（以下「輸送容器」という。）等の搬出入

時等において，一時的に上記管理区域に係る値を超えるか，又は超えるお

それのある区域が生じた場合は，一時的な管理区域とする。 
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2.1.2 周辺監視区域 

  管理区域の周辺の区域であって外部放射線に係る線量及び空気中の放射

性物質の濃度が，「線量告示」（第２条及び第８条）に定められた値を超

えるおそれのある区域を周辺監視区域とする。周辺監視区域の設定に当た

っては，管理上の便宜も考慮して第2.1－１図に示すように敷地境界付近

に境界を設定する。 

  



6－2－3 

2.2 管理区域の管理 

  管理区域については，「核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された

物の廃棄物管理の事業に関する規則」（以下「廃棄物管理事業規則」とい

う。）（第27条）に従って，次の措置を講ずる。 

 (１) 壁，柵等の区画物によって区画するほか，標識を設けることによっ

て明らかに他の場所と区別し，かつ，放射線等の危険性の程度に応じて

人の立入制限，鍵の管理等の措置を講ずる。 

 (２) 床，壁その他人の触れるおそれのある物であって，放射性物質によ

って汚染された物の表面の放射性物質の密度が，「線量告示」（第４条）

に定められた表面密度限度を超えないようにする。 

 (３) 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁

止する。 

 (４) 管理区域から人が退去し，又は物品を持ち出そうとする場合には，

その者の身体及び衣服，履物等身体に着用している物並びにその持ち出

そうとする物品（その物品を容器に入れ又は包装した場合には，その容

器又は包装）の表面の放射性物質の密度が(２)の表面密度限度の十分の一

を超えないようにする。 

   また，管理区域は，外部放射線に係る線量率，放射性物質による汚染

の有無，放射線業務従事者の立入頻度等に差異があるので，これらのこ

とを考慮して適切な諸管理を行う。 

   ただし，放射性物質を密封して取り扱い又は貯蔵し，汚染のおそれの

ない区域は，外部放射線のみの管理を行う。 
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2.2.1 管理区域の区分 

  管理区域は，外部放射線に係る線量率の高低，空気中の放射性物質の濃

度，床等の表面の放射性物質の密度に起因する汚染の高低等を勘案して，

第2.2－１表に示すように，グリーン区域，イエロ区域及びレッド区域に

区分する。さらに，グリーン区域及びイエロ区域は，外部放射線に係る線

量率の高低に応じ区分し管理する。これら区域間において段階的な出入管

理を行うことによって管理区域へ立ち入る者の被ばく管理等が容易かつ確

実に行えるようにする。 

  



6－2－5 

2.2.2 遮  蔽 

  放射線業務従事者を外部被ばくから防護するため，関係各場所への立入

りの頻度，立入時間等を考慮して，第2.2－２表のように管理区域の遮蔽

設計に係る基準線量率を定め，これらの基準に適合するように遮蔽設計を

行う。 

  遮蔽については，添付書類五「1.2 放射線の遮蔽に関する設計」に示

す。 

  第2.2－２表に示す時間は，毎週必ず立ち入る時間を示すものではなく，

立入りに対する制限は，線量率，作業に要する時間，個人の線量等を考慮

して決定する。 
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2.2.3 換  気 

  放射線業務従事者等を汚染された空気による被ばくから防護するため，

換気設備は，以下の条件を満足するように管理する。 

 (１) 空気中の放射性物質の濃度が，第2.2－１表に示す各区域について許

容されている値よりも，十分低くなっていること。 

 (２) 空気が汚染のおそれのある区域から清浄区域に流れないこと。 

  換気設備の具体的な説明は，添付書類五「7.2 気体廃棄物の廃棄施設」

に示す。 
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2.2.4 線量当量率等の測定 

  放射線業務従事者等の線量の管理が，容易かつ確実に行えるようにする

ため，屋内モニタリング設備及び放射線サーベイ機器により，管理区域の

放射線レベル等の状況を把握する。 

  また，管理区域における外部放射線に係る線量当量率等を管理区域入口

付近に表示する。 

 (１) 外部放射線に係る線量当量率の測定 

 ａ．エリアモニタによる測定 

   管理区域の外部放射線に係る線量を把握するため，管理区域の主要場

所について外部放射線に係る線量当量率を測定し，放射線レベルがあら

かじめ設定された値以上になると，制御室及び必要な箇所において警報

を発する。 

   エリアモニタの主な設置場所は，添付書類五「6. 放射線管理施設」

に示す。 

 ｂ．サーベイメータによる測定 

   放射線業務従事者等の立入頻度及び被ばくの可能性を考慮し，必要な

箇所については，定期的及び必要の都度サーベイメータによる外部放射

線に係る線量当量率の測定を行う。 

   サーベイメータとしては，次のものを使用する。 

    ガンマ線用サーベイメータ 

    中性子線用サーベイメータ 

 (２) 空気中の放射性物質の濃度の測定 

 ａ．ダストモニタによる測定 

   管理区域の空気中の放射性物質の濃度を把握するため，管理区域の主

要場所について空気中の放射性物質の濃度を測定し，放射能レベルがあ
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らかじめ設定された値以上になると，制御室及び必要な箇所において警

報を発する。 

   ダストモニタの主な設置場所は，添付書類五「6. 放射線管理施設」

に示す。 

 ｂ．サンプリング法による測定 

   放射線業務従事者等の立入頻度及び汚染のおそれを考慮し，必要な箇

所については，サンプリング法により空気中の放射性物質の濃度の測定

を定期的及び必要の都度行う。 

 (３) 表面の放射性物質の密度の測定 

   放射線業務従事者等が頻繁に立ち入る箇所について，サーベイ法又は

スミヤ法により，床，壁その他人の触れるおそれのある物の表面の放射

性物質の密度の測定を定期的及び必要の都度行う。 

   サーベイメータとしては，次のものを使用する。 

    アルファ線用サーベイメータ 

    ベータ線用サーベイメータ 
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2.2.5 人の出入管理等 

 (１) 管理区域への立入制限 

   管理区域への立入りは，あらかじめ指定された者で，かつ，必要な場

合に限るものとする。 

   管理区域への立入制限は，出入管理室において行う。 

 (２) 出入管理の原則 

 ａ．管理区域の人の出入りについては，出入管理室において確認し記録す

る。 

 ｂ．管理区域に立ち入る者には，所定の被服，個人線量計等を着用させる。 

 ｃ．汚染のおそれのある管理区域から退出する者には，退出モニタ等によ

って表面汚染検査を行わせる。 

 ｄ．管理区域の人が立ち入る場所であって，外部放射線に係る線量率が高

い区域（50μＳｖ／ｈを超える区域）については，必要に応じて立入り

の制限，鍵の管理等を実施し，放射線業務従事者等の線量の低減に努め

る。 

 ｅ．原則として第2.2－１表に示すレッド区域には，放射線業務従事者等

が立ち入らないようにする。 

   ただし，立入りが必要となった場合には，線量率の低減等の措置を行

うとともに，立入りに際しては十分な放射線管理を行う。 

 ｆ．見学者等一時的に立ち入る者が管理区域に立ち入る場合には，放射線

業務従事者を同行させ，その指示に従わせる。 

 (３) 管理区域での遵守事項 

 ａ．放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止

する。 

 ｂ．異常事態の発生又はそのおそれがある事象を発見した場合は，直ちに
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必要箇所へ連絡させ，その指示に従わせる。 
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2.2.6 物品の搬出入管理 

管理区域への物品の持込み持出しは，原則として出入管理室において行

う。 

ただし，輸送容器，大型機器等の搬出入に際しては，機器搬出入口で放

射線業務従事者等の出入管理及び物品類の搬出入管理を行うこととし，必

要に応じて臨時の出入管理設備を設ける。 

汚染のおそれのある管理区域から物品を持ち出そうとする場合には，そ

の持ち出そうとしている物品（その物品を容器に入れ又は包装した場合に

は，その容器又は包装）の表面汚染検査を行う。 
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2.2.7 作業管理 

  管理区域での作業は，放射線業務従事者の不必要な放射線被ばくを防止

することを旨として次のように行う。 

 (１) 事前に作業環境に応じて防護具類の着用，時間制限等必要な条件を

定め，放射線業務従事者の個人被ばく歴を考慮して合理的な作業計画を

立てる。 

   また，必要に応じて事前に作業訓練を行う。 

 (２) 作業中には，必要に応じ，外部放射線に係る線量当量率及び空気中

の放射性物質の濃度を測定し，必要な場合には，一時的遮蔽の使用，除

染等を行い，作業環境の保全に努める。 

 (３) 請負業者の作業管理については，当社放射線業務従事者に準じて行

うほか，立会等により指導監督を行う。 
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2.3 周辺監視区域の管理 

  「廃棄物管理事業規則」（第27条）の規定に基づき，周辺監視区域は人

の居住を禁止し，境界に柵又は標識を設ける等の方法によって周辺監視区

域に業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限する。 

  周辺監視区域は，「線量告示」（第１条）に定められた外部放射線に係

る線量，空気中の放射性物質の濃度及び放射性物質によって汚染された物

の表面の放射性物質の密度以下に保つ。 

  具体的には，外部放射線に係る線量については，管理区域の外側におい

て，３月間について1.3ｍＳｖを超えないよう管理する。空気中の放射性

物質の濃度については，管理区域との境界を壁等によって区画するととも

に，放射性物質の濃度の高い空気が管理区域から容易に流出することのな

いよう換気設備を管理する。 

  また，放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度につ

いては，「2.2 管理区域の管理」に述べたように人及び物品の出入管理

を十分に行う。 

  これら基準を満足していることを確認するために，周辺監視区域内にお

いて定期的に外部放射線に係る線量当量の測定を行い，必要に応じて放射

線サーベイを行う。 

  周辺監視区域外において，「線量告示」（第２条及び第８条）に定めら

れた線量限度及び濃度限度以下になるよう管理する。 
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2.4 個人被ばく管理 

  放射線業務従事者の個人被ばく管理は，常に線量当量を測定し，線量の

評価を行うとともに定期的及び必要に応じて健康診断を実施し，身体的状

態を把握することによって行う。 

 (１) 管理区域立入り前の措置 

   放射線業務従事者に対しては，あらかじめ次のような措置を講ずる。 

 ａ．放射線防護に関する教育及び訓練を行う。 

 ｂ．被ばく歴及び健康診断結果を調査し，問題のないことを確認する。 

 (２) 放射線業務従事者の線量限度 

   放射線業務従事者の線量は，「線量告示」（第５条及び第７条）に定

められた線量限度を超えないようにする。 

 (３) 線量の管理 

   放射線業務従事者の線量が，線量限度を超えないように以下の管理を

行う。 

 ａ．外部被ばくに係る線量当量の測定 

 (ａ) 放射線業務従事者には，管理区域において，個人線量計を着用させ，

外部被ばくに係る線量当量の積算値を日ごと及び定期的に測定する。 

   また，見学者等一時的に立ち入る者には，個人線量計により，その都

度外部被ばくに係る線量当量の測定を行う。 

 (ｂ) 特殊な作業に従事する者に対しては，その作業に応じて適切な個人

線量計を着用させ，線量当量の測定を行う。 

 ｂ．内部被ばくによる線量の評価 

   内部被ばくによる線量の評価は，作業環境の空気中の放射性物質の濃

度を測定することにより行い，また，必要に応じてホールボディカウン

タ等による測定を行う。 
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 ｃ．線量評価結果の通知及び記録 

 (ａ) 線量当量測定結果は，定期的に評価，記録するとともに，以後の放

射線管理及び健康管理に反映させる。 

 (ｂ) 線量評価結果は，本人に通知する。 

 (４) 健康管理 

 ａ．「労働安全衛生規則」（第44条及び第45条）による健康診断のほか

「電離放射線障害防止規則」（第56条及び第56条の２）の規定に基づき

放射線業務従事者について健康診断を実施し，常にその健康状態を把握

する。 

 ｂ．健康診断結果及び線量評価結果による医師の勧告等を考慮し，必要あ

る場合は，保健指導及び就業上の措置を講ずる。 

 ｃ．廃棄物管理施設内において放射線障害が発生した場合，又はそのおそ

れのある場合は，必要な応急措置をとる。 

 (５) 請負業者の個人被ばく管理 

   請負業者の放射線業務従事者の個人被ばく管理については，当社放射

線業務従事者に準じて扱う。 
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2.5 放射性廃棄物の放出管理 

  貯蔵ピットの収納管及び汚染のおそれのある区域からの排気は，排気フ

ィルタでろ過した後，ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒の排気口から

大気中へ放出する。この排気中の放射性物質は，排気モニタリング設備に

よって連続的に捕集し，放射性物質の濃度の監視及び測定を行う。 

  また，貯蔵ピットからの冷却空気は，冷却空気出口シャフトの排気口か

ら大気中へ排出する。この冷却空気中に含まれる放射性物質の濃度は極め

て低いが，排気モニタリング設備によって，有意な放出のないことを監視

する。 

  これらの排気モニタリング設備のうち，ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋

換気筒モニタ及び冷却空気出口シャフトモニタの測定結果は，制御室に指

示及び記録するとともに，放射能レベルがあらかじめ設定された値以上に

なると制御室に警報を発する。 

  また，測定した放射性物質の濃度及び量又はそれらを換算して得られる

被ばく線量を，従業者が安全に認識できる場所に表示する。 
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第2.2－1表 管理区域の細区分基準 

 

区  分         基     準 

 外部放射線に係る線量率が 500μＳｖ／ｈ以下 

 であって，通常作業において，空気中の放射性 

グリーン区域 物質の濃度の３月間の平均値及び放射性物質に  

  よって汚染された物の表面の放射性物質の密度 

  が，「線量告示」（第１条）に定められた濃度又 

 は密度を超えない区域 

  外部放射線に係る線量率が 500μＳｖ／ｈ以下 

  であって，通常作業において，空気中の放射性 

イ エ ロ 区 域 物質の濃度の３月間の平均値及び放射性物質に  

  よって汚染された物の表面の放射性物質の密度 

  が，「線量告示」（第６条及び第４条）に定めら 

 れた濃度又は密度以下である区域 

  外部放射線に係る線量率が 500μＳｖ／ｈを超 

  えるか，空気中の放射性物質の濃度の３月間の 

レ ッ ド 区 域 平均値又は放射性物質によって汚染された物の 

 表面の放射性物質の密度が，「線量告示」（第６ 

 条及び第４条）に定められた濃度又は密度を超 

 えるおそれのある区域で，通常作業時に人の立 

入りを禁止する区域 
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 第2.2－２表 管理区域の遮蔽設計基準 

 

区  分 基準線量率 

 Ⅰ２：週 4 8 時 間 以 内 し か           ≦  10μＳｖ／ｈ 

    立ち入らないところ  

 Ⅰ３：週 1 0 時 間 程 度 し か           ≦  50μＳｖ／ｈ 

    立ち入らないところ  

 Ⅰ４：週 １ 時 間 程 度 し か           ≦ 500μＳｖ／ｈ 

    立ち入らないところ  

 Ⅰ５：通常は立ち入らない           ＞ 500μＳｖ／ｈ 

    ところ  
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第2.1－１図 管理区域及び周辺監視区域図 
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3. 周辺監視区域境界の放射線監視 

  周辺監視区域外の線量が合理的に達成できる限り低くなるように，廃棄

物管理施設には十分な遮蔽を設け，施設からの直接線及びスカイシャイン

線による線量を十分低くするとともに気体廃棄物の大気中への放出に当た

っては，｢2.5 放射性廃棄物の放出管理｣に述べたように，厳重な管理を

行うが，さらに，異常がないことを確認するため周辺監視区域境界付近の

放射線監視を行う。 

  周辺監視区域境界付近においては，空間放射線量は，積算線量計により，

空気中の放射性物質の濃度は，ダストサンプラにより定期的に測定する。 

  また，測定した空間放射線量及び空気中の放射性物質の濃度又はそれら

を換算して得られる被ばく線量を，従業者が安全に認識できる場所に表示

する。 

 

測定対象 測定頻度 測定点及び監視 

空間放射線量 １回／３箇月 
 周辺監視区域境界付近に積算

線量計を設置 

空気中の放射性

粒子濃度 
１回／週 

 周辺監視区域境界付近にダス

トサンプラを設置 

 フィルタを定期的に回収し，

全ベータ線測定をする。 
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4. 放射性廃棄物処理 

4.1 放射性廃棄物処理の基本的考え方 

  放射性廃棄物の廃棄施設の設計及び管理に際しては，「廃棄物管理事業

規則」を遵守するとともに，次の考え方に基づくものとする。 

 (１) 貯蔵ピットの収納管及び汚染のおそれのある区域からの排気は，排

気フィルタでろ過した後，ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒の排気

口から放出し，周辺監視区域外の空気中の放射性物質の濃度が「線量告

示」（第８条）に定められた値を超えないようにする。 

 (２) 液体廃棄物は，十分な貯蔵容量を有する貯槽に保管廃棄する。 

 (３) 固体廃棄物は，十分な貯蔵容量を有する貯蔵設備に保管廃棄する。 
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4.2 気体廃棄物処理 

4.2.1 気体廃棄物の発生源 

  廃棄物管理施設では，ガラス固化体の貯蔵に伴い，冷却空気出口シャフ

トの排気口から冷却空気中のアルゴン放射化物が放出される。また，ガラ

ス固化体は，ガラス固化体自体が放射性物質を閉じ込めているので，ガラ

ス固化体自体を発生源とする気体廃棄物の発生は考えられないが，ガラス

固化体閉じ込め検査における測定能力を考慮して，固化ガラスから比較的

空気中に移行しやすい性質を持つとされているルテニウム及びセシウムが

貯蔵ピットの収納管から排気中に含まれる場合を考える。 

  冷却空気出口シャフトの排気口からの排気に含まれる放射性物質の濃度

は極めて低いが，濃度を監視しながら大気中に放出する。また，貯蔵ピッ

トの収納管からの排気は，高性能粒子フィルタで放射性物質を除去した後，

放射性物質の濃度を監視しながらガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒の

排気口から大気中に放出する。 

  なお，ガラス固化体を収容した輸送容器内の気体中に放射性ルテニウム 

が2.1×10－２Ｂｑ／ｃｍ３，放射性セシウムが4.3×10－２Ｂｑ／ｃｍ３含ま

れ，それが放出されることを想定し，輸送容器内の空間容積を３ｍ３（輸

送容器の空間容積を保守的に設定），輸送容器の年間受入れ基数を25基

（ガラス固化体の最大受入れ能力500本を考慮した基数）とした放出量は，

収納管から排気中に含まれる放射性物質の放出量に比べて小さい。また，

輸送容器を開放中に換気設備が停止した場合においてもその放出量は小さ

い。 
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4.2.2 気体廃棄物の推定放出量 

 (１) 冷却空気出口シャフトの排気口からの排気 

   冷却空気が貯蔵区域を通過する際に，空気中の元素が中性子の照射を

受けて放射化することが考えられる。 

   ここでは，反応断面積
（１）

及び生成核種の半減期を考慮し，アルゴン放射  

化物のうち，アルゴン－41の年間放出量を推定する。 

 ａ．放出量の推定方法 

   放射化の計算に当たっては，アルゴン放射化物の排気口における濃度

及び放出量が最大となる状態として，ガラス固化体がガラス固化体貯蔵

建屋及びガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟のそれぞれの貯蔵ピットの収納管に

1,440本収納されている状態を想定する。 

   放射化により生成する放射性物質濃度計算
（５）

においては，アルゴンの重

量組成
（３）

及び存在比
（４）

から求められる原子数密度を用いる。 

   貯蔵区域内の中性子束については，ガラス固化体１本当たりの中性子

発生個数を添付書類五「1.2.4 遮蔽設計に用いる線源強度」に示した

値を考慮し，中性子線源強度については2.0×10９ｓ－１／本，エネルギ 

スペクトル
（２）

については計算上厳しくなるようにキュリウム－244の自発

核分裂により生成する中性子のスペクトルとして設定する。 

   また，冷却空気流量は添付書類五「3. 廃棄物管理設備本体」で示し

たガラス固化体の温度解析と同様の方法により求め，照射時間は算出し

た冷却空気流量を基にガラス固化体貯蔵設備の構造等を考慮して26秒と

する。 

   また，アルゴン－40の放射化断面積は，熱中性子に対する放射化断

面積
（４）

を設定するとともに，熱中性子領域外の放射化断面積
（１）

について各エ

ネルギ群の平均放射化断面積を設定した。 
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   なお，排出空気中のアルゴン－41は，排出する冷却空気温度約80℃を

考慮して評価する。 

 ｂ．推定年間放出量 

   ガラス固化体貯蔵建屋及びガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟の冷却空気出口

シャフトの排気口から大気中に放出される放射性アルゴン：2.3×1010Ｂq 

 

 

 

 

 

 (２) ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒の排気口からの排気 

   ガラス固化体は，固化ガラス自体が放射性物質を閉じ込めており，さ

らに，ステンレス鋼製の容器内に閉じ込められているので，ガラス固化

体の外部に放射性物質を放出することは考えられない。 

   しかし，ここでは，廃棄物管理施設でのガラス固化体受入れ時に行う

ガラス固化体の閉じ込め性を確認するための検査を考慮して放射性ルテ

ニウム及び放射性セシウムの放出を想定し，気体廃棄物の年間放出量を

推定する。 

 ａ．放出量の推定方法 

   ガラス固化体閉じ込め検査における測定能力を考慮することにより，

ガラス固化体１本当たりの放出量を推定し，これに貯蔵ピットの収納管

内に貯蔵できる最大本数2,880を乗じ，放出量とする。放射性ルテニウ

ムの放出量の推定に当たっては，貯蔵中の減衰を考慮する。 

   また，放射性セシウムについては，高性能粒子フィルタの除去効率を

99.9％とする。 

ガラス固化体貯蔵建屋の冷却空気出口シャフトの排気口にお

ける放射性アルゴン：5.1×10９Ｂq 

ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟の冷却空気出口シャフトの排気口

における放射性アルゴン：1.7×1010Ｂq 
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   年間の推定放出量は，次式で表される。 

   推定年間放出量（Ｂｑ） 

    ＝ ガラス固化体１本当たりの推定放出量（Ｂｑ／本・ｈ） 

     × 貯蔵本数（本）×8760（ｈ） 

 

 

   ここで， 

    ガラス固化体１本当たりの推定放出量 

     放射性ルテニウム：7.4×10－１Ｂｑ／本・ｈ 

     放射性セシウム ：1.5Ｂｑ／本・ｈ 

      ガラス固化体１本当たりの推定放出量（Ｂｑ／本・ｈ） 

 

 

       検出器の検出感度     放射性ルテニウム：11Ｂｑ 

                    放射性セシウム：1.1Ｂｑ 

       サンプリング効率     放射性ルテニウム：１ 

                    放射性セシウム：0.1 

       同 時 検 査 本 数     ３本 

       サンプリング時間     ５時間 

 

       なお，放射性セシウムに係るガラス固化体１本当たりの

推定放出量の算出に当たっては，セシウム－134を考慮し

て，セシウム－137の推定放出量を２倍とする。 

 

 

高性能粒子フィルタの除去効率 

100 
× １－ 

検出器の検出感度 

サンプリング効率×同時検査本数×サンプリング時間 

＝ 
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    貯蔵本数 

     放射性ルテニウム：1,000本 

      放射性ルテニウムの貯蔵本数は，ルテニウム－106の崩壊によ 

      る減衰（半減期：367日≒約１年）考慮し，本施設のガラス固 

      化体の最大受入れ能力（年間500本）に基づく等価貯蔵本数と 

      し，以下の算出による。 

       等価貯蔵本数（本） 

 

 

                          （ｎ：貯蔵年数） 

     放射性セシウム ：2,880本 

    高性能粒子フィルタの除去効率 

     放射性ルテニウム：０％ 

     放射性セシウム ：99.9％ 

 

 ｂ．推定年間放出量 

   放射性ルテニウム：6.5×10６Ｂｑ 

   放射性セシウム ：3.8×10４Ｂｑ 

 

  

１－（１／２）ｎ 

１－１／２ 
＝年間最大受入れ能力（本／年）× 
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4.3 液体廃棄物処理 

4.3.1 液体廃棄物の種類とその発生量 

  廃棄物管理施設の管理区域では，定常時に発生する液体廃棄物はない。

液体廃棄物の発生の可能性としては，定期検査等の管理区域の作業により

従業員の汚染が検出された場合の手洗い・シャワ ドレン及び管理区域で

結露が生じた場合の床ドレンである。 

  当社廃棄物管理施設における実績等を考慮すると，これらの液体廃棄物

の年間推定発生量及び放射性物質濃度は，次に示すとおりである。 

   液体廃棄物の年間推定発生量：約0.2ｍ３ 

   液体廃棄物の放射性物質濃度：３×10１Ｂｑ／ｃｍ３以下 
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4.3.2 液体廃棄物の保管管理 

  液体廃棄物は，液体廃棄物の廃棄施設の廃水貯蔵設備に保管廃棄する。 
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4.4 固体廃棄物処理 

4.4.1 固体廃棄物の種類とその発生量 

廃棄物管理施設の管理区域で発生する固体廃棄物は，収納管排気設備

のフィルタ エレメント，換気設備のフィルタ エレメント，定期検査等の

作業により発生するウェス，ゴム手袋等である。 

当社廃棄物管理施設における実績等を考慮すると，これらの固体廃棄

物の年間推定発生量は，次に示すとおりである。 

固体廃棄物の年間推定発生量：約15ｍ３ 
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4.4.2 固体廃棄物の保管管理 

  固体廃棄物はドラム缶等に封入した後，固体廃棄物の廃棄施設の固体廃

棄物貯蔵設備に保管廃棄する。 
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5. 平常時における公衆の線量評価 

  廃棄物管理施設に起因する平常時における公衆の線量が，「線量告示」

に定められた線量限度を超えないことはもとより，合理的に達成できる限

り低いことを評価する。 

  廃棄物管理施設からの気体廃棄物の推定放出量は，「4.2.2 気体廃棄物

の推定放出量」に示すとおりであり，排気口における濃度は放射性アルゴン

が，約9.9×10－６Ｂｑ／ｃｍ３で「線量告示」に定められた周辺監視区域外

の空気中の濃度限度の五十分の一以下であり，また，放射性ルテニウムが約

5.7×10－９Ｂｑ／ｃｍ３，放射性セシウムが約3.4×10－11Ｂｑ／ｃｍ３で「線

量告示」に定められた周辺監視区域外の空気中の濃度限度の百分の一以下

であり，十分小さい。しかしながら，ここでは，大気中の拡散により敷地

境界外ではさらに希釈され，公衆の線量が無視できるレベルであることを

確認する。 

  なお，本施設からの液体廃棄物の放出はない。 

  また，本施設からの放射線については，敷地境界外における線量の評価

を行う。 
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5.1 気体廃棄物の放出に係る公衆の線量 

5.1.1 計算方法の概要 

 放射性物質の大気中での拡散を評価するに当たっては，冷却空気出口シ

ャフトの排気口及びガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒の排気口からの

放射性物質の放出が連続的な事象であるので，方位別大気安定度別風速逆

数の総和を用い，年平均地表空気中濃度を計算する。計算地点は周辺監視

区域外とし，敷地境界と周辺監視区域境界がほぼ一致しているので，周辺

監視区域外の計算結果を敷地境界外の計算結果として扱う。 
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5.1.2 計算のための前提条件 

 (１) 計算に用いる放射性物質の放出量 

   計算に用いる放射性物質の放出量は「4.2.2 気体廃棄物の推定放出

量」に示すとおりである。 

 (２) 放出源の有効高さ 

   ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒については，地上高さに周辺の

建物及び地形を考慮して，全方向について 50ｍとする。 

   冷却空気出口シャフトについては，吹上げを考慮せずに地上放出とし，

０ｍとする。 

 (３) 気象条件 

   気象条件は，現地における平成 25 年４月から平成 26 年３月までの１

年間の地上 10ｍ地点における観測による実測値を使用する。 

   年平均地表空気中濃度の計算には，第 5.1－１表に示す方位別大気安

定度別風速逆数の総和を使用する。 

 (４) 地表空気中濃度の計算地点 

   地表空気中濃度の計算は，冷却空気出口シャフト及びガラス固化体受

入れ・貯蔵建屋換気筒を中心として，それぞれ 16 方位に分割し，各方

位の周辺監視区域外について行う。 
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5.1.3 地表空気中濃度の計算方法 

 地表空気中濃度は，「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」

（昭和57年１月28日原子力安全委員会決定）に示される基本拡散式により

計算する。 
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5.1.4 年平均地表空気中濃度の計算結果 

  周辺監視区域外について，年平均地表空気中濃度の計算を行った結果，

放射性アルゴンについて濃度が最大となるのは，排気口からＷＮＷ方向約

550ｍの地点であり，その値は約7.8×10－９Ｂｑ／ｃｍ３である。 

  また，放射性ルテニウム及び放射性セシウムについて濃度が最大となる

のは，排気口からＷＮＷ方向約900ｍの地点であり，その値は放射性ルテ

ニウムが約1.5×10－13Ｂｑ／ｃｍ３，放射性セシウムが約8.8×10－16Ｂｑ／

ｃｍ３である。 

  これらの値を「線量告示」に定められた周辺監視区域外の空気中の濃度

限度と比較すると，放射性アルゴンが五万分の一以下，放射性ルテニウム

及び放射性セシウムが一千万分の一以下であり，極めて小さい。 
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5.1.5 気体廃棄物の放出に係る公衆の線量の計算結果 

  公衆の線量は，周辺監視区域外の空気中の濃度限度に対する割合が五万

分の一以下である放射性アルゴンについて，以下のとおり計算した。 

  なお，廃棄物管理施設は，ガラス固化体を管理する施設という特徴から，

ガラス固化体の固化ガラス自体が放射性物質を閉じ込めており，さらに，

ステンレス鋼製の容器内に閉じ込められている。よって，廃棄物管理施設

からの気体廃棄物の放出に係る公衆の線量については，放射性希ガスから

の外部被ばくが代表的な被ばく経路となる。 

  線量の計算は，敷地境界外の年平均地表空気中濃度が最大となる地点に

居住する人を対象とし，最大濃度のサブマージョンによる１年間の外部被

ばくを仮定した。 

 (１) 放射性希ガスからの外部被ばくに係る実効線量の計算式 

   実効線量は，以下の式により計算する。 

    Ｄ１＝Ｋ１・χ１ 

   ここで， 

  Ｄ１  ：放射性希ガスからの外部被ばくに係る実効線量 

（ｍＳｖ／ｙ） 

  Ｋ１  ：空気中濃度あたりの実効線量係数
（１２）

 

       （放射性アルゴン：5.3×10－６×365) (       ) 

  χ１  ：年平均地表空気中濃度  

       （放射性アルゴン：7.8×10－３）(Ｂｑ／ｍ３) 

 (２) 実効線量の計算結果 

   放射性希ガスからの外部被ばくに係る公衆の実効線量は，年間約 

1.5×10－５ｍＳｖである。なお，放射性ルテニウム及び放射性セシウム

の線量は，放射性アルゴンに比べて小さい。  

Ｂｑ／ｍ３ 

ｍＳｖ／ｙ 
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5.2 施設からの放射線による公衆の線量 

5.2.1 計算方法の概要 

  廃棄物管理施設からの放射線による公衆の線量は，施設に収容されてい

る線源が放出する放射線が直接的に，又は，空気中で散乱されて施設周辺

に到達してくる直接線及びスカイシャイン線による線量について評価する。

廃棄物管理施設からの直接線及びスカイシャイン線による公衆の線量の評

価に当たっては，敷地境界と周辺監視区域境界がほぼ一致しているので，

線量の計算上厳しい評価結果を与える周辺監視区域境界について計算し，

その値を敷地境界外における線量として扱う。計算地点は，ガラス固化体

貯蔵建屋，ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟及びガラス固化体受入れ建屋からそ

れぞれ最短となる周辺監視区域境界とし，各建屋からの直接線及びスカイ

シャイン線による線量を足し合わせた実効線量及び皮膚の等価線量を評価

する。 

  なお，眼の水晶体の等価線量は，ガンマ線については皮膚の等価線量と

同程度
（１１）

であること，中性子線については皮膚及び眼の水晶体の等価線量は

いずれも実効線量を下回り
（１１）

実効線量の値を皮膚及び眼の水晶体の等価線量

の値として扱えることから，皮膚の等価線量を評価することにより，眼の

水晶体についても等価線量限度を十分下回ることを確認する。 
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5.2.2 計算のための前提条件 

 (１) 線  源 

   線源としては，ガラス固化体貯蔵建屋及びガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟

の貯蔵ピットの収納管内のガラス固化体（2,880 本）及びガラス固化体

受入れ建屋の輸送容器一時保管区域内のガラス固化体を収納した輸送容

器 22 基とする。 

   ガラス固化体の線源強度及びエネルギスペクトルは，添付書類五

「1.2.4 遮蔽設計に用いる線源強度」に示した値を用いる。ガラス固

化体を収納した輸送容器の線源強度は，輸送容器表面から１ｍ離れた位

置での線量当量率を 100μＳｖ／ｈとし，エネルギスペクトルとしては

線量の計算上厳しい評価結果を与えるように，高エネルギの二次ガンマ

線を考慮して８ＭｅＶのガンマ線を用いて設定する。 

 (２) 計算地点 

   線量の計算は，第 5.1－１図に示す周辺監視区域境界のうち，ガラス

固化体貯蔵建屋，ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟及びガラス固化体受入れ建

屋からの距離がそれぞれ最短となる地点について行う。 

   計算に用いる各建屋から計算地点までの距離は，ガラス固化体貯蔵建

屋から 550ｍ，ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟から 550ｍ，ガラス固化体受

入れ建屋から 500ｍとする。 
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5.2.3 線量の計算方法
（１）（２）

 

 (１) ガラス固化体貯蔵建屋及びガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟 

   ガラス固化体を収納する貯蔵ピットは，ガラス固化体貯蔵建屋及びガ

ラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟の地下に設置するため，貯蔵ピット内のガラス

固化体からの直接線による線量は無視できるので，貯蔵ピットからのス

カイシャイン線による線量について評価する。 

   また，スカイシャイン線による線量については貯蔵区域内の全ガラス

固化体を線源とし，その配置形状を考慮した均質・無限平板にモデル化

し，一次元輸送計算コード（ＡＮＩＳＮ）
（３）

により建屋屋上における放射

線束を計算する。この結果を一回散乱計算コード（Ｇ－33）
（４）

又は二次元

輸送計算コード（ＤＯＴ）
（５）

に入力して計算地点における放射線束を算出

する。 

   冷却空気入口シャフト及び冷却空気出口シャフトから漏洩する放射線

に係るスカイシャイン線による線量については，貯蔵区域内の全ガラス

固化体を線源とし，二次元輸送計算コード（ＤＯＴ）
（５）

によりシャフト先

端部における放射線束を計算する。ガラス固化貯蔵建屋Ｂ棟については，

冷却空気出口シャフトの構造を考慮し，ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟の冷

却空気出口シャフトから漏洩する放射線束を計算する。計算に用いる線

源等の形状の概要図を第 5.1－２図に示す。この結果を一回散乱計算コ

ード（Ｇ－33）
（４）

又は二次元輸送計算コード（ＤＯＴ）
（５）

に入力して計算地

点における放射線束を算出する。 

   計算地点における放射線束の算出に当たっては，遮蔽体として，線源

をとり囲むコンクリート壁（密度 2.15ｇ／ｃｍ３）を考慮する。 

   なお，シャフト先端部における放射線束の計算に当たっては，複数の

領域に分割して二次元輸送計算コード（ＤＯＴ）
（５）

による接続計算を行う
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ことにより求める。 

   計算地点におけるガンマ線に係る放射線束から実効線量の算出には，

二次元輸送計算コード（ＤＯＴ）
（５）

については国際放射線防護委員会（以

下「ＩＣＲＰ」という。）の Publication 74
（１１）

の換算係数及び平成 12

年科学技術庁告示第５号（別表第５）の換算係数を，一回散乱計算コー

ド（Ｇ－33）
（４）

についてはＩＣＲＰの Publication 51
（８）

の換算係数及び実

効換算係数
（９）（１０）

を用いる。 

   また，計算地点におけるガンマ線に係る放射線束から皮膚の等価線量

の算出には，二次元輸送計算コード（ＤＯＴ）
（５）

についてはＩＣＲＰの

Publication 74
（１１）

の換算係数を，一回散乱計算コード（Ｇ－33）
（４）

につい

てはＩＣＲＰの Publication 51
（８）

の換算係数及び実効換算係数
（９）（１０）

を用いる。 

   なお，ガンマ線については，実効線量の値は実効線量当量の値を下

回る
（１１）

ことから，実効線量当量で算出されたものについては，実効線量当

量の値を実効線量の値として扱う。 

   また，皮膚の等価線量については，算出された皮膚の吸収線量及び皮

膚の組織線量当量を皮膚の等価線量として扱う。 

   計算地点における中性子の放射線束から実効線量の算出には，平成

12 年科学技術庁告示第５号（別表第６）の換算係数を用いる。中性子

による皮膚の等価線量については，皮膚の等価線量の値は実効線量の値

を下回る
（１１）

ことから，実効線量の値を皮膚の等価線量の値として扱う。 

 (２) ガラス固化体受入れ建屋 

   輸送容器一時保管区域のガラス固化体を収納した輸送容器からの直接

線は，輸送容器内ガラス固化体を均質球にモデル化し，輸送容器基数

（22 基）を考慮して点減衰核計算コード（ＱＡＤ）
（６）（７）

により計算地点に

おける放射線束を算出する。 
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   また，スカイシャイン線については，上記のモデル化に基づき，点減

衰核計算コード（ＱＡＤ）
（６）（７）

及び一回散乱計算コード（Ｇ－33）
（４）

を適切に

組み合わせて計算地点における放射線束を算出する。 

   計算地点における放射線束の算出に当たっては，遮蔽体として，線源

をとり囲むコンクリート壁（密度 2.15ｇ／ｃｍ３）を考慮する。 

   計算地点におけるガンマ線に係る放射線束から実効線量及び皮膚の等

価線量の算出には，ＩＣＲＰの Publication 51
（８）

の換算係数及び実効換

算係数
（９）（１０）

を用いる。 

   なお，ガンマ線については，実効線量の値は実効線量当量の値を下

回る
（１１）

ことから，実効線量当量で算出された値を実効線量の値として扱う。 

   また，皮膚の等価線量については，算出された皮膚の組織線量当量を

皮膚の等価線量として扱う。 
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5.2.4 計算結果 

  廃棄物管理施設からの直接線及びスカイシャイン線による周辺監視区域

外の線量の計算を行った結果，第5.1－１図に示す地点で最大となり，そ

の実効線量及び皮膚の等価線量は，いずれも年間約８×10－３ｍＳｖであ

る。 
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5.3 線量評価結果 

  廃棄物管理施設からの直接線及びスカイシャイン線による周辺監視区域

外の実効線量及び皮膚の等価線量の計算を行った結果，その値は，いずれ

も年間約８×10－３ｍＳｖであり，また，放射性物質の放出に係る実効線量

は年間約1.5×10－５ｍＳｖである。 

  したがって，平常時における公衆の実効線量は，放射性物質の放出に係

る実効線量並びに施設からの直接線及びスカイシャイン線による実効線量

を足し合わせても十分小さく，「線量告示」に定められた線量限度を超え

ないことはもとより，「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関す

る指針（昭和50年５月13日原子力委員会決定）」において定める線量目標

値（実効線量で50μＳｖ／ｙ）を十分下回る。また，皮膚の等価線量につ

いても，「線量告示」に定められた線量限度を十分に下回る。眼の水晶体

の等価線量は，皮膚の等価線量と同程度であり，「線量告示」に定められ

た線量限度を十分に下回る。 

  以上のように，本施設に起因する平常時における公衆の線量は，合理的

に達成できる限り十分に低い。 
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第 5.1－１表 方位別大気安定度別風速逆数の総和 

                                                          (標高 69ｍ，地上高 10ｍ)(ｓ／ｍ） 

           大気安定度 

計算地点の方位 
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 

Ｎ 2.04 34.01 0.28 92.86 3.84 77.55 

ＮＮＥ 1.44 36.11 7.66 97.50 5.90 76.97 

Ｎ Ｅ 3.04 21.95 5.76 93.87 6.92 70.87 

ＥＮＥ 1.27 16.81 5.89 129.42 17.87 89.26 

Ｅ 2.54 14.29 25.04 255.73 16.13 79.70 

ＥＳＥ 0.67 21.22 41.73 249.84 14.87 72.85 

Ｓ Ｅ 0.00 15.51 20.07 146.27 17.46 91.57 

ＳＳＥ 0.00 16.83 4.64 51.92 4.60 62.86 

Ｓ 0.00 6.12 1.77 40.61 1.93 33.50 

ＳＳＷ 0.00 6.23 1.47 39.30 0.00 32.48 

Ｓ Ｗ 1.01 3.29 3.02 25.70 0.00 14.15 

ＷＳＷ 1.12 19.30 12.62 100.96 1.41 15.51 

Ｗ 3.80 34.65 36.22 222.59 7.83 39.56 

ＷＮＷ 1.72 48.36 28.49 261.63 11.33 88.65 

Ｎ Ｗ 2.33 10.99 1.70 80.16 0.96 50.47 

ＮＮＷ 0.84 17.51 0.00 39.46 0.48 54.07 
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第5.1－１図 線量計算地点 
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第5.1－２図 ガラス固化体貯蔵建屋及びガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟に係る 

                  計算形状概要図（冷却空気出入口シャフト） 

冷却空気出口シャフト

冷却空気入口シャフト

貯蔵区域内の全ガラス固化体を均質化

貯蔵区域内の全ガラス固化体を均質化

①

②

①

冷却空気出口シャフト

冷却空気入口シャフト

貯蔵区域内の全ガラス固化体を均質化

貯蔵区域内の全ガラス固化体を均質化

①

④

②

③

④

③

②

①

迷路板

迷路板

迷路板

ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟 ガラス固化体貯蔵建屋

①～④：二次元輸送計算コード（ＤＯＴ）における計算領域

二次元輸送計算コード（ＤＯＴ）における計算モデル 二次元輸送計算コード（ＤＯＴ）における計算モデル

②

③

①～③：二次元輸送計算コード（ＤＯＴ）における計算領域

ルーバ

ルーバ迷路板

シャフト先端部

シャフト先端部

シャフト先端部
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添付書類七 変更後における廃棄物管理施設に係る設備の操作上の過失、機械又は装置の故障、

浸水、地震、火災、爆発等があった場合に発生すると想定される廃棄物管理施設の事故の種類、

程度、影響等に関する説明書を以下のとおり補正する。 

ページ 行 補  正  前 補  正  後 

－ － 添付書類七を右記のとおり変

更する。 

 

別紙－１のとおり変更する。 

 

 



別紙－１ 

 



別添－７ 

 

 

 

 

添 付 書 類 七 

 

 変更後における廃棄物管理施設に係る設備の操作上の過失、機械又は装置

の故障、浸水、地震、火災、爆発等があった場合に発生すると想定される廃

棄物管理施設の事故の種類、程度、影響等に関する説明書 
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第 1.3－１図 ガラス固化体落下損傷時の放射性物質の大気放出過程 
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1. 安全評価に関する基本方針 

1.1 基本的考え方 

  廃棄物管理施設の安全性の判断に当たって，安全設計上想定される事故

のうち，放射性物質を外部に放出する可能性のある事故を選定する。 

  選定した事故のうち，公衆が被ばくする線量が最大となるものを設計最

大評価事故として設定する。 
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1.2 設計最大評価事故 

 廃棄物管理施設は，ガラス固化体という安定した固体廃棄物を管理する施

設であり，十分な安全設計・安全対策を講じているので，公衆に影響を及ぼ

すような異常の発生及び波及・拡大は考えられない。しかし，ここでは，廃

棄物管理施設の安全性の判断に当たって，放射性物質を外部に放出する可能

性のある事故について，その発生の可能性との関連において想定される事故

を選定し評価する。 

1.2.1 放射性物質を外部に放出する可能性のある事故の選定 

 (１) ガラス固化体の取り扱いに伴う落下等による放射性物質の飛散 

   ガラス固化体の取り扱い時には，ガラス固化体の落下及び衝突が想定

されるが，ガラス固化体を取り扱うクレーン等には，十分な安全対策を

施すとともに，つり上げ高さの制限を行い，また，収納管の底部には，

衝撃吸収用のガラス固化体受台を設置しており，ガラス固化体が破損す

ることは考えられない
（１）（２）

。 

 (２) 廃棄物管理施設内の火災 

   廃棄物管理施設では，火災の発生を防止するために着火源の排除等の

措置を講ずる設計とし，火災の拡大を防止するために自動火災報知設備

及び消火設備を設けるとともに，火災による影響の軽減のために防火区

画を設定し，消火設備との組合せにより延焼を防止する設計とするので，

火災が発生しても速やかに消火され，延焼しない。 

 (３) その他機器等の破損，故障，誤動作又は操作員の誤操作等 

 ａ．ガラス固化体容器の劣化 

   ガラス固化体容器はステンレス鋼製であり，ガラス固化体は冷却空気

と直接接触することがないように貯蔵ピットの収納管の中に収納し管理

するので，ガラス固化体容器の腐食による劣化は考えられない。 
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   また，固化ガラスによるガラス固化体容器の腐食量
（３）

は長期間の貯蔵を

考慮してもわずかであり，材料強度上問題とはならない。 

   ガラス固化体容器の中性子照射量はステンレス鋼の中性子ぜい化が生

じる照射量より十分低く，また，固化ガラスから発生するヘリウムは量

が少なく材料強度上問題とはならない。 

 ｂ．電源喪失 

   ガラス固化体を取り扱うクレーンは，電源喪失時にもガラス固化体を

保持できる機構を有する構造とするので，電源喪失に伴うガラス固化体

の落下等による破損は考えられない。 

   ガラス固化体貯蔵設備では，自然通風によりガラス固化体から発生す

る崩壊熱の除去を行うため，電源が喪失した場合でも崩壊熱の除去能力

に影響を与えることはない。また，ガラス固化体検査室では，ガラス固

化体仮置き架台にガラス固化体が１段積みで仮置きされた状態で，電源

喪失により換気設備が停止したとしても，ガラス固化体の崩壊熱（56本

の総発熱量112ｋＷ）は，ガラス固化体検査室（空間容積約1,400ｍ３）

の空気への自然対流及びコンクリート壁へのふく射伝熱等により除去さ

れる。 

   添付書類五 第3.2－２表に示した物性値及びコンクリートのふく

射率等
（４）

を用いて，ガラス固化体の温度解析を二次元伝熱流動解析コード

ＴＡＣ２Ｄ
（５）

により行うと，通常時に約340℃のガラス固化体の中心温度

は24時間後で約100℃，48時間後で約130℃上昇する程度であり，それ以

後の温度上昇も非常に緩やかであるのでガラス固化体のもつ閉じ込めの

機能に異常をきたすことはない。 

 

  以上のように，廃棄物管理施設では，放射性物質を外部に放出する事故
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の発生は考えられず，発生の可能性との関連において評価すべき事故はな

い。 

  しかし，安定なガラス固化体であるとはいえ，多量の放射性物質を貯蔵

する施設の特質を考慮し，公衆に対する廃棄物管理施設の安全性を被ばく

する線量の観点から示すために，ガラス固化体のもつ閉じ込めの機能に異

常をきたす事象として，ガラス固化体の取扱い中の落下による損傷事象を

仮に想定する。 
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1.3 ガラス固化体の取扱い中の落下による損傷事象 

1.3.1 事象の説明及び防止対策 

1.3.1.1 事象の説明 

  ガラス固化体の落下を想定する場所としては，①ガラス固化体検査室か

らのつり上げ中，②貯蔵ピットの収納管内への収納中等が考えられる。ガ

ラス固化体検査室からのつり上げ中の最大高さ９ｍからの落下による衝突

速度は約13ｍ／ｓである。一方貯蔵ピットの収納管内への収納中における

最大つり上げ高さは，９ｍを超えるが収納中のガラス固化体の落下時にお

いては，収納管とガラス固化体との間隙が小さく収納管内の空気が排出さ

れにくいため，収納管内の空気の圧縮抵抗によりガラス固化体の落下速度

が大幅に減少し衝突速度は約９ｍ／ｓとなる。したがって，より厳しい事

象としてガラス固化体を貯蔵建屋床面走行クレーンの昇降装置によりガラ

ス固化体検査室からつり上げ中に，何らかの原因による故障等によりガラ

ス固化体が落下し，破損が生ずる事象を評価する。 

1.3.1.2 防止対策 

  貯蔵建屋床面走行クレーンの昇降装置は，ガラス固化体が落下し，破損

することを防止するため，次のような安全対策を講ずる。 

 (１) ガラス固化体の荷重に対して強度上十分耐え得るように設計する。 

 (２) つりワイヤは二重化し，万一，一方が切断した場合でもガラス固化

体が落下しない設計とする。 

 (３) 電源喪失時にもつり上げているガラス固化体を保持できる設計とす

る。 

 (４) つり具がガラス固化体を確実につかんでいない場合には，つり上げ

ができない設計とする。 

 (５) つり上げているガラス固化体の荷重がなくならなければつり具から
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ガラス固化体が外れない設計とする。 

 (６) ガラス固化体検査室におけるガラス固化体のつり上げ高さを９ｍ以

内に制限できる設計とする。 
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1.3.2 事象経過の解析 

  ガラス固化体は，貯蔵建屋床面走行クレーンによりガラス固化体検査室

からつり上げられるが，その途中で何らかの原因によりガラス固化体が落

下したものと想定する。ガラス固化体のつり上げ高さは，仮に落下しても

破損しない高さに制限しており，落下によるガラス固化体の破損は生じな

いと考えられるが，ここでは，ガラス固化体が破損し，破損部から落下衝

撃で破砕した固化ガラス微粉が放出されるものとする。 

1.3.2.1 解析条件 

  本事象における放射性物質の移行と放出量の解析は，次の仮定により行

う。 

 (１) ガラス固化体１本に含まれる放射性物質の量は，アルファ線を放出

する放射性物質が3.5×1014Ｂｑ，アルファ線を放出しない放射性物質

が4.5×1016Ｂｑとする。また，核種ごとの放射性物質の量については，

添付書類五第1.6－２表の条件で，ＯＲＩＧＥＮコードで計算
（６）（７）

した核種

のうち吸入したときの線量への寄与率が0.01％以上の核種を選定し，吸

入したときの線量の合計が最大となる炉型について，選定された核種の

アルファ線を放出する放射性物質及びアルファ線を放出しない放射性物

質がそれぞれ3.5×1014Ｂｑ及び4.5×1016Ｂｑとなるように核種ごとの

放射性物質の量を安全側に設定する。 

   設定したガラス固化体１本当たりの核種ごとの放射性物質の量を第

1.3－１表に示す。 

 (２) 破損したガラス固化体から空気中へ移行する固化ガラス微粉につい

て，その発生率は想定される最高の位置（約９ｍ）から落下したとして

7×10－４ｗｔ％
（８）

とし，発生した固化ガラス微粉はガラス固化体容器外へ

すべて放出されるものとする。また，放出された固化ガラス微粉の空気
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中への移行率は１％とする
（９）（１０）（１１）

。 

 (３) ガラス固化体検査室内空気中へ移行した放射性物質は，換気設備の

排気フィルタを経て，ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒の排気口か

ら放出されるが，本解析では計算上厳しい評価結果を与えるように換気

設備の停止を仮定し，ガラス固化体検査室から建物を通して大気中へ放

出されるものとする。 

   なお，ガラス固化体検査室から建物外への移行率は，10％
（１２）

とする。 

 (４) ガラス固化体上部空間部に放射性のガスが含まれることが考えられ

るが，放射性物質の飽和蒸気圧
（１３）

と上部空間容積
（１４）

から算出される放射性物

質の量は，固化ガラス微粉に比較して十分小さいので無視できる。 

1.3.2.2 解析結果 

  上記の解析条件に基づいて計算した放射性物質の大気中への放出量を，

第1.3－２表に示す。 

  また，放射性物質が大気中に放出されるまでの過程を第1.3－１図に示

す。 
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1.3.3 実効線量の評価 

1.3.3.1 評価前提 

  大気中へ放出される放射性物質は，地上から拡散されるものとし，これ

による実効線量の評価は，添付書類三「2.5 安全解析に使用する気象条

件」に記述する相対濃度（χ／Ｑ）を用いて行う。 

1.3.3.2 評価方法 

  放射性物質の吸入による公衆の内部被ばくに係る実効線量ＤＩ（Ｓｖ）

は，次式で計算する。 

  ＤＩ＝ΣＱｉ・Ｒ・χ／Ｑ・(Ｈ50)ｉ 

  ここで， 

 Ｑｉ：事故期間中の核種ｉの放出量（Ｂｑ） 

 Ｒ ：人間の呼吸率（ｍ３／ｓ） 

    呼吸率は，活動時の値 3.33×10－４ｍ３／ｓを
（１５）

用いる。 

χ／Ｑ：相対濃度（ｓ／ｍ３） 

(Ｈ50)ｉ：核種ｉの吸入摂取による実効線量換算係数（Ｓｖ／Ｂｑ） 

     核種別吸入摂取による実効線量換算係数
（１６）（１７）

を第 1.3－3 表に示

す。 

1.3.3.3 評価結果 

  上記の評価前提及び評価方法に基づき敷地境界外の実効線量を評価した

結果，ガラス固化体の落下による損傷事象での放射性物質の吸入による内

部被ばくに係る実効線量は約1.5×10－５Ｓｖであり，公衆に過度の放射線

被ばくを及ぼすことはない。 

  放出される放射性物質の核種を考慮すると，大気中に放出される放射性

物質による外部被ばくに係る実効線量は，内部被ばくに係る実効線量に比

べ十分小さい。  

i 
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第1.3－１表 ガラス固化体１本当たりの核種ごとの放射性物質の量 

 

核 種 放射性物質の量（Ｂｑ） 

Sr-90 7.4×1015 

Y -90 7.4×1015 

Ru-106 8.5×1014 

Cs-134 2.1×1015 

Cs-137 1.1×1016 

Ce-144 5.0×1014 

Pm-147 3.1×1015 

Eu-154 7.2×1014 

Eu-155 3.1×1014 

Np-237 4.2×1010 

Pu-238 2.2×1012 

Pu-239 2.6×1011 

Pu-240 4.0×1011 

Pu-241 1.0×1014 

Am-241 1.7×1014 

Am-242m 1.2×1012 

Am-243 2.1×1012 

Cm-242 1.7×1012 

Cm-243 2.3×1012 

Cm-244 1.7×1014 
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第1.3－２表 ガラス固化体落下損傷時の放射性物質の放出量 

 

核 種 放出量（Ｂｑ） 

Sr-90 5.2×10７ 

Y -90 5.2×10７ 

Ru-106 6.0×10６ 

Cs-134 1.5×10７ 

Cs-137 7.4×10７ 

Ce-144 3.5×10６ 

Pm-147 2.2×10７ 

Eu-154 5.0×10６ 

Eu-155 2.2×10６ 

Np-237 2.9×10２ 

Pu-238 1.5×10４ 

Pu-239 1.8×10３ 

Pu-240 2.8×10３ 

Pu-241 7.1×10５ 

Am-241 1.2×10６ 

Am-242m 8.3×10３ 

Am-243 1.5×10４ 

Cm-242 1.2×10４ 

Cm-243 1.6×10４ 

Cm-244 1.2×10６ 
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第1.3－３表 吸入摂取による実効線量換算係数（Ｈ50） 

 

核 種 Ｈ50（Ｓｖ／Ｂｑ） 

Sr-90 3.4×10－７ 

Y -90 2.2×10－９ 

Ru-106 1.2×10－７ 

Cs-134 1.3×10－８ 

Cs-137 8.7×10－９ 

Ce-144 9.5×10－８ 

Pm-147 9.3×10－９ 

Eu-154 7.0×10－８ 

Eu-155 1.1×10－８ 

Np-237 1.3×10－４ 

Pu-238 1.0×10－４ 

Pu-239 1.1×10－４ 

Pu-240 1.1×10－４ 

Pu-241 2.3×10－６ 

Am-241 1.2×10－４ 

Am-242m 1.1×10－４ 

Am-243 1.2×10－４ 

Cm-242 4.4×10－６ 

Cm-243 8.0×10－５ 

Cm-244 6.4×10－５ 
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第1.3－１図 ガラス固化体落下損傷時の放射性物質の大気放出過程 

 

ガラス固化体１本に含まれる放射性物質 

アルファ線を放出する放射性物質 ：3.5×1014Ｂｑ 

アルファ線を放出しない放射性物質：4.5×1016Ｂｑ 

破損ガラス固化体から空気中へ移行する放射性物質 

アルファ線を放出する放射性物質 ：約 2.5×10７Ｂｑ 

アルファ線を放出しない放射性物質：約 3.2×10９Ｂｑ 

  ただし 

破損ガラス固化体本数：１本 

固化ガラス微粉の発生率 ：7×10－４ｗｔ％ 

発生した固化ガラス微粉は全量がガラス固 

化体容器外に放出されたとする。 

固化ガラス微粉の空気中への移行率：１％ 

ガラス固化体検査室から建物を通して大気中へ移行 

移行率：10％ 

放射性物質放出量 

アルファ線を放出する放射性物質 ：約 2.5×10６Ｂｑ 

アルファ線を放出しない放射性物質：約 3.2×10８Ｂｑ 

地上放出 
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添付書類八 変更後における廃棄物管理施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の

整備に関する説明書を以下のとおり追加する。 

ページ 行 補  正  前 補  正  後 

添付書類七 

の次 

 

－ （追加） 

 

別紙－１のとおり追加する。 

 

また，追加に伴い 

「添付書類八」を「添付書類

九」に， 

「添付書類九」を「添付書類

十」に読み替える。 

 

 

 



別紙－１ 

 



別添－８ 

 

 

 

 

添 付 書 類 八 

 

変更後における廃棄物管理施設の保安のための業務に係る品質管理に 

必要な体制の整備に関する説明書 
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1. 概要 

  本説明書は，変更後における廃棄物管理施設の保安のための業務に係る

品質管理に必要な体制の整備に関する説明書として，品質管理に関する事

項に基づき，廃棄物管理施設の当該事業変更許可申請（以下「本申請」と

いう。）に当たって実施した設計活動に係る品質管理の実績及びその後の

工事等の活動に係る品質管理の方法，組織等に係る事項を記載する。 
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2. 基本方針 

  本説明書では，本申請における，「実施した設計活動に係る品質管理の

実績」及び「その後の工事等の活動に係る品質管理の方法，組織等に係る

事項」を，以下のとおり説明する。 

 (１) 設計活動に係る品質管理の実績 

   「設計活動に係る品質管理の実績」として，実施した設計の管理の方

法を「3. 設計活動に係る品質管理の実績」に記載する。 

   具体的には，組織について「3.1 本申請における設計に係る組織

（組織内外の相互関係及び情報伝達含む。）」に，実施する各段階に

ついて「3.2 本申請における設計の各段階とその審査」に，品質管理

の方法について「3.3 本申請における設計に係る品質管理の方法」に，

調達管理の方法について「3.4 本申請における調達管理の方法」に，

文書管理について「3.5 本申請における文書及び記録の管理」に，不

適合管理について「3.6 本申請における不適合管理」に記載する。 

 (２) その後の工事等の活動に係る品質管理の方法，組織等に係る事項 

   その後の工事等の活動に係る品質管理の方法，組織等に係る事項につ

いては，「4. その後の工事等の活動に係る品質管理の方法等」に記

載する。 

   具体的には，組織について「4.1 その後の工事等の活動に係る組織

（組織内外の相互関係及び情報伝達含む。）」に，実施する各段階に

ついて「4.2 その後の設計，工事等の各段階とその審査」に，品質管

理の方法について「4.3 その後の設計に係る品質管理の方法」，「4.

4 工事に係る品質管理の方法」及び「4.5 使用前事業者検査の方法」

に，設計及び工事の計画の認可申請（以下「設工認」という。）にお

ける調達管理の方法について「4.6 設工認における調達管理の方法」
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に，文書管理について「4.7 その後の設計，工事等における文書及び

記録の管理」に，不適合管理について「4.8 その後の不適合管理」に

記載する。 

   また，設工認に基づき，「特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物

管理施設の技術基準に関する規則（令和２年原子力規制委員会規則第1

0号）（以下「技術基準規則」という。）」への適合性を確保するため

に必要となる設備（以下「適合性確認対象設備」という。）の施設管

理について，「5. 適合性確認対象設備の施設管理」に記載する。 
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3. 設計活動に係る品質管理の実績 

  本申請に当たって実施した設計に係る品質管理は，廃棄物管理事業変更

許可申請書本文における六、廃棄物管理施設の保安のための業務に係る品

質管理に必要な体制の整備に関する事項（以下「事業変更許可本文六号」

という。）に基づき以下のとおり実施する。 

  なお，本申請における設計及び調達に係る業務のうち令和２年３月31日

までに実施した業務は，事業変更許可本文六号に基づくものではないこと

から，令和２年３月31日までに実施した業務の実績については，本申請に

おける活動実績に応じて記載する。 

 

3.1 本申請における設計に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含

む。） 

  設計及び調達は，第3.1－１図に示す組織に係る体制で実施する。 

  また，設計（「3.3 本申請における設計に係る品質管理の方法」）及

び調達（「3.4 本申請における調達管理の方法」）の各プロセスを主管

する箇所を第3.1－１表に示す。 

  第3.1－１表に示す各プロセスを主管する箇所の長は，担当する設備に

関する設計及び調達について，責任と権限を持つ。 

3.1.1 設計に係る組織 

  設計は，第3.1－１表に示す主管箇所のうち，「3.3 本申請における設

計に係る品質管理の方法」に係る箇所が設計を主管する組織として実施す

る。 

  この設計に必要な資料の作成を行うため，第3.1－１図に示す体制を定

めて設計に係る活動を実施する。 

  なお，本申請において上記による体制で実施した。 
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3.1.2 調達に係る組織 

  調達は，第3.1－１表に示す組織の調達を主管する箇所で実施する。 

  なお，本申請において上記による体制で実施した。 

 

3.2 本申請における設計の各段階とその審査 

  本申請における設計は，本申請における申請書作成及びこれに付随する

基本的な設計として，事業変更許可本文六号「Ｇ．ｃ． 設計開発」のう

ち，必要な事項に基づき以下のとおり実施する。 

  本申請における設計の各段階及び調達と事業変更許可本文六号との関係

を第3.2－１表に示す。 

  設計を主管する箇所の長は，第3.2－１表に示すアウトプットに対する

審査（以下「レビュー」という。）を実施するとともに，記録を管理する。 

  なお，設計の各段階におけるレビューについては，第3.1－１表に示す

設計を主管する組織の中で当該設備の設計に関する専門家を含めて実施す

る。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

 

3.3 本申請における設計に係る品質管理の方法 

  設計を主管する箇所の長は，本申請における設計として，「3.3.1 設

計開発に用いる情報の明確化」，「3.3.2(１) 申請書作成のための設計」

及び「3.3.2(２) 設計のアウトプットに対する検証」の各段階を実施する。 

  以下に各段階の活動内容を示す。 

3.3.1 設計開発に用いる情報の明確化 

  設計を主管する箇所の長は，本申請に必要な設計開発に用いる情報を明

確にする。 
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  なお，本申請において上記による活動を実施した。 

3.3.2 設計及び設計のアウトプットに対する検証 

  設計を主管する箇所の長は，本申請における設計を以下のとおり実施す

る。 

 (１) 申請書作成のための設計 

   設計を主管する箇所の長は，本申請における申請書作成のための設計

を実施する。 

   また，設計を主管する箇所の長は，本申請における申請書の作成に必

要な基本的な設計の品質を確保する上で重要な活動となる，「調達に

よる解析」及び「手計算による自社解析」について，個別に管理事項

を実施し品質を確保する。 

   なお，本申請において上記による活動を実施した。 

 (２) 設計のアウトプットに対する検証 

   設計を主管する箇所の長は，「3.3.2 設計及び設計のアウトプット

に対する検証」のアウトプットが設計のインプット（「3.3.1 設計開

発に用いる情報の明確化」）で与えられた要求事項に対する適合性を

確認した上で，要求事項を満たしていることの検証を，組織の要員に

指示する。 

   なお，この検証は当該業務を直接実施した現設計者以外の者に実施さ

せる。 

   なお，本申請において上記による活動を実施した。 

 (３) 申請書の作成 

   事業許可に係る官庁申請を主管する箇所の長は，設計を主管する箇所

の長が実施する本申請における申請書作成のための設計からのアウト

プットを基に，本申請に必要な申請書を作成する。 
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   なお，本申請において上記による活動を実施した。 

 (４) 申請書の承認 

   事業許可に係る官庁申請を主管する箇所の長は，本申請に必要な申請

書を，貯蔵管理安全委員会及び品質・保安会議へ付議し，審議を受け

る。 

   また，事業許可に係る官庁申請を主管する箇所の長は，貯蔵管理安全

委員会及び品質・保安会議の審議を得た本申請における申請書につい

て，原子力規制委員会への提出手続きの承認を得る。 

   なお，本申請において上記による活動を実施した。 

3.3.3 設計における変更 

  設計を主管する箇所の長は，設計の変更が必要となった場合，各設計結

果のうち，影響を受けるものについて必要な設計を実施し，影響を受けた

段階以降の設計結果を必要に応じ修正する。 

  なお，本申請において上記による活動を実施した。 

3.3.4 新検査制度移行に際しての本申請における設計管理の特例 

  設計を主管する箇所の長が実施する本申請における設計管理の対象とな

る業務のうち，令和２年３月31日までに実施した本申請における申請書作

成に係る社内手続き又は基本設計に係る調達製品の検証については，事業

変更許可本文六号に基づく設計管理は適用しない。 

 

3.4 本申請における調達管理の方法 

  調達を主管する箇所の長は，調達管理を確実にするために，以下に示す

管理を実施する。 

3.4.1 供給者の技術的評価 

  調達を主管する箇所の長は，供給者が当社の要求事項に従って調達製品
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を供給する技術的な能力を判断の根拠として，供給者の技術的評価を実施

する。 

  なお，本申請において上記による活動を実施した。 

3.4.2 供給者の選定 

  調達を主管する箇所の長は，本申請における設計に必要な調達を行う場

合，調達に必要な要求事項を明確にし，「3.4.1 供給者の技術的評価」

で，技術的な能力があると判断した供給者を選定する。 

  供給者に対しては品質保証計画書を提出させ審査する。 

  なお，本申請において上記による活動を実施した。 

3.4.3 調達管理 

  調達を主管する箇所の長は，調達に関する品質保証活動を行うに当たっ

て，以下に基づき業務を実施する。 

  なお，本申請において上記による活動は以下のとおり実施した。 

 (１) 仕様書の作成 

   調達を主管する箇所の長は，業務の内容に応じ調達要求事項を含めた

仕様書を作成し，供給者の業務実施状況を適切に管理する。（「3.4.3

(２) 調達した役務の検証」参照） 

 (２) 調達した役務の検証 

   調達を主管する箇所の長は，調達した役務が調達要求事項を満たして

いることを確実にするために調達した役務の検証を行う。 

   供給者先で検証を実施する場合は，あらかじめ仕様書で検証の要領及

び調達した役務のリリースの方法を明確にした上で，検証を行う。 

3.4.4 請負会社他品質監査 

  供給者に対する監査を主管する箇所の長は，供給者の品質保証活動及び

健全な安全文化を育成し維持するための活動が適切で，かつ，確実に行わ
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れていることを確認するために，請負会社他品質監査を実施する。 

  なお，本申請において上記による活動を実施した。 

 

3.5 本申請における文書及び記録の管理 

  本申請における設計に係る文書及び記録については，品質マネジメント

文書，それらに基づき作成される品質記録であり，これらを適切に管理す

る。 

  なお，本申請において上記による活動を実施した。 

 

3.6 本申請における不適合管理 

  本申請に基づく設計において発生した不適合については，適切に処置を

行う。 

  なお，本申請において上記による活動を実施した。 
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4. その後の工事等の活動に係る品質管理の方法等 

  その後の工事等の活動に係る品質管理の方法，組織等に係る事項につい

ては，事業変更許可本文六号に基づき以下のとおり実施する。 

 

4.1 その後の工事等の活動に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達

含む。） 

  その後の工事等の活動は，第3.1－１図に示す組織に係る体制で実施す

る。 

  なお，「4.5 使用前事業者検査の方法」における「工事実施箇所から

の独立性を確保した検査体制」については，今後，新たに検査部門を設置

する。 

  また，「4.6 設工認における調達管理の方法」における「調達を主管

する箇所」については，今後，新たに調達先を一元的に管理する部門を設

置する。 

 

4.2 その後の設計，工事等の各段階とその審査 

4.2.1 設計及び工事等のグレード分けの適用 

  設計及び工事等におけるグレード分けは，廃棄物管理施設の安全上の重

要度に応じて行う。 

4.2.2 設計及び工事等の各段階とその審査 

  設計又は工事を主管する箇所の長及び検査を担当する箇所の長は，その

後における設計及び工事等の各段階において，レビューを実施するととも

に，記録を管理する。 

  なお，設計の各段階におけるレビューについては，設計及び工事を主管

する組織の中で当該設備の設計に関する専門家を含めて実施する。 
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4.3 その後の設計に係る品質管理の方法 

  設計を主管する箇所の長は，設工認における技術基準規則等への適合性

を確保するための設計を実施する。 

4.3.1 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化 

  その後の設計を主管する箇所の長は，設工認に必要な要求事項を明確に

する。 

4.3.2 各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定 

  その後の設計を主管する箇所の長は，各条文の対応に必要な適合性確認

対象設備を抽出する。 

4.3.3 設計及び設計のアウトプットに対する検証 

  設計を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備の技術基準規則等への

適合性を確保するための設計を実施する。 

 (１) 基本設計方針の作成（設計１） 

   設計を主管する箇所の長は，技術基準規則等の適合性確認対象設備に

必要な要求事項に対する設計を漏れなく実施するために，技術基準規

則の条文ごとに各条文に関連する要求事項を用いて設計項目を明確に

した基本設計方針を作成する。 

 (２) 適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計（設

計２） 

   設計を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備に対し，変更があっ

た要求事項への適合性を確保するための詳細設計を，「設計１」の結

果を用いて実施する。 

 (３) 詳細設計の品質を確保する上で重要な活動の管理 

   設計を主管する箇所の長は，詳細設計の品質を確保する上で重要な活

動となる，「調達による解析」及び「手計算による自社解析」につい
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て，個別に管理事項を実施し，品質を確保する。 

 (４) 設計のアウトプットに対する検証 

   設計を主管する箇所の長は，「4.3.3 設計及び設計のアウトプット

に対する検証」のアウトプットが設計のインプット（「4.3.1 適合性

確認対象設備に対する要求事項の明確化」及び「4.3.2 各条文の対応

に必要な適合性確認対象設備の選定」参照）で与えられた要求事項に

対する適合性を確認した上で，要求事項を満たしていることの検証を，

組織の要員に指示する。 

   なお，この検証は適合性確認を実施した者の業務に直接関与していな

い上位職位の者に実施させる。 

 (５) 設工認申請書の作成 

   設工認申請に係る総括を主管する箇所の長は，設計を主管する箇所の

長が実施する設計からのアウトプットを基に，設工認申請書を作成す

る。 

 (６) 設工認申請書の承認 

   設工認申請に係る総括を主管する箇所の長は，設工認申請書を貯蔵管

理安全委員会へ付議し，審議を受けた後に承認を得る。 

4.3.4 設計における変更 

   設計を主管する箇所の長は，設計対象の追加又は変更が必要となった

場合，各設計結果のうち，影響を受けるものについて必要な設計を実

施し，影響を受けた段階以降の設計結果を必要に応じ修正する。 

 

4.4 工事に係る品質管理の方法 

  工事を主管する箇所の長は，具体的な設備の設計の実施及びその結果を

反映した設備を導入するために必要な工事を，「4.6 設工認における調
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達管理の方法」の管理を適用して実施する。 

4.4.1 具体的な設備の設計の実施（設計３） 

  工工事を主管する箇所の長は，工事段階において，要求事項に適合する

ための具体的な設計（設計３）を実施し，決定した具体的な設備の設計結

果を取りまとめる。 

4.4.2 具体的な設備の設計に基づく工事の実施 

  工事を主管する箇所の長は，要求事項に適合する設備を設置するための

工事を実施する。 

 

4.5 使用前事業者検査の方法 

  使用前事業者検査は，適合性確認対象設備が，認可された設工認に記載

された仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合してい

ることを確認するため，使用前事業者検査を計画し，工事実施箇所からの

独立性を確保した検査体制のもと，実施する。 

4.5.1 使用前事業者検査での確認事項 

  使用前事業者検査は，適合性確認対象設備が，認可された設工認に記載

された仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合してい

ることを確認するために，以下の項目について検査を実施する。 

 (１) 実設備の仕様の適合性確認 

 (２) 品質マネジメントシステムに係る検査 

4.5.2 使用前事業者検査の計画 

  検査を担当する箇所の長は，適合性確認対象設備が，認可された設工認

に記載された仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合

していることを確認するため，使用前事業者検査を計画する。 
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4.5.3 検査計画の管理 

  検査に係るプロセスの取りまとめを主管する箇所の長は，使用前事業者

検査の実施時期及び使用前事業者検査が確実に行われることを管理する。 

4.5.4 使用前事業者検査の実施 

  使用前事業者検査は，検査要領書の作成，検査体制を確立して実施する。 

 

4.6 設工認における調達管理の方法 

  調達を主管する箇所の長は，設工認で行う調達管理を確実にするために，

品質管理に関する事項に基づき以下に示す管理を実施する。 

4.6.1 供給者の技術的評価 

  調達を主管する箇所の長は，供給者が当社の要求事項に従って調達製品

を供給する技術的な能力を判断の根拠として，供給者の技術的評価を実施

する。 

4.6.2 供給者の選定 

  調達を主管する箇所の長は，設工認に必要な調達を行う場合，原子力安

全に対する影響，供給者の実績等を考慮し，業務の重要度に応じてグレー

ド分けを行い管理する。 

4.6.3 調達製品の調達管理 

  調達を主管する箇所の長は，調達に関する品質保証活動を行うに当たっ

て，原子力安全に対する影響及び供給者の実績等を考慮し，以下の調達管

理に基づき業務を実施する。 

 (１) 仕様書の作成 

   調達を主管する箇所の長は，業務の内容に応じ，品質管理に関する事

項に基づく調達要求事項を含めた仕様書を作成し，供給者の業務実施

状況を適切に管理する。（「4.6.3(２) 調達製品の管理」参照） 
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 (２) 調達製品の管理 

   調達を主管する箇所の長は，当社が仕様書で要求した製品が確実に納

品されるよう調達製品が納入されるまでの間，製品に応じた必要な管

理を実施する。 

 (３) 調達製品の検証 

   調達を主管する箇所の長は，調達製品が調達要求事項を満たしている

ことを確実にするために調達製品の検証を行う。 

   なお，供給者先で検証を実施する場合，あらかじめ仕様書で検証の要

領及び調達製品のリリースの方法を明確にした上で，検証を行う。 

4.6.4 請負会社他品質監査 

   供給者に対する監査を主管する箇所の長は，供給者の品質保証活動及

び健全な安全文化を育成し維持するための活動が適切で，かつ，確実

に行われていることを確認するために，請負会社他品質監査を実施す

る。 

 

4.7 その後の設計，工事等における文書及び記録の管理 

   その後の設計，工事等における文書及び記録については，事業変更許

可本文六号に示す文書，それらに基づき作成される品質記録であり，

これらを適切に管理する。 

 

4.8 その後の不適合管理 

   その後の設計，工事及び試験・検査において発生した不適合について

は適切に処置を行う。 
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5. 適合性確認対象設備の施設管理 

   工事を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備について，技術基準

規則への適合性を使用前事業者検査を実施することにより確認し，適

合性確認対象設備の使用開始後においては，施設管理に係る業務プロ

セスに基づき廃棄物管理施設の安全上の重要度に応じた点検計画を策

定し保全を実施することにより，適合性を維持する。 
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プロセス 
主管箇所 

再処理事業部 技術本部 

3.3 

本申請における

設計に係る品質

管理の方法 

再処理工場 

土木建築保全部，

計装保全部，電気

保全部，機械保全

部，技術部，共用

施設部，ガラス固

化施設部 

放射線管理部，核物

質管理部，防災管理

部 

土木建築部，エン

ジニアリングセン

ター 

3.4 
本申請における

調達管理の方法 

第 3.1－１表 設計及び調達の実施の体制 
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各段階 

事業変更許可

本文六号の対

応項目 

概 要 

設
計 

3.3 

本申請にお

ける設計に

係る品質管

理の方法 

Ｇ．ｃ．(ａ) 

設計開発計画 

本申請及びこれに

付随する基本設計

を実施するための

計画 

3.3.1 

設計開発に

用いる情報

の明確化 

Ｇ．ｃ．(ｂ) 

設計開発に用

いる情報 

本申請及びこれに

付随する基本設計

の要求事項の明確

化 

3.3.2(１)  

※ 

申請書作成

のための設

計 

Ｇ．ｃ．(ｃ) 

設計開発の結

果に係る情報 

本申請における申

請書作成のための

設計 

3.3.2(２)  

設計のアウ

トプットに

対する検証 

Ｇ．ｃ．(ｅ) 

設計開発の検

証 

本申請及びこれに

付随する基本設計

の妥当性のチェッ

ク 

3.3.3 

※ 

設計におけ

る変更 

Ｇ．ｃ．(ｇ) 

設計開発の変

更の管理 

設計対象の追加や

変更時の対応 

調
達 

3.4 

本申請にお

ける調達管

理の方法 

Ｇ．ｄ． 

調達 

本申請に必要な設

計に係る調達管理 

※：「3.2 本申請における設計の各段階とその審査」で述べている「設

計の各段階におけるレビュー」の各段階を示す。 

 

  

第 3.2－１表 本申請における設計の各段階及び調達 

（事業変更許可本文六号との関係） 
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第 3.1－１図 適合性確認に関する体制表 

令和２年３月１日現在 

令和２年３月１日現在 
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